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付議事件及び審議結果一覧 

付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日 

令和８年 

第２回定例会

（３月） 

議案第２号 三股町自治公民館加入促進条例 
原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第３号 
三股町中小企業・小規模企業振興基本

条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第４号 
三股町特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第５号 

三股町議会議員及び三股町長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第６号 
三股町使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第７号 
三股町営住宅設置条例の一部を改正す

る条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第８号 

三股町殿岡生活改善センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第９号 
三股町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例 ※議案撤回 
― ― 

〃 議案第10号 

三股町乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第11号 

三股町児童福祉施設設置条例及び三股

町使用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第12号 
三股町温泉スタンドの設置及び管理に

関する条例を廃止する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第13号 
町長等の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 
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付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日 

令和８年 

第２回定例会

（３月） 

議案第14号 
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第15号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第16号 
令和７年度三股町一般会計補正予算

（第10号） 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第17号 
令和７年度三股町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号） 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第18号 
令和７年度三股町後期高齢者医療保険

特別会計補正予算（第３号） 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第19号 
令和７年度三股町介護保険特別会計補

正予算（第５号） 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第20号 令和８年度三股町一般会計予算 
原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第21号 
令和８年度三股町国民健康保険特別会

計予算 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第22号 
令和８年度三股町後期高齢者医療保険

特別会計予算 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第23号 
令和８年度三股町介護保険特別会計予

算 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第24号 
令和８年度三股町介護保険サービス事

業特別会計予算 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第25号 令和８年度三股町水道事業会計予算 
原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第26号 令和８年度三股町下水道事業会計予算 
原 案 

可 決 
３月23日 
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付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日 

令和８年 

第２回定例会

（３月） 

議案第27号 
設計施工一括契約の締結について（三

股町交流拠点施設整備事業） 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第28号 

工事請負契約の変更契約の締結につい

て（令和７年度文化会館特定天井落下

防止対策工事） 

原 案 

可 決 
３月11日 

〃 議案第29号 

財産の取得について（令和７年度 三

股町立学校給食センター配送車（２号

車）購入事業） 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第30号 
薬科休日急患診療事業事務の委託に関

する都城市との協議について 

原 案 

可 決 
３月23日 

〃 議案第31号 副町長の選任について 
原 案 

同 意 
３月23日 

〃 議案第32号 
三股町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例 

原 案 

可 決 
３月23日 
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一  般  質  問 

発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手 

１ 西村 尚彦 

１ 第６次三股町総合計

画（後期計画）につい

て 

① 後期計画を策定するにあたり、 

 前期計画の成果をどのように検

証したのか。 

② 後期計画策定に向けたアンケ 

 ート調査で何が見えてきたのか。 

 また、前回調査と違う点があっ

たのか。 

③ 後期計画策定にあたり、前期

計画から変更した点があるのか。 

④ 具体的な施策で、新たに追加

した施策があるのか。 

⑤ 審議会委員の意見やパブリッ

クコメントにはどのようなもの

があったのか。 

⑥ まちづくりの基本理念や基本

目標は前期計画と変わらないと

思うが、時代の変化を踏まえ、

今後のまちづくりについてどう

考えているか。 

町 長 
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１ 西村 尚彦 
２ 令和８年度一般会計

当初予算について 

① どのような予算編成をもとに

予算を組まれたのか、また、総

合計画の後期計画が始まる最初

の年の予算となるが、新年度予

算の特徴もしくはポイントは。 

② 少子高齢化や人口減少、人手

不足、また、物価高騰や人件費

の上昇が続く現在、予算編成に

どのような影響があったのか。 

 (ｱ) 人件費について 令和７年

度当初予算に比較してどう変

わったのか。また、その要因

をどう分析しているのか。 

 (ｲ) 物件費について 令和７年

度当初予算に比較してどう変

わったのか。また、その要因

をどう分析しているのか。 

 (ｳ) 扶助費について 令和７年

度当初予算に比較してどう変

わったのか。また、その要因

をどう分析しているのか。 

 (ｴ) 繰出金について 令和７年

度当初予算に比較してどう変

わったのか。また、その要因

をどう分析しているのか。 

③ 義務的経費、経常的経費、投

資的経費は、令和７年度当初予

算に比較しどう変わったか。ま

た、今後のこれらの経費の割合

はどうなると考えるのか。 

④ 令和８年度に重点的に取り組

む事業及び新規事業は何を予定

しているのか。また、その財源

は何を見込んでいるのか。 

⑤ 今後の財政状況をどのように

見込んでいるのか。また、公債

費や町債残高及び基金はどのよ

うに推移していくと予想してい

るのか。 

町 長 
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２ 内村 立澤 

１ 町税について 

① 町税の収納率が令和４年度９４. 

 １５％、令和５年度９３.９３％、 

 令和６年度９３.３９％である。

町税の収納率が減少している原

因は。 

② 町税の滞納繰越額が令和６年

度１６７,４２０,３２３円、令 

 和７年度１７５,２３０,７５８円 

 であり、７,８１０,４３５円増

えているが、その原因は。 

町 長 

２ 農業について 

① 農地について 

 ・所有者不明農地が増え続けて

いるため、昨年、相続登記は義

務化された。本県では、県農業

会議と県司法書士会との間で連 

 携協定を結んだが、その内容は。 

② 畜産（和牛子牛）について 

 (ｱ) 令和３年度から令和７年度

までの県内７市場（都城、小 

  林、串間、宮崎、児湯、延岡、 

  高千穂）の県全体の和牛繁殖

生産者数、市場取引頭数、平

均価格（メス、去勢）の状況

は。 

 (ｲ) 価格が上昇している理由と、

今後の見通しは。 

  畜産（肉牛）について 

 ・全国和牛能力共進会が来年８ 

 月に北海道で行われるが、本町 

 の出品者、出品牛の取り組みは。 

町 長 

３ 第６次三股町総合計

画について 

① 町営住宅簡易平屋団地解体事

業（長寿命化計画）による用途

廃止予定簡易平屋団地の解体工

事の状況は。 

② 誘致認定企業への雇用奨励金、 

 土地取得補助金の状況は。 

町 長 
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３ 岩津  良 

１ 町内公共施設全般の

老朽化対策と今後の更

新・再編計画について 

① 「三股町公共施設等総合管理

計画」の総面積削減目標に対し、

教育施設や行政施設をはじめと

する公共施設全般の老朽化と修

繕コスト増の現状をどう分析し

ているか。面積削減との整合性

を図りながら進める、今後の具

体的な年次計画を問う。 

② 防災拠点である各消防詰所や

各自治公民館及び分館の老朽化

等に対し、大規模災害時等をど

う認識しているか。特に消防詰 

 所の移転・更新の検討について、 

 優先順位と方針を問う。 

町 長 

教育長 

２ 消防出初式の運営及

び団員等の人員確保及

び処遇環境について 

① 本年の出初式において、一斉

放水後の長時間にわたる屋外で

の式典による、健康上のリスク

を町はどう捉えているか。 

② 式典の屋内実施や進行順序の

入れ替えなど、次年度以降の運

営の考えを問う。 

③ 若手団員確保や処遇について

の、対応などは検討されている

のか。 

町 長 
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４ 上西 雅子 

１ 「障がい者差別解消

法」理解促進に向けた

取り組みについて 

① 「障がい者差別解消法」は、 

 令和６年４月より法改正があり、 

 「合理的配慮の提供」義務が事

業所にも拡大された。 

  この法律の理解促進に向けて、 

 町はどんな取り組みや工夫をし

ているのか質問する。 

② 過去３年間で、企業や福祉事

業所等での障がい者に対する虐

待、差別的対応、不適切対応等

の報告・相談はあったのか、あ

ればその内容はどのようなもの

であったのか質問する。 

③ この法改正の周知だけでなく、 

 市民・事業者・障がいを持つ当

事者が、それぞれの立場で障が

い者福祉について考え、対話す

る場が必要と考える。その事に

対して、町として取り組んでい

る事や、今後の展望について質

問する。 

町 長 

２ 「障がい者自立支援

協議会」について 

① 障がい者を取り巻く地域環境

やニーズを把握する為に創設さ

れている「三股町自立支援協議

会」では、現在どのような地域

課題が出され、具体的な取り組

みの提案をされているのか質問

する。 

② 令和５年度に、当協議会で協

議され体制整備していく事とな

った「地域生活支援拠点」の、

「面的整備」の進捗状況につい

て質問する。 

③ 町の当協議会の全体会は、毎

年６月に辞令交付を行った後、

年度内は１回のみ（３月）の開

催となっている。 

  結果的に、地域のニーズ把握、

課題抽出、会としての取り組み

を十分に行えない構造になって

いるのではないか意見を問う。 

町 長 
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４ 上西 雅子 
３ 要支援児童の児童発

達支援について 

① 障害児福祉計画における、児

童発達支援の目的について質問

する。 

② 要支援児童の通所サービスの

利用申請後、サービスが必要で

あるかどうか、適切なサービス

種類や支給量等について審査す

る機関はあるのか質問する。 

③ ②のようなセンター機能を持

つ事業所を整備するか、もしく

は審査会機能を町が担う等、工 

 夫が必要ではないか意見を問う。 

町 長 
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５ 堀内 和義 

１ 町内における外国人

労働者の現状について 

① 外国人労働者が急増している

が、国籍と人数及び受け入れし

ている事業所数と職種はどのよ

うであるか。 

町 長 

② 外国人雇用については届け出

が義務化されているが、対応窓

口、生活相談受付等はどのよう

になっているのか。 

町 長 

教育長 

③ 雇用事業所と労働者のトラブ

ル発生はないのか。発生した場

合の対応はどのようにされてい

るのか。 

④ 事業所から住居不足問題があ

ると聞いているが、町営住宅へ

の入居、空き家の改修利活用は

できないか。 

⑤ 多文化共生社会の推進が急務

とされているが、具体的な取り

組みはされているのか。 

町 長 

２ 選挙投票率向上の対

策について 

① 第５１回衆議院議員選挙の県

内市町村の投票率及び期日前投

票率はどのようであったか。 

② 町内投票所及び年代別の投票

率はどのようであったか。 

③ 若年層の低投票率が続いてい

るが、投票率向上の対策は検討

されているのか。 

 ・ネット投票の実現、検討はで

きないか。 

 ・ＳＮＳによる発信、インター

ネットを活用した情報提供はで

きないか。 

④ 期日前投票は増えている。投

票所の拡大はできないか。 

 ・櫻美学園高等学校、長田地区

投票所の新設 

 ・西部体育館、６地区分館の期

間延長 

⑤ 選挙期間中において、くいま 

 ーるバス運賃を無料化している

が利用者数、利用者の反応はど

のようであったか。 

⑥ 地元企業と連携して投票キャ

ンペーンを展開してみてはどう

か。（企業訪問してのチラシ配

布） 

選 挙 

管 理 

委員長 
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６ 中原 美穂 
１ 同日選挙の効果最大

化について 

① 本年の町長・町議会議員選挙

における同日投票にあたり、町

として投票率向上にどう取り組

むのか。 

 ・若年層に向けた投票率向上へ

の具体策 

 ・期日前投票への働きかけ 

 ・ＳＮＳやデジタル媒体の活用

方法等 

  周知のみではなく成果を意識

した取り組みについて問う。 

② 令和４年の町長・町議会議員

選挙の投票率結果を踏まえ、町

としてどのような分析を行い、

どのように改善すべきか検討し

た結果を問う。選挙後に、 

 ・世代別投票率 

 ・期日前投票率 

 ・投票所別状況 

  等を分析しているが、投票率

向上に向けた改善策を整理・公

表する考えはあるか。 

③ 令和４年の町長・町議会議員

選挙の支出額は約１,８７３万

円であったが、本年の同日選挙

において、 

 ・投票所設営費 

 ・人件費 

 ・公費負担 

  を整理し、単独実施との比較

検証を行う考えはあるか。 

  また、選挙経費を町民に分か

りやすく公開し、制度改善につ

なげる考えはあるか。 

④ １８歳選挙権開始以降の本町

１８～２９歳の投票率推移を問

う。その分析結果を踏まえ、 

 ・高校との連携 

 ・模擬投票 

 ・ＳＮＳ・動画活用 

  を含めた選挙を通じた次世代

育成の機会として活用されてい

るのか、また活用を検討されて

いるのか。 

選 挙 

管 理 

委員長 
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６ 中原 美穂 

２ 行政窓口におけるキ

ャッシュレス決済導入

について 

① 三股町役場窓口における支払

い方法の現状について 

 ・証明書発行手数料、使用料、

保育料等の支払いにおいて、ク

レジットカードやＱＲコード決

済等のキャッシュレス決済は導

入されているのか、現状の対応

状況は。 

② キャッシュレス決済導入の必

要性に対する町の認識について 

 ・近年、キャッシュレス決済の

利用が拡大する中、町民の利便

性向上や来庁負担軽減、職員の

現金管理業務軽減の観点から、

窓口におけるキャッシュレス決

済導入について、町はどのよう

に認識されているのか。 

③ 近隣自治体における導入状況

の把握と評価について 

 ・都城市をはじめとする近隣自

治体では、行政窓口等において

キャッシュレス決済が導入され

ている。本町として、これらの

導入状況をどのように把握して

いるのか。また、その取組をど

のように評価されているのか。 

④ 三股町における導入可能性お

よび段階的整備について 

 ・証明書発行手数料や施設使用

料など導入しやすい分野から段

階的にキャッシュレス決済を導

入する考えはあるのか。また、

モデル的導入を含めた検討の可

能性について町の見解は。 

⑤ 導入に伴う課題および対応に

ついて 

 ・キャッシュレス決済導入に伴 

 う決済手数料、システム導入費、 

 セキュリティ対策等の課題につ

いて、町としてどのように整理

し、どのような対応を検討して

いるのか。 

町 長 
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７ 新坂 哲雄 

１ 植木地区の福吉の南

側町道の側溝について 

① 植木地区の福吉の南側町道側

溝蓋の整備は出来ないか。（消

防車輌が通りにくいため） 

町 長 

２ 林道整備について 

① 梶山長田の林道が、災害等に

より４～５ヵ所壊れており、木

材運搬等が出来ない状況である

が、その対策は。 

町 長 

３ 長田峡について 

① 長田峡は観光地であるため、

以前あった吊り橋を復旧出来な

いか。 

町 長 

８ 田中 光子 
１ オンデマンド交通に

ついて 

① 今後の本格運行に向けた展開

について 

 (ｱ) 実証実験のデータをどう分

析し、今後のルートや運行時

間に反映させるのか。 

 (ｲ) 高齢者から要望の多い「バ

ス停（乗降ポイント）の増設」

については、どのように取り

組むのか。 

 (ｳ) 免許返納者への運賃割引な

ど、さらなる優待策はあるの

か。 

② デジタルデバイド（情報格差）

への対応について 

 (ｱ) アプリ予約が導入される一

方、スマートフォンの操作に

不慣れな高齢者が取り残され

る懸念がある。誰一人取り残

さないための具体的な支援策

スマホを持っていない人への、

タブレット貸与などの支援は

あるか。 

 (ｲ) 今後、講習会はいつどこで

開催されるのか。 

③ 運行エリアと時間の最適化に

ついて 

 (ｱ) どの地区の人が、何時にど

こへ行くか。通院・買い物な

どのダイヤに縛られない柔軟

な運行はできないか。 

 (ｲ) 空白地帯の重点カバーとし

て、移動が困難な地区を優先

的に早急にオンデマンド交通

導入できないか。 

町 長 
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８ 田中 光子 
２ 包括的性教育の重要

性について 

① 本町の現状と課題認識につい

て 

 (ｱ) 情報環境としてインターネ

ットの普及により、子どもた

ちが誤った性情報に触れる機

会が増えている現状について、

町はどのように把握している

か。 

 (ｲ) 若者の課題として予期せぬ

妊娠や性感染症、性暴力など

の問題に対する子どもたちの

知識不足について、町はどの

ような課題を認識しているか。 

 (ｳ) 自己肯定感の育成として包

括的性教育が、子どもたちの

自尊心や自己肯定感を育む上

で重要であるという認識はあ

るか。 

② 包括的性教育推進に向けた具

体的な取り組みができないか。 

 (ｱ) 町内の学校や地域における、

現在の性教育の内容や実施状

況は。 

 (ｲ) 包括的性教育を効果的に実

施するための教員への研修や

情報提供など、どのような支

援が考えられるか。 

 (ｳ) 包括的性教育への理解を深

めるため、保護者向けの啓発

活動や説明会の実施を検討で

きないか。 

 (ｴ) 教育委員会だけでなく、保

健や福祉など関係機関との連

携はできないか。 

③ 性教育の推進について 

 (ｱ) 町独自のモデル構築として、

三股町の小規模校・大規模校

それぞれの特性に合わせた専

門家派遣はできないか。 

 (ｲ) 保護者への啓発として学校

だけでなく、保護者が家庭で

どう伝えるかをサポートする

講演会の開催はできないか。 

町 長 

教育長 
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９ 堀内 義郎 

１ 教育政策について 

① 小学校給食費無償化の方針に

ついて、本町としての取り組み

と完全無償化された場合の試算

は。また、浮いた分の使途をど

のように考えるか。 

② 給食費滞納の対応を今後どう

進めるのか。 

③ 給食センターの老朽化に伴う

将来の建て替えとして、アレル

ギー食の対応は想定できないか。 

教育長 

２ 町道の整備について 

① 町道の歩道や一旦停止などの

白線が消え、特に高齢者の方々

から車の運転や歩行時に危険で

あり、整備の要望がさんさんク

ラブ三股から以前からあがって

いるが、予算化の現状はどうな

のか。 

② 町道整備として、植木公園北

側沿い町道の白線の整備と歩道

側の雑草や泥の除去は出来ない

か。 

町 長 

３ 保存会について 

① 保存会の会員減少など、今後

存続が危ぶまれる中、無形文化

財登録の要望があるが、登録の

メリットとデメリットはどうな

のか。 

② 保存会の伝承と活性化を図る

ため、無形民俗文化財の登録は

出来ないか。 

町 長 

教育長 

４ 消防団活動と詰所に

ついて 

① 団員確保が厳しい中、各部団

員数の現状と団員確保の取り組

みは。 

② 詰所について、４部（危険区

域にある）、７部（駐車場の確

保が難しい）、２部（待機部屋

が狭い）の現状であり、以前か

ら建て替え移転について要望が

あるが、年次的にすすめるべき

ではないか。 

町 長 

５ 町長の政治姿勢につ

いて 

① 任期中における施策の成果と

課題についての評価をどう思わ

れるか。また、施政方針を踏ま

え今後取り組むべき最重要課題

への考えと進退についてどう思

われるか。 

町 長 
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１０ 楠原 更三 

１ 文化財について 

① 郷土愛を育成するための文化

財整備が、現状のまちづくりの

中で「総体」として十分に行わ

れていると町長は判断されてい

るのか。 

② 梶山城跡の国指定への動きの

現状に対する町長の思い。 

③ 文化庁も県も国指定史跡候補

として注目している梶山城跡の

国指定申請状況及びなかなかは

かどらなかった原因と今後の予

定。 

④ 梶山城跡について、土地開発

公社での用地購入状況を含めて

の町民への説明会を行うことは

できないか。 

⑤ これまでに発掘された埋蔵文

化財の解説付きの展示予定はあ

るのか。 

⑥ この「十年間」で教育課とし

て設置した文化財関連の説明

「版」はいくつあるか。また、

説明「版」設置の今後の予定は。 

⑦ ２０２７年は、西南戦争から

１５０年となる。早馬公園内に

ある石碑の碑文の解説や町内で

の西南役の解説をした説明版の

設置はできないか。 

⑧ ＶＲ等を活用した文化財のホ 

 ームページへの掲載の動きとＶ

Ｒ等を活用した文化財の立体的

な記録保存の現状は。 

⑨ 文化財の町指定への動きの現

状は。（含、文化財保存調査委

員の選定は行われているのか。） 

町 長 

教育長 

２ 自治公民館への防災

組織の組織化及び加入

促進条例について 

① 自治公民館地域防災組織が組

織として機能していくための方

策は。 

② 制定後の条例の活用予定と加

入促進啓発活動として新たな動

きが予定されているか。 

町 長 
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 三股町告示第２号 

  令和８年第１回三股町議会臨時会を次のとおり招集する。 

     令和８年１月19日 

                               三股町長 木佐貫 辰生 

 １ 期 日  令和８年１月19日 

 ２ 場 所  三股町議会議場 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

岩津  良君         中原 美穂君 

上西 雅子君         西村 尚彦君 

田中 光子君         堀内 和義君 

新坂 哲雄君         楠原 更三君 

堀内 義郎君         内村 立澤君 

指宿 秋廣君         山中 則夫君 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 
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令和８年 第１回（臨時） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和８年１月19日（月曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和８年１月19日 午後１時45分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第１号上程 

 日程第３ 会期決定の件について 

 日程第４ 質疑・討論・採決 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第１号上程 

 日程第３ 会期決定の件について 

 日程第４ 質疑・討論・採決 

────────────────────────────── 

出席議員（９名） 

２番 中原 美穂君        ３番 上西 雅子君 

４番 西村 尚彦君        ５番 田中 光子君 

７番 新坂 哲雄君        ８番 楠原 更三君 

９番 堀内 義郎君        10番 内村 立澤君 

11番 指宿 秋廣君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（３名） 

１番 岩津  良君        ６番 堀内 和義君 

12番 山中 則夫君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 西山 雄治君        書記 馬場 勝裕君 
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                 書記 益留 美樹君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  石崎 敬三君 

教育長  米丸 麻貴生君  総務課長兼町民室長兼選挙管理委員会書記長   瀬尾 真紀君 

企画商工課長  鈴木  貴君   税務財政課係長  和田 裕之君 

町民保健課長  齊藤 美和君   福祉課長  福永 朋宏君 

高齢者支援課長  杉下 知子君   農業振興課長  細田 高広君 

都市整備課長  田中 英顕君   環境水道課長  岩元 勝二君 

教育課長  山田 正人君   会計課長  竹村 恵美君 

 

午後１時45分開会 

○議長（指宿 秋廣君）  ただいまから、令和８年第１回三股町議会臨時会を開会します。 

 ただいまの出席議員は９名、定足数に達しておりますので、本日の開議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長が会議において指名することとな

っております。 

 本会期中の会議録署名議員に、３番、上西議員、８番、楠原議員の２人を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議案第１号上程 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第２、議案第１号を議題とします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  令和８年第１回三股町議会臨時会に上程いたしました議案について、

その提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号「令和７年度三股町一般会計補正予算（第９号）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、令和８年１月２３日に衆議院が解散される見込みで、第５１回衆議院議員総選挙が

１月２７日公示、２月８日の投開票での実施が見込まれるため、それに備えた選挙事務の準備を

進めるに当たり、所要の準備期間と補正措置を必要とすることから、今回の臨時議会に上程する

ものでありますので、ご理解いただきますようお願申し上げます。 
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 それでは、補正内容を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額１５５億６,５９９万９,０００円に歳入歳出それぞれ１,０７６万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５５億７,６７６万８,０００円

とするものであります。 

 歳入は、県支出金を、歳出は、総務費の選挙費をそれぞれ１,０７６万９,０００円の増額補正

を行うものであります。 

 以上、１議案について、提案理由の説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認くだ

さるようお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  ここで、補足説明があれば許します。総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  それでは、補足説明を申し上げます。 

 補正予算書の１０ページ、１１ページをお開きください。 

 今回の歳出についての説明となります。 

 １１ページのほうでございますが、今回の衆議院議員選挙費、節が、まず１番、報酬からでご

ざいます。金額２９６万２,０００円です。内訳は、投票・開票管理者及び立会人等報酬が

１０９万７,０００円、同じく報酬で会計年度任用職員報酬が１８６万５,０００円でございます。 

 次に、３、職員手当等でございます。金額４１７万６,０００円、時間外勤務手当が４１６万

４,０００円、次に管理職特別勤務手当が１万２,０００円でございます。 

 ７、報償費、金額９万７,０００円、街頭啓発謝礼金ほかでございます。 

 次に、８、旅費、金額２万３,０００円、費用弁償でございます。 

 １０番、需用費、金額８２万７,０００円です。こちらは、消耗品費、燃料費、食料費、印刷

製本費、修繕料となっております。 

 次に、１１、役務費、金額１３０万２,０００円、通信運搬費と手数料でございます。 

 次に、１２、委託料、１３１万６,０００円、選挙用ポスター看板設置委託料ほかでございま

すが、内訳につきましては、ただいま申しました選挙用ポスター看板設置及び撤去委託料が

１１０万円、自書式読取分類機セットアップ委託料が２１万６,０００円でございます。 

 次に、１３、使用料及び賃借料です。金額６万６,０００円、選挙事務用携帯電話賃借料でご

ざいます。 

 それと、くいまーるバスの運行について、ご説明いたします。 

 期日前投票期間の２月２日から７日までの６日間でございますが、この６日間につきましては、

全路線を無料で運行をする予定でございます。 

 以上で、補足説明を終わります。 
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○議長（指宿 秋廣君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．会期決定の件について 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第３、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日１日間とし、今回提案された議案については、委員会付

託を省略し、全体審議として措置することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日１日間とし、今回

提案された議案については、委員会付託を省略し、全体審議として措置することに決しました。 

 なお、日程の詳細については、配付しております会期日程（案）のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．質疑・討論・採決 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第４、質疑・討論・採決を行います。 

 議案第１号「令和７年度三股町一般会計補正予算（第９号）」を議題として、質疑・討論・採

決を行います。 

 これより質疑を行います。くれぐれも、議題以外にわたったり、自己の意見を述べるなど、一

般質問のようにならないようにご注意願います。 

 また、臨時会での質疑は、会議規則第５４条の規定により、１議題につき１人５回以内となっ

ております。 

 ただし、議長の許可を得たときにはこの限りでないことを申し述べておきます。 

 質疑ありませんか。楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  今、総務課長の説明の中にありました、くいまーる全路線無料と

ありましたけど、もうちょっと具体的にお聞きしたいんですが。全路線全部が無料なんですか、

まちなか便とか。それか、期日前投票所付近を通る、そのためのくいまーる利用がただなのか。

そこらの区別がどうなってるのか。期日前投票所前に行かないルートがありますよね。それも無

料なのか、誰でも。そこらをちょっとお聞きしたいです。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  では、路線についてお答えいたします。 

 議員ご質問のとおりでございまして、全ての路線で無料ということで、まちなか、そして長田、

蓼池、宮村、その路線も無料というところで運行を予定しております。 

 以上でございます。 
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○議長（指宿 秋廣君）  よろしいですか。総務課長、開票所の時間外でもオーケーなんですか。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  はい。１日全部無料です。 

○議長（指宿 秋廣君）  １日無料らしいです。開票所が開いてる場合ではなくて、１日全部無料

ということのようでございます。よろしいですね、それで。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決されまし

た。 

 お諮りします。今臨時会において議決案件等の条項、字句、数字、その他の整理を要するもの

については、会議規則第４４条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議決案件等の条項、字句、数字、その他

の整理は議長に委任することに決しました。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午後１時56分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時57分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（指宿 秋廣君）  それでは、以上で、令和８年第１回三股町議会臨時会を閉会いたします。 

午後１時57分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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     会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 

                                    議  長  指宿 秋廣 

 

 

                                    署名議員  上西 雅子 

 

 

                                    署名議員  楠原 更三 
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 三股町告示第８号 

  令和８年第２回三股町議会定例会を次のとおり招集する。 

     令和８年２月24日 

                               三股町長 木佐貫 辰生 

 １ 期 日  令和８年３月２日 

 ２ 場 所  三股町議会議場 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

岩津  良君         中原 美穂君 

上西 雅子君         西村 尚彦君 

田中 光子君         堀内 和義君 

新坂 哲雄君         楠原 更三君 

堀内 義郎君         内村 立澤君 

指宿 秋廣君         山中 則夫君 

────────────────────────────── 

 ○３月９日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○３月10日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○３月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○３月23日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 
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令和８年 第２回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和８年３月２日（月曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和８年３月２日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 令和８年度施政方針表明 

 日程第３ 議案第２号から議案第３１号までの３０議案一括上程 

 日程第４ 会期決定の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 令和８年度施政方針表明 

 日程第３ 議案第２号から議案第３１号までの３０議案一括上程 

 日程第４ 会期決定の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 岩津  良君        ２番 中原 美穂君 

３番 上西 雅子君        ４番 西村 尚彦君 

５番 田中 光子君        ６番 堀内 和義君 

７番 新坂 哲雄君        ８番 楠原 更三君 

９番 堀内 義郎君        10番 内村 立澤君 

11番 指宿 秋廣君         

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

12番 山中 則夫君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 西山 雄治君        書記 馬場 勝裕君 
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                 書記 益留 美樹君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  石崎 敬三君 

教育長  米丸 麻貴生君  総務課長兼町民室長兼選挙管理委員会書記長  瀬尾 真紀君 

企画商工課長  鈴木  貴君   税務財政課長  白尾 知之君 

町民保健課長  齊藤 美和君   福祉課長  福永 朋宏君 

高齢者支援課長  杉下 知子君   農業振興課長  細田 高広君 

都市整備課長  田中 英顕君   環境水道課長  岩元 勝二君 

教育課長  山田 正人君   会計課長  竹村 恵美君 

 

午前10時00分開会 

○議長（指宿 秋廣君）  ただいまから、令和８年第２回三股町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１１名、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長が会議において指名することとな

っております。 

 本会期中の会議録署名議員に、４番、西村議員、９番、堀内義郎議員の２人を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．令和８年度施政方針表明 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第２、令和８年度の施政方針の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。 

 本日、ここに令和８年第２回三股町議会定例会の開催に当たりまして、令和８年度の町政運営

の方針につきまして、私の所信の一端を申し上げます。 

 初めに、議員各位をはじめ町民の皆様には、日頃から町政運営に対し深いご理解とご協力を賜

っており、心から感謝を申し上げます。 

 さて、令和７年度を振り返ってみますと、４月の春祭り、５月のまちドラ、６月のモノづくり

フェア、１１月のふるさとまつり・文化祭、今年１月の新春あいさつ会や、はたちの成人式、出
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初め式、みまたん霧島パノラマまらそん、２月のＷＢＣチェコ共和国代表チーム合宿など、各種

イベントや行事など計画どおり開催できました。 

 一方、政治・経済・社会の各分野においては、先行き不透明さが増す中、物価高騰や人手不足、

人口減少、災害への備えなど、町民生活に直結する課題が顕在化するなど、市町村が果たすべき

役割が一層大きくなっています。 

 そのような中、本町の重点施策である子育て支援策として、中学校の給食費無償化については

継続して実施するとともに、小学生の給食費については、物価高騰分は町補助で賄いました。 

 第二子保育料、小学生給食費、高校生までの医療費の無償化は、保護者の負担軽減にとどまら

ず、子育て世帯の移住・定住促進、住宅建設などの地場産業の活性化、そして、雇用増・税収増

にもつながり、経済の好循環を生むものと期待していることから、完全実施に向け財源確保に努

力しているところであります。 

 そして、これらの施策の継続・拡大には、財源として、ふるさと納税の倍々増が欠かせません。

町では魅力ある三股町を全国に発信し、新たな返礼品の開発など、多くの人にご支援いただける

よう鋭意努力しておりますが、町民の皆様にも、ふるさと納税についてご理解いただき、町外の

親戚や知人、友人へのお声かけをお願いしているところであります。 

 また、企業版ふるさと納税についても、協力していただけるようＰＲに努めているところです。 

 ところで、近年、災害は激甚化・頻発化し、全国各地で非常に強い地震や大規模な林野火災、

台風・大雨による土砂・浸水被害など多くの被害が発生しております。県内でも、昨年３月の宮

崎市鏡洲での林野火災や６月の新燃岳噴火、９月の台風１５号による大雨被害が発生するなど、

住民生活に多大な影響を及ぼしたところです。 

 本町では、幸いにして大きな被害は免れましたが、８月の大雨の際には、消防団員には深夜か

らの出動や警戒活動に従事していただきました。 

 そして、昨年１月１３日には、日向灘沖を震源とした最大震度５弱の地震が発生しました。町

内では大きな被害はありませんでしたが、近い将来に南海トラフ地震の発生が危惧される中、今

後もしっかりと備える必要があります。 

 過去の大震災では、建物や家具の倒壊で圧死・窒息死が多く見られることから、建物の安全性

を高める耐震補強は重要であり、引き続き町内の住宅耐震化の施策を推進してまいります。 

 また、同様にライフラインの確保も不可欠でありますが、地震などの大災害では、自衛隊、消

防、警察などの公的機関は、道路の決壊や建物の倒壊・火災などで発災直後の活動が困難な場合

が想定され、自助共助の取組が重要であることから、各自治公民館に地域防災組織の組織化・活

性化を働きかけているところです。 

 事務事業の効率化の分野では、情報通信技術の飛躍的な進歩やマイナンバーカードの普及率向
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上に伴い、これまで住民票等のコンビニ交付や、コピー機として使えるマルチコピー機を庁舎内

に設置してきました。また、窓口利用者が申請書などを書く労力を減らし、滞留時間を減らすこ

とを目的に、書かない窓口も開設してまいりました。 

 今後も三股町ＤＸ推進計画に基づいたデジタル化を進めることで、事務事業の効率化を図りつ

つ、町民生活の利便性向上を目指します。 

 以上のとおり、当初及び補正予算で計画した事業は、議会をはじめ町民の皆様のご理解、ご尽

力により、ほぼ予定どおり実施できました。心から感謝申し上げます。 

 令和８年度も、引き続き、これまでの成果を踏まえ、残された課題、新たな課題に積極的に挑

戦し、町の将来像、自立と協働が織りなす元気あふれるまち三股の実現を目指したいと考えてい

ます。今後とも、議会からのご意見や町民の皆様の声に耳を傾けながら、職員一丸となって町政

運営に取り組んでいく所存でございますので、皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 私は、町政の目標として、自立と協働が織りなす元気あふれるまち三股を実現するため、５の

プロジェクトをマニフェストとして掲げ、実現に努力しているところです。 

 その一端をご紹介しますと、１つ目のまちむら元気わいわいプロジェクトでは、町営五本松団

地の跡地活用策について、暮らしが息づく場をつくり、三股の暮らしの魅力を高める場を実現す

べく、昨年６月にＰＰＰ、パブリック・プライベート・パートナーシップ手法を採用した実施方

針や、要求水準書等を公表しました。 

 地域密着型の１グループ１１事業者からなる共同事業体からの応募を受け、有識者からなる選

考委員会において厳正な審査を経て、昨年１０月、優先交渉権者に決定いたしました。その後、

およそ３か月に及ぶ交渉を終え、町、まちづくり合同会社及びみまたんまんなか共同事業体、三

者での基本契約書を締結することができました。 

 本定例会におきましては、設計施工一括契約の締結についての議案を上程させていただいてお

ります。令和１０年度供用開始に向けて着実に前に進めてまいりたいと考えています。 

 また、都市再生整備計画に基づき、中心市街地として位置づけた三股駅と役場、文化会館及び

五本松団地跡地を結ぶエリア内の歩きやすいまち、歩きたくなるまちの実現に向けた検討を進め、

町民の皆様や有識者の意見を踏まえた道路・公園等の整備方針を定めており、この方針に基づき、

交流拠点施設整備事業の進捗に合わせながら、エリア内の道路、公園等の整備を進めてまいりま

す。 

 今年度の事業として、役場西側に位置する五本松児童公園の複合遊具の更新及び町道役場前通

り線の歩道整備を行うとともに、令和８年度は五本松交流拠点周辺の道路設計等を実施する予定

としております。 
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 なお、既存の公園につきましても、適切な維持管理に努めるとともに、今年度更新実施中の上

米公園のローラースライダー等に引き続き、令和８年度は旭ケ丘運動公園のゲートボール場のト

イレ等を更新する予定であり、老朽化の著しい公園施設の長寿命化対策にしっかりと取り組んで

まいります。 

 さらに、令和８年度は、暮らしやすいまちづくりのために必要となる三股町立地適正化計画を

策定して５年が経過することから、これまでの成果の確認及び必要に応じた計画の微修正を検討

することとしており、国の推奨する防災指針や復興事前準備の項目を計画に掲載する予定であり

ます。 

 その際に、今年度実施しているパークゴルフ場増設に向けた基本設計に併せ、立地適正化計画

に健康増進、地域コミュニティの活性化に資する施設として、上米公園パークゴルフ場を位置づ

けるなど、施設増設のための準備を行うこととしております。 

 そして、令和６年４月１日からコミュニティバスくいまーるの中心市街地循環コースの運行を

新たに開始したことで、中心市街地と既存集落との往来の交通手段を効果的に確保でき、日常生

活に必要とする買物、病院、公共施設等の利用の効率化を図ることができました。あわせて、バ

スの現在地や遅延情報が分かるシステム、バス予報を導入しました。 

 その結果として、令和６年度の利用者数は２万５,７８８人で、前年度と比較して６５％増加

しており、７年度も堅調に推移しております。 

 さらに、オンデマンド交通については、令和６年度から令和７年度にかけて、ＡＩを利用した

システムを構築し、長田地区などを対象に二度の実証実験による検証や分析を行いました。その

結果を踏まえ、令和８年４月から内ノ木場・梶山地区などを対象に本運行を開始し、今後は利便

性向上を図るため、対象エリアの拡充を検討してまいります。 

 快適で安心して住み続けられる住環境づくりの施策の一つであります町営住宅の管理につきま

しては、近年の猛暑や入居者の生活スタイルの変化、ニーズを考慮し、シャワー設備等を順次設

置していくこととしており、今年度の稗田団地、南原団地に続いて、令和８年度は唐橋団地、唐

橋第２団地、山王原団地について住戸改善を図ってまいります。 

 空き家対策につきましては、令和４年度に策定した三股町空家等対策計画に基づき、各種施策

を推進しているところであり、引き続きセミナーや個別相談会を開催し、空き家等の適正な管理

を促進するとともに、周辺の居住環境への影響が大きい空き家の除却に対する補助など、健全な

生活環境の確保に取り組んでまいります。 

 行政改革推進の取組として、いわゆるコンビニ交付や、書かない窓口の浸透に伴い、窓口開庁

時間を、現在の午前８時３０分から午後５時までを、午前８時４５分から午後４時３０分までと

し、４５分間短縮することで、町民サービスの向上と職員の働き方改革を進めてまいりたいと考
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えています。 

 また、お悔やみワンストップ窓口を新たに実施します。ご不幸により大切な方を亡くされたご

遺族は、深い悲しみの中で、死亡届の提出をはじめ、年金、保険、税、福祉、各種証明手続など、

多岐にわたる行政手続を短期間に行う必要があります。こうした負担を軽減し、心に寄り添った

行政サービスを提供するため実施するものです。 

 本窓口では、関係部署を横断した連携体制を構築し、来庁回数や手続の重複を最小限に抑える

とともに、必要な手続を一覧化して分かりやすくご案内します。予約制や個別相談を取り入れる

ことで、落ち着いた環境で丁寧な対応を行い、ご遺族の不安や疑問に寄り添った支援を行います。 

 さらに、本町の情報発信としまして、昨年１１月に誕生しました町ＰＲキャラクターじゃんか

ん君が各種行事・イベントに出演し、町内外に本町の魅力を積極的に発信してまいります。 

 安全・安心なまちづくりとしては、令和７年度に南海トラフ地震や集中豪雨、台風による災害

の大規模化に備え、三股町地域防災計画の見直しを行いました。 

 特に、福祉避難所について、現在指定している元気の杜の機能強化のため環境整備を実施する

とともに、さらに福祉避難所を必要とする人の様々な状況に対応するため、介護や障がい福祉事

業所との連携協定による新たな福祉避難所の指定に向け取り組んでいるところであります。 

 また、大規模災害時における避難者の尊厳維持と二次被害防止を目的に、防災用パーティショ

ン、簡易ベッド、簡易トイレの導入を進め、これらを適切に管理し、迅速に搬出するため、旧東

原児童館を備蓄倉庫に改修いたします。 

 通学路の交通安全対策としては、引き続き小学校周辺の歩道のない通学路における歩行空間の

確保に取り組むとともに、防災・減災、国土強靭化への取組として、橋梁、舗装、公園施設の長

寿命化対策、避難路である島津紅茶園切寄線の道路拡幅工事、木造建築物の耐震化等に取り組ん

でまいります。 

 なお、県事業ですが、今年度は県道１２号都城東環状線において町体育館前の歩道拡幅工事が

行われており、県道３３号都城北郷線においても、仲町工区として街路事業による歩道拡幅のほ

か、長田工区についても、道路拡幅工事が継続して進められております。 

 さらに、国道２２２号牛ノ峠バイパスについて、令和５年に建設促進協議会を設立し、今年度

は６月に都城市ＭＪホールにおいて決起大会を開催しました。そして、建設促進協議会として、

国会議員及び国の幹部に対し３回、県知事や県土整備部長へ２回の要望活動を行うなど、早期の

事業再開に向け、都城市、日南市と一体となって取り組んだところです。 

 今後も、引き続き安全・安心なまちづくりに資する事業の早期着手、早期完了、所要の財源確

保に向けて、国・県にしっかりと訴えてまいります。 

 過疎対策としては、小学校の複式学級の解消を目指して、過疎対策奨励金を継続するとともに、
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小規模特認校制度を利用する児童のためのスクールバスについても引き続き運行してまいります。 

 また、協働のまちづくりを進める上で、重要な役割を果たす自治公民館の加入促進について、

基本理念を定めるとともに、町民、自治公民館、事業者、町の役割をそれぞれ明確化するため、

三股町自治公民館加入促進条例を制定し、協働のまちづくりについてさらに前に進めてまいりま

す。 

 ２つ目の産業いきいきプロジェクトでは、本町の基幹産業である農畜産業の担い手への農地集

積や作業の効率化、農家の所得向上、新規就農者の確保などを図るため、農業全般にわたり様々

な事業に取り組んでまいります。 

 まず、農地の集約・集積につきましては、令和６年度に策定した地域計画を基本に、中心的な

担い手である認定農業者や、新規就農者等への農地集約化を進め、農地利用の最適化の実現に取

り組んでまいります。農地の基盤整備のために、沖水川・三股中央左岸地区の基盤整備事業も引

き続き取り組みます。 

 畜産振興につきましては、昨年より和牛子牛価格が上昇していますが、飼料価格の高止まり等

もあり、依然として厳しい経営を強いられていることから、今後も引き続き、県や関係機関と連

携しながら、必要な措置を講じてまいります。 

 さらに、農業全般を通して、農業資材等の価格高騰に対する支援を行うとともに、農業従事者

が減少する中で、持続可能な力強い農業の実現が求められていることから、新規就農を目的とし

た地域おこし協力隊の活用により、集落営農の活性化を進め、次世代を担う農業者の育成・確保

するための取組を支援するため、新規就農者支援対策事業を実施してまいります。 

 また、ＡＩ・ＩＴ・ＩｏＴを活用したスマート農業の台頭もあり、地域農業は大きな変革の時

期を迎えています。町といたしましては、国・県の事業等を活用するなど、スマート農業の取組

を推進し、生産性・収益性の向上に努めてまいります。 

 林業振興につきましては、県が掲げる再造林率日本一を目標とするグリーン成長プロジェクト

に基づき、コンテナ苗の普及事業や下刈り事業などを推進し、抜本的な再造林対策に取り組んで

まいります。また、森林管理従事者の確保を図るため、林業労働者確保対策事業等にも取り組ん

でまいります。 

 地場産業の活性化策につきましては、物価高騰の影響を受ける生活者を引き続き支援するため、

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町民１人当たり１万円のみまたん生活

応援商品券を配布しているところです。 

 さらに、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献し、本町経済の発展と、町民生活の向上に寄与

している地元中小企業や、関係機関の皆様とともに地域活性化に取り組むため、中小企業振興基

本条例を制定し、施策に生かしてまいります。 
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 ふるさと納税につきましては、令和７年の年末までに寄附額は２億円を超え、過去最高となっ

たところですが、引き続き応援事業者の新規開拓に努め、返礼品の新規開発、改良への支援を行

い充実を図るとともに、町内外にふるさと納税を通して、まちの魅力や特産品のＰＲに努めてま

いります。 

 企業版ふるさと納税においても、地域再生計画、三股町まち・ひと・しごと創生推進計画に位

置づけられている子育て支援の取組を、寄附対象重点事業として企業の皆様に広く知っていただ

き、令和７年度は３００万円を超えるご支援をいただきました。 

 ３つ目の少子・高齢化すくすくプロジェクトでは、国・県の少子化対策重点推進交付金を活用

し、若い世代が、安心して出会い、結ばれ、出産し、子育てをしていただくため、それぞれの節

目の時期にどのような支援があるのか、どこに相談すればいいのかなどを広く知っていただくた

め、ライフデザインブックを作成し、周知を図っております。 

 また、結婚後の新生活を支援するため、住宅取得や賃貸、リフォームに関わる支援を行ってお

りますが、令和７年度は、若者の出会う機会創出のための婚活イベントを開催し、複数件のマッ

チングを行うことができました。 

 子育て支援策としましては、令和７年９月から県の事業を活用し、第二子保育料の２分の１を

助成する保護者の負担軽減事業を開始しました。次年度４月からは、国が新たに導入する乳児等

通園支援事業、いわゆる、こども誰でも通園制度を開始し、子供の育ちを応援してまいります。 

 また、保育士等人材確保支援事業を開始し、保育事業を運営する法人が新卒保育士等を確保で

きるよう取り組んでまいります。 

 放課後児童クラブについては、今後予想される児童数減少に併せ、法人運営クラブの推進、直

営クラブの統廃合で定数調整を図ることとしており、次年度は、蓼池児童クラブを前目児童クラ

ブに統合し、蓼池児童館は廃止いたします。また、今市児童クラブは三股西第一児童クラブに統

合いたします。 

 そして、使用する施設の老朽化への対応として、梶山児童館の改修を実施するとともに、廃止

予定の蓼池児童館の活用・改修については、地元公民館等と協議してまいります。 

 高齢者等の交通弱者対策としましては、日常的な買物、病院へのアクセス不安を解消するため、

昨年４月１日からコミュニティバスくいまーるに、新たな市街地循環路線を追加したことで、利

便性の向上を図っているところです。 

 昨年、団塊の世代全員が７５歳以上の後期高齢者となりました。 

 本町においても高齢化率が年々上昇する中、高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画の理

念・基本目標に基づき、医療・介護・住まい・生活支援・介護予防の５つのサービスを切れ目な

く提供する地域包括ケアシステムを推進し、全ての高齢者が、必要とするサービスを受けながら、
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生涯を通じてできるだけ住み慣れた地域で生活することができる住みよいまちの実現を目指し、

各種施策を推進してまいります。 

 また、介護人材の確保、認知症施策、個別避難計画の策定など、中長期的な地域課題の解決に

向けた施策に取り組んでまいります。 

 ところで、引き続く物価高騰のため、独り親家庭を中心に生活に困窮する世帯が増えていると

ともに、孤立化している人、ひきこもりの方々が、制度の狭間で支援されていない現状も深刻に

なっています。 

 町はこれまでに社会福祉協議会と連携し、みまたん宅食どうぞ便や、こども食堂から支援をつ

ないできました。これからも、重層的支援体制整備事業の活用で縦割りの弊害を解消し、住民主

体の活動を構築することで、困っている人が自分の興味や関心から参加できる地域の居場所を創

出し、交流の場から支援につなげていく活動を推進していきます。 

 妊婦・出産・子育て支援については、昨年度、母子保健アプリ事業として、妊娠期から子供を

持つ世帯のサポートをするためのスマートフォン向けのアプリを導入しました。妊娠中の記録や

子供の成長記録、予防接種スケジュール管理、プッシュ型の情報発信に加え、今年度は、マイナ

ンバーと連携し、スマートフォン等で乳幼児の健診結果を確認できるようにするなど、アプリ機

能の充実を図ってまいります。 

 また、アピアランスケア等支援事業として、がんや、脱毛症等の疾患による外見の変化があっ

ても、自分らしく社会生活が送られるように支援するため、ウィッグや乳房補正具等を必要とす

る方に購入費用の一部を補助する予定です。 

 予防接種事業としましては、母子免疫ＲＳウイルスワクチンの定期接種化に伴い、妊娠２８週

から３６週の妊婦を対象にワクチン接種の助成を行います。母親の体内で作られた抗体が胎児に

移行し、乳児へのＲＳウイルス感染による急性呼吸器感染症の発症予防、重症化予防を図ります。 

 また、子育て世帯の負担を軽減し、子育てしやすい環境をつくるために、中学校の給食費無償

化を継続するとともに、小学校についても、国のいわゆる給食費無償化の方針に基づき、給食費

の無償化を実施いたします。 

 学習環境の整備については、第２期ＧＩＧＡスクール構想において、令和７年度から２年間を

かけて、全児童生徒の端末の更新を行っていきます。 

 また、子供たちの安心・安全な学習環境を守るため、小学校の外壁工事を計画的に実施します。

あわせて、避難所として使われる学校体育館には、避難機能の強化と災害への備えとして、空調

設備を段階的に整備していきます。 

 また、三股小学校のプールにつきましては、築５４年が経過し老朽化が著しいことから、建て

替えに向けた設計に着手し、整備を進めてまいります。 
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 さらに、本町の不登校対策の一環として、登校はできるものの自分の学級に入りづらい生徒が、

学校内で安心して過ごせる居場所を確保し、不登校化を未然に防止することを目的に、校内教育

支援センターを三股中学校に設置していますが、今後は、その取組を小学校にも試行的に拡充し

てまいります。 

 ４つ目のスポーツ・文化わくわくプロジェクトでは、アスリートタウン三股の創造や、文教の

まち三股づくりの推進のため、各民主団体等の活動、各種イベント、行事等は、コロナ禍前に近

い状態で開催することがでました。 

 今年の２月には、ＷＢＣ、ワールド・ベースボール・クラシック、チェコ共和国代表チームに

よる事前合宿を、旭ケ丘運動公園において１週間受け入れることができました。本町として初の

ナショナルチームの受入れとなり、国際交流やスポーツ振興、本町の知名度向上に大きく寄与し

たものと考えております。今後の同施設の活発な活用についても期待しているところです。 

 今年１月の第９回みまたん霧島パノラマまらそんは、北は北海道から南は鹿児島まで全国各地

から１,５９７名のエントリーがあり、盛大に開催できました。この大会は、自治公民館をはじ

め、地元の中・高生、消防団など３２団体、約７５０名の大会協力者によるおもてなしや沿道で

の町民の声援により、ランナーの皆様から、心温まる大会と好評の声をいただいています。 

 また、よかもん朝市を会場で同時に開催するとともに、企業・事業所から協賛品等多大な協力

をいただいています。このマラソン大会は、アスリートタウンみまたを全国に発信する大会であ

り、町民総参加のスポーツイベントとして位置づけており、今後も発展・成長させていきたいと

考えています。 

 そして、令和９年に開催される日本のひなた宮崎国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

については、本町では銃剣道の競技が行われますので、競技会場となります武道体育館、練習会

場となります町体育館の施設整備を計画的に進めてまいりました。 

 また、国スポ実行委員会を立ち上げ、町民への啓発活動を通して気運の醸成を図るとともに、

令和８年９月に開催するリハーサル大会、続く令和９年の本大会開催に向けて取り組んでまいり

ます。 

 文化会館におきましては、天井改修工事の実施に伴い、昨年７月から３月までの期間、舞台の

貸出しを休止したため、様々な催しを中止せざるを得ませんでした。特に、毎年開催してきた三

股町文化の祭典は、生涯学習教室の成果を披露する場として、子供から高齢者まで、多くの町民

が参加する大規模なイベントでありましたが、やむなく中止となりました。 

 令和８年度は、文化協会や関係機関の皆様と連携し、内容の一層の充実を図った上で開催する

予定です。 

 また、文化会館は開設２５周年を迎えることから、町民の手づくりによる記念イベントを企画
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し、開催することとしております。 

 あわせて、図書館につきましても、天井改修工事により、入館者数や書籍の貸出しを制限して

まいりましたが、３月から通常どおりの貸出しを再開いたしました。しかしながら、これまで来

館者数及び貸出冊数の減少は続いていることから、利用者のニーズに応じたサービスの充実を図

り、より多くの方々に足を運んでいただけるよう努めてまいります。 

 文化財の保護につきましては、現状保存や記録保存など、多様な手法を用いて取り組んでおり

ます。令和５年度から実施している高才第３地区の発掘調査では多くの新発見があり、これらの

成果は今後、順次発信・展示してまいります。 

 また、建造物などの有形文化財に焦点を当て、長田地区の石蔵及び山王原地区の赤煉瓦蔵につ

いて、ＶＲや３Ｄモデルを活用した記録保存を進める計画です。今後もテーマを絞りつつ、技術

の進展に応じた保存と活用を図り、文化の継承に努めてまいります。 

 ５つ目のエコクリーンさわやかプロジェクトでは、現在、公共下水道整備を計画的に進めてお

り、令和８年度につきましても引き続き、上米、東植木、西植木地区を整備してまいります。 

 また、下水道事業の経営効率化に資する広域化・共同化事業といたしまして、整備済みの農業

集落排水、梶山分区４６ヘクタールにつきまして、現在整備中の公共下水道４９８.９ヘクター

ルへの編入を進めてまいります。 

 なお、現在、中央浄化センターでは、公共下水道の整備・進捗による汚水量増加並びに衛生セ

ンターの老朽・更新に対応するため、固定式の汚泥処理機能を有するし尿・浄化槽汚泥処理棟の

整備を進めており、令和８年度末までの供用開始を目指しております。 

 以上の公共下水道・農業集落排水に、合併処理浄化槽を含めました町全体における生活排水処

理適正化の方針といたしまして、第３次生活排水対策総合基本計画において計画目標としており

ます生活排水処理率を、令和１２年度までに全体として８４.１％に引き上げることを念頭に、

町民・事業者等の皆様とともに協力・連携しながら排水対策を進めてまいります。 

 上水道につきましては、管路更新計画に基づき、効率的な整備を継続して進めております。中

でも基幹管路の耐震適合率は４２.５％で全国平均とほぼ同程度になっており、今後も毎年１億

２,０００万円を計上し、設備全般の更新を図ってまいる予定です。 

 近年相次ぐ地震では、上・下水道施設にも甚大な被害が及んでおります。社会を支える重要イ

ンフラとして機能確保が図られるよう、計画的・重点的かつ効率的な整備に引き続き取り組んで

まいります。 

 また、上・下水道事業それぞれ令和７年３月に、経営戦略の見直しを行いました。地方公営企

業のメリットを生かした施設の適正な維持管理や、より一層の経営効率化と健全化に努めてまい

ります。 
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 次に、地球温暖化防止対策として取り組むゼロカーボンシティみまたの実現に向けては、公募

により選定した民間事業者と連携し、令和６年度からおおよそ５か年をめどに、２つの柱で構成

する脱炭素化推進事業を現在進めております。 

 柱の一つとして、電力需要の多い公共施設への太陽光発電設備や蓄電池の導入、照明のＬＥＤ

化を進めてまいりました。令和８年度は、小中学校、総合福祉センター元気の杜などにおける太

陽光・空調設備等の整備を予定しております。 

 もう一つの柱として、町民及び町内事業者向けに、太陽光発電設備と蓄電池のセット、省エネ

機器の導入への補助事業を進めております。いずれも、町が目標とする二酸化炭素排出量の抑制

による脱炭素化推進と同時に、電力の自給自足を推進することで、停電時の電力確保が図られる

など、災害に強いまちづくりにもつながるものと考えております。 

 地球温暖化にも関連するごみについては、家庭から出され、そのまま燃やされるごみの量を減

らせるよう、引き続き分別やリサイクル活動の推進に取り組んでまいります。 

 以上、５つのプロジェクトの主な概要を説明しましたが、このように各種事業に着実に取組が

できますことは、議員各位をはじめ、多くの皆様のご支援の賜物と感謝申し上げます。 

 なお、昨年８月、大手不動産会社が行った住み続けたい街ランキング２０２５宮崎県版で、本

町は第２位、また、１２月に行った街の幸福度ランキング２０２５宮崎県版では、本町は第４位

という高い評価をいただきました。この結果を今後のまちづくりに、町の発展に結びつくよう努

力したいと考えます。 

 続きまして、地方財政については、世界的なインフレ圧力や、円安等に伴う輸入物価上昇に加

え、人口減少などの影響もあり、財政状況としては不安定な情勢が考えられる中、国においては

ガソリン税や軽油引取税の廃止が決定し、消費税減税が議論されており、これらは、国民生活支

援の観点から一定の意義を有する一方、地方財政への影響は極めて大きいものがあります。 

 本町としては、住民サービスの安定的提供を最優先に、責任ある財政を堅持するとともに、国

に対しては地方財源の確実な確保を強く求めてまいります。 

 次に、本町の財政の見通しについて申し上げますと、歳入面においては、自主財源が少ない財

政構造において、賃上げをはじめとする所得の増加や、堅調な設備投資を背景とする緩やかな経

済成長が見込まれることから、町民税・固定資産税においては、一定程度の増収を見込んでいる

ところです。 

 地方交付税については、直近の国勢調査により、算定基礎となる基準財政需要額への影響も考

えられますが、総務省が発表した令和８年度地方交付税の概算要求の概要では、令和７年度地方

財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとしていることから、普通交付税は

前年度と同程度の交付額を見込んでいるところです。 
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 一方で、基金残高は、人件費や物件費の上昇率に伴う財源の確保や、交流拠点施設整備関連事

業や元気の杜太陽熱設備等導入事業、し尿汚泥処理施設整備事業、老朽化した公共施設の維持補

修費の普通建設事業、中学校給食費無償化、保育料第一子無償化などの子ども・子育て施策の財

源確保により減少を見込んでいます。 

 歳出面では、過去の投資的事業の公債費の償還や、年々増加する扶助費等の義務的経費、公共

施設等に関わる維持補修経費、脱炭素化推進事業などの投資的経費に加え、国が進める責任ある

積極財政の実現に向けた賃上げ・価格転嫁円滑化の取組や、人的投資の促進など、社会変化に対

応すべき経費の増加が見込まれます。 

 特に、少子・高齢化社会への対応、循環型社会の構築等、地域における様々な重要課題の顕在

化によって、行財政需要は一層増加することが見込まれ、昨今多発する局地的豪雨や台風襲来に

加え、近い将来予想される南海トラフといった大規模災害への備えが喫緊の課題であることから、

避難施設の環境整備や資機材の整備等、防災事業の実施が必要であり、財政事情は依然として厳

しい状況になるものと思われます。 

 このような状況を踏まえ、令和８年度の町政運営の基本的考え方は、第６次三股町総合計画の

町の将来像である自立と協働が織りなす元気あふれるまち三股の実現に向け、さらなる町民の幸

福度の向上と、町土の均衡ある発展を図るため、各分野の諸施策を着実に実施していくこととし

ます。 

 そして、第６次三股町総合計画後期計画の初年度となる本年度は、前期計画の評価を踏まえ、

常に町民との協働の視点を意識し、創意と工夫を凝らした施策を展開してまいります。 

 なお、町政全般において、まちづくり基本条例を踏まえるとともに、町民の皆様との協働の理

念に基づき、情報の共有化を図り、見える行政、伝わる行政を進め、元気で誇れるまちづくりを

目指して引き続き努力してまいります。 

 以上、私の所信の一端を申し述べましたが、身の丈に合った行財政運営を心がけるとともに、

町民目線を大切にし、町民の皆様との交流と対話を重ねながら、活力と魅力あるまちづくりに鋭

意努力していく所存です。議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げて、施政方針といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  これより１１時まで本会議を休憩します。 

午前10時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時00分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第３．議案第２号から議案第３１号までの３０議案一括上程 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第３、議案第２号から議案第３１号までの３０議案を一括して議題

とします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  令和８年第２回三股町議会定例会に上程いたしました各議案について、

その提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、議案第２号「三股町自治公民館加入促進条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、三股町まちづくり基本条例に掲げる基本理念に基づき、安全で住みやすく、個性豊か

で魅力と活力にあふれた地域社会の実現を目指して、町と協働で活動を推進する自治公民館への

加入及びその活動への参加を促進し、もって協働のまちづくりの推進に寄与することを目的に条

例を制定しようとするものです。 

 次に、議案第３号「三股町中小企業・小規模企業振興基本条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念を定め、町の責務、中小企業・小規模

企業等の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を、総合的

かつ計画的に推進することを目的に条例を制定しようとするものです。 

 次に、議案第４号「三股町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、子ども・子育て支援法に基づき、市町村から確認を受けた特定地域型保育事業者が、

適切に運営を確保するための業務管理体制の整備等に関する規定を定めるため、準則に基づき制

定するものです。 

 次に、議案第５号「三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、選挙に関わる適正な経費負担の確保、公平な選挙環境の維持及び町民負担の適正化を

図るため、三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正するものです。 

 次に、議案第６号「三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」についてご説明

申し上げます。 

 本案は、武道体育館の使用料について、このほど会議室を新設いたしましたので、新たに使用

料を設けるものです。 

 また、４月１日から新たな路線、オンデマンドバスの運行に伴い、くいまーるバスの運賃に関

わる使用料の改正を行うものであります。 
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 次に、議案第７号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、天神原団地の一部及び今市団地の一部を用途廃止したことによる管理戸数の更新に伴

い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第８号「三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、地籍調査後の位置の変更に伴い、三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正するものです。 

 次に、議案第９号「三股町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上

げます。 

 本案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、国民健康保険

税に子ども・子育て支援金等課税額が新設されること、基礎課税額に係る賦課限度額を引き上げ

ること、軽減の対象となる所得の基準について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判

定基準額を引き上げることにより条例改正を行うものであります。 

 また、国民健康保険税の算定において、所得割・資産割・均等割・平等割の４方式から、資産

割を除く３方式に段階的に移行するための税率改正及び減免の基準に関する規則を定めることに

より、国民健康保険税条例中の内容が重複する部分を削除するための改正を行うものであります。 

 次に、議案第１０号「三股町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、法改正に基づき町条例を一部改正するもので、準則に合わせ、主に用語等を変更する

ものです。 

 次に、議案第１１号「三股町児童福祉施設設置条例及び三股町使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、蓼池児童館を廃止し、あわせて、蓼池児童館と既に廃止している東原児童館について、

空調設備使用料徴収を定める対象施設から削除するものです。 

 次に、議案第１２号「三股町温泉スタンドの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」につ

いてご説明申し上げます。 

 本案は、利用停止している温泉スタンドについて条例を廃止するものです。あわせて、同改正

条例附則において、温泉水使用料徴収を定める対象施設から温泉スタンドを削除するものです。 

 次に、議案第１３号「町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第１４号「議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第１５号「特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の３議案につ
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いては関連がありますので、一括して説明いたします。 

 本案は、令和８年１月２３日に町長へ答申のありました三股町特別職報酬等審議会答申書に基

づき、町長等の給与、議会議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものの報酬について改定

を行うものであります。 

 次に、議案第１６号「令和７年度三股町一般会計補正予算（第１０号）」についてご説明申し

上げます。 

 本案は、令和７年度の会計年度末を控え、各種事務事業の実績見込み、補助事業の決定あるい

は内示等により、所要の補正措置を行うものであります。 

 歳入歳出予算の総額１５５億７,６７６万８,０００円に歳入歳出それぞれ１億４,０４３万

１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５７億１,７１９万９,０００円

とするものです。 

 まず、歳入について主なものをご説明申し上げます。 

 地方交付税は、国補正予算における追加歳出の地方負担、地方公務員の給与改定に必要となる

経費の一部、委託料等に関わる物価高対応に必要とする経費等を措置するため、再算定により、

普通交付税２億２,２５１万円を増額補正するものです。 

 国庫支出金は、物価高対応子育て応援手当事業補助金１億６１７万６,０００円、地域未来交

付金地域防災緊急整備型９１４万９,０００円などを増額補正し、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金２,４６２万３,０００円、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金１,５５７万

３,０００円などを減額補正するものです。 

 県支出金は、物価高対応子育て応援手当事業補助金８,００２万５,０００円、地域農業構造転

換支援事業補助金７００万３,０００円などを増額補正し、移住支援事業補助金２２５万円、第

８１回国民スポーツ大会市町村競技施設整備費補助金１９７万７,０００円などを減額補正する

ものです。 

 繰入金は、財政調整基金繰入金２億４,０００万円を減額補正し、新型コロナウイルス感染症

対策基金繰入金９４万９,０００円などを増額補正するものです。 

 諸収入は、デジタル基盤改革支援補助金１,０１２万７,０００円、スポーツ振興くじ助成金

８４１万４,０００円などを減額補正し、公共施設等被害共済金６９万８,０００円を増額補正す

るものです。 

 町債は、中央公民館脱炭素化推進事業１,５５０万円、農業競争力強化農地整備事業中央左岸

１期１５０万円など、２,１９０万円を増額補正するものです。 

 次に、歳出について主なものをご説明申し上げます。 

 総務費は、クラウドシステム利用料ほか９,６３２万３,０００円、システム標準化関連業務委
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託料３,３３４万７,０００円などを減額補正し、戸籍情報システム改修委託料ほか５６万

７,０００円などを増額補正するものです。 

 民生費は、物価高対応子育て応援手当１億８,０１８万円などを増額補正し、補足給付費定額

減税不足分２,４６２万３,０００円などを減額補正するものです。 

 衛生費は、再生可能エネルギー導入促進補助金において、事務所向け２,５０６万７,０００円、

住民向け８９１万１,０００円などを減額補正し、クリーンセンター負担金２４６万円を増額補

正するものです。 

 農林水産業費は、地域農業構造転換支援事業補助金７００万３,０００円、農村地域防災減災

事業事務委託料７２６万円を増額補正し、鳥獣保護区被害防止対策事業補助金５０万４,０００円

などを減額補正するものです。 

 土木費は、町営住宅倉庫設置業務委託料ほか５９７万８,０００円などを減額補正するもので

す。 

 消防費は、防災対策備品購入費１,６３８万３,０００円などを増額補正するものです。 

 教育費は、中央公民館空調機更新等工事３,６０３万５,０００円を増額補正し、武道体育館床

改修工事１,２５９万３,０００円、ＩＣＴ教育環境整備リース料の小学校４１８万１,０００円、

中学校３８７万８,０００円などを減額補正するものです。 

 災害復旧費は、福留水路トンネル代替水路仮設工事１９９万６,０００円を減額補正するもの

です。 

 諸支出金は、減債基金積立金１,７００万８,０００円を増額補正するものです。 

 予備費は、収支の調整額を補正するものです。 

 次に、「第２表 繰越明許費補正」については、交流拠点施設整備事業設計プロジェクトマネ

ジメント業務ほか１０事業を追加するものです。 

 次に、「第３表 地方債補正」については、総合福祉センター脱炭素化推進事業ほか５事業に

ついて、限度額を変更するものです。 

 次に、議案第１７号「令和７年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」について

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２８億４,３３１万８,０００円に歳入歳出それぞれ１,４４６万

８,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億５,７７８万６,０００円

とするものであります。 

 歳入の主なものは、保険給付費等交付金を増額補正し、一般会計繰入金を減額補正するもので

あります。 

 歳出の主なものは、保険給付費及び諸支出金を増額補正し、予備費を減額補正するものであり
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ます。 

 議案第１８号「令和７年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）」について

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額３億６,７２０万２,０００円に歳入歳出それぞれ８５万５,０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,８０５万７,０００円とするものであ

ります。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料を増額補正し、一般会計繰入金を減額補正するもの

であります。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金を増額補正するものであります。 

 次に、議案第１９号「令和７年度三股町介護保険特別会計補正予算（第５号）」についてご説

明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２４億１,４１８万円から歳入歳出それぞれ８５２万８,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億５６５万２,０００円とするものであ

ります。 

 歳入は、一般会計繰入金を減額補正するもので、歳出は、介護保険システム標準化の延期に伴

い関連費用を減額補正するものであります。 

 次に、議案第２０号「令和８年度三股町一般会計予算」についてご説明申し上げます。 

 令和８年度の予算編成に当っては、予算編成方針に基づき、国・県の予算編成の状況、地方財

政計画並びに社会経済情勢の動向を見て予算編成を行ったものであります。 

 我が国経済は、賃上げ率、２年連続で５％を上回るなど、デフレ・コストカット型経済から、

新たに成長型経済に移行する段階にありますが、景気は緩やかに回復しているものの、潜在成長

力は伸び悩み、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、個人消費は力強さを欠いている状況にあり

ます。 

 令和８年度の地方財政計画では、地方財政の一般財源総額について、経済・物価動向等を適切

に反映し、令和７年度と同水準を確保することを基本に地方財政対策が講じられ、地方交付税に

ついては、前年度比６.５％、１兆２,２７４億円の増となっております。 

 本県において、財政健全化指針に基づき引き続き健全な財政運営を維持し、人口減少対策、防

災・減災、国土強靭化対策などの諸課題や、社会情勢の変化に的確に対応するとともに、将来を

見据えた基盤づくりと、新たな成長活力の創出に向けた施策を積極的に展開することとしていま

す。 

 このような国の動向や県の情勢を踏まえた令和８年度の本町財政の見通しについては、歳入面

において、町税は、賃上げをはじめとする所得の増加や、顕著な設備投資を背景とする緩やかな
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経済成長が見込まれることから、令和７年度に対し１.４％の増を見込んでおり、町債は、五本

松交流拠点施設整備事業の設計・施行に関わる起債が発生するものの、総合文化施設特定天井耐

震改修工事や、都城市郡医師会病院心臓・脳血管センター整備事業の完了及び脱炭素化推進事業

の昨年度比事業規模の縮小により５５.６％の減となったところです。 

 また、地方交付税については、地方財政の一般財源総額において、令和７年度地方財政計画の

水準が確保されたことに伴い、令和７年度に対し３.６％の増を見込んでいるところです。 

 歳出面では、義務的経費が昨年度実施した定額減税補足給付事業の影響などにより扶助費が減

になっているものの、人事院勧告等による人件費の増などにより０.７％の増、経常的経費が、

小学校給食費負担軽減補助事業、物価高対策並びに各委託業務の人件費の増に伴い６.７％の増、

投資的経費が、総合文化施設特定天井耐震改修事業などの大型事業の皆減により２７.２％の減

を見込んでいるところです。 

 令和８年度においても、第６次三股町総合計画に基づき、町の将来像、自立と協働が織りなす

元気あふれるまち三股の実現に向け、町民生活の向上と、町土の均衡ある発展を図るため、引き

続き諸施策の着実な推進が求められます。 

 また、第６次総合計画後期計画の初年度となる令和８年度は、前期の実績を見据えつつ目標達

成への推進期と捉え、引き続き、常に町民との協働の視点を意識し、創意工夫を凝らした施策の

展開が必要となります。 

 令和８年度の当初予算の編成におきましては、行財政改革の継続、さらなる財政の健全化、持

続可能な町財政構造への転換に努めるとともに、目まぐるしく変化する社会情勢や多様な行政需

要への対応を図るため、中長期的視点に立ち限られた財源の効率的な配分に努め、本町歳入に見

合う予算規模の範囲において、本町の魅力を最大限発揮できるよう予算編成を行ったところです。 

 まず、第１条において、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４４億１,０００万円と

定めるものであります。 

 「第１表 歳入歳出予算」の概要についてご説明申し上げます。 

 令和８年度は、前年度比１.０％、１億５,０００円の減となったところです。歳入のうち自主

財源は、４７億３２７万４,０００円で構成比３２.６％、依存財源は、９７億６７２万

６,０００円で構成比６７.４％となっており、自主財源は前年度より７１１万１,０００円の減

となっていますが、構成比では約０.２ポイントの増となったところです。 

 次に、歳出予算における性質別状況においては、義務的経費が７４億９,５６８万２,０００円

で構成比５２.０％、経常的経費が５４億５,１７２万６,０００で構成比３７.８％、投資的経費

が１４億６,２５９万２,０００円で構成比１０.２％となっており、前年度より義務的経費、経

常的経費の割合が増加し、投資的経費の割合が減少となったところです。 
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 次に、「第２表 継続費」については、交流拠点施設整備事業第２段階を設定するものであり

ます。 

 次に、「第３表 債務負担行為」については、ガバメントクラウド利用事業ほか２事業を設定

するものであります。 

 次に、「第４表 地方債」については、交流拠点施設整備事業ほか２４事業、総額で４億

２,２６０万円の借入れを予定しているところであります。 

 次に、歳出予算の投資的事業の主なものについてご説明申し上げます。 

 継続的な事業として、脱炭素化推進事業２億５,５８９万円、交流拠点施設整備事業３億

１,９５２万４,０００円、地域医療介護総合確保基金事業費補助金９,１２２万８,０００円、道

路維持補修事業８,３０１万１,０００円。 

 新規事業として、交流拠点施設周辺整備に関わる道路・公園などの整備８,６５０万円、小・

中学校体育館空調機設置事業９,３２５万６,０００円、勝岡小学校管理教室棟外壁改修事業

４,４０６万１,０００円など、総額で１４億６,２５９万２,０００円の投資的事業の予算となっ

ております。 

 次に、投資的事業以外の主な新規事業及び重点取組実施事業についてご説明申し上げます。 

 新規事業としまして、小学校の学校給食費の無償化に向けた小学校給食費負担軽減補助事業

９,２１９万８,０００円、現行の４つの建築住宅関連計画を整理統合することで、全体像の明確

化、連携強化及び業務の効率化を図ることを目的として策定する総合住宅計画策定業務委託事業

２,２００万円、立地適正化計画への防災指針作成の義務化に併せ、都市計画マスタープランの

見直しと一体的に行う都市計画マスタープラン及び立地適正化計画改訂業務委託事業１,６５０万

円、議会活動への理解を深める機会の提供として議会録画配信業務委託事業５４万６,０００円、

子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルに応じた支援強化を行う乳児等通園支援給付

事業７８万円、病気による外見の変化に自分らしい社会生活を送れるよう支援するアピアランス

ケア等支援事業２７万円などに取り組みます。 

 また、重点取組事業としましては、引き続き、乳幼児・小中学生の医療費を助成する子ども医

療費助成事業１億３,０９６万１,０００円、保育料第一子無償化を含む保育所・認定こども園に

対する運営費の経費として、施設型給付費事業２１億８,８８９万６,０００円、中学校の給食費

の無償化対策として、中学校給食費負担軽減補助事業４,７９１万６,０００円、給食費の物価高

騰対策として、学校給食費支援事業３,６７４万円などに取り組みます。 

 その他、令和７年度国の補正予算重点支援地方交付金を活用した新たな事業として、原油価

格・物価高騰農業者支援金１,１１３万４,０００円、三股町介護保険施設等原油価格・物価高騰

支援金１,４３８万６,０００円、生活者等支援水道基本料金減免事業補助金３,８２２万
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８,０００円などに取り組みます。 

 最後に、町が進める各種まちづくり施策に、ふるさと未来寄附金を有効活用することによって、

三股町を応援してくださる町外の多くの方々のご厚意に応えさせていただきます。 

 次に、議案第２１号「令和８年度三股町国民健康保険特別会計予算」についてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億４,２７０万１,０００円とするもので、

対前年度比１.５％、４,１９３万４,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものは、対前年度比で、国民健康保険税が１０.６％、県支出金が２.４％の増、繰

入金が２.７％、繰越金が３６.１％の減となっております。 

 歳出の主なものは、対前年度比で、保険給付費が２.４％、保健事業費が６.２％の増、国民健

康保険事業納付金が２.４％の減となっております。 

 次に、議案第２２号「令和８年度三股町後期高齢者医療保険特別会計予算」についてご説明申

し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９,４２２万２,０００円とするもので、

対前年度比９.４％、３,３７９万３,０００円の増となっております。 

 歳入につきましては、後期高齢者医療保険料及び繰入金を、歳出につきましては、後期高齢者

医療広域連合納付金等を広域連合の見込みにより計上したものであります。 

 次に、議案第２３号「令和８年度三股町介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５億４,５２４万１,０００円とするもので、

対前年度比で６.７％、１億６,０３５万９,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものは、対前年度比で、国庫支出金が１.２％、繰入金が３７.９％の増、支払基金

交付金が０.５％、県支出金が１.６％の減となっています。 

 歳出の主なものは、対前年度比で、総務費が１０.５％、保険給付費が１.１％の減、地域支援

事業費が１２.０％、諸支出金が１５.０％の増となっております。 

 次に、議案第２４号「令和８年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」についてご説明

申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,２１９万６,０００円とするもので、対前

年度比で１.４％、３０万円の増となっております。 

 歳入の主なものは、対前年度比で、繰入金が９.９％の増で、歳出の主なものは、対前年度比

で、総務費が４.６％の増となっております。 

 次に、議案第２５号「令和８年度三股町水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。 

 水道事業は、安全で良質な水を安定的に供給することに努めているところであり、地方公営企
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業の予算においても、企業の効率的運営に主眼を置き予算編成しております。 

 まず、第２条において、業務の予定量として、給水戸数１万１,６８７戸、年間総給水量

２４６万８,０００立米とするものです。 

 次に、第３条において、収益的収入及び支出の予定額として、収入を４億２,７０３万

７,０００円、支出を４億２,３５４万４,０００円とするものです。 

 営業収益の主なものにつきましては、給水収益が３億４,０９７万２,０００円で、収入全体に

占める割合は７９.８％となっています。営業費用の主なものにつきましては、職員給与費、委

託料、動力費及び減価償却費です。 

 次に、第４条において、資本的収入及び支出の予定額として、収入を２,７５３万３,０００円、

支出を２億６２３万８,０００円とするものです。 

 収入の主なものは、負担金２,７５３万１,０００円を予定し、支出の主なものは、施設費、固

定資産購入費及び企業債償還金です。 

 なお、第４条予算の収支不足額１億７,８７０万５,０００円は、当年度分損益勘定留保資金等

で補痾するものであります。主な建設改良費につきましては、老朽更新や耐震適合を伴う配水管

布設替え及び中央第６水源地の電気計装設備更新工事を予定しております。 

 次に、議案第２６号「令和８年度三股町下水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。 

 下水道事業は、衛生的で快適な生活環境の推進と、公共用水域の水質汚濁防止を図ることに努

めており、地方公営企業の予算においては、企業の効率的運営に主眼を置き予算編成しておりま

す。 

 令和８年度も、引き続き事業計画区域内の未整備地域の管渠工事及びし尿・汚泥処理棟の施設

整備を実施するとともに、供用開始区域での接続率向上に努めてまいります。 

 まず、第２条において、業務の予定量として、処理戸数を４,２６６戸、年間総処理量を

８３万９,０８０立米とするものです。 

 次に、第３条において、収益的収入及び支出の予定額として、収入を４億７,５５５万

５,０００円、支出を４億４,０３０万１,０００円とするものです。 

 営業収益の主なものにつきましては、下水道使用料が１億５,０８６万円で、収入全体に占め

る割合は３１.７％となっています。営業費用の主なものにつきましては、職員給与費、委託料、

動力費及び減価償却費です。 

 次に、第４条において、資本的収入及び支出の予定額として、収入を１１億６２４万９,０００円、

支出を１２億２,６５７万２,０００円とするものです。 

 収入の主なものは、国庫補助金５億１,９３８万６,０００円を予定し、支出の主なものは、管

渠建設改良費、処理場建設改良費及び企業債償還金です。 



- 32 - 

 なお、第４条予算の収支不足額１億２,０３２万３,０００円は、過年度分損益勘定留保資金等

で補痾するものです。主な建設改良費につきましては、下水道管渠工事及びし尿・汚泥処理棟の

施設整備を予定しております。 

 次に、議案第２７号「設計施工一括契約の締結について（三股町交流拠点施設整備事業）」に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、第６セクターによる三股町交流拠点施設整備事業、事業実施及び事業者募集等に関す

る方針、令和７年６月公表により選定したみまたんまんなか共同事業体が提案した事業のうち、

町民交流施設１棟目及び屋外施設に関する設計施工一括契約を、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第２号及び三股町財務規則第１４５条第１項第１号の規定に基づき、みまたんまんなか

共同事業体を構成する黒岩建築設計株式会社を総括事業者とするみまたんまんなか設計施工等共

同企業体と、随意契約により実施するものです。 

 契約金額が６億９,０００万円で、５,０００万円以上の契約を締結することから、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるも

のです。 

 次に、議案第２８号「工事請負契約の変更契約の締結について（令和７年度文化会館特定天井

落下防止対策工事）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、令和７年度文化会館特定天井落下防止対策工事において、天井裏ライトゲージの取付

けが不要になったことなどから工事請負契約の変更が生じたため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、本工事は現在、竣工間近の状況にあり、早期に変更契約を締結する必要がございます。

このため、本案については、先議によりご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第２９号「財産の取得について（令和７年度三股町立学校給食センター配送車

（２号車）購入事業）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、現行の配送車２号車が２７年経年することから、車両を更新するものであります。 

 事業の実施に当たりましては、指名競争入札により、南九州日野自動車株式会社都城支店から

９１２万６,７００円で取得しようとするものでありますが、入札予定価格が１,０２２万

３,０００円であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第３０号「薬科休日急患診療事業事務の委託に関する都城市との協議について」ご

説明申し上げます。 

 本案は、薬科休日急患診療事業について、地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき

規約を定め、都城市に薬科休日急患診療事業事務を委託することについて協議を行うため、同条
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第３項及び三股町議会基本条例第９条第３号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第３１号「副町長の選任について」ご説明申し上げます。 

 本案は、現在の副町長である石崎敬三氏の任期が令和８年３月３１日までとなっているところ

であります。 

 地方行政は、物価上昇・人口減少などの影響や町民ニーズの多種多様化、社会保障関係費の増

大など、所管する行政分野や事務事業は益々拡大しており、厳しい行財政運営を強いられている

ところであります。 

 慎重な検討を加えた結果、再度、石崎敬三氏が、人格・識見・力量等から最適任者であると判

断しましたので、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 以上、３０議案について、それぞれ提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご承認くださるようお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  補足説明があれば、これを許します。企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  企画商工課より、議案第２７号「設計施工一括契約の締結につ

いて（三股町交流拠点施設整備事業）」について補足説明をさせていただきます。 

 契約金額６億９,０００万円の内訳につきましては、設計業務８,０００万円、工事管理業務

２,０００万円、建設業務５億９,０００万円となっており、設計業務８,０００万円は、第一段

階と第二段階の基本設計と、第一段階の実施設計に関する業務です。第一段階とは、およそ

５００平米の１棟目の町民交流施設と屋外施設であり、第二段階は、商業交流施設を除く２棟目

の町民交流施設などが対象となっております。 

 工事管理業務と建設業務は、第一段階に関わる整備費用となります。 

 契約期間は令和１０年３月までとしており、令和１０年度供用開始を目指し進めてまいります。 

 補足説明は、以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  教育課から、議案第２８号「工事請負契約の変更契約の締結につい

て（令和７年度文化会館特定天井落下防止対策工事）」について補足説明をさせていただきます。 

 本工事の現行契約金額は１億２,５１８万円であり、今回の請負金額は２８０万５,０００円、

変更後の契約金額は１億２,２３７万５,０００円となります。 

 今回の変更が生じた理由は、次の２点でございます。１点目は、天井裏ライトゲージ取付けが

不要となったこと、２点目は、舞台設備の養生、仮設間仕切りを石膏ボードからネット状養生

シートに変更したことによるものです。 

 この減額による変更契約の仮契約を締結したのは、昨年１２月２５日であり、１２月定例議会
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に議案として上程できませんでした。その締結から既に２か月以上が経過しており、工事は竣工

間近の状況でございます。工事費の支払いにつきましては、昨年６月１３日に前金として

５,００７万２,０００円を執行しており、残額は７,２３０万３,０００円となっております。 

 教育課といたしましては、仮契約締結から一定期間が経過していること、また、残額が高額で

あることを踏まえ、本日、本案について先議をお願いするものでございます。 

 変更契約の締結後は速やかに完了検査を実施し、早期に残額の執行を行いたいと考えておりま

す。 

 以上の趣旨をご理解いただき、ご審議の上、ご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかにありませんか。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．会期決定の件について 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第４、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２２日間とし、議案第２８号に

ついては、委員会付託を省略し、３月１１日に全体審議で措置することにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月２３日

までの２２日間とし、議案第２８号については、委員会付託を省略し、３月１１日に全体審議で

措置することに決しました。 

 なお、日程の詳細については、配付しております会期日程案のとおりであります。 

 ここで、しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午前11時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時55分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（指宿 秋廣君）  それでは、以上で、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本

日の会議を散会します。 

午前11時55分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問 
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────────────────────────────── 
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────────────────────────────── 
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                 書記 益留 美樹君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  石崎 敬三君 

教育長  米丸 麻貴生君  総務課長兼町民室長兼選挙管理委員会書記長  瀬尾 真紀君 
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町民保健課長  齊藤 美和君   福祉課長  福永 朋宏君 

高齢者支援課長  杉下 知子君   農業振興課長  細田 高広君 

都市整備課長  田中 英顕君   環境水道課長  岩元 勝二君 

教育課長  山田 正人君   会計課長  竹村 恵美君 

 

午前10時00分開議 

○議長（指宿 秋廣君）  ただいまの出席議員は１１名、定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を分かりやすくする

ため、各議員の一般質問の時間を質問、答弁合わせて５０分以内とすることをお願いいたします。 

 また、５０分を超えた残りの質問部分については、その日の最後の質問者が終了した後に行う

ことができることといたしておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第１、一般質問を行います。 

 発言については、申合せ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位１番、西村議員。 

〔４番 西村 尚彦君 登壇〕 

○議員（４番 西村 尚彦君）  おはようございます。それでは、今回通告しておきました、第

６次三股町総合計画（後期計画）についてと、令和８年度一般会計当初予算について、質問をし

ていきたいと思います。 

 まず最初に、第６次三股町総合計画（後期計画）について質問をしていきたいと思います。 

 皆さんご承知のように、総合計画というのは町の最上位に位置する計画でございます。福祉計

画とか教育の計画、都市計画などの計画の本当の基本となるものでありまして、町の将来の目標、

施策の大綱を定めてあるものであります。つまり、まちづくりの方向性を示す、行政運営の指針

となるべきものだと理解しております。 

 ご承知のように、昨年の１２月議会に総務委員会に付託されまして、この後期計画の策定が可

決されました。総務委員会の中でも、詳しく担当課のほうからいろんな中身に突っ込んで説明が

あったところなんですが、本会議の中では特にやり取りなくて、なかなか内容について浸透して

いるのかなというところを疑問を持ったところです。 

 そういった意味も含めて、今回いろんな面から質問をさせていただき、この町の一番最上位の
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計画である、まちづくりの指針である総合計画の内容を明らかにしたいという思いで、今回質問

をいたしました。 

 それでは、１番目の質問なんですが、後期計画を策定するに当たり、前期計画の成果をどのよ

うに検証したのかを、まずお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。ただいまご質問がございました、第６次三股町

総合計画（後期計画）についての①後期計画を策定するに当たり、前期計画の成果をどのように

検証したのかとのご質問にお答えいたします。 

 昨年１２月定例会におきまして議決いただきました、第６次三股町総合計画（後期基本計画）

につきましては、令和３年度から令和１２年度までの１０年間における基本構想を基に、令和

８年度から令和１２年度までの５年間における基本計画を定めた、本町における最上位計画とな

ります。 

 後期基本計画策定に当たりまして、担当課による内部評価を行いました。 

 前期計画では、５つの基本目標、３１の施策、１５８の基本的な方向を定めていますが、内部

評価として、基本的な方向それぞれに対する達成状況を、Ａ評価、達成度１００％、Ｂ評価、達

成度７５％、Ｃ評価、達成度５０％、Ｄ評価、達成度２５％、Ｅ評価、達成度ゼロ％の５段階で

評価を行いました。 

 なお、施策の内容によっては、意識の啓発など達成状況を定量的に把握しづらいものもござい

ますが、計画された施策内容の進捗程度や、どの程度実施できたかなどで評価を行いました。 

 評価結果としましては、Ａ評価が全体の１９.４％、Ｂ評価が６３.７％、Ｃ評価が１５.３％、

Ｄ評価が１.６％、Ｅ評価はございませんでした。 

 担当課による評価を基に、委託業者と企画商工課の職員による各課ヒアリングを実施し、前期

計画の振り返りを行い、後期計画へどのように反映させていくか協議を行ったところでございま

す。全体的に捉えますと、おおむね良好に実施できていると評価したところでございます。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  ただいまの町長の報告によると、内部評価を行って、Ａが１００％、

Ｂが７５％を合わせても、８４％以上でおおむね良好だったというような結果が出たということ

です。 

 確かに総合計画を見てみると、具体的な数字を求めるものもあります。先ほど町長が言われま

したように、精神的っていいますか概念的な目標もあって、果たしてこれが達成できているかど
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うかというところが、なかなか判断も難しいところなんですが、当然、行政の指針ということで

すから、これを目標におおむね良好だという結果は受け止めたいと思います。 

 それでは、次の質問に移るんですが、前期計画もあったと思うんですが、後期計画をするに当

たってアンケート調査をされているんですね。これは前期計画のときも、たしかされていたと思

うんですが、アンケート調査というのは、町民の直接の感想、まちづくりが今どうだったという

結果が出てくると思うんですが、そのアンケート調査を後期計画に向けて行われています。 

 このアンケート調査の目的が、この後期計画を見ると、これまでの施策の成果を検証するとい

うのと、これからのまちづくりに対する町民の意向を把握するためという目的でやられるという

ふうに言われています。 

 ということで、じゃあ、これらの目的が、実際このアンケート調査で何が見えてきたのか、前

回と何が違うかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  後期計画策定に向けたアンケート調査で何が見えてきたのか。

また、前回調査と違う点があったのかとのご質問にお答えをいたします。 

 令和６年９月から１０月にかけまして、無作為に抽出した１８歳以上の町民２,０００人を対

象にアンケート調査を実施いたしました。 

 三股町の住みやすさに関するアンケートにおいて、「住みよい」「まあまあ住みよい」と回答

した人の割合が８５.２％であり、前回調査８８.８％と比較しますと３.６ポイント減少いたし

ました。 

 定住意向についても、「ずっと住み続けたい」と回答した人の割合は６０.１％であり、前回

調査６９.１％と比較すると９.０ポイントの減少となったところです。 

 要因を分析したところ、住みにくいと感じる理由についての調査回答では、「買物に不便」や

「働く場所が少ない」などが上がったところです。 

 令和６年４月からスタートした「くいまーる」の中心市街地循環コースでは、買物や病院など

を中心にコース設定をしており、認知度向上にさらに力を入れる必要性を感じたところです。 

 また、働く場の創出は、地方創生総合戦略においても重要課題と認識しており、中小企業の振

興とともに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、町政に対する評価と今後のまちづくりの取組を分析するに当たり、取組項目の重要度と

満足度の評価点の相関関係を分布した関係図を作成したところ、重要度が高く満足度が低い、重

要改善項目としては、前回調査と同じような傾向が見られ、公共交通や道路、土地利用といった

生活インフラや社会保障、障がい者福祉などが上がっております。 

 また、前回調査との違いにつきましては、中学２年生及び３年生とその保護者６５１件を対象
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に、将来にわたって三股町に住み続けたいか、町外で住みたいか、また、その理由などを調査に

加えたところです。 

 中学生の回答としては、「三股町に住み続けたい」が１７.５％、「町外で住み続けたい」が

２８.６％、「一度は町外に住むけれども、いつかは三股町に戻ってきたい」が４８.９％などと

なりました。「住み続けたい」や「いつかは三股町に戻ってきたい」と回答した理由としては、

複数回答で「暮らしやすい町だから」６６.０％と一番多く、次に、「自分が生まれ育った町だ

から」６０.７％、「知人・友人がいるから」４８.４％などとなっています。 

 一方、「町外で住み続けたい」や「いつかは三股町に戻ってきたい」と回答した理由としては、

「もっと都会に住んでみたいから」が５６.９％、「一人暮らしをしてみたいから」５２.０％、

「買物や娯楽、遊びの場が少ないから」４８.５％となったところです。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  今のアンケートの件で、ちょっと１つお尋ねしたいんですが、

１８歳以上の町民２,０００件にした場合に、住みやすさ・定住が９ポイントぐらい下がってい

ると。買物とか働く場所の件があったということなんですが。確かに、都会と比べて地方の不便

さが表れている数字かなあと思ったところなんですが。 

 聞きたいところは、その中学生のアンケートのところなんですが、先ほどありましたように、

中学生が、「住み続けたい」「戻ってきたい」というのが６６％という数字があったんですが、

その保護者のところなんですけども、この表を見ると、保護者が「戻ってほしいと思わない」と

いうのが約６割出ております。これは何か分析されているんでしょうか。子供は、６６％は「戻

ってきたい」と言っているのに、親が同じように６割は「戻ってほしいと思わない」っていうの

が、何かギャップがあるのかなと思ったんですが、もしその辺、分析があれば教えてください。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 

 西村議員ご指摘のように、保護者に対するアンケート結果につきましては、子供たちにとって

の三股町、三股に戻ってきてほしいと思うかということで、「思わない」というのが５９.１％

でございました。「戻ってきてほしいと思う」人が３６.４％でございます。 

 それで、直接、保護者のアンケートの中に、どういった部分が改善されれば戻ってきてほしい

かというところは正直ないのですが、生徒に対するアンケートの中では、やはり一番、仕事・職

場が確保できない経済的な理由というのが見えてきておりまして、将来の暮らしについて感じる

不安というところがございます。そこの将来の暮らしについて不安を感じることが一つ、一番大

きいのが仕事のことでございまして、６２.８％の方が不安を持っていると。そして、お金のこ
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とというのが２番目で５４.９％が不安に感じているというものが中学生アンケートから見えて

おります。 

 保護者の回答ではないのですが、生徒自身が何に不安を持っているかっていうのが仕事またお

金というものが１番、２番というようなところで、やはり、経済的な理由が一番大きいのかなあ

というふうに分析をしているところです。 

 回答は以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  分かりました。今のアンケートの言われたように、仕事等という

のがやはり地方にとっては大事なことかなあと、その辺からやっぱり、施策の展開にきっかけと

いうか、そこがポイントになって、地方にとってはどういう施策を取ったら人口が減らないのか

というのにつながるんじゃないかなと思います。 

 それでは、次の３番に移りたいと思うんですが、後期計画の策定に当たって、前期計画から変

更した点があるかどうかをお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  後期計画に当たり、前期計画から変更した点があるのかとのご

質問にお答えをいたします。 

 後期計画策定に当たり、主な変更点は４つございます。 

 １つ目は、総合戦略を包含した総合計画としたことです。両計画を一体的に策定することで、

将来像から重点施策までを統合的に整理し、施策の連携や優先順位の明確化を行いました。 

 ２つ目は、前期計画では設定していなかった基本目標ごとの数値目標を設定したことです。各

基本目標に対して具体的な数値目標を設定し、成果の見える化を確立することで、進捗管理しや

すく、効果的な政策推進につなげてまいります。 

 ３つ目は、最新の社会潮流を反映したことです。社会や技術が急速に変化する中、デジタル化

や脱炭素、外国人労働者、関係人口の喪失、官民連携による事業などの新たな施策に対応する必

要から、後期計画では、これら最新の社会潮流を踏まえ、ＤＸの推進やカーボンニュートラルの

実現に向けた方向性を明記し、地域の持続可能性を高める取組を反映させました。 

 ４つ目は、基本目標を見直し、施策の平準化を図りました。基本目標の構成が、分野ごとに内

容や分量にばらつきがあったため、計画全体のバランスを考慮し、より分かりやすい体系へと再

構築を行いました。 

 以上の変更を行い、より効率的、戦略的な行政運営につなげていくこととしております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 
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○議員（４番 西村 尚彦君）  大きな４つの変更点があったということなんですが、確かに

１２月の総務委員会の中で、総合戦略と一緒になったということで整理をされたということで、

前から感じていたんですが、まち・ひと・しごと総合戦略と総合計画の内容が本当にダブってい

るところがあるなあというのは感じたところです。そこが一緒になったというのは、非常に評価

をしたいと思っているところなんですが。 

 その中で１つ感じているのが、最近のこの時代の社会潮流の繁栄というところですね。デジタ

ル化とか関係人口創出、官民連携というのが、必要が迫っているということですね。 

 この辺を反映させたということなんですが、例えば、具体的にこういうところが反映されまし

たよというのがあれば、参考に教えてください。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  西村議員、これは４番目ということでよろしいでしょうか。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  そうです。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  それでは、具体的な施策で、新たに追加した施策があるのかと

のご質問にお答えをいたします。 

 新たな施策としては、基本目標４「活力ある未来を拓く、持続可能で強靱な産業のまちづく

り」において、前期基本計画では４つの施策を掲げておりましたが、後期基本計画では施策を

１つ追加をしております。 

 内容としては、中小企業・小規模企業の支援を創設し、商工業にまたがる内容として、事業継

承の推進や農商工連携による生産性の向上とブランド化などを一体的にまとめた、持続可能な地

域産業基盤の構築という施策を追加したものです。 

 また、前期基本計画では、基本目標１の施策である「持続可能な循環型社会の形成」につきま

して、環境教育の充実を追加し、名称を「持続可能でカーボンニュートラルな社会の実現へ」と

変更し、同じく基本目標１の施策である「安心・安全で豊かさを実感できるデジタル社会の推

進」について、住民サービスのデジタル化を追加し、基本目標５として施策の名称を「庁内にお

けるデジタル実装の推進」と変更をいたしました。 

 回答は以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員、節目が変わるときは必ずそれを言ってくださいね。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  すみません。 

 確かに、今言われたところを、私は今回の一般質問に当たり、後期計画とこの前の前期計画を

かなり比べていろいろ見たんですが。 

 言われたとおりになっているんですけど、これが、要するに後半の質問に当たるんですけど。

来年度の一般会計予算になるんですが。 
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 当然、基本構想、基本計画があり、実施計画が予算に反映されるということで、じゃあ、この

項目はどこの予算に反映しているのかと突合していったんですけど、なかなかこれが難しいと。

多分、内部にはそういう対照表があってあるんでしょうが、そこが難しいなあと思ったところで

す。 

 それで、先ほど言ったように、何か今回の後期計画では目標数値とかいろいろなのが出てきて、

非常に前期と比べると分かりやすくなっているなというふうに感じがしたところですが、そうい

ったところでかなり読みやすくなったと感じているところなんですが、次の質問に移ります。 

 ⑤番です。今回のこの計画について、審議会委員の意見やパブリックコメントにはどのような

ものがあったのかをお尋ねいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  審議会委員の意見やパブリックコメントはどのようなものがあ

ったのかとのご質問にお答えをいたします。 

 三股町総合計画審議会は、昨年の７月、１０月、１１月と３回にわたってご審議をいただきま

した。 

 委員の皆様からは、「人口減少社会の中で行政ができることは限られる。よりターゲットを絞

った目標設定が実現性を高めるのではないか」や、「計画期間が１０年というのは長いのではな

いか。社会の変化に即応できるのか。もっと細かく見直しを図るべきではないか」また、「この

ような計画をどれだけの町民が知っているのか。もっとＰＲをしてほしい」などのお声をいただ

きました。 

 パブリックコメントについては、ご意見がなかったところです。 

 委員からいただきましたご意見は真摯に受け止めて、反映できる部分は反映しておりまして、

また、反映できない部分については、今後、後期計画中に反映できる部分を検討していきたいと

考えております。 

 答弁は以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  今、その審議委員の意見の中で、「町民がどれだけ知っているの

か」っていうところが、やっぱり一番大事なところかなあと思います。役場の仕事の中にも、確

かにこの総合計画を意識しながら、こういう予算編成をやったりっていうのがどれだけあるのか

っていうのも難しいところだと思います。 

 やはり、町の最上位の計画であり行政の指針っていうことを含めて、これを、もちろん職員の

皆さんもそうなんですが、町民の皆さんにも周知していくっていうのが非常に大事だと思ってお

りますので、そこについては、また何らかの方法で、こういう総合計画を審議するような会がも



- 43 - 

しあればいいんじゃないかなというように感じております。 

 それでは、前半の最後の質問項目に入るんですが、⑥番になります。まちづくりの基本理念や

基本目標は前期計画と変わらないと思うが、時代の変化を踏まえ、今後のまちづくりについてど

う考えているかをお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  まちづくりの基本理念や基本目標は前期計画と変わらないと思

うが、時代の変化を踏まえ、今後のまちづくりについてどう考えているのかとのご質問にお答え

をいたします。 

 令和２年度に第６次三股町総合計画を策定し、その基本構想に掲げる「自立と協働が織りなす 

元気あふれるまち三股」という将来像を目指して、これまでの５年間、町民と行政が一体となり、

協働によるまちづくりに取り組んでまいりました。 

 しかしながら、前期基本計画の策定から５年が経過する中で、社会情勢は日々変化しており、

本町を取り巻く環境や諸課題は、大きくさま変わりしています。 

 特に、災害の激甚化・頻発化による地域防災力の向上といった、災害に強いまちづくりの必要

性が一層高まったほか、加速する人口減少への対策として、出生率の維持や移住促進の強化に取

り組むことが喫緊の課題となっております。 

 また、行政サービスのデジタル化に加え、様々な分野でのデジタルトランスフォーメーション

の推進、脱炭素社会への対応、そして、多様な分野における人材の確保・育成など、重要かつ緊

急度の高い新たな課題も生じています。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症による社会変動により、これまでの日常が大きく変わりま

したが、こうした変化に柔軟に対応しながら、町民の皆様と共に課題を共有し、対話を重ねつつ、

よりよい町を創造していかなければなりません。 

 このような状況を踏まえ、前期基本計画の基本理念や目標を継承しつつ、今回、新たに重点目

標として、第３期三股町まち・ひと・しごと創生総合戦略を組み込んだ、後期５年間の具体的な

施策を示す後期基本計画を策定しました。 

 この重点目標、総合戦略では、地域の特徴や強みを最大限に生かし、多様な課題に対応する包

括的な戦略として位置づけており、人口減少対策にとどまらず、高齢化の進展や若者の流出とい

った課題を一体的に取り組むことで、持続可能で活力あるまちづくりを目指してまいります。 

 こうした施策を通じて、「自立と協働が織りなす元気あふれるまち三股」の実現を目指し、町

民一人一人が自らの町の未来をつくる主役となれるよう、町民のウェルビーングの向上に努め、

全力で取り組んでまいります。 

 以上、答弁といたします。 
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○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  分かりました。確かに、もう今どこの地方自治体にとっても、こ

の少子高齢化と人口減少というのは、避けて通れない問題だと思います。この前、新聞にも載っ

ていましたけど、２０５０年の生産人口年齢が減っていくというのも出ていましたし、どうして

も都市部への一極集中というのが避けられない状態です。 

 そういった中で、やっぱり、この人口減少対策と地域活性化対策というのが非常に重要になっ

てくるんだなと思っております。これまでのとおり行政主体でやってきたまちづくりが、本当に

町民と一体となってやらないといけない時代に来ているのかなというふうに考えております。あ

りましたように、デジタル化もどんどん進んでいきます。非常に便利になってくるんですが、そ

ういった一方で、やはり、高齢者は取り残されたりする方もいらっしゃいます。 

 本当に行政はどっちも救っていかないといけないという立場にありますので、そういったとこ

ろも含めて、今後、議員としてもその辺を提言しながら取り組んでいかないといけないというふ

うに感じたところです。 

 それでは、次の事項の質問に入りたいと思います。 

 それでは、続いて令和８年度の一般会計当初予算について質問をしていきたいと思います。 

 まず最初に、質問項目の１番なんですが、今回の令和８年度の当初予算、どのような予算編成

を基に予算を組まれたのか、また、総合計画の後期計画が始まる最初の年の予算となるが、新年

度予算の特徴もしくはポイントについてお尋ねいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  どのような予算編成を基に予算を組まれたのか、また、総合計

画の後期計画が始まる最初の年の予算となるが、新年度予算の特徴もしくはポイントはというご

質問にお答えしたいと思います。 

 令和８年度の当初予算編成におきましては、第６次三股町総合計画（後期計画）の初年度とな

ることから、前期計画の実績を踏まえつつ、目的達成への推進期と捉え、創意工夫を凝らした施

策を展開していくこととしております。 

 また、行財政改革の継続、さらなる財政の健全化、持続可能な町財政構造への転換に努め、社

会情勢の変化や多様な行政需要への対応を図るため、中長期的視点に立ち、限られた財源の効率

的な配分に努め、真に必要な事業の精選を行ったものでございます。 

 事業の精選、予算額につきましては、総合計画に照らし、主要事業においては、令和８年度か

らの３か年実施計画の事務事業評価や負担金審議会にて審議し、特に物価高騰や人件費上昇に見

合う上昇率を反映して算定したところでございます。 

 予算規模につきましては、昨年度、当初予算に対し１.０％、１億５,０００万円の減となる
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１４４億１,０００万円となったところでございます。 

 今回の予算の特徴についてでございますけれども、歳入におきましては、投資的経費の減によ

り、町債が５億２,８６０万円の大幅な減となっていること、また、繰入金が自主財源構成費の

３０.５％、前年度が２７.５％でございましたので、３.０％の増となったところでございます。 

 歳出におきましては、経常的経費、義務的経費が増となり、大規模な整備事業の皆減により、

投資的経費が大幅な減となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  それでは、次の第２になるんですが、具体的にいろいろ聞いてい

きたいと思います。 

 そこにありますように、少子高齢化や人口減少、人手不足、また物価高騰や人件費の上昇が続

く現在、予算編成にどのような影響があったかということで、まず最初、（ア）なんですが、人

件費についてお尋ねしたいと思います。 

 ご承知のように、昨年の１２月議会なんですが、約１億円近い人件費の補正がありました。そ

れで当然、人件費ですから、１年こっきりじゃなくてずっと続いていくんですね。一般社会でも

大きい企業なんかで、新人の初任給が３０万だ、４０万だと言って人件費がどんどん上がってお

ります。ところが一方で、中小企業とか小さい企業においては、そんな人件費は上げられない。 

 やっぱり、そういう状況の中で、町の予算で約１億円近い人件費が上がったというのを考える

と、これは単年度だけじゃなく、ずーっと続いていくわけですね。果たしてこれがどんどん人件

費の上昇が続く中で予算にどういう影響があるのかというのが疑問なんですが。 

 まず、（ア）です。人件費について、令和７年度当初予算に比較してどう変わったのか。また、

その要因をどう分析しているのかをお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  少子高齢化や人口減少、人手不足、また、物価高騰や人件費の

上昇が続く現在、予算編成にどのような影響があったのかということで、全体的な考え方につい

て申し上げたいと思います。 

 まず、歳入面についてなんですけれども、人口の減少に伴い、町税、収入の大幅な伸びは期待

しにくい状況でありますけれども、賃上げをはじめとする所得の増加や顕著な設備投資を背景と

する緩やかな経済成長が見込まれることから、個人住民税や固定資産税の増を見込んでいるとこ

ろでございます。 

 また、地方の安定的な財政運営に必要な地方交付税は、昨年度の地方財政計画を上回る見込み

であり、増額としたところでございます。 
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 歳出面におきましては、高齢化の進展により社会保障関連経費が増加傾向にあり、加えて、物

価上昇により光熱水費や委託料が増しており、さらには、人事院勧告を踏まえた人件費の増加も

見込まれることから、義務的経費の割合が高まり、財政の弾力性は低下しつつあります。 

 このような状況を踏まえ、予算編成におきましては、事業選択を厳選すること、デジタル化や

業務改革による効率化を進めること、国・県の補助制度を最大限活用すること、将来負担を見据

えた起債管理などに配慮し、予算を策定したところでございます。 

 ご質問の、まず、人件費についてでございますけれども、令和７年度当初予算と比べた人件費

の状況と要因分析についてお答えいたします。 

 人件費は２２億１,１０７万１,０００円、歳出予算構成割合の１５.３％を占めております。

前年度比５.２％、１億８８９万６,０００円の増となっているところでございます。 

 増額の主な要因は、職員及び会計年度任用職員の定期昇給の増額に加え、人事院勧告に伴う増

額によるものでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  定期昇給等による人件費の増ということなんですが、じゃあ、こ

の人件費というのは、もう今後も、この額を維持せざるを得ないというふうに考えてよろしいで

しょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  国のほうの地方財政計画でもなんですが、この人件費という部

分については、公務員としてすれば人事院勧告、こちらの影響が一番大きいものでございますけ

れども、見通しとしましては、令和８年度もそれなりの人件費は上がる、人事院勧告の増の勧告

があるんではないかというところ。 

 それとあと職員の構成、年齢も含めてなんですけれども、ほぼ例年と変わっておりませんので、

同じような昇給、そして人勧による人件費の増というのは、また見込まれます。 

 また会計年度任用職員数も相当数いますので、その辺の、特に人事院勧告については、位置づ

けしている１級、２級、この若い世代の位置づけのところが非常に上がり幅が大きいということ

もありますので、その辺を考慮しますと、また令和７年度と同じような人件費の伸びが見込まれ

るのではないかというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  そうですね。人件費は、人数が変わらない限りは昇給もあります

し、人勧もありますし、ずっと増えていくというふうに理解をしました。当然、退職者が多く新
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しい若い人たちが入ってくると、給与構造はちょっと変わるでしょうけども、大きい人事の異動

がない、同じ人間だったら、やはり、人件費は膨れ上がるばかりかなというところを心配してい

るところです。 

 それでは、続いて（イ）になるんですが、同じく物件費です。この物件費っていう中には委託

料等もあり、委託料の中には人件費も入っていると思うんですが、これも人件費の影響があるん

じゃないかなというふうに思っております。 

 ということで、物件費について、令和７年度の当初予算に比較してどう変わったのか。また、

その辺の物件費の中の人件費が影響するかどうかも含めて、その要因の分析をお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  令和７年度の当初予算に比べた物件費の状況とその要因分析に

ついてお答えしたいと思います。 

 物件費は、２３億６,８１６万６,０００円、歳出予算構成割合の１６.４％を占めており、前

年度比５.８％、１億３,０４２万６,０００円の増となったところでございます。 

 増額の主な要因は、委託事業の人件費の増や物価高騰の影響が考えられます。 

 なお、先ほどもちょっと触れましたけれども、人件費の増の部分、物価高騰も含め算定におき

ましては、前年度に比べまして７.５％の増の積算で予算編成を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  ７.５％の増ということで、やっぱり大分増えているなあと思っ

ているところです。 

 それでは、続いて扶助費なんですが、扶助費自体は、ちょっと減っているような感じなんです

が、この比較また分析をお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  次に、扶助費の状況と要因分析についてお答えしたいと思いま

す。 

 扶助費は、４５億３,６９１万２,０００円、歳出予算構成割合の３１.５％を占めており、前

年度比１.６％、７,４０４万８,０００円の減となっているところでございます。 

 減額の主な要因は、昨年度実施しました定額減税補足給付事業の反動による減が大きいものと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  定額減税による分が大きかったから減ったということは、私の認
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識では、少子高齢化が進みますので、扶助費っていうのはどうしても多くなってくるのかなって

いうような認識でいたんですが。じゃあ、定額減税がもしなければ扶助費も増えていたという認

識でいいんでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  金額的に比べたときに、前年度と比べたというところがあって、

それに比べたときに一番大きかったのがこの定額減税補足給付金、この事業が大きかった、その

分がなくなったというところで、若干減になってはいるんですけども、扶助費自体は、やはり、

その一時的なものを除いて考えれば、ほぼ横ばい、若干微増というようなところで推移している

というふうには思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  分かりました。やはり、人件費についても、物件費についても、

扶助費についても、だんだん増えていくというような傾向にあるというふうに感じております。 

 それでは、続きまして繰出金なんですが、繰出金についての比較と要因についてお願いいたし

ます。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  繰出金の状況と要因分析についてお答えいたします。 

 繰出金は、１１億１,１６７万円、歳出予算構成割合の７.７％を占めており、前年度費

１.３％、１,４６６万８,０００円の減となっております。 

 減額の要因は、５つの特別会計のうち、国保特別会計が７２５万９,０００円、介護保険特別

会計が１,０６９万６,０００円の減額となっておりますが、減額の大きい介護保険特別会計にお

きましては、人件費及びシステム標準化関連事務費の減額によるものでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  人件費がこっちは減っているんですね。人数の変更があったのか

どうか分かりませんが。分かりました。 

 それでは、続いて③番になりますが、義務的経費、経常的経費、投資的経費は、令和７年度当

初予算に比較してどう変わったか。また、今後のこれらの経費の割合はどうなると考えているか

についてお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  義務的経費、経常的経費、投資的経費は、令和７年度当初予算

に比較してどう変わったのか。また、今後のこれらの経費の割合はどうなると考えるのかとのご
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質問にお答えいたします。 

 令和７年度に比べ、義務的経費が０.７％、５,５１５万５,０００円の増、経常的経費が

６.７％、３億４,２１４万円の増、投資的経費が２７.２％、５億４,７２９万５,０００円の減

となっております。 

 経費別にみますと、義務的経費は、定額補足給付事業の反動減により補助費が約７,４０５万

円の減となったものの、職員、会計年度任用職員の人件費、約１億８８９万６,０００円の増、

昨年度実施分の脱炭素化推進事業や、総合文化施設の特定天井耐震改修事業に伴う町債の償還が

始まったことによる公債費の増によるものです。 

 経常的経費は、小学校給食費の無償化に加えて、物価高騰対策として実施する、生活者等支援

水道基本料金免除事業や介護保険施設等原油価格物価高騰支援金などにより、扶助費等が１億

７,２６３万円の増、放課後児童健全育成事業の増に加え、委託事業の人件費の増や、物価高騰

の影響による物件費が１億３,０４２万６,０００円の増、さらに、公共施設の老朽化に伴う修繕

の増により、維持補修費が３,９４７万２,０００円の増によるものでございます。 

 投資的経費は、道路、公園などの周辺整備を含めた交流拠点施設整備や、小・中学校体育館及

び多目的スポーツセンターの空調設置などにより増となったものの、昨年度実施しました総合文

化施設特定天井耐震改修事業２億５,９００万円や市郡医師会病院心臓・脳血管センター整備事

業１億４,３００万円の皆減に加え、元気の杜の太陽光発電整備などの脱炭素化推進事業、前年

度に比べまして２億３,４００万円の減や、地域医療介護総合確保基金事業、前年度に比べ１億

５,３００円の減などによるものでございます。 

 次に、経費の割合についてでありますが、令和４年度からの伸び率、予算構成割合の推移から、

義務的経費では、伸び率は前年度と対比して毎年度伸びており、構成割合では、義務的経費が

５１％から５５％の間、経常的経費が、約３５％から３９％の間で推移しております。 

 また、投資的経費では令和７年度に総合文化施設特定天井耐震改修事業等の大型事業があり、

令和６年度対比１３９.５％の伸び率となりましたが、令和８年度は、令和６年度対比７４.２％

の伸び率となり、直近の構成割合は約１０％から１４％となっております。 

 また、見通しとして義務的経費と経常的経費は人件費の上昇、物価高騰及び国の施策的拡充等

から、さらなる増額が見込まれます。 

 一方、投資的経費は交流拠点施設整備事業や脱炭素化推進事業などが年次計画されているほか、

公共施設等総合管理計画の基本方針に沿った個別計画によるインフラ整備や公共施設等の整備に

より、年度ごとに大きな予算変動が考えられます。 

 このことから、投資的事業の事業計画によっては義務的経費、経常的経費の予算構成割合は大

きく変動していくことが予測されるものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  終わりですか。終わる。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  あと１回、一言いいですか。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  義務的経費、経常的経費が増えていくという話でした。ありまし

たように、投資的経費が、大型事業がなくなったわけで大分減っているということなんですが、

その投資的事業の総合文化施設の天井とか脱炭素化が、今度は公債費が出てくるということで、

なかなか難しいなあと思っているところです。 

 投資的経費をどんどんやって町内に経済を回すっていう観点でいくと、非常にこれは町の活性

化につながると思うんですが、当然、その償還が出てくると、今度は義務的経費が増えてくる。

だから、果たしてどこをどうやるのがいいのかなっていうのは、なかなか難しい問題でありまし

て、冒頭ちょっとありましたように、例えば、繰入金が増えたりして基金等が減っていくという

状態も出てくるんじゃないかなあと思っております。 

 そういった中で、適正なこの３つの経費の割合というのは、当然、義務的経費、経常的、少な

いほうが弾力性があるということですので、その辺を目指すものでありますし、議会としてもチ

ェックが必要かなあと思っております。 

 それでは、一旦ここで終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  ５０分を過ぎましたので、これより１１時まで本会議を休憩します。 

午前10時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時00分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位２番、内村議員。 

〔１０番 内村 立澤君 登壇〕 

○議員（１０番 内村 立澹君）  皆さん、こんにちは。 

 令和８年１月１２日、第１６回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会で、町村の部で三股町が４連覇

をいたしました。あくる日、１３日、櫟田地区で野菜を販売しているところで米田監督と会いま

した。「もう最高にすばらしかった」と言われておりました。 

 そしてまた、２５日に行われた、パノラマまらそん、すばらしい天気の下、大会運営協力者

７５０名の下に、非常に盛り上がったんじゃないかと思っております。 

 これからもみんなで町民参加の下、三股町を大いに盛り上げていただきたいと思っております。 
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 今回の質問につきましては、町税について、農業について。農業については、農地について、

畜産について。畜産については、宮崎牛の素牛について。そして、第６次三股町総合計画の中で、

令和８年度の計画について質問をしていきたいと思います。 

 １２月は、町税等納付推進強化月間でした。町税などの収納状況、差押え状況などについて、

町からの知らせがありました。そのような中での資料に基づいて質問をしていきたいと思います。 

 税金については、税務財政課に特別収納対策係ができてから収納率が上がっているというよう

な状況であります。町税の収納率につきましては、現年度プラス過年度とあります。 

 収納率につきましては、平成から令和にかけて収納率が大分上がってきております。収納率に

つきましては、令和３年度９４.２４％、４年度９４.１５％、５年度９３.９３％と、６年度

９３.３９％と町税の収納率が減少しているような状況であります。このようなことで、この減

少しているのはどのようなことかということで、まず伺っていきます。 

 あとは、質問席にて質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  町税につきまして、町税の収納率が令和４年度９４.１５％、令和

５年度が９９.９３％、令和６年度が９３.３９％ということで、この令和４年度から減少してい

る原因はというご質問にお答えいたします。 

 町税の収納率の推移については、令和６年度の決算を踏まえまして、昨年の１２月１日号の回

覧にてお示ししたところであります。 

 詳細につきましては、税務財政課長のほうから回答していただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  それでは、詳細について回答をさせていただきます。回答につ

きましては、本日お手元にお配りしております資料を基に説明をさせていただきます。Ａ４の横

で書いたグラフと表でございます。 

 令和６年度決算における各町税の全体収納率について申し上げたいと思います。 

 まず初めに、個人町民税につきましては９５.８５％、前年度比０.４９ポイントの減。次に、

法人町民税は９９.８３％、前年度比０.０６ポイントの減。３つ目、固定資産税は９６.５１％、

前年度比０.１９ポイントの減。４つ目に、軽自動車税９６.４３％、前年度比０.０８ポイント

の減。全ての税におきまして、前年度の収納率を下回っており、町税全体収納率は９６.３６％、

前年度比０.２９ポイントの減となったところです。 

 また、国民健康保険税の全体収納率は８１.２４％、前年度比０.９９ポイントの減であり、国

民健康保険税を含む町税の全体収納率は９３.３９％、前年度比０.５４ポイントの減となったと
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ころでございます。 

 平成２４年以降、年々、収納率の増加で推移してきましたけれども、令和４年度以降、減少に

転じております。 

 国民健康保険税を除く各税の収納率は微減でありますが、国民健康保険税は、令和２年度以降

減少に転じ、令和６年度は、令和４年度比２.５３ポイントの減少、令和５年度比０.９９ポイン

トの減少と、他の税に比べ減少幅が大きいことがうかがえます。 

 全体収納率の減少の要因としまして、税務署の所得税調査による多額の追加徴収額の影響や、

国民健康保険税では、被保険者の就労形態の変化や世帯の高齢化、さらには、マイナンバー制度

移行に伴い滞納額を徴収する機会が減るなどの影響があると考えているところでございます。 

 さらに、今後は、外国人労働者の増加に伴う未徴収額の増加を危惧しているところでございま

す。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  以前にも、ちょっと質問した経過があるわけですけれども、所

得税調査による追加徴収額等の影響、マイナンバーによる影響、これから先は外国人労働者によ

る、危惧しているっちゅうようなことですけれども。 

 やっぱりそういう状況から、外国人労働者っちゅうのは、どういう面が危惧されている状況か

っていうようなところは、つかんでいらっしゃるわけですかね。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  外国人労働者につきましては、結構、短期就労形態が多くて、

例えば、当年度分の税分について来年が課税されるわけなんです。その時点にはもう帰国してい

るとかそういったところで、直接本人から税収を得られない状況が発生し得る。今年度において

も数件、そういった事案が発生しているというような状況でございます。そういったところは、

ちょっと危惧しているというところでございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  どういうところがどうだっていうような点は、もうちゃんとつ

かんでいらっしゃるわけですので、これから先、あまり減少しないようにやっていただきたいと

思います。 

 続きまして、町税の滞納繰越額について伺います。 

 町税の滞納繰越額については、年度を超えて滞納となっている額のこととあります。 

 令和５年度の滞納繰越額が１億８,８８３万６,２９９円であります。令和３年度まで同じよう

な金額が続き、令和４年度１億５,５８９万６,９９２円、５年度１億６,００３万８,５９１円、
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６年度１億６,７４２万３２３円、７年度１億７,５２３万７５８円であります。５年度から６年

度に約７００万、６年度から７年度に７８１万４３５円滞納額が増えております。５年度から

７年度に１,４９２万２,１６７円増えているわけですけれども。 

 質問につきましては、６年度１億６,７４２万３２３円、７年度１億７,５２３万７５８円とい

うことで７８１万４３５円増えているということで、このことについての原因っていうのはどの

ようなことかということで質問しております。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  滞納繰越額が昨年度より増えているが、その要因はとのご質問

についてお答えいたします。 

 まず、回覧広報にお示しした年度ごとの数値は、前年度決算により次年度へ繰り越した額を表

しておりまして、令和７年度の数値は、令和６年度決算により繰り越した滞納額となっておりま

す。 

 平成２４年以降、年々、滞納繰越額の減少で推移してきましたが、令和５年度以降増加してい

る状況となっております。令和７年度は、前年度に比べ７８１万４３５円の増となっております。 

 また、全ての税において前年度に比べ増加していますが、滞納繰越額の増加分の構成割合で見

ると、国民健康保険税が４９.８％、３８８万６,３０１円となっております。 

 主な要因としまして、先ほどの質問にお答えしましたように、収納率の減少要因のほか、分割

納付の割合が増えている背景から、物価高騰や離職者の増加などが影響しているものと思われま

す。 

 特に、先ほど内村議員のほうからお話がありました税務署の所得税調査、これによる追加税額

でございますけれども、こちらが、令和４年に追徴となった分が約１,２６０万円、令和６年に

追徴となった分が約２１０万円と、この額が非常に大きいというふうに考えております。 

 今後の滞納者の対応としましては、さらに引き続き、広報、啓発、督促、催告、差押えや分割

納付、納税相談等を通じまして、滞納者の状況に応じた対応を継続していきたいというふうに考

えているところでございます。 

 以上、回答いたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  やっぱり、税務署によるそういう税調査っちゅうのが影響して

いるっちゅうことですけれども、このことについては、なかなか難しい状況であります。町税の

差押え等の件数についても、令和４年度が３４６件あります。１,２４４万５,３０５円。５年度

が２３９件、５６０万６,７４１円。６年度が２４５件、６７５万３,５１１円。７年度が

１５２件、３３４万７,５１６円と、大分少なくなっておりますけれども。 
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 以前に質問したときに、払ってもらえるんならいいんだけど、悪質な滞納者といいますか、や

っぱり、そういった人たちが、払えるのに払ってもらえないっちゅうようなことが問題だという

ようなことも言われております。そういう方には、タイヤにロックをするとかいうようなことも、

前ありました。 

 この中で、先ほど課長のほうから答弁があったんですけれども、分割滞納とかいろいろあると

いうことであります。 

 なかなかこのことについては、いろんな状況がありますので、滞納者に応じた対応を継続して

いくということでもありました。このことについて、回覧等にも「自主返納の町を目指します」

とあります。本町は、期間内に納めていただければと思います。 

 これで、この町税についての質問は終わります。 

 次についてですけれども、相続未登記の農地についてということで、遊休農地、今後の対策と

いうことで伺っております。 

 令和５年８月の調査で、２４.５６筆、１９７ヘクタールとなっているとありました。その中

で、農業委員会では、農業委員、農地最適化推進員が、遊休農地、相続未登記の農地に向けたこ

とに努めているということでもありました。 

 また、民法、不動産登記法、所有者不明土地関係の改正によりして、令和６年４月から改正さ

れるということでもありました。 

 農業委員会では、相続義務化について窓口等で啓発、周知等を行っているということでもある、

考えているということでありました。 

 なかなかこのことにつきましては、スムーズに行かない面もあろうかと思います。難しいと思

います。 

 このような中で、本県では、農業委員会を支援する県農業会議が行われまして、県司法書士会

と連携協定を結んだということであります。この内容について、どのようなことか伺っていきた

いと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  農地について、所有者不明農地が増え続けているため、昨年、

相続登記は義務化された。本県では、県農業会議と県司法書士会との間で連携協定を結んだが、

その内容はとのご質問について、農業委員会事務局長としてお答えいたします。 

 一般社団法人宮崎県農業会議と宮崎県司法書士会は、市町村及び市町村農業委員会の所有者不

明農地を解消する取組の支援を目的に、令和７年１２月１６日に所有者不明農地の解消に関する

相互連携協定を締結いたしました。 

 この相互連携協定の内容は４項目あり、１つ目に、所有者不明農地の解消に向けた支援。２つ
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目に、農地利用の推進と農業者の相続、事業承継等の支援による所有者不明農地の発生防止。

３つ目に、連携・協力に必要な情報の適切な共有と協力体制の整備。４つ目に、その他目的達成

に寄与する事項となっているところです。 

 今回の連携協定締結により、市町村や市町村農業委員会が専門知識を有する司法書士会の助言

を受けながら、相続権者の探索や相続関係説明図の作成作業を円滑に進められる体制の整備を進

めていくこととなっております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  ４項目あって、これから農業委員会とか最適化推進員がやる中

で、やっぱり、非常にやりやすくなっていくんじゃないかと思っております。遊休農地とか相続

荒地とかいろいろありますので、こういうのがあまり出ないように努めていただきたいと思いま

す。 

 その中で、続きまして畜産について伺います。 

 畜産については、和牛の子牛、宮崎牛の素牛になります。 

 令和２年、３年とコロナ禍の影響で、非常に外食産業とかいろいろ影響が出ました。その中で

牛肉の消費が低迷して、和牛子牛価格は暴落しました。飼料価格は高騰し、生産農家、肥育農家

に大打撃を与えました。最近の状況につきましては、価格が高くなっているようです。 

 そのような中で、この状況を知りたいと思いまして、今回の質問に上げました。 

 その中で、県内には７つの市場があります。都城、小林、串間、宮崎、児湯、延岡、高千穂が

あります。７つの市場で県全体の和牛繁殖生産者数、市場取引頭数、平均価格（雌、去勢）、令

和３年から７年までの状況ということで、どのようであるかということを質問事項に上げており

ます。どのような状況であるか質問をいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  畜産（和牛子牛）について。（ア）令和３年度から令和７年度

までの県内７市場の県全体の和牛繁殖生産者数、市場取引頭数、平均価格（雌、去勢）の状況は

とのご質問について、お答えいたします。 

 提出いたしました資料１にありますように、宮崎県全体の令和３年度の生産者数は４,９４０戸、

市場取引頭数は５万１,８７７頭、雌の平均価格は６２万７,９２６円、去勢の平均価格は７２万

９,４２７円でありました。 

 令和６年度には、生産者数は４,０００戸に減少し、市場取引頭数は５万１,０３９頭となり、

雌の平均価格は４４万６,４９８円、去勢の平均価格は５２万７,１５３円となっておりました。 

 令和７年度は、生産者数はまだ公表されておりませんが、市場取引頭数と平均価格につきまし
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ては、令和８年１月までの速報値となりますが、市場取引頭数は４万２２７頭、雌の平均価格は

６４万７,６２６円、去勢の平均価格は７３万７,０６１円と、令和６年度と比較して、市場取引

頭数は約１万頭近く減少しており、平均価格は雌、去勢とも２０万円ほど高くなっている状況で

ございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  今、課長のほうから、３年度から７年度まで、生産者数、頭数、

平均価格をいろいろ説明してもらいましたけど、やっぱり、生産者戸数が大分減っております。

そしてまた、頭数も大分減っております。１万頭減っておりますね。 

 今年に入りまして非常に高くなっているわけですけれども、昨日の児湯の市場が、雌が、平均

が８０万近くしております。去勢が９０万ぐらいしています。やっぱり。 

 この中で、私もある程度のことは把握しているつもりですけれども、改めて伺いますけれども、

価格が上昇しているっちゅうようなことは、その理由というのはどのようなことか、今後の見通

しについて、まずはどのようなことか伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  これ、（イ）やな。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  はい。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  価格が上昇している理由と、今後の見通しはとのご質問につい

て、お答えいたします。 

 令和７年１０月から令和８年１月まで平均価格が毎月上昇しておりますが、要因といたしまし

ては、農家戸数の減少による取引頭数の減少が主な要因と思われます。 

 今後、全国的に見ても、高齢化や後継者不在により、農家戸数減少による取引頭数の減少が続

くことが予想されておりますので、子牛価格の大幅な下落はないと思われております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  なかなかすぐには、これは頭数も増やそうとかいろいろできな

いわけですけれども、今後の見通しっちゅうことで、このことに対して、何か取組事業があった

ら教えていただきたいと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  本町では、この飼養頭数の維持に向けた取組といたしまして、

優良家畜導入事業や畜産生産性向上事業というものを実施しております。 

 内容といたしましては、優良家畜導入事業では、繁殖農家向けに郡品出品牛の導入支援であっ
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たり、母牛の淘汰・更新を推進するメニューを設けております。 

 また、畜産生産性向上事業では、夏場の畜舎内の温度を下げるための細霧装置の設置支援であ

ったり、分娩や発情のタイミングを知らせてくれる繁殖牛の監視装置などの支援を行っていると

ころです。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  いろいろ支援があると思いますけれども、三股も、やっぱり昔

から「三股の牛はいい」っち言われておりましたので、やっぱり畜産を代表するすばらしい人た

ちがいらっしゃいますので、この面もいろいろと取り組んでいただければと思います。 

 それでは、全国和牛能力共進会のことについて伺います。 

 ４大会連続で、宮崎県は内閣総理大臣賞に輝いております。そのような中で、島根、鳥取、長

崎大会の和牛枝肉の部で、蓼池地区の福永昇さん、透さん親子が２代にわたってチャンピオンを

獲得しております。来年８月北海道で、和牛能力共進会が行われます。 

 この中で、県内の予選を勝ち抜いていかなければ選ばれません。選ばれないわけにいかないわ

けです。 

 肥育期間につきましては、１８か月から２０か月になります。 

 これから素牛の選定となっていくわけですけれども、本町からまたぜひ、本町にはすばらしい

肥育農家もいらっしゃいます。その中で、本町から代表牛として出してほしいと思います。 

 その中で、この取組について本町はどのように取り組んでいるかっていうことで伺っていきま

す。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  畜産（肉牛）について。全国和牛能力共進会が来年８月に北海

道で行われるが、本町の出品者、出品牛の取組はとのご質問について、お答えいたします。 

 令和５年度から、北海道全共に向けて、本町を含むＪＡみやざき都城地区本部、都城市及び県

などの関係機関で組織された和牛共進会出品対策協議会を通じて、本地域からの全共出品に向け

た事業を行っているところでございます。 

 現段階では、都城北諸地域から枝肉の部の出品候補者４名のうち１名が本町から選ばれており

ます。また、枝肉の部の出品素牛となる１頭が、本町から選ばれているところです。 

 令和８年度には、都城地域家畜市場において宮崎県プレ全共の開催も計画されており、今後も

引き続き、種牛の部癩癩繁殖雌牛の部門ですね癩癩の候補牛の支援も含め、和牛共進会出品対策

協議会を通じて、本町からも出品、支援事業を展開する計画でございます。 

 以上です。 
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○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  都城地区から４名の中で、１名が三股町から選ばれているわけ

ですね。それで、あと出品素牛１頭がまたその中で選ばれているわけですね。それをまた勝ち抜

いていかなければいけないわけですね。北諸・都城予選があって、宮崎県のまた予選があって、

その中で勝ち抜いていって、それを勝ち抜くっていうようなことですね、出品牛のあれを。 

 だから、やっぱり今からいろいろな取組、どこも一生懸命に取り組んでいくと思いますけれど

も、その中で、やっぱり三股町も、そういうふうにしていろんな面で出たら、またそういうふう

に入賞されたりしたら、プラス効果がすばらしいと思いますので。ふるさと納税とかそういうよ

うなこともまた改めて、そういう三股町という注目を集めますので、ぜひ確保していただければ

と思います。そういうことをですね。 

 参考に言わせていただきますけど、大分県が６区から８区に出品する候補牛を選ぶ臨時市場を

開いております。６９頭が出品されて、６５頭が競り落とされております。その中で８頭が、や

っぱり出品牛として選ばれるようです。 

 やっぱり、どこの地区も、これは地区から選ばれて県大会になっていくわけですけれども、そ

の辺も、三股町もまた改めてぜひ出していただければと思います。バックアップをよろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、最後になりますけれども、第６次三股町総合計画ということで伺っていきます。 

 町営住宅簡易平屋団地解体事業についてであります。 

 長寿命化計画による用途廃止予定簡平団地の解体工事ということですね。今年度から来年度に

かけて４団地、２６棟、８９戸ありますけれども、今年度が１,６００万組んであります。 

 その中で、場所、土地、今後のことについてっちゅうようなことで聞きたいと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（田中 英顕君）  町営住宅簡易平屋団地解体事業（長寿命化計画）による用途廃

止予定簡平団地の解体工事についての質問にお答えいたします。 

 第６次三股町総合計画において、「豊かな自然と共生し、安全で快適に暮らせる定住のまちづ

くり」の施策に「快適な環境で安心して暮らせる生活基盤の整備」を基本目標とし、公営住宅等

の供給として老朽化した町営住宅の用途廃止等を効率的に進めるなど、施策の基本的な方向を示

しております。 

 また、具体的には、町営住宅簡易平屋団地解体事業として、長寿命化計画に基づき用途廃止予

定を含む簡平団地の解体工事を計画的に実施していくこととしております。 

 ご質問の令和８年度の簡易平屋団地の解体工事といたしましては、旧蓼池第３団地を計画して

おります。旧蓼池第３団地は、面積約２,０００平米、４棟１８戸の木造平屋住宅であり、令和
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５年度に用途廃止しております。 

 なお、解体工事については、工事着手時期を令和８年度上半期、工事費を約１,６００万円と

計画しておりますが、解体後の跡地の活用については現在未定であり、今後、町有財産処分検討

委員会において検討を行うこととなります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  旧蓼池第３団地、２,０００平方メートルですね。今後につい

ては、まだ未定であるというようなことでありますけれども、またいろいろ分かったら、回覧等

で周知等をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後になりますけれども、誘致認定企業への措置、雇用ということで奨励金があり

ます。今年度、誘致について、一応３,０００万円組んでありますけれども、その中で今年度の

このことについての状況を伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  今年度の予算の状況ということをだと思いますが、令和７年度

につきましては、雇用奨励金及び工場等土地取得補助金については、予算を確保した分について

は予定どおり執行予定というふうに考えております。 

 答弁は以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  執行するということですけれども、会社名というようなことは

いろいろ分かっていらっしゃるわけですかね、そういう状況的なことが。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  具体的な企業名は、答弁ではちょっと差し控えさせていただき

ますが、予定はございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  誘致されて雇用問題とかいろいろあると思いますけれども、先

ほど西村議員のほうからも雇用のことがいろいろ話が出ましたから、経済的効果があるというよ

うなことがありましたので、企業誘致もぜひ行っていただきたいと思います。 

 それでは、質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより昼食のため、１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午前11時37分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 
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午後１時30分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を分かりやすくする

ため、各議員の一般質問の時間を質問、答弁合わせて５０分以内とすることをお願いします。 

 また、５０分を超えた残りの質問部分については、その日の最後の質問者が終了した後に行う

ことができることといたしておりますので、ご協力をお願いします。 

 発言順位３番、岩津議員。 

〔１番 岩津  良君 登壇〕 

○議員（１番 岩津  良君）  発言順位３番、岩津良です。議会中継並びに傍聴に足を運んでい

ただいた皆様に感謝申し上げます。 

 それでは早速、一般質問を行わせていただきます。 

 今回は、町内公共施設全般の老朽化対策と今後の更新・再編計画について、そして、消防出初

式の運営及び団員等の人員確保及び処遇環境についての大きな２項目について質問いたします。 

 まず、大きな１点目の公共施設についてですが、本町が平成２８年度に策定した三股町公共施

設等総合管理計画並びに個別施設計画について伺います。 

 本計画は、今後３０年という長期を見据え、施設の統廃合や面積削減によっての将来の維持・

更新の費用を抑えた目的とした重要な計画であると認識しております。 

 策定から約１０年超が経過した現在、私たちを取り巻く社会情勢や経済環境は、当時の想定を

はるかに超えるスピードで激変している状況です。 

 皆様もご承知のとおりであると思いますけれども、昨今のアメリカによるイラン攻撃を引き金

とした中東の紛争の激化により、原油価格の異常な高騰を見せています。こういった原油高をも

たらす世界的な物価高の波は、決して遠い国の出来事ではなく、そのまま建設資材の価格を押し

上げ、物流費や人件費を直撃し、本町の公共施設の建設・修繕コストを異常な水準まで引き上げ

ていると考えられます。その根拠に、国土交通省が公表している建設工事費、物価指数のデータ

を見ましても、計画策定以降、工事費用は著しい高騰を続け、現在も右肩上がりの状況です。 

 また、本町の本年度予算におかれましても、委託事業の人件費の増や、物価高騰の影響にある

公共施設老朽化に伴う修繕費、維持補修費の増加などの傾向が見られている状況です。こういっ

た既存施設の維持をするためのコストが、これまでにもない重さで町政に重くのしかかっている

と考えられます。もはや、物価で安定していた計画策定時に見込んだ将来の更新費用の前提は、

徐々に崩壊していると言わざるを得ません。 

 こうした先行きのない世界同時インフレと維持、保守、修繕のリスクの中で、本町の公共施設

は、昭和４０年、５０年の人口増加時期の集中的整備から更新の時期を迎えようとしている状況
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です。 

 しかし、総面積削減という中で置かれる公共施設管理計画において、今後どのような見通しで

管理計画を行っていくのかという観点の中で、今回第１項目の質問を行ってまいりたいと思いま

す。 

 通告事項の１番の要旨の１です。三股町公共施設等総合管理計画の総面積削減目標に対し、教

育施設や行政施設をはじめとする公共施設全般の老朽化と修繕コスト増の現状をどう分析してい

るか。面積削減との整合性を図りながら進める、今後の具体的な年次計画を質問させていただき

ます。 

 残りの質問は、質問席にて行わせていただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  町内公共施設全般の老朽化対策と今後の更新・再編計画についての①

三股町公共施設等総合管理計画の総面積削減目標に対し、公共施設全般の老朽化と修繕コスト増

の現状をどう分析しているか。面積削減との整合性を図りながら進める、今後の具体的な年次計

画を問うとの質問にお答えいたします。 

 三股町公共施設等総合管理計画の令和４年３月改定によると、公共建築物の保有状況は

１３１施設で、用途別では、公園２３施設、町営住宅、町民文化系施設それぞれ２２施設、子育

て支援施設１３施設、行政系施設１２施設、保健福祉施設ほか３９施設というふうになっている

ところです。 

 計画による、平成２９年度から３０年間のインフラ資産、道路、橋梁、下水道を含む公共施設

全体の維持・更新に係る費用の削減目標を２４％、約１６１億円に設定しており、うち公共建築

物は、面積削減に取り組むことで１４％、約９１億円の削減を目標としているところでございま

す。 

 平成２９年度から令和８年度の第１期１０年間では、公共建築物の削減目標を５％、約３４億

円にしております。 

 具体的な取組実績につきましては、担当課長のほうから回答させていただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  それでは、具体的な取組実績についてお答えしたいと思います。 

 実績についてでありますが、公共建築物の面積削減におきましては、平成２６年度以降から令

和２年度末時点で五本松団地の解体４,８３６平米、射場前第２団地、射場前団地の解体

１,４７６平米など、平成２６年度末時点の値と比較しますと、６年間で約３,０００平米、

２.５％の面積圧縮となっていますが、維持・更新費用は、決算統計の施設費の管理費等の状況
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から、平成２８年度に比べ、平成３０年度以降増え続けている状況にあり、面積削減による費用

削減効果よりも、人件費や物価上昇の影響に加え、太陽光設備や空調設備など新たな設備投資が

加わったことで、１施設当たりの維持・更新費用を押し上げていることが考えられます。 

 これらを踏まえまして、第１期１０年間の維持・更新費用の実績値に基づき、削減目標の設定

根拠を見直しする必要性を認識するとともに、令和９年度に迎える第２期の計画推進に向けて、

令和７年度の個別管理計画の見直し状況から、令和８年度の総合管理計画の見直しにおいて、年

次計画の見直しに取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  やはり、削減に対してさらなる物価高騰の影響が出ているという

ふうな認識でありました。 

 やはり、昨今の社会情勢のさま変わりというのは、大きくスピードが増している状況の中で、

国際情勢もしかり、どういった状況になるのか今後見通せないような状況の中で、やはり、短い

スパンでの見直しというところも今後検討する必要があるのではないのかなというふうに思うと

ころであります。そういった中でも、冒頭に申し上げたとおり、４０年、５０年代の集中的な整

備というものが、今大きく更新時期をこれから迎えつつあるのではないのかなというふうに思い

ます。 

 要求さしあげている資料の６番になるんですけれども、避難所施設並びに消防詰所の更新計画

というところでご提供いただいている資料ですけれども、そのほかにも町長の答弁でも、各施設

等の、今回、保有数等を述べていただきましたけれども、さらに、申し上げたとおり、物価高に

対して、今回、維持補修費の部分の観点も踏まえて、３,９４７万円の増というところで、同僚

議員からも午前中の答弁の中でもありましたけれども、さらにこの見直しの令和９年から行って

いくというふうな答弁もあったところで、統廃合の計画とかそういったところの観点で、今の現

段階で結構ですので、どういった試算といいますか、検討を具体的にされているのかなというと

ころで、質問をさせていただきたいと思います。統廃合についてですね。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  今、質問がありましたとおり、この管理総合計画なんですけれ

ども、基本的には、この施設の面積を縮小することによって、この削減目標を達成するというの

がうたってございまして、面積は、先ほど申しましたとおり、実績値で約３,０００平米減らし

ているんですけれども、減らした割に維持管理費っていうのは相対的に上がってきている。これ

はもちろん、物価高騰も含め、人件費等含めて、その影響、また、太陽光発電、空調設備、そう

いった新たな投資事業等も踏まえたところで削減に至っていないというのがあるかと思うんです
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けれども。 

 もう一つは、廃止とともに施設の複合化、多目的に利用する複合化というのも一つの目標とな

っておるんですけれども、これについては、具体的にまだ話が進んでいない、それに伴った削減

費用というものも具体的には示していないというのが現状であります。 

 １つ事例でいきますと、第５地区防災センターにつきましては、名称は第５地区防災センター

でありますけれども、コミュニティ施設というようなことを踏まえて、用途的には多用途的に対

応できるような施設、こういったような施設の統廃合、考え方を進めていくのがいいのかなとい

うふうには考えております。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  今、５地区の防災センターなり、今、６地区の防災センターも、

６地区分館と同施設内の部分で運営をしているところであると思いますけれども。やはり、まだ

まだ避難所の指定の施設一覧、記載している中でも、耐用年数並びに改修等を行いながらやって

いくというところで、建物を大事にしていく部分は、やはり大切なのかなというところと、用途

について、やはり維持していくと、あと、町民の皆様にも、この施設のしっかりとサービスを提

供していく上でも、必要な施設もたくさんある中で、やはり、精査していく必要があると思うん

ですけれども。 

 そういった中で、この耐用年数を超えても、今、活用し続けながら改修をしたりして続けてい

ると思います。今、具体的な今後の統廃合は、まだ今後の検討というふうに思うところなので、

またそのあたりも、施設の統廃合並びに物価高の影響を踏まえながら、建物の使い方といいます

か今後の在り方というところを、もう少し明確に今後検討していってくださればというふうに思

うところで、質問の要旨の次、２番に移らせていただきたいんですけど。 

 防災拠点である詰所等並びに今回、自主防災組織等で公民館並びに分館等の施設の防災拠点の

活用を見込まれる状況だというふうに思うんですけれども、大規模災害時をどう認識しているか、

特に消防署詰所の移転・更新の検討についての優先順位などあれば、方針を質問したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  防災拠点である各消防詰所や各自治公民館及び分館の老朽化等に対

し、大規模災害時等をどう認識しているか。特に消防詰所の移転・更新の検討について、優先順

位と方針を問うとの質問にお答えいたします。 

 本町において、公共施設は住民の安全と日常生活の基盤を支える重要な資産であり、特に消防

詰所や自治公民館等は、災害時の初動対応、避難受入れにおいて極めて重要な役割を担うもので
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あります。 

 本町における消防団詰所の現状と課題について、ご報告申し上げます。 

 現在、第４地区を管轄しております第４部の詰所は、土砂災害特別警戒区域に位置しており、

災害時の団員の安全確保及び機材の保全に支障を来すおそれがございます。 

 次に、第７地区を管轄しております第７部においては、詰所周辺で駐車場の確保が困難であり、

車両運用や緊急出動に支障を来す可能性があると認識しております。 

 次に、第２地区を管轄いたします第２部については、待機室が狭く、訓練や待機時の機能に影

響が出てくることが確認されております。 

 これらの課題に対しまして、町としては、建て替えや移転を含む抜本的な対策を年次計画に基

づき段階的に検討してまいりたいと考えております。 

 基本的な進め方は、次のとおりでございます。 

 優先順位の設定についてでございます。まず、安全確保の観点から、第４部の詰所に関する対

応を最優先といたします。その他の部につきましては、各種の影響等、状況を注視しながら検討

してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  同じ質問についてお答えいたします。教育課が所管しております自

治公民館が利用している施設について回答させていただきます。 

 災害時の避難所として指定している施設は、１次避難所に限定いたしますと、中央公民館、第

１地区分館、第３地区分館、第４地区分館、第６地区分館、第７地区分館、第８地区分館、第

９地区分館の８施設でございます。 

 これらの施設につきましては、いずれも耐震基準を満たしており、空調設備も整備しているこ

とから、大規模災害時における避難所としての機能を有しているものと認識いたしております。 

 なお、これらの施設の老朽化等への対応につきましては、三股町公共施設等総合管理計画に基

づきまして計画的に対処してまいります。 

 一方で、同計画に位置づけられていない施設につきましては、自治公民館の拠点施設となるも

のにつきまして、老朽化に関する相談等がまいりましたら、コミュニティ助成事業、こちらは公

益財団法人自治総合センターの事業でございますが、あるいは、自治公民館施設等整備補助金、

こちらは町の単独補助金でございます。こちらを活用し、新築、改築あるいは修繕等が可能であ

ることを案内しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 
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○議員（１番 岩津  良君）  各施設の状況等と、まずは消防詰所の部分でいきますと、４部の

ところが危険区域であるというところでの早急の改善が必要であるというふうにされたんですけ

れども。 

 今、この更新の計画においても、結構、空白な状況であるというふうな資料を頂いているとこ

ろなんですけれども、ある程度、ほかの施設等も更新の計画を記載しておりますけれども、消防

詰所においては、大体、何年度までにみたいな形の、更新並びに移転等の計画といいますか目測

といいますか、そういったところの検討はいかがでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  お答えいたします。 

 消防詰所についての年次的な計画ということでございますが、資料６を御覧いただきますと、

消防詰所につきましては更新計画等空白ということで記載がございます。こちらにつきましては、

個別計画の策定をこの消防施設については行っていない関係で空白となっているところでござい

ます。 

 なお、年次的な計画につきましては、先ほどお答えしましたとおり、４部の詰所を最優先とし

ますが、具体的に現時点での年次的な計画は、ないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  今のところ計画がないというふうな解釈になっているところです

けれども、５部、６部につきましては、建て替えを２年、３年度と進めてこられたところであり

ます。 

 ちょっと質問なんですけど、この建て替えを５部、６部については進めたというところで、建

て替えまでに至るこのフローといいますか、工程といいますか、そういったところはどういった

展開で建て替えに至ったのか、ちょっと教えてほしいんですけど、いかがですか。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  建て替えのフローについてお答えいたします。 

 第５部の防災センターについてでございますが、こちらは、小学校に隣接する土地に現在建物

が建っているところでございますが、進め方としましては、現地調査等を行いまして、その後、

用地交渉等もございました。そういったのを踏まえまして、年次的に、予算といいますか概算設

計や概算事業費の算定を進めてまいりました。 

 その結果を踏まえまして、調査設計費等の確保をいたしまして、また、建設の予算、それに伴

う補助金等の申請を行ってまいったところでございます。そういったフローを踏まえまして、現

在に至っているところでございます。 



- 66 - 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  答弁いただきました、補助金を活用されているというところなん

ですけれども、今回その補助金というのは、その都度申請できるものが違うっていうことと、ど

ういった補助金なのか、ちょっと教えてほしいです。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  補助金についてお答えいたします。 

 これまでの詰所及び防災センター等についてでございますが、国のほうの緊急防災・減災事業

債を活用いたしております。これにつきましては、既に１回目が令和７年度までという期限があ

ったのですが、今回また、令和８年度から１２年度までの５年間の事業期間延長がございまして、

今後、建て替え等を検討していく場合には、先ほど申しました、緊急防災・減災事業債を活用さ

せていただく予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  分かりました。また、その補助の延長に当たってご活用いただけ

る部分は、しっかりと更新等、建て替えに計画を入れてもらいたいなと思います。 

 それと、教育課のほうから答弁いただいたところで、分館等のところでご説明ありましたけれ

ども、やはり、先ほど申し上げた４０年、５０年代の部分が大きく、今、更新等を強いられてい

るところで、長寿命化計画等を反映させて行っていると思います。 

 資料６番でも長寿命化修繕というところが、結構大きく今後も更新の中で計画されていると思

うんですけれども、この詳細が、ちょっと私が理解できないので、この長寿命化修繕というのは

具体的にどういったものをされるのかっていうところを教えていただければ。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  長寿命化計画というのがあるんですけれども、この総合管理計

画上にもあるんですが、大体の建物、鉄骨、鉄筋というのは標準的には６０年をもって建て替え

というのが標準化されているんですけれども、これを全て６０年に合わせてやっていったときに、

かなり、やはり費用がかかるということで、総合管理計画の中では、この鉄筋コンクリートにつ

きましては８０年まで延ばすということで考える。そのためにも、その延長した部分が長寿命化

と言われるものであります。 

 その８０年もたせるという間に、築後２０年は改修を入れて、２０年おきに大規模改修・修繕、

それを行いながら８０年間もたせるんだというような計画、これが長寿命化の修繕の流れになっ

ているものでございます。 
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 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  流れのほうは大体分かりました。やはり、結構この一覧を見てい

ましても、結構、集中的に修繕が必要になってくる建物が一気に押し寄せてくるのではないのか

なあというところで、やはり、建物を維持するだけではなくて、いろんな形での判断が、また今

後は必要になってくる場面も出てくるかもしれません。 

 そんな中でも、やはり防災の観点でいきますと、いつ押し寄せてくる災害が発生するか分から

ない状況というところで、やはり、なかなか難しい場面があると思います。現実的な問題でです

ね。 

 そういった中でも、消防詰所の件については、やはり、団員の皆様におかれましても、気にか

けられているところであったり、現状の消防団の状況を踏まえまして、やはり、環境下において

しっかりと活動を支えていくためにも、こういった計画を示していくというところに関しては必

要なのではないのかなと思うので、そういったところも消防団部長と相談いただきながら進めて

いただければというふうに思いますので、ぜひお願いしたいというふうに思います。 

 そういった中で、消防団の部分について、また質問事項２に移りまして、１月１１日に行われ

ました消防出初式についてのところの部分でございます。 

 質問要旨の１番になるんですけれども、私も参加のほうをさせていただきまして、議員各位並

びに来賓の皆様も多くいただいたところで、すごい立派な出初式であったというふうには思うん

ですけれども。 

 やはり、このキャンプでも訪れる宮崎県においても、当日は物すごい暴風と極寒の気温であっ

たというふうに思います。 

 個人的な見解のところで質問をしているところもあるんですが、一斉放水が１０時台に行われ

まして、放水の強風によっての返り水が、かなり団員の方に浴びさせられている状況があったと

思います。 

 やはり、災害においては苛酷な環境下という場面において、実際の活動においてそういった苛

酷な状況というのは、消防であるからこそ必要な修練といいますか、鍛錬といいますか、そうい

ったところもあるとは思うんですけれども。やはり、その後の長時間にわたる極寒強風の中で、

上着の着用がない状況のまま、昼前ぐらいまでの１時間超さらされていたといいますか、大分つ

らい状況だなというふうに、こちらとしては座って見ている立場なので、恐縮ながら、すごく痛

く感じたところもあったところです。 

 そういった場面で、本年度の出初式においての放水後の長時間にわたる式典の中で、やはり皆

様、日頃のなりわい等ありながら、今回出初式に挑んでいただいている状況の中で、次の日は仕
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事の方も多くいらっしゃると思います。健康上のリスク等を、町のほうもやはりご配慮いただけ

るべきではないのかなと感じたところで、質問要旨の１番項の質問をさせていただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  本年の出初式において、一斉放水後の長時間にわたる屋外での式典

による、健康上のリスクを町はどう捉えているかとの質問にお答えいたします。 

 ご指摘のとおり、本年の出初式では、一斉放水後も長時間にわたり屋外における式典が続き、

防寒・防水装備による影響から、団員に対して健康上の負荷が懸念される点が、消防団幹部会で

問題提起されております。 

 町としましては、出初式の長時間屋外滞在は、これから申します健康リスクを伴うものと認識

しております。 

 １つ目に、冬季における低体温でございます。これは、気象条件や着用する防寒・防水装備に

よる影響でございます。 

 ２つ目に、長時間の立位による疲労蓄積でございます。 

 ３つ目に、長時間の緊張等による精神的ストレスでございます。また、近年の気候変動に伴う

極端な気象、猛暑や寒波の頻度増加を踏まえ、従来の運営方式ではリスクが増大する可能性があ

ると考えております。 

 現行の安全管理上の措置ですが、出初式当日の安全対策として、次の事項を実施しております。 

 １つ目に、事前の健康確認。これは当日の体調申告の徹底でございます。 

 ２つ目に、休憩時間の確保でございます。 

 ３つ目に、給水・暖房設備の準備でございます。 

 これらは従来から実施してきたものであり、今回の問題認識を踏まえ、さらなる改善が必要と

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  認識はしていただいているというふうなご答弁であったところで、

当初よりのリスクマネジメントをさらに運用していくというふうな話であったというふうに今思

ったところですけれども。 

 全国的にも、式典が結構屋内でされているところって結構見受けられるなあというふうに思っ

たところもありましたので、そういった物理的なところを何か検討とかできないのかなというふ

うなところも感じたところです。 

 ただ、やはり、もともとの出初式の起源というところで、町民の自治による義勇消防隊として

設置された中で、やはり、誇り高い伝統というところに関して、かっこいい消防団というところ
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が、しっかり子供たちも背中を見て、今後、一つ町のために、また一つ、背中を追っていただけ

るその姿っていうのは、やはり、すごく感銘を受けるものだというふうに感じるところなんです

けれども。 

 やはり、団員の減少という傾向もある中で、精神論といいますか、根性論といいますか、そう

いったところだけで、なかなか遠のいていくような現状がありますと、そもそもの消防団として

の在り方も懸念されるのではないのかなあというふうに感じたところなので。 

 今回は、たまたま気候的に、宮崎県においてはそれまで気候は穏やかなほうだとは思うんです

けれども、豪雪地帯とは違うので。思うんですが、やはり、なかなかあの状況下は、すごい苦し

い場面があったのではないのかなあというふうに察しているところです。 

 そういったところにおいて、質問の要旨の２番に移るんですけれども、今後、式典の屋内実施

や進行順序の入替えなど、次年度以降の運営について考えを質問させていただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  ②な。総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  式典の屋内実施や進行順序の入替えなど、次年度以降の運営の考え

を問うとの質問についてお答えいたします。 

 今後の対応方針でございますが、町は次の方針で対応を進めてまいります。 

 式典時間等の構成見直し、一斉放水後の演目を精査してまいります。 

 また、消防団の幹部会と消防団員の意見を尊重してまいります。 

 さらに、団員に対しまして事前の健康管理、服装・装備の指示など、事前周知の徹底を行いま

す。 

 屋外セレモニーについては、防寒着の着用など団員の負担軽減策を講じた上で、この伝統ある

消防出初式を引き続き屋外で実施することを基本としてまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  上着の着用とかできる範囲の配慮を、もし今後、進められるとこ

ろもあれば、やっぱり、今までの伝統というところは、しっかり大切にしていただきたいなと思

いまして、そういったところは、毎年楽しみに見させていただいている限りでございます。 

 そういったところで、今後、団員の皆様におかれましても、士気がしっかりと低迷しないよう

にご配慮いただければというふうに感じているところなので、引き続きお願いしたいというふう

に思います。 

 そういった中でも、以前も質問させていただきました、質問要旨の３番項に移りたいと思いま

す。団員の確保や処遇等についてでございます。 

 前回は、費用弁償等を質問させていただいた限りでございます。そういった中でも、まだまだ
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新入団というか新団員の方の入りの部分につきましては、伸び悩んでいる傾向ではないのかなと

思うところで、改めて再度、若手団員の確保や処遇についての対応の検討をされているのかとい

うところで、質問要旨の③のところで質問させていただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  若手団員確保や処遇についての、対応などは検討されているのかと

の質問についてお答えいたします。 

 団員確保についてでございますが、今後は、団員の負担軽減や受入れ体制の整備と加入促進を

図ってまいります。 

 具体的には、次の施策を実施していきたいと考えます。 

 まず、加入促進の面でございますが、１つ目に、町の広報紙、町公式ＳＮＳでの消防団ＰＲの

強化でございます。 

 ２つ目に、年１回の消防出初式及び町内イベントでの体験ブース設置、また、若者の参画促進

策では、若者向けの入団説明会の開催、若手団員による体験談のＰＲを行う予定でございます。 

 次に、団員の負担軽減でございますが、こちらは、訓練の工夫につきましては、訓練時間の短

縮等を検討してまいります。 

 次に、受入れ体制の整備についてでございますが、こちらは、先輩団員が新入団員を個別にフ

ォローする体制を整えてまいります。 

 処遇につきましては、消防団員の報酬は、全国的に消防団員の減少に歯止めがかからない現状

を踏まえ、その要因の一つである消防団員の報酬等に係る処遇の改善を図るため、消防団を中核

とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づきまして、令和４年４月１日から現在の報酬金

額に改定しております。 

 現在、この改定から４年が経過するところでございます。次の見直し、改定につきましては、

近隣市町の動向等を踏まえまして、処遇の改善も含め検討してまいりたいと考えております。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  様々なそういった処遇等を検討しているところですけど、結果が

なかなか、どこまで団員の確保にありつけるのか、ちょっと見通しが難しいような状況も考えら

れるかもしれませんが。 

 ちょっと私が調べたところで、資料提供したかったんですけど、ごめんなさい、間に合わなく

て。学生消防団の活動認証制度っていうのがあるようです。学生消防団の活動認証制度ですね。

いわゆる学生の方に消防団を体験していただくっていうか、インターンのようなものですね。そ

れで、市町村が学生の参加してくれたインターン生に修了証みたいな形で渡しながら、就職活動



- 71 - 

の自己ＰＲなどに活用できるというふうな制度のようです。 

 実際に、ちょっとまだ調べ尽くしてはいないんですけれども、まず、消防団っていうものに関

して、身近に今まで近くに接していったりとか目の当たりにしている人だったら、やはり接点が

近いんですけれども、いきなり消防団に入れっていうところは、なかなかハードルがかなり高い

ような気がして、誘うほうも、よっぽどの近いネットワークがないと誘いにくいような状況があ

る中で、やはり、地域の希薄化も踏まえて、なかなか消防団っていうものに関して、誘い込むこ

とのハードルがそもそも高いような状況です。 

 こういった学生の時代から消防団というものに関して慣れ親しみながら、自身の地域の情勢と

いう部分に関してもしっかりと取り組める制度ではないのかなあというふうに思うので、こうい

った消防団活動認証制度を、ぜひ、ご検討いただければいかがかなあというふうに思いますけれ

ども。 

 現在、実際に団員並びに幹部の皆様におかれましての課題等、どういったご意見があるのかみ

たいな形は、今現在のところいかがですかね。団員確保についてです。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  各部の幹部や団員からの団員確保についてのご意見ということにつ

いてお答えいたします。 

 現在、令和８年度に向けました団員確保の動きが進んでいるところでございます。その中でも、

一部の部においては、非常に団員確保が難しい状況ということも、今、届いているところでござ

います。 

 そういったことも踏まえまして、先ほど議員のほうからご提案になりました学生認証制度、そ

の他、私のほうでも申しました、若手団員のＰＲ等を行いながら、令和８年度においては定員を

充足できるように、引き続き活動を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  違った形の展開を繰り広げていかないと、やっぱり今までの状況

だと、まず、認知度的なところから始めていくべきなのかなあというふうに思いますので、引き

続きそういった活動も踏まえて、消防団員並びに皆様と一緒に、今後の消防団の在り方について、

ぜひご検討いただければというふうに思います。 

 それでは、私の一般質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより、１４時３０分まで本会議を休憩します。 

午後２時14分休憩 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時30分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を分かりやすくする

ため、各議員の一般質問の時間を質問、答弁合わせて５０分以内とすることをお願いをいたしま

す。 

 また、５０分を超えた質問部分においては、前に繰り越している議員のその後に行うこととい

たしておりますので、ご理解をお願いをいたします。 

 発言順位４番、上西議員。 

〔３番 上西 雅子君 登壇〕 

○議員（３番 上西 雅子君）  皆さん、こんにちは。発言順位４番、上西です。通告に従いまし

て、質問をさせていただきます。 

 今日は、３つの質問事項、全てが障がい福祉施策に関する質問となります。 

 まず、事項１の質問です。障害者差別解消法理解促進に向けた取組についてです。 

 平成２８年４月１日に施行された障害者差別解消法は、２００８年に国連が発効した障害者権

利条約に我が国も批准をするために抜本的な法整備をしていく必要があり、そんな中でつくられ

た法律となります。 

 主な内容は、１点目、障がいなどを理由にした不当な差別的取扱いの禁止。２点目、障がいの

ある人に対する合理的配慮の提供。３点目、バリアフリー化などの環境の整備となっています。 

 そして昨年度、令和６年４月には、この法律の一部改正がなされました。これまで合理的配慮

の提供義務は行政だけとされていましたけれども、法改正以降は民間の事業所にも拡大されまし

た。 

 合理的配慮とは、障がいのある人が不利益を受けないように、状況に応じて環境や対応を調整

し、その人の状況に応じて個別に必要な配慮をすることとされています。 

 では、要旨１の質問です。 

 この法律の理解促進に向けて、町はどのような取組や工夫をしているのか質問をいたします。 

 あとの質問は、質問席で行います。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  障害者差別解消法理解促進に向けた取組ということで、①の障害者差

別解消法は令和６年４月より法改正があり、合理的配慮の提供義務が事業所に拡大された。この

法律の理解促進に向けて、町はどんな取組や工夫をしているのかのご質問にお答えいたします。 
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 法改正に伴う事業所への周知につきましては、雇用を所管するハローワークが主となって案内

をされているところでございます。 

 町の取組としましては、まず第４次障害者基本計画で、障がいを理由とする差別の解消を推進

するため、障害者差別解消法の町民に対する周知、差別に関する連携体制の充実、相談体制の充

実を図ることとしておりまして、これを町ホームページ等で公開し、広く周知しております。今

後は、町や社会福祉協議会のイベント等の機会を捉え内容を紹介し、障がい者差別解消をさらに

推進してまいります。 

 また、町福祉課と町社会福祉協議会の障害者基幹相談支援センターの職員は、引き続き障がい

者差別に関する研修の受講等で理解を深め、相談を受ける体制の充実に努めてまいります。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。事業所への周知はハローワークが案内をし、町と

してはこれから社協のイベントなどで内容を紹介して周知を図っていくということですね。分か

りました。 

 では、要旨２の質問です。 

 この過去３年間の間、民間企業や福祉事業所等で障がい者に対する虐待、差別的対応、不適切

な対応等の報告や相談はあったのでしょうか。あれば、その内容はどのようなものだったのか、

個人情報に抵触をしない範囲で教えてください。 

○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  過去３年間で企業や福祉事業所等での障がい者に対する虐待、差別

的対応、不適切対応等の報告・相談はあったのか。あれば、その内容はどのようなものであった

のかとのご質問にお答えいたします。 

 福祉課で直接受けている事業所からの報告や相談とその対応についてお答えいたします。 

 令和５年度では３件で、相談支援専門員による暴言や不適切発言の相談に対し他自治体にある

事業所であったため受理し所管自治体に報告したもの、入所施設内での性的虐待の相談に対し虐

待認定し県に報告したもの、グループホーム内での心理的虐待疑いの相談に対し事業所に指導し

たものがありました。 

 令和６年度は１件で、心理的虐待の相談に対し事業所に指導したものがありました。 

 令和７年度は５件で、就労継続支援Ａ型での工賃未払いの相談に対し労働局が使用者による虐

待認定したもの、工賃遅れの相談に対し県に報告したもの、就労継続支援Ｂ型での工賃遅れの相

談に対し現在調査中のもの、性的発言による心理的虐待の相談に対し虐待認定し県に報告したも

の、身体的虐待疑いの相談に対し事業所に指導したものがありました。 
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 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。毎年何件かずつあるということですね。今年度は

工賃未払いの件とか、その他重要な虐待案件の相談などがあるということですね。町は指導など

を行ったという対応を取ったということでよろしいですね。 

 私自身も厚生労働省の情報を調べました。最新の調べによりますと、各市町村に寄せられた虐

待・差別等の相談件数は過去最多となっているとのことです。虐待・差別案件が多数報告される

こと自体は大変憂慮すべきことだとは思いますけれども、それだけ障がい当事者とそれを取り巻

く人たちの虐待や差別に対する意識が高くなっているという表れでもあるのかなと一方では思い

ます。 

 こうした障がい者虐待については、そう簡単には起こり得ないと思いたいところですけれども、

根っこは至る所に潜んでいると私は思っております。私が１０年以上、障がい者通所施設に職員

として携わる中で、そうしたことは他人ごとではないなと感じる瞬間が多々ありましたので、そ

のことを申し述べておきます。 

 通報や相談については、匿名であっても、真実ならばどんなことでも話していいんだよという

ような相談窓口のハードルを下げるような工夫が必要なのではないかと思います。差別案件もし

かりです。 

 よくあることとして、個々に差別的な対応があったとしても、それが表面化されずに過ぎてし

まうケースも多くあるのではないかと想像しています。障がいのある方が差別対応をされて不快

感を抱くことがあったとしても、その場では遠慮して、私が我慢すれば済むことだからと声を上

げずに過ぎてしまうことが多いと思っています。 

 なぜならば、このような法律ができる以前は、障がい者は社会の中ではある程度は我慢しなけ

ればならないと家族から言われ、社会からそう見られてきた時代が長かったからだと想像します。

会社など働く場であれば、なおさらだと思います。 

 福祉課にはいろいろな相談が舞い込んで、窓口業務は本当に大変だと思いますけれども、寄せ

られた相談事案に対して丁寧な聞き取りと心ある対応をぜひお願いしたいと思います。 

 そのことを要望いたしまして、要旨３の質問に移ります。 

 今回の法改正を、町は民間事業所等に向けて周知をされたと思います。しかし、大切なのは、

周知することだけでなく、町民や事業者、そして障がいを持つ当事者たちが、それぞれの立場で

障がい福祉について考え対話する場が必要だと考えます。 

 こうしたことについて、町として取り組んでいることや、今後取り組んでいこうとする展望な

どについて質問をいたします。 
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○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  この法改正の周知だけでなく、町民、事業者、障がいを持つ当事者

が、それぞれの立場で障がい者福祉について考え対話する場が必要と考える。そのことに対して、

町として取り組んでいることや、今後の展望についてのご質問にお答えいたします。 

 町は、地域の障がい者福祉に関するシステムづくり等の中核的な役割を果たす定期的な協議の

場として、当事者、障がい関係団体、障がい福祉事業者、その他関係機関を委員とする町障がい

者自立支援協議会を実施しております。町から委嘱を受けた２６人の全体会、各部門代表の運営

委員会、課題ごとに設置する専門部会の組織体制となっております。 

 今年度は、町内の保育所等の保育士を対象に発達障がいが疑われる児童への支援に関するアン

ケートを実施し、また町内の障がい福祉サービス事業所の職員を対象に研修会開催に関するアン

ケートを実施しました。これを基に、令和８年度に本協議会主催での研修会や事業所職員による

意見交換等の交流会を開催予定としております。 

 今後も本協議会の機能を活用し、障がい福祉について対話する場などの開催を検討してまいり

たいと思います。 

 以上になります。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。障がい者自立支援協議会の実施や研修会、あと事

業所職員へのアンケートなどに取り組んでいるということですね。分かりました。 

 障がいがあってもなくても、全ての人たちが地域でその人らしく生きていくために、様々な人

たちがそれぞれの立場でこの法律の趣旨を理解し、差別・偏見のない明るい社会をつくっていく

ことが私たちに求められてると思います。 

 どの人も病気やけがなどが原因で障がい状態となり不便な生活を強いられるか分かりません。

みんなが同じ目線に立ちながら、互いに助け合っていけるような地域をつくっていく必要がある

と思います。今、課長が述べられましたように、自立支援協議会の場はそうした取組ができる格

好の場だと思います。 

 この流れで、事項２の質問につなげていきたいと思います。 

 それでは、改めまして、事項２の質問に移ります。 

 先ほど言われました三股町障がい者自立支援協議会についての質問です。 

 自立支援協議会は、障害者総合支援法に基づいて、全国の市町村、都道府県に設置されている

障がい福祉の地域づくりを担う協議の場であり、実質的には地域福祉の中核として位置づけられ

ています。 

 設置の目的としては、１点目、地域の課題を見える化し解決策を見いだしていく、２点目、
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サービスの質と連携を高めていく、３点目、地域の障がい福祉計画を支えていくこととなってい

ます。 

 このことを踏まえまして、まず、要旨１の質問をいたします。 

 三股町自立支援協議会では、現在どのような地域課題が出され、それを受けて、具体的な取組

の提案などはされているのでしょうか。質問をいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  三股町自立支援協議会では現在どのような地域課題が出され、具体

的な取組の提案をされているのかとのご質問にお答えいたします。 

 まず、障がいのある子の親の心配ごとである親亡き後を見据えて、障がい者が地域で安心して

暮らしていけるよう、地域全体で支援する体制の整備が課題となっています。現在、独り暮らし

を体験する場がなく、機会を提供できないため、活用できる資源等の検討をしなければならない

と思っております。 

 また、精神疾患のある方で、病院や警察、保健所でも対応できない場合、事業所や行政、家族

などはどこに相談すればよいか、どう対応すればよいか、解決策が見つからないような困難な事

例への対応も課題となっております。 

 今後、当協議会の運営会議で議論を重ね、県の自立支援協議会に地域課題として上げていきた

いと考えております。 

 以上になります。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  今言われたことは、総じて、地域生活支援拠点の整備に関わるこ

とということと、あと困難事例に関することですよね。分かりました。 

 では、続いて、要旨２の質問をいたします。 

 町自立支援協議会では、令和５年度に国から提言された、今おっしゃられた地域生活支援拠点

について、面的な整備をしていくことを決定をしていると思います。それについて、現在の進捗

状況について説明をしてもらえますでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  令和５年度に当協議会で協議され、体制整備していくこととなった

地域生活支援拠点の面的整備の進捗状況についてのご質問にお答えいたします。 

 地域生活支援拠点は、障がい者等の重度化・高齢化や親亡き後に備えるとともに、地域移行を

進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、地域生活において障がい者等やその家族

の緊急事態に対応を図るものであります。 

 そして、面的整備は、地域生活支援拠点に必要な機能である相談、緊急時の受入対応、体験の
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機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりが同町内に備わっていて、連携するため

の整備であります。 

 町ではこの整備に令和５年度に着手し、町内４つの相談支援事業所で一体的な管理運営を行う

ための共同体「ねいろ」を組織化しております。また、緊急時に対応が必要となる方の事前登録

にも着手しており、現在４名の方が登録されています。 

 家族からの相談で、希望する方には、基幹相談支援センターのコーディネーターが緊急時の対

応に必要な情報の聞き取りを行っております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。令和５年度に着手をして、４つの相談支援事業所

で共同体「ねいろ」を組織化して取り組んでいるということでよろしいですね。 

 今、課長が言われましたように、地域生活支援拠点は障がいのある人が、例えば介護をする家

族がいなくなったとしても、また例えば本人が高齢化し重度化をしたとしても、どんな状況にな

っても地域で安心して暮らしていけるように支援体制を強化していくためのものだと思います。 

 約３年半前にこの自立支援協議会について一般質問したのですが、コロナ感染の蔓延によって、

書面開催となりました。このときの質問に対する答弁には、この地域生活支援拠点をこれから整

備していく旨の説明が書いてありました。答弁を読ませていただいたときには、私は、今言った

緊急時の受入体制の強化や、専門的人材の確保や養成などはどこの事業所がどう担っていくのだ

ろうか、町独自で整備していくのは大変難しいのではないだろうかと感じたことを記憶していま

す。 

 この地域生活支援拠点について、他の自治体の取組や評価について、少し調べてみました。例

えば、宮崎市は地域生活支援拠点等の機能運営状況の評価に係る総括表というものを作成して、

それぞれの取組ができているのか、一定程度できているのか、あるいはできていないのかを評価

した上で、今後の対応等についての総括をしていました。大変具体的で、今後の体制整備に向け

た方向性が明らかにされています。町もぜひ参考にしてみればいいのかなと思いました。 

 社会は既に超高齢社会を迎えています。ですので、特に障がい者の緊急時の受入体制整備等は

待ったなしの問題になっていると思います。 

 先日、インターネットのニュースで、重度の自閉症の子を持つ親が、「本音としては、我が子

に私より早く死んでほしいと思っている。この子を残して死ぬことは私にはどうしてもできな

い」と切実な思いを語っている記事を読みました。何とも言えない気分になりました。 

 この地域生活支援拠点は国から示された方針ですが、国から示された方針だからといって形だ

け整えるのではなく、障がいのある人がどんな状況になっても地域全体で支えることができる環
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境整備を、少しずつでもよいので、切れ目なく継続してやっていただきたいと思います。 

 そのことを要望いたしまして、要旨３の質問に移ります。 

 町の自立支援協議会の全体会は、参加者に向けて、毎年６月に辞令交付を行っていると思いま

す。その後、年度内には１回のみの開催となっています。しかも年度末の３月の開催です。これ

では、結果的に、協議会として地域のニーズ把握をするとか課題を抽出するとか、またそれを踏

まえて実践的な取組を行う等といった構造にはなっていかないのではないだろうかというふうに

思いました。 

 実際に参加をしているある事業所の責任者の方から、「１０年近くこの協議会に参加している

けれども、何のための会なのか分からない。何も話し合われないし、何も決まっていかない。障

がい者を取り巻く状況は何もよくなっておらず、本当は言いたいことがたくさんあるのに。参加

してる時間を無駄と感じてしまうよ」というふうにつぶやかれていました。 

 そこで、要旨３の質問です。 

 こうしたことに対しての町としての意見を伺えますでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  町の当協議会の全体会は、毎年６月に辞令交付を行った後、年度内

は１回のみの開催となっている。結果的に、地域にニーズ把握、課題抽出、会としての取組を十

分に行えない構造になっているのではないかとのご質問にお答えいたします。 

 町は、地域の障がい…… 

○議長（指宿 秋廣君）  ちょっと待ってください。休憩。 

午後２時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時56分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  町は、地域の障がい福祉に関するシステムづくり等の中核的な役割

を果たす定期的な協議の場として、障害者総合支援法に基づき、町障がい者自立支援協議会を設

置しております。 

 組織体制としましては、まず町が委嘱する障がい者団体の代表者、自治公民館関係者、障がい

者就労関係機関、学校教育関係者、保健医療福祉関係者、相談支援事業関係機関、障がいサービ

ス通所施設代表者、関係行政機関の２６名を委員とする全体会、次に全体会を構成する各部門の

代表者１０名を委員とする運営会議、そして課題ごとに設置する専門部会となっており、現在は

専門部会として相談支援専門部会を設置しております。 

 それぞれの役割についてでありますが、障がい福祉の課題をどう取り扱っていくのかという点
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で、まず運営会議は委員から上がってくる地域の様々な困りごとや課題等を把握・整理し、割り

振り後、専門部会に調査検討の指示をします。これを受け、専門部会は課題を共有し、検討後、

運営会議に対し調査検討結果の報告をします。これを受け、運営会議は課題着手の優先順位づけ

をし、具体的な解決策の検討を行い、全体会に対して課題の報告、課題解決策の提案をします。

これを受けて、全体会は課題解決策を確認・検討し、行政への提言・要望を行ったり、関係者へ

の助言・広報を行う流れとなっております。 

 今後も協議会の充実を図り、障がい福祉の課題解決に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上になります。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  流れは分かりました。 

 私は、ある事業所の代表というか、６月の全体会に参加をさせていただきましたけれども、そ

のときには委員から意見を吸い上げるような雰囲気ではなかったように思います。もう少し運営

の在り方についての工夫が必要ではないかなというふうに思います。ぜひご検討をお願いいたし

ます。 

 改めて確認をいたしますけれども、この自立支援協議会は地域福祉の中核機能を持つ協議の場

となるべきです。相談支援部会がようやくできたと聞いて少し安心はしましたけれども、例えば

就労支援事業所やヘルパー事業所などの現場で悩ましい問題が起こったりあるいは福祉サービス

を利用する方にとって町内で不足と感じる社会資源があったりと、課題は山積してるのではない

かと思います。皆で感じていることを出し合って、短期的に解決できること、長期的視点に立っ

て少しずつ解決していくことなどを振り分けながら、その解決の方法や道筋などを考え合ってい

くことが必要ではないかと思います。 

 町は事務局的な位置づけとなってるとは思いますけれども、町の福祉計画に沿いながら地域の

課題を投げかけ、みんなで何ができるのかを協議する先導役になっていく必要があると思います。

ぜひそうした役割を担っていただき、自立支援協議会を生きた協議の場にしていただけるよう要

望いたしまして、事項２の質問を終わります。 

 続いて、事項３の質問に移ります。 

 これも福祉施策に関する質問です。 

 福祉的支援が必要な児童、つまり要支援児童の発達支援についての質問をいたします。 

 まず、１つ目の質問です。 

 町が策定している福祉計画における障がい児の児童発達支援の目的は何でしょうか。質問をい

たします。 
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○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  障がい児福祉計画における児童発達支援の目的についてのご質問に

お答えいたします。 

 児童発達支援は、児童福祉法において、障がい児につき児童発達支援センターその他の指定障

がい児通所支援事業所に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識・技能の習得並びに集

団生活への適応を目的とし、そのための支援を行うこととされています。 

 さらに、これを担う事業所等の役割は、主に就学前の障がいのある子供またはその可能性のあ

る子供に対し、個々の障がいの状態や発達の状況、障がいの特性等に応じた発達上のニーズに合

わせて、本人への支援を行う本人支援、子供の発達の基盤となる家族への支援を行う家族支援、

全ての子供が共に成長できるよう障がいのある子供が可能な限り地域の保育・教育等を受けられ

るようにする移行支援、子供や家庭に関わる関係機関との連携を図りながら子供や家族を包括的

に支援する地域支援・地域連携となっております。 

 児童発達支援等を実施する事業所数、利用者数は飛躍的に増加している一方、障がい児通所支

援として求められる適切な運営や支援の質の確保が課題となり、令和６年策定のガイドラインで

は、事業所に対して創意工夫と同時に提供する支援の質の向上に努めることとされたところであ

ります。 

 以上となります。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。日常生活への適応を目的として、本人支援、家族

支援、移行支援を行っていくということですね。分かりました。 

 それに関連する質問ですけれども、現在、町内に通所支援事業を利用している児童は何人ぐら

いいらっしゃるのでしょうか。また、その推移についても教えてください。 

 通告にはありませんが、もし分かっていれば教えていただけますでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  分かってますか。通告にないけど。分かります。福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  町内の障がい児通所給付費のところから実人数を出しておりますの

で、お答えをいたします。 

 児童発達支援が、最新の数、令和６年度の実績でよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

 児童発達支援１２１人、保育所等訪問支援が８８人、就学前ではありませんが、小学生まで含

める放課後等デイサービスは１６１人、この全ての相談を対応する障がい児相談支援、この給付

関係が２６５人となっております。令和６年度実績でございます。 

 以上となります。 
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○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  ありがとうございました。 

 こども家庭庁が公表している最新データからですと、要支援児童は全国的にも増加の傾向にあ

ることが分かっています。そのことの背景には、発達の特性のある子供さんの早期発見が進んだ

ことと、行政の把握体制が強化されたことが大きな要因であると思います。私は大変よいことか

と思っています。一方で、今言われましたように、事業所の適切な運営、質の確保・向上が課題

であると私も感じております。 

 今回は、答弁にもありました障がい児の通所支援サービスについての質問をしたいと思います。 

 障がい児通所支援事業は、今言われましたように、大きく２つに分けられます。１つ目は児童

発達支援事業、２つ目は放課後等デイサービス事業です。児童発達支援は今言われました未就学

児が対象で、放課後等デイサービスは就学児童が対象となります。どちらも児童福祉法に基づく

障がい児通所支援であり、就学前から就学後まで切れ目なく支援が続く仕組みとなっています。 

 特性のある児童がこども発達支援センターや専門の医師などから何らかのサービスの利用が必

要であると判断された場合、保護者から行政窓口にサービス利用申請が提出されます。その後、

指名・決定された民間の指定相談支援事業所から支援利用計画の案が提出されることになります。

しかし、その際、出された計画案のサービスの内容や支給量の限度などが適当・適正であるのか

どうか、他の事業所とのバランスも含めて精査をする必要があると思います。 

 １点目の質問です。 

 それを行うようなセンター的機能を担う機関は町にあるのでしょうか。質問をいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  ②け。 

○議員（３番 上西 雅子君）  ２です。ごめんなさい。 

○議長（指宿 秋廣君）  ②でしょう。 

○議員（３番 上西 雅子君）  ②です。すいません。 

○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  要支援児童の通所サービスの利用申請後、サービスが必要であるか

どうか、適切なサービス種類や支給量等について審査する機関はあるかとのご質問にお答えいた

します。 

 ご質問にあるような審査をする機関は町にはありません。申請のあったサービス利用について、

町の支給決定基準で定めている標準支給量２３日以内であれば、専門職が妥当であると判断すれ

ば承認をしております。 

 標準支給量を超える申請があった場合には、福祉課内で支給決定に関する協議を行い、承認も

しくは却下の判断をしております。 
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 以上になります。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。そうした機関は町にはなく、標準支給量を超える

申請があった場合にのみ課内で検討するということでよろしいでしょうか。 

 先日、児童発達に特化した医療機関を都城市で立ち上げようとしている医師を囲みまして、ほ

かの専門家も一緒にお話をさせていただきました。そのときに一番話題となったことは、児童発

達支援に必要な視点についてでした。児童発達支援に必要なことは子供の自立を促すことであり、

そのためには適正なサービスの利用支援が必要ではないかということでした。 

 例えば、通所支援計画が立てられる児童が多いけれども、集団生活に適応できるよう通常のク

ラスで、支援員が保育所や学校に時々訪問して本人や先生や保護者に専門的な支援をしていく

サービス、つまり保育所等訪問のほうがいいのではないかと感じる場合がある。あるいは、当児

童が通所支援事業所に何年か通ったことで児童が成長し、福祉サービスが不要となるケースもあ

ると思う。それでも利用が継続される場合が多く、逆に自立への妨げとなると感じることが多い

との指摘がありました。 

 どちらのケースも、必要なサービスは何か、サービスの継続が必要なのかどうかといった専門

的なアセスメントの問題になると思います。私は、そうした専門的な視点を持ったセンター機能

が町に必要なのではないかと感じました。 

 通告では、利用申請当初の審査機関と書いていますけれども、加えて、サービス利用の継続が

必要なのかどうか、いわゆるサービス終了のタイミングの審議も必要ではないかと感じました。 

 隣の都城市では、民間の事業所である都城子ども療育センターひかり園がその役割を担ってい

るようです。この事業所は、地域の中核的な療育センターとして、専門的な多職種が連携する中

で、発達評価、支援の必要性の判断、支援計画の妥当性の検討を行っていくそうです。 

 こうしたセンター機能を持つ事業所には、中核機能強化事業所として加算もついてきます。そ

うしたことからも、国からこうしたセンター機能を持つ事業所の必要性は認められてるところだ

と思います。 

 そこで、要旨３の③の質問をいたします。 

 ②のようなセンター機能を持つ事業所を町内に設置するか、もしくはその機能を町が担うなど

の工夫が必要ではないかと思いますが、それに対する意見をお聞かせください。 

○議長（指宿 秋廣君）  福祉課長。 

○福祉課長（福永 朋宏君）  ②のようなセンター機能を持つ事業所を整備するかもしくは審査会

機能を町が担うなど工夫が必要ではないか、意見を問うとのご質問にお答えいたします。 

 昨年、こども家庭庁通知、障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等についてが改正されま
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した。これは、サービスの利用が増えたことで、適切なアセスメントがなくサービス利用計画が

つくられていることが背景となり、こども家庭庁策定の共通の要領が基になっているものの、市

町村ごとに運用が異なり、支給要否や支給量に地域差が生じてるという課題の解消に向け改正さ

れたものであります。 

 町でも、令和６年度実績を見ると、障がい児通所給付費のうち、未就学児に関するサービス利

用の実人数は、児童発達支援が１２１件、令和２年度比１.５７倍、保育所等訪問支援が８８件、

令和２年度比１.４４倍と伸びが顕著であります。 

 改正通知では、給付決定に当たっては会議体での協議を踏まえることが望ましいとされていま

す。現在、障がい児や子供に関する町設置の会議体として自立支援協議会とこども家庭センター

がありますが、障がい児のサービス内容、支給量が適正であるかどうかの判断には専門職の知見

と詳細な情報収集等の時間が必要であることから、そのような審査機能を持つことは容易ではな

いと考えております。 

 現在、国基準に従い策定している町の支給決定基準を対象者が持つ障がい等の条件によってさ

らに細分化する方法は考えられますが、給付に差異を設けることになりますので、導入に当たっ

てはかなり慎重な判断が必要になると思います。 

 国が現在の基準を細分化する動きがあれば、統一されたものとして対応できますし、障がいの

ある方がどこに住んでいても同じサービスが受けられるのでよいのではないかと考えているとこ

ろであります。 

○議長（指宿 秋廣君）  上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  分かりました。こども家庭庁からも、給付決定に当たって、会議

体での協議を踏まえることが望ましいと通知が来ているということですね。 

 おっしゃるように、確かに中核機能を持つ事業所を設置したり、それを町が担うことは容易で

はないことだと思います。しかし、どこかのタイミングでサービス提供の適正化について協議す

る機関の設置の呼びかけないし町が担うなどの準備をしていく必要があるのではないかと私は思

います。 

 障がいのある子供さんでも、成長とともにできることは増えていきます。保護者の方や、そう

した子供さんたちを支援する福祉関係者、教育関係者の方たちはそのことを一番よく知ってると

思います。子供さんは、成長して、いつかは社会に飛び立っていきます。だからこそ、子供さん

の支援は自立を目指して行われるべきだと思います。適正ではないサービスの提供は、もしかし

たら子供さんの自立の機会を奪うことになりかねないと思います。 

 ぜひ、こうした会議体を創設していくために、専門家の意見も聞きながら十分に協議していっ

ていただきたいと思います。そのことを最後に訴えまして、私からの一般質問を終わります。 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  しばらく休憩いたします。 

午後３時16分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時20分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位１番、西村議員の残りの一般質問を行います。西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  それでは、質問事項の２つ目の令和８年度一般会計当初予算の④

から入りたいと思います。 

 ④の質問は、令和８年度に重点的に取り組む事業及び新規事業は何を予定してるのか、またそ

の財源は何を見込んでるのかという質問なんですが、これについては、議会当初に町長の提案理

由の説明とか施政方針の中で述べられたんですが、あえてここで聞きたいのは、後半にあります

財源のところを聞きたいという意味です。 

 というのが、先日、ＮＨＫテレビで報道があったんですけども、東京の合計特殊出生率が引き

続き上がってきたという報道がありました。原因は、東京は月に５,０００円の子ども手当を

１８歳まで全員やってると、それとあと子供に対する医療費とか保育料も全て無料だということ

で、実は東京近辺の市町村の住民がわざわざ子供を産むために東京に移ってるという報道があり

ました。 

 当然、東京は、ご承知のとおり、財政力指数が１.０以上で財源も豊富ですし、すごいやって

ると。近隣の市町村が、東京がやるもんですから、じゃあ、うちもやらないといけないというこ

とでやったという報道がありました。ところが、ひもといてみると、東京と違って財政力が弱い

もんですから、一般財源をどんどんつぎ込んで子育ての施策をやったということで、非常にそこ

の自治体の住民にとっては、東京と同じサービスはあるんだけども、財政的に厳しくなったとい

う報道があったもんですから、そういうこと含めて、今回、三股町も重点施策、新規事業という

のがあったんですが、一体その財源がどうなのかというところも含めてお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  令和８年度に重点的に取り組む事業及び新規事業の主なものと

その財源についてお答えしたいと思います。 

 なお、財源につきましては、町の単独事業以外につきましては一般財源を省略してお答えした

いと思います。 

 まず１つ目に、乳幼児、小中学生の医療費を助成する子ども医療費助成事業、事業費１億
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３,０９６万１,０００円でありますけれども、財源につきましては、県補助金２,０６９万

５,０００円、ふるさと未来基金５,０００万円となっております。 

 ２つ目に、保育料第一子無償化を含む保育所、認定こども園に対する運営費の経費として、施

設型給付事業がございます。事業費２１億８,８８９万６,０００円、財源につきましては、国、

県負担金１５億９,１８６万円、ふるさと未来基金５,１００万円となっております。 

 次に、中学生の給食費の無償化対策としまして、中学校給食費負担軽減補助事業４,７９１万

６,０００円でございますが、財源はふるさと未来基金２,４００万円となっております。 

 次に、給食費の物価高騰対策としまして、学校給食費支援事業、財源は令和７年度国の補正予

算であります重点支援地方交付金３,４９１万７,０００円を充てているところでございます。 

 次に、主な新規事業として回答させていただきます。 

 １つ目に、小学校の学校給食費の無償化に向けた小学校給食費負担軽減補助事業９,２１９万

８,０００円、財源は国庫支出金９,２１９万７,０００円となっております。 

 ２つ目に、現行の４つの建築住宅関連計画を整理・統合し、業務の効率化を図ることを目的と

して策定する総合住宅計画策定業務委託事業２,２００万円につきましては、財源は国庫支出金

９９０万円となっております。 

 ３つ目に、立地適正化計画への防災指針作成の義務化に合わせ、都市計画マスタープランの見

直しと一体的に行う都市計画マスタープラン及び立地適正化計画改定業務委託事業１,６５０万

円、財源につきましては国庫支出金５５０万円となっております。 

 ４つ目に、議会活動への理解を深める機会の提供として、議会録画配信事業業務委託事業

５４万６,０００円、これにつきましては全て一般財源となっております。 

 次に５つ目、子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルに応じた支援強化を行う乳児

等通園支援給付事業７８万円、こちらの財源は国、県支出金６８万２,０００円となっておりま

す。 

 次に６つ目、病気による外見の変化に自分らしい社会生活を送れるよう支援するアピアランス

ケア等支援事業２７万円、財源は全て一般財源となっております。 

 そのほか、令和７年度国の補正予算、重点支援地方交付金を充当した新たな４つの事業としま

して、１つ目に、原油価格物価高騰農業者支援金１,１１３万４,０００円、うち１,０００万円

を充当しております。 

 ２つ目に、三股町介護保険施設等原油価格物価高騰支援金１,４３８万６,０００円、うち

１,３５０万円を充当してるものです。 

 ３つ目に、生活者等支援水道基本料金減免事業３,８２２万８,０００円、うち３,７００万円

を充当してるものでございます。 
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 ４つ目は、学校給食費支援事業でございますけれども、こちらにつきましては先ほど述べたと

おりでございます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  ただいま報告ありましたように、大体が国、県の補助とか国の交

付金、そして、ふるさと基金等使って、なるべく一般財源は使わないような工夫がされてるとい

うのを確認いたしました。 

 それでは最後の質問になるんですが、今後の財政状況をどのように見込んでるかという質問に

なります。 

 今ありましたように、地方の公共団体にとっては、国とか県の交付金等を使いながら、または

基金等を使いながら事業をやっていくのがベストだとは考えてるんですが、当然基金も減ります

し、町債を起こさないと事業もなかなかできないのが現状だと思います。 

 ということで、今後の公債費や町債残高及び基金はどのように推移していくか予想しているか

ということをお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  今後の財政状況をどのように見込んでいるのか、また公債費や

町債残高及び基金はどのように推移していくと予測してるのかとの質問にお答えいたします。 

 物価の高騰、人件費上昇に加え、人口減少などの影響もあり、財政状況としては不安定な情勢

が続くことを見込んでいるところでございます。 

 財源確保が懸念される中、将来に負担を残さないため、町債を抑えながら予算調製を行ってい

るものの、少子高齢化に伴う子育て支援費や高齢者関係給付費等の社会保障費関連の増加が見込

まれる上、大型投資事業や公共施設の老朽化に対する大規模改修などにより借入金に伴う公債費

も今後一定程度が見込まれ、令和８年度以降は基金残高の減少や財政の硬直が進むことが予測さ

れますが、中長期的視点に立ち、限られた財源の効率的な配分に努め、真に必要な事業の精査を

行うことで健全財政に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、具体的な公債費、町債残高及び基金残高の数値、推移等につきましては、本議会の最終

日に中期財政計画資料においてお示ししたいというふうに思っております。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  分かりました。最終的な数については、議会の終わりのほうでま

た数字を示してもらえるということでしょうから、そこをまた確認をしていきたいと思いますが、

これまで財政状況については３回か４回質問をしてきております。やっぱり町にとっては、宮崎
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みたいな地方自治体にとっては特に、いろんな交付金等使わないと事業やってけないというのが

現状だと思います。 

 そういった中で、やっぱり財源が豊富なところは新規事業とかいろんな大きな事業が組み立て

られて、よく町民の皆さんに言われます。特に都城のことを言われるんですが、移住支援金とか

いろんな子育てに対する支援金を都城と一緒にできないのというのがよく言われるんですが、い

や、そりゃ、もう財源が違いますよって話もしてるところなんですけども、そういった中でもど

うにか努力をしていって、新規事業を多くやって、やはり町民が、新たなものに取り組んでるな

というような姿勢を見せることも大事なのかなというふうに感じております。 

 また、今後も財政についてはいろいろ勉強させていただいて、チェックも続けていって、町と

一緒に健全財政化を目指したいというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上で、一般質問を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  以上で、本日の一般質問は終了します。 

 残りの質問は、明日１０日以降に行うことといたします。 

 しばらく本会議を休憩します。 

午後３時32分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時35分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（指宿 秋廣君）  以上で、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を

散会します。 

午後３時35分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（指宿 秋廣君）  ただいまの出席議員は１１名、定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を分かりやすくする

ため、各議員の一般質問の時間を質問、答弁を合わせて５０分以内とすることをお願いいたしま

す。 

 また、５０分を超えた残りの質問部分については、その日の最後の質問者が終了した後に行う

ことができることとしておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第１、一般質問を行います。 

 発言については、申合せ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位５番、堀内議員。 

〔６番 堀内 和義君 登壇〕 

○議員（６番 堀内 和義君）  おはようございます。発言順位、５番、堀内和義です。 

 今、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラッシック）一次予選が大変盛り上がっております。

サムライジャパンは３勝しており、準々決勝ラウンドが進出決定しておりますけれども、今夜は

チェコとの対戦となっております。 

 チェコ代表は、三股での合宿もあり、練習、親善試合も観に行きましたので、大変親しみもあ

ります。勝ってほしい気持ちもありますが、複雑な気持ちでございます。お互い最善を尽くして

戦ってほしいと思っております。 

 それでは質問に入ります。 

 今回は、町内における外国人労働者の現状と、選挙投票率向上の対策について質問をいたしま

す。 

 このことについては、以前にも質問をいたしましたので、重複するところもあるかとも思いま

すが、その後の取組、検証も含めて質問していきます。 
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 まず、町内における外国人労働者の現状について質問をいたします。 

 外国人労働者は、コロナ禍をはさみ、人手不足を背景に、全国で増加を続けております。厚生

労働省の発表では、平成７年１０月末時点での全国の労働者は、２５７万人で、１３年連続の過

去最多を更新しており、前年比１１.７％増で、特に製造業、サービス業、医療、福祉分野での

採用が活発化しており、国籍別では、ベトナムが最多で、中国、フィリピンと続いているようで

す。 

 宮崎県においては、宮崎労働局発表の令和７年１０月末時点では、９,７１８人で、前年比

１４.１％増加しており、技能実習と特定技能実習生を雇用する事業所数も１,６７３か所となっ

ているようです。 

 町内においても、産業維持の頼みの綱となっており、食料品や繊維製品などの製造業のほか、

農林業や建設業など、幅広い産業で活躍をいたしており、外国人労働者雇用は地域社会と一体と

なって取り組む課題にもなっております。 

 そこで、質問１の町内における外国人労働者の国籍と人数、及び事業所数と職種は、どのよう

になっているか、お伺いをいたします。 

 あとは、質問席から行います。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。町内における外国人労働者の現状について、①

の外国人労働者が急増しているが、国籍と人数及び受入れしている事業所数と職種は、どのよう

であるか、との質問にお答えいたします。 

 町内に住民基本台帳登録のある外国人住民は、令和８年２月２日現在２０７人となっており、

国籍別ではインドネシアが６２人と一番多く、次いでベトナム５９人、フィリピン２３人の順に

なっており、２０７人中１４０人、およそ６７％は、技能実習としての登録というふうになって

おります。 

 技能実習制度とは、開発途上国の人づくりを目的とした国際協力制度で、外国人技能実習生が

日本で企業と雇用関係を結び、母国で習得が難しい技能や技術、知識を学び、それを母国に持ち

帰って経済発展に貢献することを目的としております。 

 国は今後、特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能基準省令の一部を改正

し、特定技能所属機関、いわゆる受入企業に対し、地方公共団体から、共生社会の実現のために

実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の協力確

認書を提出することを定めました。 

 令和７年４月以降、町に特定技能所属機関から提出されました協力確認書は、２１事業所とな
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っております。 

 しかし、確認書には国籍や人数、職種などは記載がなく、詳細は把握していないところであり

ます。 

 一方、県内の状況としましては、先ほどお話もございましたけれども、宮崎労働局の発表によ

りますと、令和７年１０月時点の県内の外国人労働者は、９,７１８人となっており、平成

１９年に届出が義務化されて以降、過去最高となったとのことでございます。 

 国籍別ではインドネシアが最も多く、２,９９９人、全体の３０.９％、次いでベトナム、

２,５９９人、全体の２６.７％、ミャンマー、１,０８８人、全体の１１.２％の順となっており、

外国人労働者を受け入れる事業所数は１,６７３か所、産業別では製造業が最も多く、３,５５４人、

全体の３６.６％、次いで農業、林業が１,３０１人、全体の１３.４％、建設業が１,０７５人、

全体の１１.１％の順となっております。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  やはり、今後についても全国、県、また、町内でも増える傾向だ

ということです。私、蓼池なんですけどもけっこう事業所が多いものですから、夕方になります

と自転車で買い物、帰宅する人がけっこう見受けられますので、やはり地域もにぎやかになって

まいります。 

 次の②の質問に入りますけれども、外国人雇用については届出が義務化されておりますけれど

も、対応窓口、生活相談等はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  外国人雇用については、届出が義務化されているが、対応窓口、

生活相談受付等はどのようになっているのか、とのご質問にお答えをいたします。 

 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律が成立したことで、平成１９年

１０月１日より事業主に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されました。 

 届出先としては、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長とされており、町での対応窓

口や生活相談受付等は行っていないところです。 

 県内の状況としては、県が委託し、公益財団法人宮崎県国際交流協会が運営する宮崎外国人サ

ポートセンターにおいて、在留手続や労働、医療、税金、出産、子育てなど、生活全般にわたっ

て相談を受け付けているところです。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  当該質問につきまして、教育委員会の取組と現状につきましてお答
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えいたします。 

 本町では、外国人住民の生活相談に特化した窓口は設置しておりませんが、町が地球人ＢＡＳ

Ｅという団体に委託している多文化共生事業の場において、参加者が日常の困りごとを気軽に相

談できる環境を整えております。 

 実際に相談が寄せられた事例は、現時点ではございませんが、今年度、高校から日本語を話せ

ない転入生に関する相談があり、その際には多文化共生事業で実施している日本語講座を案内し

たところでございます。 

 また、転入される外国人の方々への情報提供として、多言語で作成した地球人ＢＡＳＥの活動

紹介カードを、役場戸籍係窓口に設置し、必要な相談支援につながるよう取り組んでおります。 

 今後も、外国人住民が地域で安心して生活できるよう、関係機関と連携しながら、相談体制の

充実に進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  現在においては、国際交流センター、また多文化の中で相談あた

りが十分できているということですね。 

 前回質問したときには、まだ組織があまり整っていないということであったんですけれども、

これを聞いて少しは安心したところでございます。 

 次に、③の質問に入りますけれども、雇用事業所と労働者のトラブルの発生はないのか、また

発生した場合の対応はどのようにされているのか、お伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  雇用事業所と労働者のトラブル発生はないのか、発生した場合

の対応はどのようにされているのかとのご質問にお答えをいたします。 

 宮崎県内の事業者が外国人材を受け入れ、定着させる上での不安や課題を解決するための支援

を行う、宮崎県外国人材受入定着支援センターが、昨年７月にオープンをいたしました。 

 労働者とのトラブルなどは、当該センターや管轄の職業安定所などに相談されていると思われ

ますが、町としてそのようなトラブルに関するご相談はお受けをしていないところです。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  町としては、トラブルについての受付はしていないということで

すね。やはり皆さん身近におるわけですから、できれば、専門家に任せたほうがいいと思うんで

すけども、やはり身近な問題については、できれば庁舎内でも、対応できたらいいんじゃないか

なと、いうふうに思っておりますので、今後の課題として、そういう問題が起きたら気軽に対応
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できるような体制は作っていただきたいなと、いうふうに思っております。 

 それでは、④の質問に入ります。事業所からですね、住居不足の問題があると聞いております。 

 実績のある事業所においては、宿泊施設を完備しているところもありますけれども、小さな事

業所では、自前の宿泊施設がないところもあります。 

 町内には、町営住宅の空いているところも多くあります。町営住宅は入居要件もありますけれ

ども、入居要件を緩和して入居できれば、家賃も入るわけですので、この件についてはどうなの

かと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（田中 英顕君）  事業所から住居不足問題があると聞いているが、町営住宅への

入居、空き家、入居のできないかとの質問にお答えいたします。 

 近年、全国的に人口減少や過疎化の影響等により、公営住宅への入居について需要が減少し、

空き家が多い状態となっている住宅が増える一方で、労働力不足の解消に向けた外国人労働者の

雇用拡大により、想定される住居不足の問題は事業者にとって懸念材料となっておりますが、行

政にとっても地域の経済活動等への影響を考慮した場合に、解消すべき課題であると考えており

ます。 

 県や都城市等においては、公営住宅の目的外使用について、国の承認を経て、本来の公営住宅

への希望者の入居を妨げない範囲で、外国人労働者の受入れを開始しております。 

 三股町においても、本来の入居を希望者のための住居について、十分に確保することを優先と

した上で、県や近隣自治体の取組を参考にしながら、外国人労働者の公営住宅への受入れを検討

してまいります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  現状においては、まだ受入れはしていないということなんですね。

できれば、そういうことで、結構空いているところもありますので、要件を緩和しながら、受入

れができればいいんじゃないかなと。 

 当然、家賃も入るわけですから、人が住んだほうが住宅は長持ちしますので、そういうことで、

今後十分検討していただきたいと思います。 

 それから、町内には空き家も多くあります。空き家でも比較的新しい物件もありますし、古民

家ですと、面積も広く、間取りも多いわけですから、少し改装したら、多人数でも入れます。家

主や地域住民との関係もありますけれども、改修費用を若干補助しての利活用はできないか、お

伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 
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○都市整備課長（田中 英顕君）  住居問題の解消のために空き家の改修、利活用ができないかと

いうことについてお答えいたします。 

 三股町では、空き家を改修した利活用による外国人労働者の住居不足問題の解決に向けての対

策、対応は今のところありませんけれども、外国人労働者への空き家の改修利活用による対応に

つきまして、まずは近隣自治体の情報収集を行って、取組状況を調査したいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  空き家もさっき言ったようにたくさんありますので、何らかのか

たちで利用できればいいのではないかと思うんですけど、ただ、大幅な改修になりますと金額も

大変になりますので、特に、そういう小規模の企業においては出費がかさんでくるということで

すので、そういう改修費用についての補助については、全く考えはございませんか。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  空き家の改修費用の補助というご質問かと思います。外国人材

に限っての補助というのは今行っておりません。移住・定住については制度としてございますが、

外国人材の入居に対する補助というのは、現在検討は行っていないという状況です。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  了解しました。改修費用が無理ならですね、空き家の斡旋でもい

いのではないかなというふうに思っております。 

 先ほど申しましたように、外国が入居するとなりますと、家主や地域住民とのトラブルの原因

にもなりかねず、貸したがらない傾向もあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、

そういう相談があったら、町のほうでも中に入っていただければいいんじゃないかなというふう

に思っておりますので、今後相談があったら、そのように十分検討していただきたいなというふ

うに思っております。 

 次に、⑤の質問に入ります。 

 インドネシア、フィリピン、中国など、他言語で文化が違う人たちが地域社会の中で生活する

わけですから、多文化共生社会の推進が急務とされております。 

 今までは人手不足を解消するための労働者として経済活動の担い手だったかもしれませんが、

これからは地域社会を維持し、社会活動や地域文化を保持する担い手として捉える必要性がある

のではないかと思います。 

 町として、多文化共生社会の推進についての具体的な取組はされていないのかお伺いいたしま
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す。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  多文化共生社会の推進が急務とされているが、具体的な取組は

なされているのかとのご質問にお答えいたします。 

 今回策定いたしました第６次三股町総合計画後期基本計画の中に、外国人材の受入れ促進と定

着に向けて就労と生活の支援体制を整備し、外国人と地域住民が共に安心して暮らせるまちづく

りを推進することをうたい、主な取組を３つ掲げました。 

 １つ目は生活支援体制の構築です。 

 住む場所の準備や日本語習得、災害時の対応など、生活全般に関する困りごとに対する支援体

制の構築について、事業者の皆様とも連携を図り進めてまいりたいと考えています。 

 ２つ目に事業所等との連携による雇用管理の適正化です。 

 外国人労働者の皆様が日本でその能力を十分に発揮し、適切な労働条件と安全な環境で働ける

ように、事業主が守るべきルールや配慮すべき事項を定めるなど、働きやすい環境整備に対する

支援を努めてまいります。 

 ３つ目に住民理解と多文化共生の推進です。 

 国籍や文化の異なる人々が互いの違いを認め合い、地域社会の一員として共に生きる社会を目

指し、町民の皆様への意識啓発や外国人住民の社会参画について支援できる体制を構築していき

たいと考えております。 

 以上の取組を、令和８年度から令和１２年度までの後期基本計画の目標として掲げました。国

や県、関係機関と連携しながら一体的に進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  当該質問につきまして、教育委員会の取組についてご説明します。 

 本町では、宮崎県の宮崎外国人住民支援交流等活動促進事業補助金を活用し、令和４年度から

地球人ＢＡＳＥへ事業委託し、外国人住民と町民が安心して共に暮らせる地域づくりを進めてお

ります。 

 なお、令和６年度の事業費は９１万８,０００円で、そのうち県補助金が２４万３,０００円、

町負担が６７万５,０００円となっております。 

 当該委託事業による具体的取組と効果等につきまして、交流と教育の２点に分けて説明いたし

ます。 

 まず、交流による多文化共生の推進につきましては、外国人住民と町民が互いを理解し、地域

の一員として関わり合う機会を創出するため、年間１０回程度の交流会、つながるオープンカフ



- 97 - 

ェを町内飲食店等で開催しております。 

 その参加人数につきましては、令和６年度は９３名、令和７年度は約２００名を予定しており、

多様な背景を持つ住民同士が気軽に交流できる場として定着しつつあります。 

 また、令和７年度には、まちづくりグループの協力を得て、外国人住民と町民合わせて２０名

が、ふるさと祭り・軽トラのど自慢に出演するなど、地域行事への参加も進んでおります。 

 こうした活動を通じて、外国人住民と町民が互いを理解し、地域を支え合う関係づくりを目指

しております。 

 さらに、町民向けには多文化共生サポート養成講座を出前講座として実施し、異なる文化を尊

重しながら、共に暮らせるための意識啓発にも取り組んでおります。 

 次に、教育による多文化共生の推進につきましては、外国人住民が地域で孤立することなく、

生活に必要な日本語を身につけられるようオンラインによる日本語講座を実施しております。日

本語個別サポートでは一人当たり１回から１５回の個別学習を行い、令和６年度は１０名が参加

いたしました。 

 日本語能力試験、ＪＬＰＴ対策講座は、全４回の講座を実施し、４名が受講、そのうち上から

２番目の難易度であるＮ２と３番目のＮ３に、それぞれ１名ずつが合格するという成果がありま

した。 

 日本語学習の機会を確保することで、外国人住民が地域社会に参加しやすくなり、生活の安定

や孤立防止につながっております。 

 このように、本町では交流と教育の両面から多文化共生を推進し、外国人住民と町民が互いに

理解し合い、安心して暮らせる地域づくりを進めております。 

 そのほか、小学校２校において、外国人児童の学びを支援するため、会計年度任用職員を配置

し、授業中の学習内容の補足説明など、個々の児童の理解度に応じたきめ細やかな支援を行って

おります。 

 今後も、地域の実情に応じた取組を継続し、多文化共生社会の実現に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  別紙２、昨年の蓼池六月灯の折に写真を撮ったんですけども、近

くの事業所からマレーシア女性の方１０人が見学に来ていました。 

 蓼池の六月灯は、様々なイベントがあり賑やかで、町外からも多く見えてきます。 

 婦人会の総踊りでは、大人から子供まで輪の中に入って踊りますけれども、彼女たちにも輪の

中に入って踊りませんかと誘ったら、最初は躊躇をしておりましたけれども、何回か誘うと、皆

さん輪の中に入り楽しく踊っていただきました。日本での夏祭りは初めてで、踊りも初めてです
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と言ってましたけれども、非常に気さくで明るい人たちでした。 

 ちょっとしたきっかけで、少しだけの国際交流ができたのかなと、また、子供たちとの会話も

でき、外国人を身近に感じて、親近感が出てきたようでございます。 

 町内には様々な祭り、イベントがありますので、地域行事に少しでも参加してもらえる環境整

備も整っていければ、国際交流、親善の役割も果たしていけるのではないかと思っております。

日本に来て働いてよかったなと実感できる環境、サポートをお願いして、２番目の質問に入りま

す。 

 質問事項２の選挙投票率向上の対策について、質問をいたします。 

 去る２月８日に第５１回衆議院議員選挙が行われましたけれども、県内投票率は５３.３７％、

高市政権の風情などに注目が集まり、高市ブームの盛況もあり、前回衆議院選を２.７６％上回

っております。 

 しかしながら、現行の地方選挙区比例代表並立制が導入されて以来、４番目に低い水準に留ま

り、市町村別では西米良村が８８.３２％と最も高く、諸塚村の８５.７９％と続き、もっとも低

いのは都城市４７.０７％、三股町４９.８１％と、ワースト１、２位となっております。 

 ５０％を下回ったのは都城市と三股町のみで、前回衆議院選もワースト１位、３位と不名誉な

記録となっております。 

 まず、①の市町村別の投票率及び期日前投票率はどのようにあったかお伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  令和８年２月８日に執行されました第５１回衆議院議

員総選挙の本町の結果を踏まえまして、選挙管理委員会書記長として回答いたします。 

 事前要求資料につきましては、４の①及び②をご覧ください。 

 今回の衆議院選挙は、県内投票率５３.３７％で、令和６年度の第５０回衆議院選挙と比べま

して、２.７６％増加し、２６市町村中では２３市町村で前回を上回る結果となりました。 

 また、期日前投票に関しましては、県内で前回より３万４,７０１人多く、１８％の増加とな

りました。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  次に②の質問に入ります。 

 町内投票所及び年代別の投票率は、どのようであったかお伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  町内投票所及び年代別の投票率の結果について回答い

たします。 
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 資料５をご覧ください。 

 本町の投票率は、有権者数２万２１３人に対して、投票者数１万６８人の４９.８１％で、前

回と比べまして３.１７％増加しましたが、県内投票率と比べますと３.５６％低く、市町村別で

は下から２番目という低さとなりました。 

 また、本町の投票率を年代別で見ますと、７０代が６５.５％と一番高く、そこから年代が下

がるにつれて投票率も下がり、１０代は３３.０６％という結果となりました。 

 町内には１１の投票所を設けています。最も高かったのは第５投票所、第５地区防災センター

の５３.９６％で、次に第１投票所、第１地区分館の５３.２３％で、県内投票率５３.３７％を

上回るのは第５投票所のみとなっております。 

 最も低かったのは第３投票所、３地区分館の４６.２８％、次に第１１投票所、三股西小学校

の４６.５１％となっており、県内投票率を下回るのは計１０の投票所となっています。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  全投票所１１の中でも、６投票所が５０％を下回っている状況で

すけれども、何か対策をしていかないと投票率は下がるばかりです。 

 以前質問した中で、県選挙管理委員会や都城北諸県支会、明るい選挙推進協議会において、

８項目について投票率向上を議題とした意見交換や検討を重ねてきたとの答弁がありましたので、

再確認したいと思います。 

 １番目に、期日前投票時の事務の簡素化、２、投票用紙の記号式化、３、期日前投票時間の投

票時間、４、わけもんの主張の目的意識、５、投票時の特典の追加、６、高等学校に記述前投票

所の解説、７、ネット投票の実現、８、住居移転に伴う住民票の移動の強化等についての答弁が

ありましたので、当然検討されていると思いますが、検討結果はどうであったのか、進展があっ

たのか、また実行できた項目があったのかお伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  ③、今のは③の問題ですか。 

○議員（６番 堀内 和義君）  前、そういう回答があったものですから、これについて簡単でも

いいんですけども、できればお願いしたいと思うんですが。 

 なかったらもう次に入ります。 

○議長（指宿 秋廣君）  要するに通告されていないので、３番に絡めて質問されるということで

あればいいですけど。いいですか。 

○議員（６番 堀内 和義君）  いいです、３番で。 

○議長（指宿 秋廣君）  では、③でお願いします。 

 選挙管理委員会書記長、③でいい。書記長、お願いします。 
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○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  ③番の質問についてお答えいたします。 

 若い世代の投票率向上に向けた対策、検討について、第５１回衆議院議員総選挙の世代別の投

票率の結果からお答えいたします。 

 資料５をご覧ください。 

 本町の投票率は７０代、６０代が６０％と高く、一番低いのは２０代の２６.５、５７％、次

に１０代の３３.０６％でございますが、注目すべき点としては、３０代、４０代の投票率が

４０％、５０代でも５０％程度にとどまっていることでございます。 

 １０代、２０代は有権者数が少ないのに対しまして、３０代から５０代は有権者数が多く、こ

の世代の投票率が上昇すれば、町内全体の投票率の増加が大いに期待できます。 

 このことは、逆に考えますと、今後、世代がスライドしていきまして、現在の３０代から５０代

の方が、このままの投票率で６０代、７０代になったときに、大幅な投票率の低下を及ぼすこと

が懸念されるものでございます。 

 このことから、若者はもちろん、働き世代であります３０代から５０代の投票率向上に向けた

啓発、対策を強化していく必要があると考えております。 

 さて、投票率向上の対策につきましては、県選挙管理委員会や都城北諸県支会及び町明るい選

挙推進協議会において、意見交換や検討を重ねてきました。 

 例えば、期日前投票の事務簡素化を行いました。 

 また、わけもんの主張などの啓発活動の強化、ＬＩＮＥやフェイスブックなど、ＳＮＳを活用

した情報発信などは、本町でも実施しております。 

 ネット投票の実現等につきましては、国内で、現時点では投票は原則できないものと認識して

おります。注目は、３月１日の新富町議会議員補欠選挙において、タブレットを使った電子投票

が実施されました。電子投票は、今まで通り投票所に来ていただく必要はありますが、タブレッ

トに表示された候補者をボタンを押して選ぶ作業になるため、書き間違いや疑問票がなくなり、

開票もスムーズに行える反面、紙ではなく、目に見えないデータでの取り扱いになるため、その

信憑性や改ざんが起こり得る不安なども叫ばれております。 

 本町としましては、電子投票について視察研修を行いまして、投票用紙での投票とのメリッ

ト・デメリットについて、比較検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  若年層の低い投票率が続いておるわけですけども、やはり８月

３０日は一番身近な町長、町議会選挙があります。 

 何か対策していかないと、投票率は下がるばかりでございます。 
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 今後の課題としては、やはり若年層の投票率の向上を十分図っていかないと無理なのかなあと

いうふうに考えております。 

 先ほど、ネット投票の実現も議論ということであったんですけど、これについてはできないと

いうことですね。そういう解釈でいいんですか。 

 そうなりますと、やはり先ほどありましたようにＳＮＳによる発信ですとか、インターネット

を通じ、活用した情報提供をどんどん進めていただきたいなと。 

 やはり、わけものが感心があるものについて、実施していただきたいなというふうにおります。 

 次に、４の質問に入ります。 

 期日前投票は毎回の選挙でも増えており、期日前投票は文化会館、西部地区体育館、第６地区

分館の３か所で実施されております。高等学校に期日前投票所の開設の話もありましたけど、櫻

美学園高等学校に投票所の開設はできないか。櫻美学園の近くには西部地区体育館の投票所もあ

りますけど、校外になります。 

 高校生活の中では最初で最後の選挙になるかもしれないわけです。選挙に対する期待も大きい

し、関心もあるのではないかと思います。校内で実施することにより、選挙権のない他の生徒も

選挙に関心を持ってもらい、将来的には２０代での投票率も上がってくるのではないかと思いま

す。昼休みを利用した取組でもいいかと思いますが、期日前投票の開設はできないか、お伺いい

たします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  期日前投票は増えている、投票所の拡大はできないか

とのご質問にお答えします。資料は４の②をご覧ください。 

 期日前投票者数の増加は、本町だけでなく全国的な流れになっております。 

 これは、期日前投票が広く認識され、有権者それぞれが自分の働き方に合わせて投票に行くと

いうスタイルが定着したのだと感じています。 

 さて、投票所の拡大についてでございますが、まず、期日前投票所は、地区町村ごとに１か所

以上設けることができ、うち１か所以上につきましては、午前８時３０分から午後８時まで開設

しなければなりません。 

 本町では現在、文化会館をメインの会場として設置するほか、出張所としまして、第６地区分

館、西部地区体育館に、それぞれ１日間設置しております。 

 投票所１か所新設または期間等を延長いたしますと、そこにシステムや資材の配置、職員の配

置による人件費が発生しまして、当然今より費用がかかることになります。 

 過去を振り返りますと、行政改革検討委員会で投票所の削減と費用対効果が検証され、当日の

投票所を１５か所から１１か所に減らした経緯がございます。 
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 その代替として、期日前投票所の出張所を設置しまして、段階的な見直しを経まして、現在の

期日前投票所３か所に至っております。 

 つきましては、投票所の新設、期間延長等につきましては、再度、費用対効果を検証しながら、

慎重に検討していきたいと考えておりますが、例えば、期日前投票期間中に長田地区など遠方か

らも投票所に足を運んでいただくための手段としまして、１週間、町コミュニティバスくいまー

るを全便無料で運行するなどの工夫を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  最後の質問。いいですか。堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  投票所を設けるということは、経費も伴うんですけれども、費用

対効果、これだけではどうなのかなということですよね。 

 せっかく高校の投票所という議論もされたわけですから、ぜひ、櫻美学園、時間は短くともい

いんですよ。そこでやはり経験したことが、２０代の投票率に跳ね返ってくるんじゃないかなと

思いますので、再度、検討していただきたいと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  時間ですので。 

○議員（６番 堀内 和義君）  はい。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより、１１時まで会議を休憩します。 

午前10時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時00分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に続き、本会議を再開します。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を計りやすくするた

め、各議員の一般質問の時間を質問、答弁合わせて５０分以内とすることをお願いいたします。

また、５０分を超えた残りの部分については、その日の最後の質問者が終了した後に行うことが

できるとしておりますので、ご協力をお願いをいたします。 

 発言順位６番、中原議員。 

〔２番 中原 美穂君 登壇〕 

○議員（２番 中原 美穂君）  皆さん、こんにちは。発言順位６番、中原美穂です。本日はお忙

しい中、傍聴席にお越しいただきありがとうございます。 

 では、通告に従いまして、同日選挙の効果最大化について質問いたします。 

 選挙は民主主義の原点であります。その一票をいかに投じやすくするか、そしてその制度をい

かに効率的に運営するか、これは行政に課せられた重要な責務であると考えます。 
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 まず、ほか自治体の取組に触れさせていただきます。 

 宮崎県新富町では、九州で初めて電子投票が導入されました。タブレット端末を活用すること

で、有権者の投票操作は１票当たりおよそ１５秒で完了し、開票作業もこれまで３０人以上必要

であった職員が１３人に減員し、開票時間も４２分と従来の半分以下に短縮できるとされました。 

 さらに、紙の投票用紙と異なり、書き違いがなく、杖をつきながらの方や子供連れの方でも投

票しやすいなど、投票環境の改善という点でも効果が期待されています。 

 一方で、システム利用料は約１,１５０万円とされ、従来の選挙費用のおよそ２倍程度になる

課題もあります。 

 しかし、そのうち約５００万円は国の交付税措置の対象とされており、費用対効果についての

議論が続いている状況であります。 

 こうした課題はあるものの、マイナカードとは別の形で進む選挙のＤＸ取組として、投票所に

おける紙から電子への転換や、開票作業の人員削減、時間短縮など利便性向上と職員負担の軽減

の両立を目指した新しい挑戦である点は注目すべきであります。 

 今回、三股町では、町長選挙と町議会議員選挙が同日に実施されます。 

 投票率は偶然上がるものではありません。環境整備と戦略の積み重ねによって高められるもの

であります。 

 この機会を単なる日程上の一致と捉えるのか、それとも投票率向上と業務効率化を同時に考え

る契機とするのか、そこに行政の姿勢が現れると考えます。 

 選挙制度もまた、時代に合わせて進化していく必要があるのではないでしょうか。 

 選挙は、行政が行う最大の住民参加の機会であります。 

 だからこそ、この環境をどれだけ整えられるのか、自治体の姿勢そのものだと考えます。投票

率をどう高めるのか、若い世代にどう関心を持ってもらえるのか、そしてこの同日選挙という機

会を、どのように町の行政運営の改善につなげていくのか、町長として、この選挙をどのように

契機としていこうと考えておられるのか、その基本的なお考えも併せて伺いたいと思います。 

 質問１、まず、投票率向上の具体的取組について伺います。 

 令和４年度の投票率は、町長選挙５０.４５％、町議会議員選挙５０.４３％であり、町議会議

員選挙については、前回より８.６ポイント上昇しております。この点は、まず評価すべき成果

であります。 

 しかしながら、若年層の投票率は依然として高いとは言えない状況にあります。 

 そこで伺います。 

 今回の町長選挙、町議会議員選挙の同日投票に当たり、町として投票率向上に向けてどのよう

に取組を行うのでしょうか。 
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 また、若年層に向けた投票率向上の具体的な施策は検討されているのでしょうか。 

 さらに、期日前投票の利用率を高めるための取組についてもお示しください。 

 ＳＮＳやデジタル媒体の活用について、具体的にどのような内容を、どんな方法で発信されて

いるのでしょうか。選挙管理委員会として従来の周知にとどまるのか、それとも成果を意識した

新たな取組を行うのか、本町としての考えや戦略があれば明確に示していただきたいと思います。 

 残りの質問は質問席にて行います。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  選挙管理委員会書記長として答弁をさせていただきま

す。ご質問についてお答えします。 

 町長選挙・町議会議員選挙の投票率につきましては、前回、令和４年の選挙では５０.４５％

という結果でした。 

 その前を振り返りますと、平成３１年の町議選が４１.８２％、平成２７年の町議選が

４９.６９％であったことを考えますと、同日選挙にしたことで、投票率は向上した結果となっ

ております。 

 なお、この選挙の間には、国や県の選挙も実施されておりますが、国の選挙だから高いとか低

いといったことはなく、どちらかといいますと、そのときの選挙の注目度が投票率に影響する傾

向があります。特に国の選挙では、各メディアでも連日頻繁に情報が提供されるため、その分、

町民にも情報が届く割合は高くなると感じます。 

 ちなみに、本町で過去約２０年間で一番高い投票率であったのは、令和４年１２月の県知事選

挙で５４.４２％となっており、令和４年の町長・町議同日選挙の５０.４５％という数字も、

４番目に高い投票率となっております。 

 投票率向上の対策につきましては、県選挙管理委員会や都城北諸県支会及び町明るい選挙推進

協議会において、意見交換や検討を重ねてまいりました。 

 特に若年層に向けた投票率向上策としましては、わけもんの主張など若者を対象とした啓発事

業を強化することで、若者の間での意識向上を図ることや、ＬＩＮＥやフェイスブックなど、Ｓ

ＮＳを活用した情報発信を実施してまいります。 

 そのほか、以前から学校教育の中で、政治や選挙の大切さを子どもたちに伝え、有権者になっ

たときに意識を持って投票に行ってもらえるような仕組みの構築が必要だと言われています。 

 例えば、櫻美学園高校では、生徒会選挙を毎年実施しており、その際に本町の実際の投票箱や

記載台を貸し出して実施いただいているほか、昨年７月には、都城選挙管理委員会が、櫻美学園

の生徒に向けた選挙の講和を行うなどの取組を行ったところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、次の質問にまいります。 

 投票率の分析と検証について伺います。 

 投票率を公表することと、その数字を分析し改善につなげることは全く別の問題であります。 

 令和４年の町長・町議選、投票率結果を踏まえ、町としてどのような分析を行い、その結果を

どのような改善策につなげたのか伺います。 

 具体的には、世代別投票率の分析、期日前投票利用率の分析、投票場別の投票状況の傾向分析、

これらを実施しているのか、また、その分析結果に基づき、どのような改善策を講じたのかを明

らかにしてください。 

 さらに、今回の同日選挙終了後には、同様の分析を実施し、課題の整理と改善の検討、そして、

町民に分かりやすい形での公表まで行う考えがあるのかをお伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  ②ね。 

○議員（２番 中原 美穂君）  はい。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えいたします。 

 本年２月の衆議院選挙と令和４年の町長・町議選の結果を比較しますと、世代別投票率や投票

場別投票率について同様の傾向でございました。 

 つきましては、投票率向上に向けては、選挙の種類に関係なく、県選挙管理委員会や都城北諸

県支会、町明るい選挙推進協議会で意見交換や検討を重ねている内容について、引き続き取り組

んでまいります。 

 なお、改善策の整理や公表等につきましては、毎年６月ごろに実施しております町の明るい選

挙推進協議会の総会資料として情報を掲載しているほか、当日の議題として投票率向上に向けた

取組などについて、毎年協議を交わしているところでございます。この情報につきまして、町の

公式サイト等での公表を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  投票所別の投票状況に関してなんですけれども、当日の投票所に

関して、今の三股町では別の地域ではできないというふうに聞いてますが、それはできるように

はできないんでしょうか。お伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えいたします。 

 期日前投票につきましては、多くて３つの投票所で、どこの地区の方も投票ができますが、当
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日の投票につきましては、その方がお住まいの投票所においての投票のみとなっているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、その当日も皆さんができるような状況にできたらと思いま

す。 

 また、投票に行くまでにサービスの状況なんですけれども、投票に行くと三股町としてよかも

ん屋さんの割引がもらえるとか、三股町の企業とのタイアップをしながら、町民に対してのサー

ビス向上をするとか、そういったことをちょっと検討していただいて、投票に行く、その投票率

を上げるということをちょっと考えていただければと思いますし、また、そのあたりは６月の取

組のときに検討していただければと思います。 

 では、次の質問に参ります。 

 選挙費用と費用対効果の検証について伺います。 

 選挙は民主主義の根幹であり、その運営には多くの公費が投入されております。令和４年度の

町長選挙及び町議会議員選挙における支出額は、約１,８７３万円でありました。 

 税金で実施される以上、その内容や効果については町民に分かりやすく説明されるべきである

と考えます。 

 そこで伺います。 

 ４年前の同日選挙において、単独実施との比較など、費用対効果の検証は行われたのでしょう

か。 

 また、その結果、どのような内容であり、町としてどのように評価しているのか伺います。 

 さらに、本年度の同日選挙においても、投票所設営費、人件費、公費負担などの経費を整理し

た上で、同日選挙として実施したことによる効果や課題について検証を行う考えがあるのでしょ

うか。併せて、その検証結果を町民に分かりやすく公表し、今後の選挙運営の改善や制度の見直

しにつなげていく考えはあるのか伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えいたします。 

 令和４年の町長・町議選挙を執行するにあたり、当時、同日選挙とそれぞれを別で実施した場

合の比較検討を行いました。 

 当時の検証結果としまして、同日選挙にしたほうが、約７００万円の経費削減を図ることがで

きるという結果となりました。これは人件費や物価高騰の影響で、現在はさらに金額が大きくな

っていると考えます。 



- 107 - 

 特に大きいものとしまして、人件費や報酬が２倍になります。また、入場券の印刷や郵送費用

が２倍。また、ポスター掲示、看板の設置が２倍かかるなど、同時にできるものを別に実施する

と、経費の面で非常に効率が悪くなると考えます。 

 このようなことから、別々に実施しておりました町長・町議選挙を同日に実施することは、経

費の面では効果があるものと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  選挙は民主主義の根幹でありますが、その運営は町民の税金によ

って支えられております。だからこそ、その経費と効果については検証し、今後も町民に説明す

る責任が行政にあると思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 では、次の最後の質問に行きます。 

 若者の政治参加と次世代育成について伺います。 

 １８歳選挙権開始以降、本町における１８歳から２９歳までの投票率はどのように推移してい

るのでしょうか。若い世代の政治参加は、町の将来に直結する重要な課題であり、投票率は本町

の未来を移す指標であります。 

 そこで伺います。 

 高校との連携による、主権者教育、模擬投票の実施、ＳＮＳや動画を活用した分かりやすい情

報を発信、これらを含め、次世代育成の機会として活用する取組を検討しているのでしょうか。

お願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  ご質問について答えします。 

 平成２８年７月に執行されました参議院選挙から、１８歳以上の投票が可能となりました。そ

の後、現在までの１０代、２０代の投票率の推移につきましては、１５％から３５％の間を上下

する形にはなっておりますが、全体的には微増ではありますが、右肩上がりの傾向となっており

ます。 

 １０代に関しましては、年齢引下げ後に執行されました平成２９年１０月の衆議院選挙で、

５１％という高い投票率となっております。 

 これは当日、全国的にメディア等でも積極的に１８歳の投票が叫ばれたことで高くなりました

が、次の県知事選挙では１９％となり、一時的なものとなりました。 

 分析としましては、１０代、２０代投票率のグラフは、町全体の投票率と同じ形になっている

ため、１０代、２０代のみの投票率の向上を図るというよりは、やはり町全体の投票率を上げる

ことで、１０代、２０代の投票率も同じように上がってくると考えられます。 
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 つきましては、引き続き、町全体の投票率向上に向けた対策を続けてまいりますが、１０代、

２０代に特化した取組としましては、高校生から２９歳までが対象であります選挙啓発事業、わ

けもんの主張の強化、また、学校での選挙講話の開催や、ＬＩＮＥなど、ＳＮＳの動画等を活用

した情報発信などを実施してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  ＳＮＳでの発信を行うとのことでありますが、一度の発信だけで

はなくて、町民の認知や理解が十分に広がるように、町民の皆さんにしっかりと情報を届くよう、

継続的な発信や定期的な周知を行うことをよろしくお願いします。 

 今回、質問を通じて申し上げたいのは、同日選挙の是非そのものではありません。 

 本町では、４年前にも同日選挙を実施しております。だからこそ、問いたいのは、この４年間

で何を検証し、何を改善し、今回どのように進化させているのかという点であります。同日選挙

を単なる日程調整として繰り返すのか、それとも前回の経験を踏まえ、町民参加をさらに高める

機会とするのか、そこに行政の姿勢が現れると考えます。 

 ４年前よりも一歩前に進んだ同日選挙となることを求め、同日選挙の効果最大化についての質

問を終わります。 

 続きまして、事項２の行政窓口におけるキャッシュレス決済導入について質問いたします。 

 まず、三股町役場窓口における支払い方法の現状について伺います。 

 町民が役場で支払いを行う場面は、各種証明書の発行手数料、施設使用料、保育料など、日常

生活に直結するものが多くあります。 

 一方で民間では、クレジットカードやＱＲコード決済など、キャッシュレス決済が急速に普及

し、現金を持ち歩かない生活で既に一般的になりつつあります。 

 そこで伺います。 

 現在、三股町役場の窓口において、クレジットカードやＱＲコード決済等のキャッシュレス決

済は導入されているのでしょうか。導入されていない場合は、その理由を伺います。 

 また、現時点での支払い方法の対応状況を具体的にお示しください。併せて、町民の利便性と

いう観点から、現状をどのように評価しているのか伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  税務財政課長。 

○税務財政課長（白尾 知之君）  役場窓口における証明書発行手数料、使用料、保育料等の支払

いにおいて、キャッシュレス決済は導入されているのか、現状の対応状況は、の質問にお答えし

たいと思います。 

 まず、答弁につきましては、役場窓口に支払いに来られる方々を前提にお答えしたいと思いま
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す。 

 証明書発行手数料につきましては、会計課前の券売機にて、町の証紙を購入し、申請書に添付

して納めていただいております。券売機は、硬貨及び千円札紙幣の対応となっており、キャッシ

ュレス決済には対応していないところでございます。 

 使用料、保育料等の支払いにつきましては、発行した納付書を会計課、または指定金融機関、

郵便局にて現金でお支払いしていただくことになっていますので、キャッシュレス決済には対応

していないところでございます。 

 また、保育料、児童クラブ利用料、住宅使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、墓地管

理手数料、奨学資金、奨還金の納付書については、コンビニエンスストアにて支払い可能であり

ますが、現金支払いのみとなっているところでございます。 

 ただし、納付書のバーコード印字部分をスマホ決済アプリ、ＰａｙＢで読み取る場合のみ、キ

ャッシュレス決済に対応しているところでございます。 

 また、地方税の固定資産税、軽自動車税、町県民税、普通徴収税、国民健康保険税の支払いに

ついては、令和５年度から納付書にＱＲコード印字を開始しておりますので、キャッシュレス決

済に対応しているところでございます。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、次の質問にまいります。 

 キャッシュレス決済導入の必要性に対する町の認識について伺います。 

 近年、キャッシュレス化が急速に進み、日常生活ではクレジットカードやＱＲコード決済を利

用する町民が増えております。そのような状況において、役場窓口における支払い方法が現金中

心であることについて、町民の利便性向上、来庁時の負担軽減、職員の現金管理業務の軽減とい

った観点から、町はどのように認識しているのか伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えいたします。近年、社会全体でキャッシュレ

ス決済が急速に普及しております。 

 本町におきましても、町民の皆様のライフスタイルが変化し、現金を持ち歩かない方が増えて

いる現状を認識しております。 

 役場窓口へのキャッシュレス決済導入は、町民の皆様にとっては、現金の準備やつり銭の受け

渡しが不要となることによる、利便性の向上や待ち時間の短縮につながります。 

 また、行政側にとりましても、現金の授受に伴う接触機会の削減による感染症対策、及び職員

の現金管理業務の効率化や計算ミスの防止など、双方に大きなメリットがあるものと認識してお
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ります。 

 ただし、クレジットカードやＱＲ決済には、手数料が発生します。現時点では３％程度の負担

が見込まれます。 

 このため、導入後のコストと収納率向上による効果を総合的に評価し、財政負担とのバランス

を慎重に見極める必要があります。 

 また、高齢者等の現金利用を必要とする方への配慮も重要であることから、現金とキャッシュ

レス決済の併用も一定期間必要と考えます。 

 よって、導入する場合、利用頻度の高い業務から段階的に導入し、効果を検証した上で順次拡

大するのがよいのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、次の質問にまいります。 

 近隣自治体における導入状況の把握と評価について伺います。 

 隣接する都城市では、市民課・税関連窓口をはじめ、都城島津邸や歴史資料館、さらには公立

保育園、幼稚園、総合支所、地区市民センターなど幅広い窓口業務において、キャッシュレス決

済が導入され、実際に運用が進められております。 

 このように近隣自治体では、行政窓口等においてキャッシュレス決済が導入されており、本町

としてこれらの導入状況をどのように把握しているのか、また近隣自治体で実施されている取組

について、本町としてどのような検討を行ってきたのか具体的にお示しをいただきたいと思いま

す。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えします。 

 近隣自治体におきましては、住民票や税証明等の発行手数料、施設使用料の支払いにおいて、

クレジットカードや電子マネー、ＱＲコード決済などを導入する事例が増加していると承知して

おります。 

 本町といたしましても、近隣自治体の導入状況や利用実績、導入後の運用課題等について情報

収集を行っているところです。 

 先行して導入された自治体においては、利用者から好評を得ているケースも多く、時代のニー

ズに即した有効な取組であると高く評価しております。 

 今後も近隣自治体の事例を参考にしつつ、本町の実情に合った導入形態を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 



- 111 - 

○議員（２番 中原 美穂君）  次に、三股町における導入可能性と段階的整備について伺います。 

 キャッシュレス決済の導入について先ほどの答弁で少しずつ検討していくとのことですが、一

度に全ての窓口業務で実施することが難しい場合もあると考えます。 

 しかし、証明書発行手数料や施設利用料など、比較的導入しやすい分野から開始することは可

能ではないでしょうか。 

 例えば、まずは限定的な範囲でモデル的に導入し、課題や費用対効果を検証しながら段階的に

拡大していく方法も考えられます。 

 本町として、こうした段階的な試験導入する考えはあるのでしょうか。予算措置、スケジュー

ル案、またモデル的導入を含めた具体的な検討を行う意思はあるのでしょうか。町の見解をお示

しください。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えいたします。 

 キャッシュレス決済の導入につきましては、全庁的な一斉導入は、システム改修や機器整備、

維持費等の面でハードルが高い側面もございます。 

 そのため、まずは発行件数が多く、町民の皆様の利用頻度が高い分野などの窓口手数料から導

入を検討することが現実的であると考えております。 

 ご提案いただきました段階的な整備やモデル的な導入につきましても、費用対効果や事務フ

ローへの影響を見極める上で、有効な手法であると認識しております。 

 これからの町としての決済の方向性を打ち出した上で、まずは利用件数の多い窓口や比較的導

入しやすい分野からスモールスタートで開始し、その効果や課題を検証しながら対象範囲の拡大

していく方法も含めまして、導入を検討していく方向で調整を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、最後に導入に伴う課題と対応について伺います。 

 キャッシュレス決済の導入に伴う決済手数料、システム導入費、セキュリティー対策、運用体

制の整備など一定の課題があることは承知しております。 

 しかし、課題があるから導入できないのか、それとも課題を整理した上で前向きに検討してい

くのか、今答弁でもあったように前向きに検討していただけるということはありがたいと思いま

す。 

 また、本町としてこれらの課題をどのように整理し、どのような対応を検討し、町民の利便性、

職員の業務効率、費用対効果等の調査結果を踏まえた本町の適用可能性に関する内部検討状況な
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どを含めお聞かせください。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  ご質問についてお答えします。 

 キャッシュレス決済の導入に当たりましては、幾つか解決すべき課題がございます。 

 具体的には、決済事業者に支払う決済手数料の負担の在り方、専用端末等の機器やシステムの

導入、既存システムとの連携に係る導入コスト及び運用コスト、そして町民の皆様の大切な情報

を守るためのセキュリティー対策などが挙げられます。 

 特に決済手数料につきましては、歳入の減少につながる恐れがあるため、その取扱いについて

慎重な議論が必要です。 

 対応策といたしましては、複数の決済手段を一括して契約できるサービスの選定によるコスト

削減や指定金融機関との連携、また、国の交付金活用の検討、信頼できる事業者の選定などを視

野に入れ整理を行っています。 

 今後、先進自治体の事例や費用対効果を十分に精査し、セキュリティーを確保しつつ、町民の

皆様にとって最も利便性が高く、かつ持続可能な運用ができる仕組みとなるよう、前向きに検討

を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原委員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  ありがとうございます。行政改革というと、大きな制度改革のよ

うに聞こえるかもしれません。 

 しかし、実際には、町民が日常の中で感じている小さな不便を一つずつ改善していくことこそ

が、最も実感のある行政改革ではないでしょうか。 

 キャッシュレス決済の導入も、決して大きな制度改革ではありません。 

 しかし、町民にとっては、確実に利便性を高める一歩になります。 

 社会は確実に変化しています。現金を持たない生活が広がり、利便性が、効率性の向上は当た

り前の時代となりました。 

 その中で、役場窓口だけが従来通りでよいのか、前例がないから課題があるからと立ち止まる

のか、それとも課題を整理しながら前に進んでいくのか、そこに行政の姿勢が現れると考えます。 

 ４年前、私は、役場トイレの石鹸設置について一般質問を行いました。 

 その後、簡易型からプッシュ式へと改善されました。 

 また、３年前に提案したユーチューブ配信についても、今回予算化され、６月以降実施される

予定です。さらに、おくやみ窓口の設置についても、質問を契機に前進が見られました。いずれ

も、決して大きな制度改革ではありません。 
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 しかし、声を受け止め、検討し実行に移せば、行政は確実に前に進むという一例であります。 

 改革とは、大きな号令ではなく、一つ一つの改善の積み重ねであると考えます。 

 キャッシュレス導入も、その延長線上にある取組ではないでしょうか。できない理由を探すの

ではなく、どうすればできるのかを考える、その姿勢を行政に求めたいと思います。 

 では、お聞きします。 

 町長は、三股町の行政がこれからも前例を守る行政であるべきとお考えなのか、それとも町民

の暮らしに合わせて改善を重ねていく行政であるべきとお考えなのか。最後にそのお考えをお聞

かせいただければと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  キャッシュレス決済に限られているので、それであれば、６月議会にや

るとか、改めてやり直すとか、そういう形のほうがいいのではないのかなと思います。町長が喋

ると言われれば別ですけど。 

○議員（２番 中原 美穂君）  キャッシュレス決済について。 

○議長（指宿 秋廣君）  別の質問を。もう一回、中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、キャッシュレスに決済に関しても含めて、町長のご意見を

お願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  はい。キャッシュレスで。町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  町長としてと言いますか、町としての考え方をお話しさせていただき

たいと思います。 

 まず、本町のほうには、三股町職員心得１０か条というのがございます。 

 全部で１０項目なんですけれども、１つ、あいさつがすべての基本。身だしなみは人のため。

感謝の気持ちを忘れず、謙虚に生きる。４番目が、損得ではなく善悪で判断し、人間として正し

いことを貫く。というようなことですね。 

 その中の９番目にですね、自治体の常識・殻を打ち破るという項目がございます。 

 この内容を紹介しますと、時代の変遷とともに住民のニーズも多様化し、新たな課題に、前例、

踏襲では対応できない事例も増えつつあります。役場だからこういう、こうあるべきだとの固定

観念にとらわれず、自由で前向きな発想で、町民にとって何が善良で満足度を高めるのかの着想

で、果敢に挑戦しよう。こういう形でですね、いろんな時代の変遷に対応できるよう、町民にと

って何が一番幸福度が高いのか、そういう視点から町政を動かしているつもりでございます。 

 そういう意味では、ここにご質問の回答は、この第９番目の、自治体の常識から落ち破るとい

う、そういうスタンスで仕事をさせていただきたいと、またしているという覚悟で仕事をしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（指宿 秋廣君）  中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  ありがとうございます。 

 では、今の内容も、また職員や町民にも、告知じゃないですけれども、見せていただければ、

もっと皆さんが周知も含めて理解していただけるんじゃないかと思います。 

 三股町が変わらない役場ではなく、時代に応じて進化し続ける役場であることを強く期待し、

本質問を終わります。ありがとうございました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより、昼食のため、１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午前11時41分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時30分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位７番、新坂議員。 

〔７番 新坂 哲雄君 登壇〕 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  こんにちは。通告により７番、新坂哲雄です。 

 ただいま、都城市議会定例会が行われております。子育て支援及び高齢者まで手厚く支援を行

っております。今回は、７５歳以上、元気いきいき商品券予算２億円を考えられております。近

隣本町としてましても、検討してもらいたいと思っております。 

 それでは、一般質問についてお伺いをいたします。 

 １番目に植木地区福吉南側町道の側溝の蓋についてと、２番目に林道整備について、３番目に

長田峡についてお伺いをいたします。 

 それでは、１番目の植木地区の福吉南側溝蓋整備はできないかをお伺いいたします。 

 あとは、質問席にてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  植木地区の福吉の南側町道の側溝蓋の整備はできないか、消防車両が

通りにくいためとの質問についてお答えいたします。 

 該当する路線は植木６号線であり、側溝蓋の設置については、令和４年４月に地区要望を受け

付け、昨年９月には新坂議員からの要望を受け付けております。 

 現在、植木６号線に設置している側溝は形式が古く、蓋がかりがないことから蓋をかけるため

には側溝改修工事を行う必要があり、側溝の縦断勾配などの検討に時間を要しましたが、令和

８年度当初予算において予算を計上しているところでございます。 
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 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  町長のほうからお話がありましたので、大体、町長と意見が一致

しているところはあるんですけれども、これはですね、以前から公民館を上げて要望を上げてい

つまでたっても効果が出てこないということで、私も３回ぐらい、現地を踏んでおります。 

 周辺を見渡すと全部整備されて、あそこだけが何ではまってないのかなと不思議でなりません。

私のような地域であれば人口が少ないので、てげてげでいいんですけど、ああいうところを、密

集地でなぜやらないのかなと不思議でなりませんでした。 

 一応、回答はされたんですけど地区住民の方が、やっぱり住宅地ですよね、あそこは。やっぱ

りどげんかしてくれと、蓋をかけんと消防車も通りにくいということを言われて、私も植木のほ

うに二、三度足を運んでいるのかなと思っております。 

 計画をはっきりしていただきたいと思います。 

 私も、都市計画課に行って、いつからやりますよと聞いたんですけど、実際実行されていない

んですよね。私もまた公民館長に嘘を言うわけにはいきませんので、はっきり、いつ頃からやる

ということをはっきりしてもらわないと、私もまた行ったら、どげんなったかと聞かれますよ。

そこら辺がわかれば、すみませんよろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（田中 英顕君）  町長の答弁でもありましたとおり、来年度当初予算において予

算を計上させていただいております。 

 本議会で議決されましたら、速やかに執行したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  何か月か前にもその返答は聞いたんですけど、その当てにならん

とですよ。確実なことを言ってもらわんと、私は公民館で嘘を言うたがね、おまえが言うのと話

が違うがねと言われるんですよ。来年と言ったっても、いつかは分からんわけですよ。１２月ま

で引っ張れれば、じゃ来年ですよね。 

 そこら辺が、もうここはもう長さが５０メーターぐらいあるんですか、そこら辺も把握されて

おれば、そこら辺も、メーター数も聞きたいんですけど、はっきり３月までやるとか４月、５月

までやるとか、そこ辺の大まかな線を出してもらわんと、私は返答しないと困りますよ。 

 来年来年と言われて、そらほがねえって言われますよ。何の工事やっても期限を設けてあげな

いといかんと思うんですよ、いかがですか。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 
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○都市整備課長（田中 英顕君）  先ほどの答弁でも言いましたけど、今回の議会で予算計上させ

ていただいております。 

 議決後でないと何も確定したことは申し上げることはできませんけれども、議決後は速やかに

実施したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  もう町長に直接聞かないけんけど、町長いかがなんですか。いつ

までに終わる計画を持っておられますか。 

○議長（指宿 秋廣君）  ちょっとお待ちください。休憩します。 

午後１時37分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時39分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  本会議を再開します。 

 新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  もう１か月、２か月前だったですかね、都市計画課に聞いたら、

ここは計画に上がってると聞いたので、安心感もあってやったんですよ。 

 やっぱり今日、議長が言われたとおりなんでしょうけど、やっぱり計画に上がってるって言っ

たら、やっぱり日時の設定ができたのかなと思っております。 

 まあ、一応前向きにといいますか、来年ということは、当てが外れた相手に、相手があるわけ

ですから、やっぱりそこは確実に教えていただきたいと思います。 

 その件は、一応これで終わります。よろしくお願いいたします。 

 次に、林道整備について、梶山長田の林道が、災害等により四、五か所崩れており、木材運搬

等が出来ない状況であるが、その対策についてお伺いをいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  梶山長田の林道が災害等により四、五か所壊れており、木材運

搬等ができない状況であるが、その対策はとのご質問についてお答えいたします。 

 ご指摘の箇所につきましては、壊れている状況の大部分が路肩崩壊であることからその崩壊規

模にもよりますが、基本的にはのり面側の斜面を削り、迂回する工法を採用し林道を復旧してい

くこととなります。 

 したがいましてのり面側、斜面側ですね、土地所有者との協議が整った箇所より順次復旧を進

めているところでございます。 

 また、林業事業体により伐採を行う場所で林道が壊れていた場合には、その都度現地確認を行
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い、対応方法を協議した後に復旧に必要な原材料等について支給、補助を行っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  農業振興課と一緒に山林を見学してまいりました。 

 四、五か所については、一応把握しておりますが、私が一番最初に工事をしていただきたいの

は、旧せせらぎ荘跡から青井岳に抜ける道ですね、これは皆さんが私の地域では、公道だから早

くやらないかんとじゃないかと言われました。 

 これは、林道で上がっているんですけど、山之口から青井岳線はもう整備されてきれいで通れ

るようになっているんですけど、三股側のほうが決壊で通れない状況です。ここの状況が、一番

災害費用がかかる場所と思います。 

 今度の台風次第ですけど、まだ上のほうから崩れてくるような気配が見受けられます。上を眺

めると杉が倒れて、まだいかにも崩れそうな、決壊をするような状況であります。そこが公道な

のかをお聞きしたいと思います。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  今、新坂議員がおっしゃられた林道につきましては、板ヶ谷林

道という名称がついておりまして、三股町が認定している林道の一つでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  本町の総面積の山林が約７０％、民有地を含めて７０％あります。

町有林約３００町歩あります。これはあまり手入れがなされないような気もいたしております。 

 それと、２番目の町長が就任されたときに名を付けられた山があって、めぐみの森公園ご存知

ですか、町長。覚えておられますか。何百人も来て植栽をしたとことがあるんですが、覚えてい

らっしゃらないですか。覚えてる。 

 私も初めて、あそこに町長が名前を付けたんだよと言われためぐみの森公園、私も地元におっ

て初めて、今度初めて行きました。そこから上がったところが、やっぱり土砂崩れを起こしてい

るんですよね、これが御崎神社まで行っているんですよ、通り抜けができるようになっているん

ですよね。そこが崩れて、森林組合が途中まできれいにしているんですけど、そこから先、森林

組合はばったり来ませんよね。道路は。 

 私は、そこからめぐみの森のところが上がったところは災害工事をすれば大きく金がかかるの

で、隣接地の山を相談したほうが、新たに道を作ったほうが安く上がるんじゃないかとも考えて

おります。まあ、軽微なところは早くできると思います。 
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 それと、３番目のとこですけど、わらべの里、ご存知ですかね、轟木から上がって住宅地があ

るんですけど、そこから上がっていくところがわらべの里の住宅が１０軒ほど、民間ですけど建

っております。それからずっと上がっていくと、長田小学校に行くんですけど、そこ途中がやっ

ぱり青井岳林道と同じように災害が非常にお金がかかると思います。 

 ここも材木を、民有地もありますけど、材木を運搬するのに道路が決壊してやっぱりほかの業

者さんも無理やり通って４トン車に木を積んだまま谷底に落ちた、１か月ぐらい前、亡くならん

かったからいいけど、材木を積んだまま４トン車が谷の底に転んでいきました。やっぱりそうい

う業者さんもいらっしゃいますので、整備を急いでやっていただきたいと思います。 

 それと、もう１か所は御崎神社から上がっている林道ですね。これも整備をしないと材木の運

搬ができない状況であります。 

 総合的に、農業振興課長、どれを急がれる予定なのか、一番全部やるには経費がかかると思う

んですけど、軽微なところから早くやって、あと青井岳線が一番金がかかるだろうなと思ってお

ります。これも町単ではちょっと無理かなと思っています。 

 急勾配で、物すごく急勾配で、杉がほとんど流れております。昔、青井岳に近道だったので、

私は青井岳に行くときはよく通ってましたけど、こんなにひどくなっているとは思いませんでし

た。 

 やっぱり先ほども申し上げましたけど、めぐみの森は雑木を植えておりますので、崩れてない

んですよね。杉山は根が浅いもんですから、木が台風で揺れたら土砂ごと川底にどんどん流れて

いきます。そういう状況であります。 

 急ぎでやる計画はどこが先にやれるのか、考えをお聞きしたいと思いますが、よろしくお願い

します。課長どうでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  農業振興課長。 

○農業振興課長（細田 高広君）  質問にありました、おっしゃられた四、五か所あるところです

けれども、現場の状況を私たちも確認をさせていただいているところです。 

 あとは、実際の現場の状況を見ながらどういう形で復旧していくのか、そういうのも森林組合

等とか確認しながら、どこを優先してやっていくかについては、今後また検討していくことかな

と思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員、四、五か所って、普通考えると一つの路線で四、五か所と認

識するんですよ。今話を聞くと、あっちこっち話が出てるんで、そうであればこれを列挙しても

らわないと。 

 まず、新坂議員以外の人たちが聞いているときに、まるっきり分からないことになるので、や
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っぱり、ここは、ここは、ここはって路線が違う路線が違うことにしてもらわないと、ここで

２人でやり取りをするというのを、みんな黙って聞いとかないかっていう話です。 

 問題を共有するためにも、ここにいらっしゃる議員さん、執行部の皆さんも分かっていただく

ためにも論点を整理した中で、話をする。１か所目はそれだけ話をする。 

 あっちです、こっちです、また話戻ってきましたというふうにならないように、ごめんなさい、

休憩する必要があったかな。そういう論点でお願いします。新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  ５か所については、私は全部把握しているんですけど、一つの林

道に、名前を全部覚えておるわけではありませんが、農業振興課と一応連絡を取って、現場確認

もしておりますので、やっぱり山林は民間、民有地もいっぱいありまして、ほとんど伐期が来て

いると思うんですよね、やっぱり道路が一番大事ですので、搬出ができないので、それを急いで

考えていただきたいと思います。 

 やっぱり町の行方を皆さん、関心を持っておられると思うんですよ。 

 やっぱり森林組合さんも手が打てないと思っておりますので、そこ辺も考えて、今後早急に道

路整備をお願いしたいと思います。 

 以上で、この件は終わります。 

 それでは、長田峡について、長田峡は観光地であるため、以前あった吊り橋を復旧できないか

についてお伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  長田峡は観光地であるため、以前あった吊り橋を復旧できない

かとのご質問にお答えをいたします。 

 長田峡のメインスポットともいえる轟木砂防堰堤の上には、議員ご指摘の通り過去に宮田橋が

存在しておりましたが、平成２年９月の台風１９号の影響により流出し、現在は親柱や橋名板等

が残っている状況でございます。 

 この宮田橋の代替えとして、堰堤のおよそ７０メートル下流に長田峡橋を平成６年３月に建設

しておりますので、災害の頻発化、激甚化も考慮すると、同じ場所に復旧することは考えており

ません。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  考えていないということでは、長田峡のイメージアップにならな

いと思います。私どもは、小学校の時代から吊り橋があって、あの辺は遊びに行った思い出がい

っぱいあります。 

 今、地区住民から見てあそこになんで橋を架けんとかなと。これだけ人間が来るんだから、こ
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れを架ければ、また人が多くなるよと思っております。 

 あそこを架けることによって、巡回がライトアップもですけど、今度橋が架かったところから

ぐるぐる回れるので、やっぱりあそこを架けて巡回ができるほうが今は片一方で行っても帰って

こないといけないわけですから、あれが回転が効くようにやったらどうかなと思っております。 

 課長、何か前向きに考えてもらえんですか。 

 一回架ければ、あまり維持費が要らんわけですから、あれを今度台風が起こっても引っかから

ないように、あと１メートルぐらい高くして作ったらいかがでしょうか。いかがですか。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  今の新坂議員のお話の中で、観光面ということでお話があった

かと思います。 

 これは、当時、平成６年４月号の町の広報誌に今回の経緯が全て記事として載っておったんで

すが、そこで観光面にも配慮しているという文面がございましたので少し読ませていただきたい

と思います。 

 橋は、工芸の里長田をイメージし親柱には１個当時８０万円もする壺型のみかげ石を４個使い、

手すりには町の花サツキのパネルを使用するなど、観光面にも配慮したというふうに書いてござ

います。 

 また、３月２９日、これは平成６年の３月に完成式典がございまして、当時保存会や棒踊り等

が披露されて橋の完成を祝ったということで、当時このステンレス製であった以前の橋が流れて

しまったことによって、当時約８,７００万円をかけて整備をしたというのが、現在の長田峡橋

でございます。 

 よって、こちらに新たに代替をしたことによって、地元の皆さんが完成を祝ったという記事が

ございましたので、ここで今、長田峡橋を整備しておりますので、また以前のような吊り橋、議

員の言われる吊り橋については、復旧をすることは検討していないということでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  何度も復旧の話をしますけど、前向きでないのでがっかりしまし

たけど、やっぱりあれを架けることによって、まだ観光客が増えると思うんですよ。 

 やっぱり、都城市の話をするといかんけど、関之尾の滝の整備を物すごくやっておりますがね、

本町も目玉になるような観光地を、金を入れて整備することはできないんですか。もう一回お願

いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  長田峡橋、今の宮田橋については復旧する検討をするというこ
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とは、今考えておりません。 

 観光という意味でいきますと、長田峡自体はもちろん観光の目玉というふうに捉えてはおりま

す。ただ、今回の復旧については考えていないということでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  議長、ちょっと関連ですので、長田峡の件についてお伺いたいし

ます。 

 駐車場もちょっと整備をされて、拡張する計画はないのか、トイレとか。 

 そういう考えは、この前の状況を見て、何も考えられないですか。 

○議長（指宿 秋廣君）  関連て、６月もあるので、また６月の中に全体的に触れてもらうという

ことを入れとけば、一行でも入れとけば違うわけですから。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  だから、関連と言ったんですが。 

○議長（指宿 秋廣君）  だから、関連であっても橋というふうに書いてあるんですよね。①で橋、

②でその他関連施設と書いてあれば、それで全部回答できるわけですよ、指名ができるし、執行

部も考えてくるわけですけど。答えるときに。 

 休憩します。 

午後１時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時59分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 新坂議員、どうぞ。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  それでは町長に一言、長田の今後の方向性を、長田峡の件につい

てちょっと何かあればお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  質問はですね、長田峡の橋の関係ですね、そちらについて今、企画商

工課長が話しましたけれども、私もその当時企画課におりまして、その時に橋が流されたという

ことで、そのときは橋を当初の古い橋が壊れて、そして新しい橋にして、それ２年ぐらいしたら

流されたんですよね。 

 今の、だから同じような橋を作ってもまた流されるんじゃないかなということで辺地事業でで

すね、７０メートルの下流のほうに新しい橋を作ったわけなんですけれども、今現在の集中豪雨

なんかのときにですね、現場よく行きます。 

 ものすごい豪雨で、豪雨というか下流ですね河川の流れ、そういうのを考えるとあそこに橋を
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作るというのは同じことの繰り返しになるというふうに感じます。 

 結構ですね、どういうふうなんですかね、太鼓橋みたいなの作るのかちょっと分かりませんけ

ど、本当にですね、今の状況で橋を作るというのはまず税金の無駄遣い、これは全くですね同じ

ことの繰り返しになっていくというふうに思いますので、橋を作る考えは全くありません。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  もう課長と町長の話が一体化しよって、もう何か発言する元気が

なくなりました、もう。 

 だけど、三股はもう観光地といってもまあ地元を褒めるわけじゃないけど、上米とかいろいろ

と、もう全体的にして長田が一番だろうと思うんですよ。 

 予算があるかなんかじゃなくて、私の想像ですけど、架けていただくんであればあと１メー

ターぐらい高くして橋を架ければ、階段が降りたらちょうどいい高さになるかなと思っておりま

した。 

 だけど、今日はなんか前向きじゃないので、ちょっと面白くありませんが、一応架けてもらっ

て巡回ができるようにすれば、台風であるのはめったに引っかかることはないと思うんですけど、

前は豪雨であって木が、倒木が倒れて流れてきて引っかかって流れたと思うんですよね。 

 それから数年後流れたやつをクレーンで持ち上げる作業をやられましたけど、埋まっておって

上がらなかったという事情も知っておるんですけど。 

 まあ、そこ辺の努力はもうされたので、再度はもうまたいかったものを持ち上げることはでき

ないでしょうけど、まあ、町長、他人事ばかりじゃなくて、なんか前向きにもうちょっと考えて

いただきたいと思います。 

 架けるのにですよ、橋を。 

 まあ１メーターぐらいかかるんじゃないかなと思って。まあ私はそう思うんですけど。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員、要望ならいいけど、もう町長が答弁したのを、もう一回する

って言うと思います。逆に。 

 要するに、要望で止めるとかって言うのであれば何言われても十分ですけど。答弁があったの

で時間がと思います。だから、別な視点でしゃべられるなら自由にしゃべってもらう。もう一回

しゃべれれば、どうぞ。新坂議員、手挙げて。 

 新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  最後の質問にしたいと思います。 

 地域への発展を願うつもりで町長はどういう意見を持っておれるのか、何かメインがないと活

性化もできないので、将来性を持って何か構想があればちょっと答弁を聞きたいと思います。構
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想。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  あそこに橋を架けるというのは、いくらかかるんでしょうかね。補助

事業ありません、はっきり言って。ここはですね、できたのは辺地事業なんですね、ほとんど

１０億ぐらいかけてですよね、あそこの裏通りの道路を作ったりですよね。 

 そしてまた、橋を作ったりしました。辺地事業だからできたんですよね、橋を作るの。今回や

るとすれば、何千万、億に近い金がかかる。 

 それを、単独でできますか。 

 本町のですよね、今からやろうとする事業が上米公園も今からパークゴルフ場をしなくちゃ、

旭ヶ丘運動公園もこれからも整備しなくちゃ、いろんな事業があります。 

 その中で緊急性があるのかどうかですよね、本当にそれが観光地として必要なのかどうか、十

分やっぱり議論しなくてはならんというふうに思います。 

 長田峡をないがしにするわけではありません。大事にしながら、しかし、町の全体的なバラン

スを見ながら、この公園整備、そして観光地の整備やっていきたいというふうに思いますので、

今緊急性があるとは思っていませんので、ですから優先順位をつけながら、そして必要だったら、

またそういう話も議論のテーブルに上がるかもしれませんけど、今議論するような時期ではない

と私は思っています。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  新坂議員。 

○議員（７番 新坂 哲雄君）  長田峡については、まあいろいろしゃべりたいことがいっぱいあ

ったんですけどこの前のライトアップの件についても、事情がわかっておられると思いますので、

今後対応を考えてもらいたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより、１４時３０分まで本会議を休憩します。 

午後２時06分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時30分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を分かりやすくする

ため、各議員の一般質問の時間を質問、答弁合わせで５０分以内とすることをお願いいたします。 

 また、５０分を超えた残りの質問部分については、その日の最後の質問者が終了した後に行う
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ことができるとしておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 発言順位８番、田中議員。 

〔５番 田中 光子君 登壇〕 

○議員（５番 田中 光子君）  皆様、こんにちは。発言順位８番、田中光子です。通告に従って

行ってまいります。 

 質問事項１のオンデマンド交通についてです。 

 私は、今までに公共交通に関して、令和元年から６回にわたり質問してまいりました。本町は

これまで公共交通網の整備に努めてこられましたが、一部地域での交通空白地の解消や日中の低

稼働路線の効率化が依然として大きな課題となっていると思います。既存の公共交通を補完し、

より町民の生活実態に即した移動手段として、オンデマンド交通の運用をどのように高度化して

いくべきか、現在の利用状況の分析と、今後の展開方針について伺ってまいります。 

 要求資料２を御覧ください。 

 前回の課題を踏まえ、ウェブ予約、当日予約、当日の１時間前予約が可能となりました。 

  まず、質問要旨①、今後の本格運用に向けた展望について、（ア）実証実験のデータをどう

分析し、今後のルートや運行時間に反映させるのかをお聞きします。 

 あとは、質問責任にて行ってまいります。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  オンデマンド交通について①の今後の本格運行に向けた展開について

の（ア）でございます。実証実験のデータをどう分析し、今後のルートや運行時間に反映させる

のかの質問にお答えいたします。 

 令和８年１月から２月に実施しましたオンデマンド交通実証実験では、会員登録者４２名とな

りました。会員は前回の実証実験から継続されているため、今回新規で登録された方はそのうち

１９名となります。また、利用件数は１６件となりました。今回の実証実験は、昨年２月に実施

した実証実験で課題が多かったため、システム等を改良して再度実施した形となります。前回、

アンケートや聞取りの中で特に多かった意見としまして、当日予約ができない、直前の予約がで

きない、ウェブ予約ができない、一日の便数が少ないという声に対しまして、システムを改良し、

これらの意見全てに対応することができました。また、実証実験において、利用者側で問題は発

生せず、予約から配車運行までスムーズに実施することができ、本運行させることに問題がない

システムを構築することができました。 

 今後については、このシステムを使って本運行をすることになりますが、定時・定路線型であ

る現在のくいまーると予約して直接目的地まで送るオンデマンド交通は、それぞれメリットがご
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ざいます。現在のくいまーる路線は、利用者への聞き取り、また、町地域公共交通計画での分析

等を踏まえ運行していますので、どの地域にオンデマンド交通を取り入れていくのかなどについ

ては、地方の交通会議に諮って進めてまいります。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  今回は２回目ということで、スムーズにいって、次回も本運行に

なるということで楽しみにしています。今回も私のほうに何人もの人から要望があったんですが、

バス停まで遠くて歩いていけないということで、バス停まで行くのに自転車で行くと止めるとこ

がないとか、シルバーカーやシニアカーなどで行き、置くとこがないなどの声もありました。移

動の１００メートルが高い壁となっています。くいまーるのパンフレットを皆様にお渡ししてい

ると思うんですが、この中で、くいまーるはフリー乗車区間というのが結構あるんですよ。この

フリー乗車区間はあるんだけれども、このフリー乗車区間ではない場所もたくさんありますよね。

その中で、現在本町の公共交通は定留所での乗降を基本とすると思うんですが癩癩フリー以外は、

思うんですけれども、しかし支援が必要な高齢者や足腰の不自由な方にとって、自宅からバス停

までのわずかな数メートルの移動が外出を断念させる大きな壁となっていると思うんです。 

 そこで、（イ）の質問です。高齢者から要望の多いバス停、乗降ポイントの増設についてはど

のように取り組むのかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  （イ）高齢者から要望の多いバス停（乗降ポイント）の増設につい

てはどのように取り組むのかとの質問にお答えいたします。 

 現在、くいまーる内ノ木場コースは、既に一部をオンデマンド交通として運行させております

が、内ノ木場コースでのオンデマンド交通エリアを拡大させるとともに、現在、バス停がなく、

交通空白地となっている地域からも乗車できるように、新たにバス停を設置することで、さらに

利便性を向上させる形で、オンデマンド交通を本格運行させたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  先ほど言ったように、道端に自転車を止めると倒れて危険だと思

うんですよ。私が車で走っていたら、田舎のほうでシニアカーが停まっていたんですよ。なんで

こんなところにシニアカーが置いてあるのかなと思ったら、近くにバス停があって、バスで出か

けられたんだろうなと思った経験を踏まえて、各公共施設にバス停を設置できると、自転車置場

もあるのでいいんではないかと思うんですけれども、例えば、西部地区体育館とかにバス停を公

共施設に増やしていただけると本当に助かると思うんですが、いかがでしょうか。 
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○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  西部地区体育館へのバス停の設置についてお答えいたします。現在、

街中コースの経路といたしまして、西部地区体育館に近いバス停となりますと、櫻美学園前バス

停が該当するかと思います。バス停につきましては、増設等も可能ではございます。ただし、増

設につきましては、ダイヤ改正等の手続等も必要でございますので、西部地区体育館に増設する

場合には十分な検討を行って、設置を検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  住民からここにバス停を増やしてほしいという要望があったとき

には、どういう経緯で話し合われるんでしょうか。ちょっとお伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  住民の方からの意見をどのようにくみ入れていくかというご質問に

ついてお答えいたします。 

 町民の皆様等、くいまーるを利用される方からのご意見につきましては、町の公共交通会議の

方に諮ってそのご意見を、会議の中で協議して、先ほどのバス停の設置等も検討をさせていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  そしたらまた要望として上げたいと思います。 

 高齢者になるとバス停まで１０分歩くというのは、とても大変なことなんですよ。私も先日歩

いてみました。歩いて買物して荷物を持つと、とても歩けないんですよ。荷物持って１０分とい

うのが。歩けないのでバス停が増えると、もっと家の近くまで行けることになるので、バス停は

増やしたほうがいいのかなと思います。三股町が住み続けたいまちであるためには、自由に移動

できる権利の保障が不可欠です。既存の枠組みにとらわれず、住民の一歩に寄り添った柔軟な乗

降ポイントの増設を強く要望します。 

 次に入ります。近年、高齢者による交通事故防止の観点から、運転免許証の自主返納が推奨さ

れています。三股町においても返納された方へのコミュニティバスの回数券を交付するなどの支

援を行っていると評価します。しかし多くの住民から聞かれるのは、もらった回数券を使い切っ

た後どうすればいいのかという不安の声。一度きりの支援で数か月で移動の足を失うことになり

ます。結果として閉じこもりや生活の質の低下を招く恐れがあります。 

 そこで、次の質問に移ります。 

 （ウ）免許証返納者への運賃割引などさらなる優待策はあるでしょうか。 
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○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  （ウ）免許返納者への運賃割引など、さらなる優待策はあるのかと

のご質問にお答えいたします。 

 免許返納者への対策につきましては、現在、免許を返納された方で条件を満たす方にはくい

まーる回数券１６０回分を交付しておりますが、この回数券はオンデマンド交通でも使用できる

ものになります。したがいまして、それ以外の優待策は現時点では考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  考えていないということで、返納者が継続して利用できるように、

例えば運転経歴証明書を提示すれば常に運賃が半額になるような恒久的な割引制度を導入する考

えはないでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  恒久的な運賃割引についてお答えいたします。 

 現在くいまーる回数券につきましては、１,０００円で１６回分の利用ができる券を発行して

おります。１,６００円相当分ですね。こちらが、現在の割引に該当するかと思いますので、そ

ちらの利用につきましても、啓発をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  私たちもいずれは免許を返納をしないといけないと思うんですよ。

そういうときになってどうでしょうか。今の国民年金で、私は国民年金なんですけれども、

１,０００円で買えるとはいえやっぱり出にくくなりますよ、家から。そういう部分をちょっと

考えていただいて、１,０００円だから１６回分ついてるからいいだろうじゃなくて、もっと返

納しやすい仕組みをつくっていただきたいと思います。 

 オンデマンド交通だけではカバーしきれない緊急や夜間の移動のため、一部の自治体ではタク

シー利用券の配布も行っています。本町においても返納の選択肢を広げるため、バスやデマンド

交通タクシーで共通して使える総合移動チケットのような仕組みを構築できると助かります。免

許返納は本人にとって非常に大きな決断です。その決断を不便になることへの恐怖ではなく、安

心して暮らせる新しいステージへの移行にするのが行政の役割だと思います。返納してよかった

と心から思えるまちづくりを目指し、一過性ではない継続的な移動支援の仕組みづくりを強く求

めます。 

 次の質問要旨②に入ります。デジタルデバイド、つまり情報格差の対応について。（ア）アプ

リ予約が導入される一方、スマートフォンの操作に不慣れな高齢者が取り残される懸念がありま
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す。誰一人取り残さないための具体的な支援策、スマホを持っていない人へのタブレット貸与な

どの支援はあるかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  （ア）アプリ予約が導入される一方、スマートフォンの操作に不慣

れな高齢者が取り残される懸念がある。誰一人取り残さないための具体的な支援策、スマホを持

っていない人へのタブレット貸与などの支援はあるかとのご質問にお答えいたします。 

 現在、本町公共交通としましては、オンデマンド交通の予約とくいまーるの現在地や遅延情報

を調べることができるパスロケーションシステムという２つのシステムがございます。こちらを

スマホやパソコンから便利に使うことができる状態でございます。ただし、スマートフォンなど

に不慣れな高齢者の方が多いことも事実であるため、まずオンデマンド交通の予約は今後も電話

とウェブでの予約対応を継続します。電話でも簡単に予約、利用できる仕組みとなっているため、

現在のところタブレットの貸与は考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  タブレットの貸与は考えていないということで、今回回覧で回っ

たときに高齢者の方から連絡がありまして、スマホの登録ができないから民生委員の方に相談し

たとか、娘に来てもらったが余計なメールは入らないようになっているから登録できないよとい

うお電話でした。なので、そこで質問要旨（イ）に入ります。 

 今後、講習会はいつどこで開催されるかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  （イ）今後講習会はいつどこで開催されるのかとのご質問にお答え

いたします。 

 講習会でございますが、公民館や高齢者サロンなどに対しましては、オンデマンド交通の情報

提供と併せて説明会の開催希望についても通知をいたしており、不明な点や説明が必要な場合は、

日程を調整して直接説明会を開催させていただく形を取っております。実際に今回の実証実験前

には、轟木地区のサロンに参加して説明をさせていただきました。 

 また、今月３月４日には仲町のサロンでオンデマンドバスの講習会を実施し、１８名の参加が

あったところでございます。 

 今後も、回覧や広報などでの周知を継続するほか、講習会の依頼につきましても、引き続き対

応をさせていただきます。特にオンデマンド交通の実証エリアとして想定しております、内ノ木

場コース沿いの地域につきましては、こちらからも積極的に講習会の開催に向けて動く予定でご

ざいます。 
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 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  ということは、サロンで何人か集まれば、役場にお願いすれば来

ていただけるということでよろしいでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  ご質問のとおりでございます。こちらから出向いてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  では、次の質問要旨③の運行エリアと時間の最適性化についてで

すが、現在長田方面だけの運行ですが、交通空白地はたくさんあります。オンデマンド交通の充

実が鍵となってきます。免許返納者が移動手段を失って家に閉じこもると認知症のリスクが高ま

り、結果として介護保険料や医療費の増大を招くことになります。移動支援に予算を割くことは

将来の社会保障費を抑制するための先行投資ではないかと考えます。交通空白地にお住まいの高

齢者や移動困難者からは、いつになったら私たちの地域にもオンデマンドが来てくれるのかとい

う切実な声が上がっています。この１路線の成功を点で終わらせず、町全体の面へ広げていって

ほしいと考えます。 

 そこで、次の質問③の（ア）です。 

 どの地区の人がいつどこへ行くかということで、通院や買物などのダイヤに縛られない柔軟な

運行はできないかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  （ア）どの地区の人がいつどこへ行くか、通院、買物などのダイヤ

に縛られない柔軟な運行はできないかとのご質問にお答えいたします。 

 オンデマンド交通を導入する理由は１つではないのですが、一番の目的としましては、町の公

共交通を将来も維持していくためであると考えており、オンデマンド交通を導入することで利便

性向上と同時に運行の効率化を図る必要があります。現在、本町のオンデマンド交通に使用でき

る車両はバス１台と運転士１名であるため、運行エリアや運行時間についてはどうしても制限が

発生します。その中で、現在、くいまーるの利用状況として蓄積されたデータ、利用者への聞き

取りなどから、最適な地域設定、運行時刻を設定してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  先ほどのアプリ予約は、これはデジタル田園都市国家構想の交付

金を受けられたんでしょうか、お聞きします。 
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○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  交付金の名称についてお答えいたします。ご質問にありましたとお

り、デジタル田園都市国家構想交付金を活用いたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  本町は、一歩踏み込んで、自動運転特区への申請を視野に入れる

ことで、国からの注目も格段に高まると思うんですよ。なので重要なのが近隣に位置する宮崎大

学との産学官の連携です。大学の高度なＩＴ技術や交通工学の知見を本町のフィールドに持ち込

むことで、以下のような相乗効果が期待できると考えます。 

 １点目が、技術的信頼性として最新のＡＩ運行管理や自動運転技術の実証実験を共同で行う。 

 ２点目が町のＰＲ効果として、ＩＴと地方創生の先進地として三股町を全国に発信できる。 

 ３点目の課題解決の糸口として、学生や研究者が本町に関わることで、関係人口の創設や若者

の視点を取り入れたまちづくりが可能になるということを考えているんですけれども、本町はＩ

Ｔを活用した次世代交通のモデルケースとなれば、住民の足を守るだけでなく、三股のブランド

価値を一気に高める起爆剤となると考えます。オンデマンド交通の検討に当たり、宮崎大学との

連携や自動運転特区デジタル田園都市国家構想をセットにした、攻めの公共交通を打ち出せると

考えます。 

 公共交通空白地である、田上や餅原地区、宮村地区、蓼池地区、または住宅街でも私が住んで

いる植木とか、あと樺山、東原、稗田なども結構バス停まで遠いんですよ。オンデマンド型の

サービスの充実と町内完結でなく隣接する、以前にも言いましたが、都城市の主要病院や大型商

業施設への乗り入れをオンデマンド交通の枠組みでどう効率化するか、次の質問の要旨③の

（イ）に入ります。 

 空白地帯の重点カバーとして、移動が困難な地区を優先的に早急にオンデマンド交通導入でき

ないかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  （イ）空白地帯の重点カバーとして、移動が困難な地区を優先的に

早急にオンデマンド交通導入できないか、公共交通ネットワークの中でどのように町民の利便性

向上につながるのか、町のビジョンをお聞かせくださいとの質問にお答えいたします。 

 先ほども少し触れましたが、今回オンデマンド交通を本格運行させるに当たって、現在バス停

がなく、交通空白地域となっているエリアにも今回バス停を設置しまして、利用できるようにす

る予定で動いております。 

 今後はオンデマンド交通のエリア拡大も想定はしておりますが、車両や運転士の数、民間業者
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に委託するかどうかなど、様々な条件によって柔軟な対応ができるようになる反面、費用が増大

してしまうということもあります。 

 まずは、一部地域で本格運行となりますオンデマンドバスについての動向、利用状況、経費を

見ながら慎重に進めていきたいと考えております。 

 また、本格運行に向けた情報の公開、周知等につきましては、３月中から周知を開始し、４月

を重点的にその後も継続して実施してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  先ほど言われたように、１台で１名しかいないということで、そ

の１台を月・水・金と火・木・土とか、月・水と３パターンに分けるとか、いろいろ工夫をして

いろんな地域に広めていっていただきたいのと、さっき申しましたように、この予算を割くとい

うのは将来への先行投資と考えて、高齢者がこれから多くなるのは目に見えているわけですよ。

なので、オンデマンドを各地域に広げないと将来的に閉じこもりの高齢者が増えるということで、

ぜひその辺はこれからしっかり検討していただきたいと考えます。 

 次に町長へお伺いします。 

 現在オンデマンド交通のその恩恵に預かれる地域は限定的で、既存のバス路線から遠く、自家

用車以外の移動手段を持たない交通空白地にお住まいの高齢者からは、病院に行けない、買物が

困難という切実なお声をいただいています。ドア・トゥー・ドアで単なる移動手段ではなく、生

存確認や外出支援という福祉的な側面を持ちます。段階的に導入も含め早期に、町全体の移動権

利の保障へとつなげることを望みますが、町長の所見をお伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  オンデマンドについて、現在、内ノ木場コース、こちらのほうを４月

から本格運用しようということであります。要するに内ノ木場から梶山まで、そして中野を含め

てオンデマンドの、そしてまた唐杉のほうまで行きますので、そのあたりの空白地域はある程度

カバーできるのかなと思います。 

 それ以外にもいろいろとあちらこちらありますけれども、まさに一歩ずつやっていかないと、

全てのことができるわけではありません。先ほど話がありましたように、運転手１人、車１台で

ございますので、そして限られた資源の中でやっていくということでございますので、その辺り

を定着させながらエリア拡大に持っていくというふうに考えています。言われるとおり、今後高

齢者も増えていきますし、そして足の確保という非常に重要なテーマでございますので、しっか

りと一歩一歩前に進めていくという格好でございますので、ご理解方よろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 
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○議員（５番 田中 光子君）  一歩一歩確実に前へ進めていただきたいと考えます。 

 では、次の質問に移りたいと思います。 

 質問事項２の包括的性教育についてです。 

 包括的性教育とは、性を人権の視点から捉え、心や体、社会、多様な性の在り方など幅広い側

面を体系的に学ぶ教育です。ユネスコなどが作成した国際セクシャリティ教育ガイダンスが指針

となっており、世界の性教育の標準とされています。セクシャリティ、つまり性的嗜好や性の在

り方の認知的、感情的、身体的、社会的側面についてカリキュラムをベースにした教育と学習の

プロセスは、一つ、人権をベースとした教育、一つ、互いを尊重し、よりよい人間関係を築くこ

とを目指す教育、一つ、健康とウェルビーング、つまり心身ともに満たされた状態、尊厳を実現

し、子供や若者たちに自ら考え、動く力の知識、スキル、態度、価値観を身につけさせる教育で

す。包括的性教育は、これまで性や生殖の知識だけでなく、自分と相手を大切にする方法を学ぶ

人間教育であると言われています。１０代の望まない妊娠や性暴力を防ぎたい、そんな危機感を

持つ医師や教員、自治体がチームを組み、学校で包括的性教育を進める動きが出てきました。昨

日もニュースで出ていたのですけど、新富町の中学３年生がこの包括的性教育を学んだというニ

ュースもありました。ＳＮＳなどで多様な情報があふれる今、子供たちが性暴力の被害者、加害

者、傍観者にならないための教育です。 

 では、質問要旨①本町の現状と課題についてに入ります。 

 本町の教育振興において、子供たちの心と体の安全を守ることは最優先事項であります。そこ

で、（ア）情報環境としてインターネットの普及により、子供たちが誤った性情報に触れる機会

が増えている現状について、町はどのように把握しているのでしょうか、お伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町民保健課長。 

○町民保健課長（齊藤 美和君）  情報環境としてインターネットの普及により、子供たちが誤っ

た性情報に触れる機会が増えている現状について、町はどのように把握しているかについてお答

えいたします。 

 令和６年度に、健康増進計画生き生き元気三股２１、第３次計画策定に伴うアンケート調査を

実施しました。小学生のアンケート調査で、「１日にどれくらいの時間、動画を見たり、ゲーム

をしたりしますか。パソコンやスマートフォン等でのゲームの時間も含みます」の問いに、１時

間以上２時間未満が３７.２％と最も多くなっており、５年前の調査より４.５％増えています。

２時間以上３時間未満は２３.４％、５年前調査より９.９％減少。３時間以上は１６.６％、

５年前調査より２.０％減少。１時間未満は２１.８％で、５年前より７％増えています。１日

１時間以上動画を見たり、ゲームをする小学生は７７.２％で、前回調査より７.４％減少してい

るという結果になっています。 
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 今回の調査では、どんな動画を見ているかまでは確認していないため、子供たちが性情報にど

の程度触れているかについては、把握していないところです。 

 本町としましては、インターネットの普及により、子供たちがＳＮＳや動画サイトを通じて誤

った知識に容易に触れる状況にあることを危惧すべき課題であると認識しております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  ある記事にこうありました。 

 授業は中学３年生を対象に総合学習の時間に行われた、自らの性行動を考えるという人権教育

の一環で、教育関係者や保護者たちにも公開された。 

 関係者によると、授業では若年層の望まない妊娠が貧困につながるなど、社会問題化している

ことや、高校１年生の中絶件数は中学までの総数の３倍に跳ね上がる実態を紹介。産み育てられ

る現状になるまで、性交は避けるべきがベストと強調した上で、避妊方法や中絶できる期間が法

律で決まっていることなど、実用的な知恵を教えたという、このような掲載がされていました。 

 そこで要求資料３を御覧ください。 

 宮崎県の１０代の人口中絶件数と性感染症の数です。 

 そこで、質問要旨①の（イ）に入ります。若者の課題として、予期せぬ妊娠や性感染症、性暴

力などの問題に対する子供たちの知識不足について、町はどのような課題を認識していますか。 

○議長（指宿 秋廣君）  町民保健課長。 

○町民保健課長（齊藤 美和君）  若者の課題として、予期せぬ妊娠や性感染症、性暴力などの問

題に対する子供たちの知識不足について、町はどのような課題を認識しているかについてお答え

いたします。 

 まず、予期せぬ妊娠として、宮崎県内の人工妊娠中絶の状況についてお答えします。 

 資料３の①の表を御覧ください。 

 過去５年間の１０代の人工妊娠中絶件数は、令和元年度１３４件、令和２年度１１８件、令和

３年度１０８件、令和４年度１０１件、令和５年度１０８件となっています。また、宮崎県の令

和５年度の年齢別妊娠中絶件数は、１０代１０８件、２０代５７０件、３０代４５０件、４０代

１３６件、合計１,２６４件となっており、１０代は全体の８.５％となっています。 

 次に、都城保健所管内の性感染症報告数についてお答えします。資料３の②の表を御覧くださ

い。 

 性感染症としては、クラミジア、淋菌、梅毒、ＨＩＶ、ヒト免疫不全ウイルスが報告されてい

ます。 

 過去５年間の都の情報検証官内の性感染症の陽性者数は、表の②のとおりで、令和６年度はク
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ラミジアが３名、梅毒が５名となっており、梅毒が増加傾向となっています。予期せぬ妊娠や性

感染症、性暴力などの問題に対する子供たちの知識不足についての課題としましては、情報の不

足、情報の偏り、相談のハードルの高さだと認識しております。 

 町民保健課においては、相談窓口の周知、リーフレットや相談窓口先の連絡先と書かれたカー

ドの設置、また、人工妊娠中絶による妊婦支援給付金の申請に来られた方へ、性に関する情報提

供や個別の相談に応じているところでございます。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  包括的性教育により、予期せぬ妊娠を減らす効果が科学的に証明

されています。適切なカリキュラムに基づく包括的性教育を受けたことで、初交年齢が遅くなる、

リスクの高い行為が減るなど、性行動がより慎重になることが示されています。子供たちの健や

かな成長を支えるとともに、将来にわたる幸福な人生を送るために、包括的な性教育は不可欠で

す。 

 そこで質問要旨（ウ）に入ります。 

 自己肯定感の育成として、包括的性教育が子供たちの自尊心や自己肯定感を育む上で重要であ

るという認識はあるかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  自己肯定感の育成として、包括的性教育が子供たちの自尊心や自己

肯定感を育む上で重要であるという認識はあるかとのご質問にお答えいたします。 

 包括的性教育とは、先ほど議員も言われましたが、ユネスコが中心となり、２００９年に発表

した国際セクシュアリティ教育ガイダンスに沿った世界標準の性教育であり、包括的性教育はこ

れまでの性や生殖の知識だけでなく、自分と相手を大切にする方法を学ぶ人権教育であると言わ

れております。日本の学校教育では、文部科学省が定める学習指導要領に基づいて性教育は行わ

れております。また、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことを目的にし、

命の安全教育を推進しています。 

 議員ご指摘の、包括的性教育が単なる科学的な知識の習得にとどまらず、自分を大切にし、他

者を尊重するという自尊心や自己肯定感を育む上で重要な役割を果たし得るという点については

十分認識しております。 

 本町では、現時点では、包括的性教育として取り組んではいませんが、自分を大切にし、他者

を尊重するという自尊心や自己肯定感を育む教育として、全教育課程において次のような実践を

行っております。 

 まずは、毎日の学校生活における取組としましては、教師による肯定的な声かけや児童生徒の
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頑張りを褒める場面の設定、係活動や当番活動を意図的に設定し、学級の一員として役に立って

いるという実感させる取組をしております。 

 また、授業、学習での取組としましては、本県が推進するひなたの学びによる主体的、対話的

で深い学びの視点に立った誰一人取り残さない授業実践の充実により、分かった、できた、面白

いといった、一人一人が自信になる学習に取り組んでおります。 

 さらに、行事や体験的な活動を通した取組では、運動会や体育大会、音楽大会や合唱コンクー

ル、修学旅行や宿泊研修、ボランティア活動、野外活動と失敗しても安心して挑戦できる雰囲気

づくりと集団の中で自分が役に立ったという喜びを体験する活動を行っております。 

 また、中学校における部活動も重要な役割を果たす貴重な体験活動と考えているところでござ

います。 

 以上のように、様々な活動を通して児童生徒が自尊心、自己肯定感を育む教育に取り組んでい

るところでございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  本当に自己肯定感を育む教育ができているということで分かった、

できたということは本当に大人でも褒められるとうれしいですよね。本当に大事なことだと思い

ます。 

 次に、質問要旨②の包括的性教育に向けた具体的な取組についてに入ります。 

 宮崎市教育委員会では、市内の小中学校の包括的性教育を充実させるための検討開始をしてい

ます。２０２５年８月６日に有識者会議の初会合を開催し、性の多様性なども含め、生殖や体の

仕組みだけでなく幅広いテーマを学ぶ教育の充実を目指しているということです。医師や助産師

が小中学校の教材作成に協力しているとされています。 

 宮崎市は、性的少数者への配慮も推進されています。市職員が多様な性について正しく理解し、

窓口等で性的少数者を尊重した適切な対応ができるよう、性的少数者に配慮した様々な行政場面

での対応事例集を作成し、広く市民にも参考にしてもらえるよう公表されています。 

 そこで、質問要旨②の（ア）に入ります。 

 町内の学校や地域における現在の性教育の内容や実施状況について教えてください。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  町内の学校や地域における現在の性教育の内容や実施状況について

お答えいたします。 

 現在、各小中学校では学習指導要領に基づき発達段階に応じた性教育の学習を行っております。

小学校では、生きる力を育む保健教育として体育科の授業で１、２年生では単元名、体ほぐしの

運動遊びで自他の心身の変化を知ることを学習しています。３年生では、健康な生活で心と体の
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健康や体の清潔を保つこと、生活環境を整えることを学習しています。４年生では体の発育、発

達で思春期の体の変化や初経、精通、異性への関心を学習します。５年生では、心の健康で心と

体の密接な関係や不安や悩みへの対処を学習します。６年生では、病気の予防で病気の起こり方

や予防、喫煙、飲酒、薬物乱用また地域の様々な保健活動について学習しております。 

 中学校では、保健体育科、保健分野を中心に性に関する指導を行っております。しかしながら、

近年、性情報の氾濫など、子供たちを取り巻く社会環境が大きく変化しており、子供たちが性に

関して適切に理解し、行動することができることが課題となってきております。中学校において

は、体の発育、発達や心身の健康などに関する知識について、保健体育科、保健分野を中心に確

実に身につけることはもちろん、特別活動等で自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形

成、男女相互の理解と協力、思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応などを重視し、こ

れらを関連づけて指導することが重要とされております。 

 以上のことから、保健体育科、保健分野の事業のみならず、小中学校とも道徳科や特別活動、

総合的な学習の時間、各教科の授業において心身の健康の保持増進に関する教育に関連づけなが

ら、学校教育活動全体を通じて学習を進めているところでございます。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより１５時３０分まで本会議を休憩します。 

午後３時20分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時30分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位５番、堀内和義議員の残りの一般質問を行います。堀内和義議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  午前中に引き続きまして質問をいたします。問４の期日前投票は

増えているということで、途中からの質問になります。 

 要求資料の５の地区別の期日前投票率を見ますと、１１投票区の中で６地区のみが期日前投票

が少なく、当日投票が多いようでございます。要因として考えられるのは、６地区は文化会館ま

では遠く不便ですし、６地区分館は午後３時より午後７時４５分までの時間で４時間４５分と短

時間となっております。 

 西部体育館と同様、午前１０時より午後７時４５分までの時間延長はできないかお伺いいたし

ます。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長かな、時間延長やから。選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  時間延長についてお答えいたします。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、投票所の新設や期間延長などにつきましては、再度
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費用対効果も検証しながら慎重に検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  費用対効果ということであって効果がなければしない、あればす

るということですから、まずやってみないと分からないですよね。西部地区の体育館がやはり午

前１０時ですから、できれば、蓼池も午前１０時にしますと昼時間も入りますので、時間的には

そんないいわけじゃないんですよね。さっき言ったように、文化会館までは大分遠い、不便です

よ。そういうことで提案したわけであって、そこあたりを費用対効果じゃなくてどうなのかとい

うことで、できれば答えてほしいんですけれども、お願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  お答えいたします。 

 先ほどの答弁と同じことになるかと思いますが、慎重に検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  慎重に検討ということですので、前向きに検討していただきたい。

やはり投票率が悪いわけですから、期日前投票が６地区以外はどこも高いんですよ。６地区のみ

が低いもんだから、そういう提案をしたんですよ。ですから、何が原因かというと、やはり私が

考えるによっては、不便だということですよ。ですから、時間的には３時間くらい、３時間未満

か４時間くらいをちょっと長く持っていけば済むわけですから、そこで極端に人件費が上がるよ

うな感じじゃないと思うんですよ。やはり全体的に投票率が悪い、国政選挙についてはいいかも

しれませんけども、やはり町長、町議選は身近な選挙ですので、今年はそういうことで選挙があ

りますので、期間がないんですけども、検討方よろしくお願いいたします。 

 次に、⑤の質問に入ります。選挙期間中においては、くいまーるバス運賃を無償化しておりま

すけども、利用者数、利用者の反応はどのようであったかお伺いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  選挙期間中において、くいまーるバス運賃を無料化し

ているが、利用者数、利用者の反応はどのようであったかとの質問にお答えいたします。 

 選挙期間中は投票率向上やくいまーるの利用促進を目的としまして、１週間の全便無料運行を

実施しております。今回の無料運行期間中の利用者は５４９人で、前月１月の同じ１週間の利用

者４４５人、その前の１２月の同じ１週間の利用者４８４人と比較しても多くの人に利用してい

ただいております。このうち何人が選挙のために利用したかどうかという調査は行っておりませ

んが、バスの運転手への聞き取りでは、期日前投票所になっている文化会館のバス停で降りる方
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がほかの月と比較すると多く、投票率の向上とバスの利用促進につながっていると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  これはまさに費用対効果ですよ。そういうことでやはり何でもや

ってみれば、そういう結果が出ればいいわけですから、今後についても、やはり臨機応変と言っ

てかんですけども、何か対策があれば、少しでも投票率を上げるように検討していただきたいな

とというふうに思います。 

 次に、⑥の質問に入ります。町内には企業も多くありますし、また従業員もおります。企業を

訪問してチラシ配布等の投票キャンペーンを展開してはどうかというふうに思いますけども、い

かがでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（瀬尾 真紀君）  地元企業と連携して投票キャンペーンを展開してみて

はどうかとのご質問についてお答えいたします。 

 現在選挙期間中には、地元の商業施設であります稗田地区のひろせやトライアルに協力をいた

だき、各店舗の正面入り口で啓発活動としまして啓発チラシ等の配布を行っております。 

 そのほか、啓発ポスターを公共施設に貼り出すほか、啓発看板の設置、また防災無線での啓発

等実施しておりますが、周知にご協力いただける地元の企業等にポスターやチラシを提供するな

どの対策も検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（６番 堀内 和義君）  結構大きな企業もありますので、従業員も多いわけですから、な

かなか防災無線では聞こえにくいんですよ。ですから、やはり足を運んだだけはあると思います

ので、ぜひ、そういうふうな対策を講じていただきたいなというふうに思っております。 

 何回も言うようですけども、今年は町長、町議の選挙があります。国政選挙ではワースト２と

いうことで、非常に残念な結果でありましたので、この汚名返上と町長、町議選挙の投票率アッ

プを目指して、以上をもって私の質問を終わります。ありがとうございました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  暫時休憩します。 

午後３時40分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時41分再開 
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○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位８番、田中議員の残りの一般質問を行います。田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  先ほどの答弁で、各学年でいろいろ教育をされているのは分かり

ました。包括的性教育は子供たちの身心の健康と幸福な人生を育む上で重要な教育です。包括的

性教育は性暴力の防止にもつながると考えられています。性暴力やいじめを認識し、被害を受け

た際に助けを求めること、信頼できる大人に相談することの重要性を学びます。この教育を効果

的に学校現場で実施するためには、教員が自信と専門性を持って指導できる環境が必要です。 

 そこで、教員への研修や情報提供など、本町の具体的な施策について質問要旨２の（イ）に入

ります。包括的性教育を効果的に実施するための教員への研修や情報提供など、どのような支援

を考えられるでしょうか。お聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  包括的性教育を効果的に実施するための教員への研修や情報提供な

ど、どのような支援を考えているかについてお答えします。 

 文部科学省の中央教育審議会、健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会、その中のそ

の他、健やかな体を育む教育という観点から、今後、学校教育活動全体で取り組むべき課題につ

いて、性教育について検討されております。性教育として求められる内容や、それぞれの教科等

における性教育に関する指導内容、指導計画の作成に当たっての留意点等について、学習指導要

領の改訂に向けた議論がなされているところです。次期学習指導要領には新たな形での性教育が

示されるのではないかという期待をしているところでございます。 

 また、その他の動きとしまして、先ほど議員もおっしゃいましたが、宮崎市が包括的性教育の

導入に当たり、令和６年度から令和７年度にかけて、検討委員会を７回実施しております。内容

の検討や学習指導案の作成を行っております。来年度、中学校をモデル校に指定し、実践を計画

しているようです。このような県内の性教育に関する動向についても、情報収集を行ってまいり

たいというふうに考えているところです。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  分かりました。授業展開や発問技術、教材活用など、実践的な指

導力を高めるための研修は、全ての教員が研修を受けられるように、オンライン研修の活用や、

校内研修での学び合いの機会など、受講しやすい工夫をしてほしいと考えています。 

 保護者世代が受けた性教育と、今の子供たちが受けている教育は、全く別物であり、アップ

デートの必要性があると考えます。難しい話でなく、子供たちを性被害から守るための防犯教育

の一環であると思います。保護者への啓発は、包括的性教育を推進する上で、最も重要な車の両

輪の一方です。学校で教わったこと、家庭での教えが矛盾すると、子供たちは混乱してしまいま
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す。家庭でどう伝えたらいいのか分からないと悩む保護者を孤立させないようにするために、次

の質問要旨２の（ウ）に入ります。 

 包括的性教育の理解を深めるため、保護者向けの啓発活動や、説明会の実施を検討できないで

しょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  包括的性教育への理解を深めるため、保護者向けの啓発活動や説明

会を実施できないでしょうかということについてお答えいたします。 

 先ほどもちょっと述べましたが、本町ではまだ包括的性教育という形では教育に取り組んでい

ないところでございますが、保護者への啓発につきましては、生徒の実態や社会の状況、保護者

のニーズ等を鑑み、現在実施しております家庭教育学級や学校保健委員会等を活用できればとい

うふうには考えているところでございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  学校での教育を実効性のあるものにするために、家庭との連携が

不可欠と考えます。しかし、多くの保護者からは、性教育を家庭でどう切り出していいか分から

ない、自分たちが教わってこなかったから不安だという声が上がっています。そこで家庭で伝え

る性教育をサポートする保護者向けの講演会やワークショップを町として開催できると助かりま

す。 

 講演会をきっかけに専門職、助産師などと保護者がつながれば、家庭での個別の悩みも早期に

解決できる、三股町らしい顔の見える支援につながると考えます。 

 そこで質問要旨（エ）に入ります。教育委員会だけでなく、保健や福祉など関係機関との連携

はできないでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  教育委員会だけでなく、保健や福祉など関係機関との連携をどのよ

うに進めるかということについてお答えいたします。 

 関係機関との連携につきましては、今後の各関係機関における包括的性教育に関する取組状況

等を調査、研究し、社会の状況や地域の実情、並びに児童生徒の発達段階や課題を見極めながら、

関係機関や専門機関と効果的な連携が図れるように検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  ぜひ、連携を図っていただきたいと考えます。 

 では、次に、質問要旨③の性教育の推進についてに入ります。 

 町独自の性教育推進モデルとして、助産師、保健師あるいは外部の性教育のアドバイザー等の
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専門職を学校規模に応じた役割で派遣する仕組みを構築できればと考えます。また一気に全校は

難しくても、まずはモデル校を指定して、小規模、大規模それぞれの実証実験から始めるという

スモールスタートなら可能ではないでしょうか。 

 そこで質問要旨（ア）に入ります。町独自のモデル構築として、三股町の小規模校、大規模校

それぞれの特性に合わせた専門家派遣はできないでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  町独自のモデル構築として、三股町の小規模校、大規模校それぞれ

の特性に合わせた専門家派遣はできないでしょうかについてお答えいたします。 

 現時点では、小学校へは、性教育に関する派遣事業は実施していないところでございます。し

かしながら、中学校におきましては、発達段階を考慮し、適切な性教育を行うことが重要である

と考えますので、昨年度の１１月に、宮崎県が主催しております、生きる力を育む健康教育推進

事業、専門医による健康教育推進事業ともいいますが、専門医を学校へ派遣する事業を行いまし

た。全学年を対象に、産婦人科医の野田先生による、思春期の性をテーマに講話を実施していた

だいております。 

 講話の内容は、宮崎県の人工妊娠中絶や性感染症の実態、中学生としての適切な意思決定や行

動選択、望まない妊娠を避ける方法、性感染症について、子宮頸がん予防について、正しい知識

で自分を守る等についてでした。 

 生徒の感想には、「性のことってちょっと恥ずかしかったけど、正しい知識を知っておけば自

分を守れると聞いて、これからは自分でもしっかり考えようと思いました」「生理のことについ

て、男子生徒の前で話してくださってありがたかったです。生理のことは、女子からはなかなか

言えないことであって、男子にも理解してほしいです」などがありました。 

 本年度は、６月に健康講座、性に関する指導として、１年生は、ほのか助産院の助産師に、自

分自身を価値ある存在と認め、自分や他の人の命を大切にする力を身につけさせることを狙いに、

つながってきた命、命を守る行動、未来のために今大事なことについて講話をしていただきまし

た。 

 ２年生は、性暴力被害者支援センター、サポートネット宮崎に講師を依頼し、性暴力の加害者、

被害者、傍観者にならないようにするために、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認

識や行動、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相

手、一人一人を尊重する態度を、発達段階に応じて身につけさせることを狙いに、デジタル性暴

力、ＳＮＳを使用した被害とその実態とその予防について講話をいただきました。 

 ３年生は、ＮＰＯ法人、ハートスペースＭに講師を依頼しまして、男女の人権をめぐる問題へ

の関心を育て、健全な異性間や性別に捉われない平等感を育てることと、男女平等や男女共同参
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画の大切さに気づき、その実現を務めようとする意識や態度を育てることを狙いに、デートＤＶ

防止講座として、デートＤＶが心身に及ぼす影響や暴力の種類、デートＤＶに関する正しい知識

を得るとともに、被害を未然に防止、抑制することについて講話をしていただきました。 

 各学年で発達段階や時代背景に応じた講話を実施しており、生徒からも事業の成果を感じられ

る感想が寄せられているところでございます。先ほど新富町のお話をいただきましたが、新富町

が行った講話等もこの内容に含まれているようなところもありまして、本町では包括的性教育と

いう形では今のところ実施していないんですが、それに当たる内容といいますか、そのことにつ

いては発達段階とかそういうところに応じた指導を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  確かに今言われたように専門職をそうやって呼んでいただければ、

本当に先生たちの負担も減るし、生徒たちも分かりやすいと思います。本当は中学生だけじゃな

くて、小学生からそういう知識を得るというのは大事なことだと考えます。それを定期的に継続

的に派遣することで、教育の質の標準化を図っていくべきだと考えます。 

 専門職の派遣には費用がかかりますが、予期せぬ妊娠や性被害を防ぐための将来への先行投資

だと考えます。大規模校での声の埋没や小規模校での固定化した人間関係といった環境的なリス

クを専門職の客観的な視点で補完することこそが行政の役割ではないでしょうか。 

 町として三股の子供には、どの学校でもこのレベルの教育を保障するという強い意志、つまり

独自のガイドラインや派遣スキームを示す時期に来ていると考えます。性教育は学校だけでなく

家庭での悩みも多いです。専門職が学校に行くことで保護者向けの相談会も開きやすくなり、町

全体の子育ての支援の質の向上につながると思います。 

 次の質問要旨３の（イ）に入ります。 

 保護者への啓発と学校だけでなく、保護者が家庭でどう伝えるかをサポートする講演会の開催

はできないでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  保護者への啓発として学校だけではなく、保護者が家庭でどう伝え

るかをサポートする講演会の開催はできないかについてお答えします。 

 保護者への啓発としての講演会の開催については、学校と家庭が歩調を合わせて包括的性教育

に取り組んでいくことは大変意義深いものと考えます。 

 現在、各学校では保護者を対象にした、先ほども述べましたが、家庭教育学級や学校医専門医

が参加する学校保健委員会が開催されておりますので、保護者のニーズや社会の状況を考慮した

内容になるよう、情報提供等を行ってまいりたいと考えております。今後も既存の組織や行事と
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円滑に連携を図ることで、持続可能な形での質の高い家庭教育への支援を努めてまいりたいと考

えております。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  講演会を開催することで、先生方が全てを抱え込むのではなくて、

専門家と連携することで教員の負担を減らすというメリットがあります。包括的性教育の理念を

子供たちに定着させるために、家庭が安心・安全な相談場所であることが不可欠です。しかし、

性に関する話題を家庭で話すことにハードルの高さを感じている保護者は少なくありません。子

供たちに自分自身の体と心、そして他者の尊厳を守るための包括的性教育、生きていくための人

権教育が今こそ必要だと考えます。 

 以上で質問は終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  以上をもちまして本日の一般質問は終了します。 

 残りの質問は、明日１１日に行うことにいたします。本会議を休憩します。 

午後３時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時58分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（指宿 秋廣君）  本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を散会しま

す。 

午後３時58分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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 日程第６ 常任委員会付託 

 日程第７ 質疑・討論・採決（議案第２８号） 
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 日程第７ 質疑・討論・採決（議案第２８号） 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 岩津  良君        ２番 中原 美穂君 
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９番 堀内 義郎君        10番 内村 立澤君 

11番 指宿 秋廣君         

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 
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────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 西山 雄治君        書記 馬場 勝裕君 

                 書記 益留 美樹君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  石崎 敬三君 

教育長  米丸 麻貴生君  総務課長兼町民室長兼選挙管理委員会書記長   瀬尾 真紀君 

企画商工課長  鈴木  貴君   税務財政課長  白尾 知之君 

町民保健課長  齊藤 美和君   福祉課長  福永 朋宏君 

高齢者支援課長  杉下 知子君   農業振興課長  細田 高広君 

都市整備課長  田中 英顕君   環境水道課長  岩元 勝二君 

教育課長  山田 正人君   会計課長  竹村 恵美君 

 

午前10時00分開議 

○議長（指宿 秋廣君）  ただいまの出席議員は１１名、定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案撤回について 

日程第２．議案第３２号の追加議案について 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第１、議案撤回について。 

 日程第２、議案第３２号の追加議案について。 

 日程第１と日程第２については関連がありますので、一括して議案撤回理由と追加議案理由の

説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。本日、議案撤回の許可を求めるものとして上程

いたしました「議案撤回の請求について」、撤回理由の説明を申し上げます。 

 議案第９号「三股町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」については、国民健康保険法
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施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、国民健康保険税に子ども・子育て支援金

等課税額が新設されることや基礎課税額に係る賦課限度額を引き上げること等に伴い、条例改正

を行うものでありますが、税額の軽減を定めます第２４条第１項、第１号、第２号、第３号の

「国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援金等課税額に係る世帯別平等割額」に「特

定世帯及び特定継続世帯以外の世帯」の項目、「特定世帯」の項目、「特定継続世帯」の項目及

び金額が記載されていなかったことにより、適正な課税を行うことができないため、撤回を請求

するものであります。 

 今回、上程しました議案について、撤回を請求することになり、大変申し訳ありません。深く

お詫び申し上げます。今後はこのような事態を招くことのないよう、議案の確認を十分行い、再

発防止に努めたいと考えています。 

 また本日、追加議案として上程させていただきました議案第３２号「三股町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例」について、御説明申し上げます。 

 さきに説明しました撤回前の議案第９号で記載されていなかった税額の軽減を定める第２４条

第１項、第１号、第２号、第３号の「国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援金等課

税額に係る世帯別平等割額」に「特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯」の項目、「特定世帯」

の項目、「特定継続世帯」の項目及び金額を記載し、適正な課税が行われるよう改めたものであ

ります。 

 以上、２議案について、よろしく御審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  ここで、補足説明があれば許します。町民保健課長。 

○町民保健課長（齊藤 美和君）  補足説明をいたします。 

 議案撤回につきましては、国民健康保険税の算定において被保険者に係る子ども・子育て支援

金等課税額を新設したものですが、税額の軽減に「特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯」、

「特定世帯」、「特定継続世帯」の項目及び金額が記載されていなかったことにより、適正な課

税をすることができないため、撤回を請求するものでございます。 

 特定世帯とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行した人がいるため、国民健康

保険の加入者が一人になった世帯のことを言います。 

 また、特定継続世帯とは、特定世帯として５年間を経過した後も、世帯状況が継続されている

世帯のことになります。一人世帯になったことで保険税額が激減することを緩和するために行う

ものでございます。 

 議案作成の段階で確認が十分できておりませんでした。大変申し訳ありません。深くおわび申

し上げます。今後このようなことがないよう、チェック体制を整えてまいります。 



- 148 - 

 以上で、補足説明を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．質疑・討論・採決（議案撤回について） 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第３、質疑・討論・採決を行います。 

 議案撤回について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。議案撤回に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決に入ります。議案撤回について、許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案撤回については許可することに決定

しました。 

 議長から執行部にお願いをいたします。 

 このようなことが起きるということは、専門の人及び専門機関等の配置が必要ではないのかな

というふうに思いますので、執行部で十分に検討をお願いしたいと思います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．一般質問 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第４、一般質問を行います。 

 傍聴者の方々への配慮としまして、それぞれの議員の一般質問の開始時間を分かりやすくする

ため、各議員の一般質問の時間を質問、答弁合わせて５０分以内とすることをお願いいたします。 

 また、５０分を超えて残りの質問時間については、その日の最後の質問者が終了した後に行う

ことにしておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位９番、堀内義郎議員。 

〔９番 堀内 義郎君 登壇〕 

○議員（９番 堀内 義郎君）  皆さん、おはようございます。発言順位９番、堀内義郎です。 

 今日、３月１１日は、東日本大震災の発生から１５年目になるということであります。改めて

被災された皆様に対してお悔やみを申し上げます。 



- 149 - 

 さて、今回の質問については、教育施策、町道の整備について、保存会について、消防団活動

と詰所について、最後に町長の政治姿勢について質問させていただきます。 

 最初に、教育施策になりますが、政府は、昨年４月開始予定の小学校の給食無償化をめぐる制

度設計で合意したということであり、公立小を対象に児童１人当たりの基準額を設定し、交付金

を創設し、基準額と児童数に応じて食材費相当を補助するということであります。保護者の所得

制限を設けずに一律支援する自治体の負担が生じないよう財源を国が実質的に全額負担し、交付

金と地方交付金で措置するということであり、現在国会内において新年度予算について審議して

おり、年度内成立に向けて取り組んでいますけれども、本町の今年度の施政方針の中にも、新規

事業として給食費負担軽減補助事業として小学校給食費の予算を国庫支出金として予算計上され

ております。現在食材などの物価高騰により家計のやりくりも大変ですけども、給食の食材や光

熱費なども高騰しております。無償化によって保護者の負担や財政への影響を含め、十分である

のかどうなのか、それとも不足するのかを含め、もし仮に余裕が出てきた場合の使途を含め、そ

の辺りについてどう見据えているのかをお聞きいたします。 

 最初に、教育施策について、小学校給食費無償化の方針について、本町としての取組と完全無

償化された場合の試算は。また、浮いた分の使途についてどのように考えるかお聞きいたします。 

 後の質問は、質問席にて行いますのでよろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内義郎議員に申し上げます。今、発言した５０分以内は、１０時

５０分でお願いいたします。始めるのが１０分遅くなったからといって、１１時までということ

でありませんので、よろしくお願いします。 

 教育長。 

○教育長（米丸 麻貴生君）  小学校給食費無償化の方針について、本町としての取組と完全無償

化された場合の試算は。また、浮いた分の使途をどのように考えるかとの御質問にお答えいたし

ます。 

 国におきましては、令和８年度より小学校における給食費の無償化を実施する方針が示されて

おり、児童１人当たり月額５,２００円を上限に、国が負担する制度が創設される予定となって

おります。 

 一方で、本町における令和８年度の小学校給食費は、物価や食材費の高騰等を踏まえ、月額

６,０００円を予定しております。このため、国の補助単価である５,２００円との差額８００円

については、町が国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全額を負担する方針

でございます。 

 したがいまして、いわゆる浮いた分が町に生じるという状況ではなく、むしろ保護者の皆様に

とっての実質的な無償化を実現するために、町としても一定の財政負担を行う形となっておりま
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す。 

 この取組により、保護者の皆様には実質的に完全無償化となるよう対応を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  今、答弁がありましたように、国のほうは５,２００円補助して、

町としては実質的に６,０００円かかる。８００円の不足ということで、実質的には保護者のほ

うは余裕があるかもしれないけども、財政的に見ると苦しいということで言えるかと思います。 

 そういうことでありまして、これを終えて、次の質問になりますけども、給食費滞納の対応に

ついては、どのように進めるのかお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  給食費滞納の対応を、今後どう進めるのかとの御質問にお答えいた

します。 

 本町におきましては、令和５年度より中学校、令和８年度には小学校において給食費の無償化

を実施することとしており、これに伴い、今後は新たな滞納が発生することはない見込みであり

ます。 

 一方、無償化実施以前に発生いたしました滞納につきましては、児童手当からの給食費引き去

り制度の活用をはじめ、各学校における丁寧な対応と保護者への働きかけにより、令和５年度及

び令和６年度における給食費の未納は発生しておらず、令和７年度につきましても完納が見込ま

れております。 

 また、令和２年度から令和４年度にかけての未納分につきましては、引き続き、各学校及び関

係部署が連携し、文書、電話、家庭訪問等を通じて、丁寧な督促を行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  中学校、小学校、無償化になっても、未納者がまだいるというこ

とでよろしいですね。分かりました。引き続き督促のほうをよろしくお願いしたいと思います。

多分同じ人が滞納しているんじゃないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問になりますけども、給食センターの老朽化について御質問します。 

 給食センターの老朽化に伴う将来の建て替えとして、アレルギー食の対応はできないかという

ことについてお聞きしますけども、本町の給食センターについては築３０年経過しておるという

ことで、そろそろ建て替えを検討しなければいけない時期かなと思っております。 

 厨房施設やアレルギー対応、食品の対応施策などの課題があるかと思っておるんですけども、

このほど文教構成委員会の視察研修で、熊本県の宇城市のほうにある学校給食センターを視察し
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ました。当施設は３つの共同調理場を統合し、市内の小中学校９校、県立の給食委託事業を含む

全１０校に向け、１日３,８００食を提供しているということでありました。安全で安心な学校

給食の安定かつ継続的な提供を目指しているということでありまして、特徴としては７つあるん

ですけども、過去にも対応してきたきめ細やかな給食調理が可能な施設であるということで、食

物アレルギーに対応している児童生徒に対しては、調理場において独立して設置しているアレル

ギー対応の専用調理室があるということであります。 

 宇城市の小中学校における食物アレルギー基本方針に基づいて、アレルゲンを含む食材の除去

食対応や代替食対応を対象児童生徒ごとに調理しているということでありますけども、これらを

受けて質問しますけども、給食センターの老朽化に伴う将来の建て替えとして、アレルギー食の

対応は想定できないのかどうかお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  給食センターの老朽化に伴う将来の建て替えとして、アレルギー食

の対応は想定できないかとの御質問にお答えいたします。 

 本町の学校給食センターは、平成３年に建設された施設であり、建設当時は、現在のようなア

レルギー対応食の提供を前提とした設計になっておりませんでした。 

 そのため、アレルゲンの混入を防ぐための専用調理スペースの確保や、動線の分離といった構

造的な配慮が難しく、現行の施設ではアレルギー対応食の提供が難しい状況にあります。 

 このような状況の下、現在実施しているアレルギー対策としては、アレルギー用献立表の配布

や、牛乳アレルギー等の児童生徒に対する牛乳の提供停止など、可能な範囲での対応を行ってお

ります。 

 また、施設の老朽化につきましては十分に認識しており、建て替えには至らないものの、施設

の機能の維持と衛生環境の確保を図るため、これまでも計画的に設備更新や改修を実施してまい

りました。 

 具体的には、令和３年度調理室空調設備設置工事４,７２５万７,０００円、令和２年度冷凍機

更新１０８万９,０００円、令和５年度冷蔵機更新１３４万２,０００円、令和７年度調理室スポ

ットエアコン更新１４８万５,０００円など、作業環境の改善や衛生管理機能の向上を目的とし

た更新を順次進めているところでございます。 

 現時点では、建て替えに関する具体的な計画はございませんが、今後も必要な設備更新や修繕

を継続し、施設機能の維持に努めるとともに、将来的に建て替えが検討される際には、アレル

ギーを持つ児童生徒が安心して給食を利用できるよう、安全で適切な環境整備の在り方について

検討してまいります。 

 以上です。 
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○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  今、建て替えはまだ検討していないということですけれども、将

来的にアレルギー対応ができるように、ぜひしていただきたいと思いますけども、アレルギー食

についてなんですけども、今、アレルギーがある児童生徒については、先ほど牛乳の提供を控え

るとかありました。また、給食は弁当を持参しているのかどうかお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  今年度、アレルギーのあるお子さんにつきましては、弁当を持参し

ていただく、その代わりに町からその分の費用を補助金として流すということで、今対応いたし

ております。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  弁当持参の児童に対しては補助もしているということで、今後も

引き続きよろしくお願いしたいと思います。また、建て替えの際も検討していただきたいと思い

ます。 

 次の質問になりますけども、町道についての質問になります。 

 町道の歩道や一旦停止などの白線が消え、特に高齢者の方から車の運転や歩行時に危険であり、

整備の要望がさんさんクラブ三股から以前に上がっていますけども、予算化の現状はどうなのか

お聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（田中 英顕君）  町道の歩道や一旦停止などの白線が消え、特に高齢者の方々か

ら車の運転や歩行時に危険であり、整備の要望がさんさんクラブ三股から以前から上がっている

が、予算化の現状はどうなのかとの質問についてお答えいたします。 

 一旦停止の白線は、公安委員会、警察が引くラインですので、外側線等の対応ということでお

答えをさせていただきます。 

 道路に設置している外側線等のラインは、ドライバーの安全運転を支援するものであり、特に

夜間や降雨時においては、安全性を確保するために重要な施設であります。 

 町道において、ラインの薄い箇所や消えている箇所が多く存在することは町としても把握して

おり、また町民の方々からラインの引き直しの要望もいただいておりますが、全てを一度に引き

直すことは困難でありますので、通学路や交通量の多い箇所、危険度等を総合的に判断して、施

工箇所を選定し、毎年度実施しております。 

 予算化につきましては、令和６年度は約２００万円、令和７年度は約２５０万円の予算におい

てラインの引き直しを実施しており、令和８年度当初予算においても約３５０万円の予算を計上

しております。 
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 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  一旦停止や止まれなどは、きめ細やかにライン引きされていると

いうことを、よくＳＮＳで見かけるんですけども、引いてもらいましたよということで、白線と

かについては、この前、三股交番連絡協議会の総会がありまして、さんさんクラブの代表の方と

もお話しさせていただきました。 

 先ほど言いましたように、高齢の方が夜の散歩とか車の運転が危険だということで、答弁があ

りましたように年々予算金額が増えているということを確認できたんですけども、今後とも、ま

た予算化のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問になりますけども、今度は町道の整備として、植木公園北側沿い町道の白線の整備と

歩道側の雑草や泥を除去はできないかについてお聞きいたします。 

 一応資料を付けましたけども御覧ください。この資料の左側の写真になりますけども、奥のほ

うが植木公園になります。右のほうの写真が植木公園から東のほうに向いた町道になるんですけ

ども、御覧のとおり歩道のほうの白線が全然見えません。中央線も全然消えていて、どこが中央

なのか分かりません。以前にも質問してたんですけども、この町道についても大型トラックやト

ラクターなどが結構通ります。中央線がないために幅寄せをしたときによけるんですけども泥が

溜まっているためになかなか幅寄せもできない、また中央線がないために接触事故を仮にした場

合に、誰が悪いのか、どちらが悪いのかと、そういったこともできませんので、これらを整備し

てもらいたいということでありまして、町道の整備として、植木公園沿いの町道の白線の整備と

雑草や泥の除去はできないかお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（田中 英顕君）  町道整備として、植木公園北側沿い町道の白線の整備と歩道側

の雑草や泥の除去はできないかとの質問にお答えいたします。 

 植木公園北側沿いの町道谷・植木線については、ラインの引き直しを令和８年度に実施する計

画で当初予算に計上しております。 

 雑草や泥の除去については、当路線に限らず、交通安全の支障となるような状況であれば速や

かに対応してまいりますが、畑の出入りのためにあえて側溝を埋塞させているケースや除草した

草を路肩に放置したことにより、泥が溜まるケースも見受けられますので、沿線の方々にも道路

施設の機能低下を誘発する行為は行わないようにご協力いただきたいところであります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  答弁がありましたけども、中央線については、令和８年度に実施
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してもらうということでよろしいんでしょうか。もう一回答弁をお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  都市整備課長。 

○都市整備課長（田中 英顕君）  令和８年度に実施する計画で当初予算に計上しております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  引き続きよろしくお願いしますけども、歩道についても、いろい

ろ地権者とか農家の方もいらっしゃると思うんですけども、そういったことも含めて、併せて歩

道のほうの見直しも今後検討していただきたいと思います。 

 次の質問になりますけれども、次は、保存会についてお聞きいたします。 

 保存会の会員減少など、今後存続が危ぶまれる中、無形文化財登録の要望があるんですけども、

登録のメリットとデメリットはどうなのかお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  保存会の会員減少など、今後存続が危ぶまれる中、無形文化財登録

の要望があるが、登録のメリットとデメリットはどうなのかとの御質問にお答えいたします。 

 まず、文化財保護の制度につきましては、指定制度と登録制度の２つがございます。いずれも

文化財の保護を目的とした制度でありますが、それぞれに特徴がございます。 

 まず、指定制度につきましては、指定された文化財に対して、厳格な規制と手厚い法措置が講

じられる制度であり、文化財の保存に重点を置いた仕組みとなっております。 

 郷土芸能に強い規制をかけて、踊りや歌の変更に規制をかける、あるいは本来の踊りを掘り起

こして、原点回帰を図るということは、負担が大きいと思われます。 

 一方、登録制度はより幅広く文化財を対象とし、比較的緩やかな法措置を講じることで、文化

財の保存と活用の両立を図ることを目的としております。そのような観点からも、地域の実情に

応じて柔軟に対応できる登録制度は、郷土芸能の保存、継承、活用を図る上で有効な制度である

と認識いたしております。 

 無形文化財の登録制度のメリット、デメリットにつきましては、一概に申し上げることは難し

いところでございますが、一般的には次のように指摘されております。 

 まず、メリットといたしましては、保存、継承のための支援を受けやすくなることに加え、記

録作成が進むこと、さらには社会的認知度の向上や地域の誇りの醸成につながることが挙げられ

ます。 

 この中で、三股町では既に補助金を交付している点、書籍化、映像化も既に行われている点で

保存措置は図られている状況といえます。 

 一方で、デメリットといたしましては、運営面での負担増や観光化による影響、さらには文化
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の固定化といった課題が生じる可能性があるものと認識いたしております。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  それぞれメリット、デメリットを答弁してもらいましたけども、

これらを受けて、次の質問になりますけども、保存会の伝承と活性化を図るため、無形文化財の

登録はできないのかお聞きしまけども、昨年末に現存会の私の地元の会から太郎踊り保存会とい

うんですけども、相談があり、検討会を行いました。理由として、高齢化が進展し、後継者もい

ないということで、どうにかならんかなということで相談を受けたんですけども、うちの地元に

おきましては、六月灯や春の早馬まつりなどで奉納させていただいております。これらを受けて、

無形民俗文化財の登録ができればいいんだがなということがありましたけども、これについては

どうなのか保存会の伝承と活性化を図るため、無形文化財登録ができないのかお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  保存会の伝承と活性化を図るため、無形民俗文化財の登録はできな

いかとの御質問にお答えいたします。 

 無形文化財及び無形民俗文化財を対象とした登録制度につきましては、令和４年に新たに創設

された制度であり、施行からまだ日が浅い状況でございます。 

 また、令和５年１２月議会におきましても、中原議員から同様の質問をいただき、その際にも

申し上げましたとおり、現時点においても宮崎県及び県内市町村で当該制度を採用している自治

体は確認できておりません。 

 本町におきましても、当該制度を導入するための条例整備には至っておらず、制度そのものが

町内で運用されていない状況でございます。加えまして、制度の運用実績や他自治体の取組状況

が十分に蓄積されていないことから、現在のところ本町として制度の導入を進める考えは持って

いないところでございます。 

 なお、登録制度の導入によりまして、後継者不足の対策につながるのではないかということで

ございますけども、無形文化財の登録制度を導入した場合であっても、それ自体が保存会の伝承

活動や活性化に直結するとは言いがたく、むしろ地域の過疎化や少子化といった社会構造の変化

が大きく影響しているものと認識しております。 

 保存会の在り方につきましても、従来の地域ごとの会員構成にとらわれず、大学生などを対象

に地域の垣根を超えた会員を募集するなど、慎重な議論を重ねながら、時代の転換期に応じた柔

軟な対応が求められていると考えております。 

 なお、教育委員会といたしましては、その実態を捉えるために、現在アンケート調査を１３の

保存会に、今いたしているところでございます。それらのデータがまとまりましたら、またそれ

を基に、今後どのようにしていくのかということにつきましても、教育委員会で検討してまいり
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たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  無形民俗文化財については、なかなかハードルが高いということ

でできないということでありますけども、登録無形文化財についての指定の可能性が考えられな

いかどうかお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  先ほど、答弁で述べましたとおり、まだ県でも登録制度については

制定していない。また、県内の市町村においても確認ができておりませんので、これについては

十分慎重な議論が必要かと思っております。それを踏まえまして、今後、先ほど言いましたよう

に、アンケート調査の実態を踏まえて、検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  なかなかハードルが高くて、できないんですけども、先ほど言い

ましたように、保存会のほうがなかなか成り手もいないということで、何かいろいろな継続でき

るような手立てができればいいかと思っておりますので、今後また質問できれば質問していきた

いと思います。 

 次になりますけども、消防団についてお聞きいたします。消防団活動と詰所についてになりま

すけども、団員確保が厳しい中、各団員の現状と団員確保の取組についてお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  団員確保が厳しい中、各部団員数の現状と団員確保の取組はとの質

問についてお答えいたします。 

 令和８年３月現在の消防団員総員は１６８名でございます。条例定数は１７０名です。各部団

員数の現状でございますが、３地区を管轄しております第３部及びラッパ隊がそれぞれ１名の欠

員で、合計２名欠員の状況でございます。年齢構成は２０歳から３９歳が４１％、４０歳から

５９歳が５６％、６０歳以上が３％となっており、平均年齢は約４１.３歳でございます。 

 過去５年間の入団、退団の推移につきましては、入団者が３５名、退団者が３７名で、純減は

２名となっております。 

 団員の確保が困難な主な要因は、次のとおりと考えております。 

 １つ目に、少子高齢化と若年人口の減少。 

 ２つ目に、就業形態の多様化により、長時間労働、シフト勤務者が増え、活動参加が難しいこ

と。 
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 ３つ目に、災害対応や訓練の時間的負担を懸念する声などでございます。 

 これらを踏まえまして、今後は、受入れ体制の整備と参加促進を図ってまいります。 

 具体的には、次の施策を実施していきたいと考えます。 

 まず、参加促進でございますが、１つ目に、町広報紙、町公式ＳＮＳでの消防団ＰＲ強化。 

 ２つ目に、年１回の消防出初式及び町内イベントでの体験ブース設置、若者の参画促進策では、

若者向けの入団説明会の開催、若手団員による体験団のＰＲを行います。 

 また、受入れ体制の整備についてでございますが、訓練の工夫につきましては、訓練時間の短

縮や先輩団員が新入団員を個別にフォローする体制を整えてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  消防団員の定数といいますか１７０名に対して１６８名、２名欠

員ということですね。あと、この取組として、ＳＮＳのＰＲとか体験ブースとかを実施していく

ということでありましたので、引き続きよろしくお願いしますけども、団員においては高齢化で

なかなか成り手がなく、何十年も団員をしなければいけないという部もあります。また、以前よ

り手当の処遇とかそういったことについてもいろいろ取り組んで、団員確保のほう、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

 次の質問になるんですけども、詰所になりますが、詰所について、４部（危険地域にある）、

７部（駐車場の確保が難しい）、２部（待機部屋が狭い）の現状であり、以前から建て替えの移

転についての要望があり、年次的に進めるべきではないかということをお聞きしますけども、前

日にも同じ質問があって重複しますけども、こういった要望が多いということで質問させていた

だきます。 

 １月１１日に消防出初式が行われました。各部とも数日前から機能点検や通常点検など大会に

備えたと思っておりますけども、これらの消防大会の様子を、私は議会の広報委員として、今回、

写真を撮らせて表紙にさせていただきました。こういった幼年消防ですか、こういった体験をす

ることによって、将来的にこの子供たちが自分も消防団員になってみようかとか、あるいは消防

署に入ってみようかとか、そういった意識づけができるんじゃないかと思っております。また、

団員については以前質問があったんですが、ちょっと風が強くて帰り水を浴びたということで大

変だったと思うんですけども、それらを含めて改善していただきたいと思います。 

 その中におきまして、詰所について、４部（危険区域にある）、７部（駐車場の確保が難し

い）、２部（待機部屋が狭い）の現状であり、以前から建て替え移転についての要望があります

けども、年次的に進められないかお聞きいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 
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○総務課長（瀬尾 真紀君）  詰所について、第４部（危険区域にある）、第７部（駐車場の確保

が難しい）、第２部（待機部屋が狭い）の現状であり、以前から建て替え移転について要望があ

るが、年次的に進めるべきではないかとの質問についてお答えいたします。 

 まず、本町における消防団詰所の現状と課題について、ご報告申し上げます。 

 現在、第４部の詰所は、土砂災害特別警戒区域に位置しており、災害時の団員の安全確保及び

機材の保全に支障を来すおそれがございます。 

 次に、第７部においては、詰所周辺で駐車場の確保が困難であり、車両運用や緊急出動に支障

を来す可能性があると認識しております。 

 第２部につきましては、待機室が狭く、訓練や待機時の機能に影響が出てくることが確認され

ています。 

 これらの課題に対しまして、町としましては、建て替えや移転を含む抜本的な対策を年次計画

に基づきまして、段階的に検討してまいりたいと考えております。基本的な進め方は、次のとお

りでございます。優先順位の設定についてでございます。安全確保の観点から、４部の詰所に関

する対応を最優先といたします。また、その他の部につきましては、各種の影響等、状況を注視

しながら検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  ４部については、最優先順位ということでありますけども、防災

機能、あるいは場所とか移転が想定されているのかどうか、答弁ができたらよろしくお願いしま

す。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  第４地区の詰所につきまして、防災センター等の考えがあるのかと

の御質問にお答えいたします。 

 現段階では現地調査等もまだ行っていない段階でございます。したがいまして防災センターの

建築等につきましても、現段階のお答えはできない状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  ４部については団員が被災したら元も子もありませんので、最優

先事項で進めていただきたいと思います。 

 ２部についても、私も自分のことを言うものなんですけども、団員だった頃、部屋が狭くて、

特に台風時は夜を徹して詰所にいるんですけども、なかなか寝る部屋もなくて、積載車の中で寝

たとか、車庫で寝たというそういった記憶がありますので、その辺も７部も含めて、年次更新を
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よろしくお願いいたします。 

 最後の質問になりますけども、町長の政治姿勢についてお聞きします。 

 任期中における施策の成果と課題についての評価をどう思われるか。また、施政方針を踏まえ、

今後取り組むべき重要課題への考えと進退について、どう思われるかお聞きしますけども、先月

末にも宮崎県知事の河野氏が５選に向けて出馬表明されました。理由としては、４期にわたり蓄

えてきた全ての力を愛する宮崎のためにささげたい。宮崎を牽引できる者はほかにいないという

ことであります。また、本県で来年開催される国スポ・障スポを念頭に、極めて重要な仕事を控

えている。これまでの県政の集大成として成し遂げたいと語っておりました。 

 そこで、お聞きいたします。任期中における施策の成果と課題についての評価はどう思われる

か。また、施政方針を踏まえ、今後取り組むべき重要課題への考えと進退についてどう思われる

か。答弁のほうをよろしくお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  町長の政治姿勢につきまして、まず、任期中の施策の成果と課題につ

いて回答いたします。 

 ４期目は、ポストコロナ対策、少子化と高齢化の進行、人手不足、物価高騰という厳しい社会

経済環境の中、持続可能な町政運営を基本姿勢として、各種施策を実施してまいりました。 

 まず、成果についてでございますが、第１に、子育て支援の充実であります。また、中学校の

給食費無償化に続き、制度上、第１子保育料無償化を進め、安心して子育てできる基盤の強化に

努めてまいりました。 

 第２に、行政のデジタル化であります。いわゆる書かない窓口の導入など、住民の利便性向上

と業務効率化を図ってまいりました。 

 第３に、防災インフラ整備の推進でございます。計画的に避難施設の空調設備や道路改良等を

進め、安心安全なまちづくりに努めてまいりました。 

 そのほか、教育、スポーツ環境の整備、公共施設のＬＥＤ化、脱炭素化、上水道の耐震化、公

共下水道の拡張、農地産業、商工業の振興、高齢者対策など、住み続けたいまちづくりに努めて

まいりました。 

 これらは直ちに数値として成果が現れるものではありませんが、将来に向けた基盤整備として

一定の前進が図られたものと認識しております。 

 一方で、課題も明確でございます。５０年間人口増を続けた本町でありましたが、近年人口減

少と高齢化が進行しつつあり、中心市街地の活性化や高齢者の移動手段の確保、豪雨時の冠水対

策、空き家対策などの対応は道半ばでございます。 

 また、財政運営においても、税収やふるさと納税などの歳入を確実に確保し、持続可能な財政
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運営を一層徹底していく必要があるというふうに認識しております。 

 次に、施政方針を踏まえて、今後の取り組むべき最重要課題の考えと進退について回答いたし

ます。 

 最重要課題として位置づけているのが、中心市街地の再開発とＤＸの推進、地域経済の活性化、

子育て支援と高齢者対策の拡充、文化教育とスポーツ振興、脱炭素化の推進の５つを柱として掲

げております。詳しくは施政方針のほうで述べていますので繰り返しませんけれども、持続可能

なまちづくりには欠かせない課題というふうに受け止めており、８年度当初予算として各施策を

計上させていただきました。それぞれの施策を有機的に関連づけて、町の活性化、魅力化につな

げていくことが持続可能なまちづくりに重要であるというふうに認識しております。 

 引き続き、町民の皆様の声を真摯に受け止めながら、着実に施策を前進させたいというふうに

考えており、ご理解方よろしくお願いいたします。 

 なお、町長としての任期が今年９月２２日となっていることから、進退について検討いたして

おりますが、今のところ当初予算の執行に注力したいというふうに考えています。町長選への対

応は、後援会や支援者等と相談しながら、６月議会までには態度決定したいというふうに考えて

おります。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員、質問が５０分過ぎるんですけど、まだありますか。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  そしたら、一言だけ。 

○議長（指宿 秋廣君）  要望ぐらいであれば。堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  今、答弁がありましたけども、木佐貫政権としてはまだまだまあ

道半ばであると言っていいのか一言答弁お願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  いろいろな取組をさせていただきましたけれども、まだまだやるべき

ことはたくさんある。これは私がやるのか、次の方がやるのか、そのあたりは引継ぎながらやっ

ていきますけれども、今のこの人口減少は本町もそういう課題がございますので、それを踏まえ

たまちづくりというのがこれからの課題になっていくのではないかなというふうに思います。そ

れを踏まえて、今後の進退については６月までにははっきりさせたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  堀内議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  以上で、質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（指宿 秋廣君）  これより１１時まで本会議を休憩します。 
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午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時02分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位１０番、楠原議員。 

〔８番 楠原 更三君 登壇〕 

○議員（８番 楠原 更三君）  発言順１０番、楠原です。通告に従って質問してまいります。 

 私は、文教の町三股として、三股の文化財に町民が親しめる環境が足りない、整備不足である

ということをこれまで言い続けてきていますが、早１１年が過ぎようとしています。町民憲章に

ある郷土愛と開拓精神を理解し、それを養うためには、郷土の文化財を知ることが必要だとの思

いから、文化財についてしつこく質問をしてきていますが、今でも文化財に対しての環境整備が

不足しています。 

 これまで整備をしないという答弁はありません。大きな予算が必要ではないはずです。それな

のになぜ進まないのかもどかしい限りです。三股は文教の町です。この町に文化財に対する熱意

も能力もないはずはないと思っています。町民の皆さんが、特に子供たちが将来、どこにいても

自分のふるさとを誇りをもって説明できるようにあってほしい。そしてそれが願わくばＵターン

につながったり、ふるさと納税につながったりすればと強く思っているわけですが、そのために

は文化財を理解しておくことが必要です。 

 また、今後とも三股として単独町政を続けていくとするならば、隣町との差別化を図るために、

ハート型の町の成立過程につながる文化財を周知することも必要であると思っています。 

 周知するには様々な方法があるでしょうが、その一つとして、本を読まなくても町内を歩き回

ることで、町のことを学べる環境整備、何回も言っていますが、説明板や標柱などの十分な整備

が行われるまちづくりを実現してほしいと言い続けているところです。なぜ、実現しないのでし

ょうか。 

 一昨日の答弁に、今後持続可能なまちづくりのためには、地域の強みを生かすとありました。

その地域の強みに、その地域の記憶である文化財を挙げることもできるのではないかと思います。

それが子供たちにとってのふるさと三股づくりにつながり、ひいては自治公民館活動の一つにつ

ながるかもしれません。 

 町長は、町民に対して郷土愛育成のためのまちづくりの一環として、文化財整備の現状が総体

として十分であると思われているのでしょうか、伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 
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○町長（木佐貫 辰生君）  文化財につきまして。①郷土愛を育成するための文化財整備が、現状

のまちづくりの中で総体として十分に行われていると町長は判断されているのかとの御質問にお

答えします。 

 本町におきまして、町指定文化財の保存管理、史跡の環境整備、学校教育との連携事業など、

一定の取組を継続しているところであります。例えば、町指定の北郷久秀弟・忠道の墓や、日州

寺柱番所跡など、町指定の史跡の保存、整備や、盆踊り、ジャンカン馬踊りなどの伝統芸能の継

承、支援などは、郷土理解を深める重要な施策であるというふうに認識しております。 

 しかしながら、郷土愛の情勢という観点から申し上げれば、単に保存、整備、支援を行うだけ

では十分とは言えないものと考えております。文化財を見る者から学び、関わり、誇りに思う者

へと高めていく取り組み、すなわち体験型学習の充実や、情報発信の許可、観光振興や地域づく

りとの有機的連携など、さらなる工夫と進化の余地はあるものと受け止めております。 

 したがいまして、現状は一定の成果はあるものの、十分であるとの認識できる段階ではないと

考えております。 

 引き続き、文化財をまちづくりの戦略的な資源として位置づけ、郷土愛の育成につながる整備、

活用を検討しなければならないというふうに考えています。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  ありがとうございました。郷土愛醸成の面から見れば足りないと

いう思いを今聞きまして、ありがたいと思います。できるだけ、今の状態ではいけないというこ

とを、ますますその思いが分かるようにお願いしたいと思っております。 

 次の質問に行きます。 

 梶山城跡のことですけれども、用地購入につきましては、土地開発公社で大変なご苦労の中で

購入可能な用地は大方購入されたように理解しています。国指定への申請の動きについては、直

近の答弁では、田上の発掘調査が入ったために進んでいないとありました。昨年、ようやくマン

パワーが不足していると判断されたのか、昨年、職員を１人採用されたわけですが、国指定へ町

としてやり続けるという強い意思に基づいた、例えば用地購入時のような明確な姿勢が必要だと

思いますが、梶山城跡の国指定への動き、遅々として進まないこの現状に対する町長の思いを伺

います。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  梶山城跡の国指定への動きの現状に対する町長の思いとの御質問にお

答えいたします。 

 梶山城跡は、南北朝時代以来の歴史的な背景を有し、かつての城郭遺構が現在に伝わる地域の
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重要な文化遺産であります。 

 歴史的価値に鑑み、国の史跡指定に向けた取組を長年続けてきたところであり、地形測量や用

地買収など指定に必要な調査、準備を継続的に進めているところであります。しかしながら、教

育委員会教育課文化財係では、途中、先ほどお話がございました畑地かんがい事業の発掘調査事

業が緊急優先事業となったことから、国指定への取組がストップしている状況にあります。教育

委員会ではこのことを踏まえ、国指定への取り組める人員体制を検討いたしております。 

 町としましては、梶山城跡の歴史的価値を正しく評価し、保存、活用につながることが、町の

歴史的理解や郷土愛の醸成に役立つものと期待しているところであります。そのため引き続き、

国指定に向けた調査準備を着実に進められるよう、環境整備に努力してまいります。 

 以上、回答といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  ぜひ、お願いいたします。今までになく心強い答弁を受けて、あ

りがたいと思っておりますが、実現に向けて、再度むちを入れていただきたいと思います。繰り

返しますけれども、国指定への動きが進まない理由として、田上の発掘が始まる前までは、町史

編さん後の資料編の編集があって進まない、それ以前は町史編さんがあって進まないなどと言わ

れてきています。しかしながら、梶山城跡につきましては、南九州でも遺構の残り具合が優れて

いる。今、先ほど町長も言われましたけれども、そういう理由で文化庁が注目しているというこ

とは、十分御存じだと思います。都城の教育委員会文化財係からも直接このことはお聞きしてお

ります。 

 したがって、開発公社によって用地取得が進められていると承知していますが、次の質問にな

りますけれども、繰り返しになるかもしれませんが、なかなか申請が進まなかった原因と今後の

予定をお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  文化庁も県も国指定施設候補として注目している梶山城跡の国指定

申請状況及び、なかなかはかどらなかった原因と今後の予定について、御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、国指定申請が十分に進まなかった理由についてでありますが、主な要因は担当部署であ

る文化財係の業務負担にあります。文化財係では、令和４年度から、高才第３地区の発掘調査に

向けた計画準備を進め、令和５年度から令和７年度まで、年間を通した発掘調査業務を実施して

おります。発掘調査は令和８年度まで継続する予定であり、その後には４年分の発掘調査報告書

を作成する必要がございます。このような状況から、現体制のままでは、梶山城跡の国指定申請

に向けた作業の進展は厳しいと判断しております。ただ、町史編さん事業として、資料集の刊行
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を令和２年度から継続して行っているところですが、令和５年度に発行した三股町史資料集４の

中で、梶山城の歴史的考察を行っており、その成果を盛り込んだ形で、九州の名城を歩く宮崎・

鹿児島編という書籍の中で、梶山城跡を紹介いたしました。これらの作成資料は、梶山城跡の歴

史的な評価として、国指定申請にも利用できます。また、令和６年度に実施した梶山城跡の空撮

の写真資料も申請に必要な資料として準備できております。 

 以上のとおり、申請に必要な資料は、業務と並行して準備しているところであり、そこから具

体的な申請業務を進捗させるために、令和７年度に梶山城跡を専任で担当する人材の確保を図り、

令和８年度、次年度ですけども、適切な人員配置が行われるよう計画をいたしているところでご

ざいます。専任体制を整えることで、国指定申請に向けた作業を着実に進められるものと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  これもありがとうございます。現体制では難しいということで、

適切な人員配置を進めていくということでしたので、これまでと違って、国指定への動きが目に

見える形で進むことを期待したいと思っております。 

 それで、その次ですけれども、現地におきましては、土地開発公社、先ほども言いましたけれ

ども、開発公社におきまして、ものすごい時間、そして手間、そして町の予算をかけられて、用

地購入が進められてきているわけですけれども、地元の人は、先祖代々の土地を町に譲った人た

ちのうち、最初譲った人たちは、町のやる気に疑問を持っている方もいらっしゃいます。何のた

めに売ったのか、また町としては何のために用地購入をしたのか、それも含めて、そもそも梶山

城とは何なのか、改めて教育委員会として梶山城跡の現状及び今後について、町民への説明会を

予定すべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  梶山城跡について、土地開発公社での用地購入状況を含めての町民

への説明会を行うことはできないかとの御質問にお答えいたします。 

 梶山城跡に関する説明会の実施についてでありますが、先ほどの答弁にもお答えいたしました

とおり、令和８年度以降に専任者を配置できた際には、まず梶山城跡の現状把握を最優先に進め

る必要がございます。その上で、国指定申請に必要となる資料の整理や、課題の洗い出しを行っ

ていくことになります。 

 こうした取組を進める中で、土地開発公社による用地購入の状況も含め、地元住民の皆様をは

じめ、町民の皆様に対して丁寧な情報提供を行うことは重要であると認識いたしております。そ

のため、必要に応じて説明会の開催についても積極的に検討してまいります。 
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 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  ありがとうございます。今、最後のほうですけれども、必要に応

じて説明会を開くとありましたけれども、この必要がどういう必要なのか、どうやって説明会を

開くべき必要性というのが出てくるのか、そこは問題だと思うんですけれども、どんな場合を考

えられているでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  現時点で専任者がいない状況でございましたので、その専任者が今

後、梶山の状況につきまして調査してまいります。その過程で申請ができる前の段階も含めまし

て、進捗状況等を分かった段階で必要な場合にするということでございます。現時点では、その

スケジュールみたいなものがしっかりできておりませんので、どの段階ということは申し上げに

くいんですけども、この専任者による今後の調査の状況を見まして、実施したいというふうに思

っております。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  専任者が決定してから後で、進捗状況の段階に応じてということ

が、先ほどの必要で理解してよろしいですね。分かりました。 

 昨年、文教厚生常任委員会で、中央公民館１階東側の資料室を見させていただきました。これ

までに発掘されたものを多数見ることができました。幸い、担当職員の方に説明をしてもらいま

したが、町民の皆さんが中央公民館の資料室を気軽に訪れて理解できるような環境ではありませ

ん。 

 発掘調査報告書は、文化庁によりますと、原則として発掘終了後おおむね３年以内に刊行する

こととされているということを知りました。これまでの発掘調査報告書があるならば、中央公民

館の資料室にあります様々な遺物等々にも解説を付けることは可能なはずです。 

 これまで町内で行われた発掘調査、例えば、町営墓地公園開発の際の発掘、梶山の天神原宅地

開発に伴った発掘の際の出土品などが、中央公民館東側を含め、北側のプレハブ倉庫を含めて多

数あります。これらは町民の財産なんですね。ふるさとをより知るために、これらの埋蔵文化財

を町民の目に触れることができるように、解説付きの展示が必要だと思います。けど、ここでも

場所がないという問題が出てくるわけですけれども、幸いもしできるんであれば、五本松跡地、

そこにも可能性がゼロではないかと思ってはおるわけですけれども、施政方針の中に高才第３地

区の発掘調査におきまして、多くの新発見があったと。これらの成果は順次発信していく、展示

してまいりますとありましたけれども、新発見とは新鮮味が売り物だと思います。 

 この田上の新発見をはじめとした、これまでに発掘された埋蔵文化財の解説付きの展示予定は
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あるのか、もしあればそれを具体的に伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  これまでに発掘された埋蔵文化財の解説付きの展示予定はあるのか

との御質問にお答えいたします。 

 教育委員会が所有する展示スペースは、中央公民館内の郷土資料室になります。現在、平成

１１年度に実施した諏訪廻第１遺跡、平成１６年度に実施した中原遺跡の出土土器の一部を公開

いたしておりますが、展示内容としては十分とは言えません。 

 このため、現在発掘調査を進めている方境遺跡の出土品につきましても、整理作業が終了次第、

解説をした形で展示を行う予定としております。 

 現在、この郷土資料室には多くのものが展示されておりますが、そういったものも整理しなが

らスペースの確保もして展示していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  今後展示していきたいとありましたけど、場所は今のところでし

ょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  現時点では、中央公民館の郷土資料室だけと考えております。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  場所としてはあんまり期待できないわけですね。今、説明の中で

平成１１年、諏訪廻遺跡とありましたけれども、町営墓地、あそこのところ。あれも聞くところ

によりますと、結構重要な発掘がなされたと聞いておりますけれども、そういう情報が私はここ

２、３年前から知ったんですよね。けど平成１１年ですから、かなり前なんです。そのときに重

要な遺跡であるという判断を町民に知らせられたのかと思うと、そうでもなかったような気もす

るんですね。 

 先ほど言いました文化庁の目安でいきますと、発掘後３年ぐらいをめどに報告書を出すとあり

ましたけれども、平成１１年、平成１６年、ここらでできてて当たり前なんですよね。そうであ

れば今言ったように、説明の付いた展示というのはできるかと思いますので、これが田上の方境

に限らず、それまでのものも含めて、町民の財産としてそれを共有できるような環境整備という

のをお願いしたいと思います。 

 人員が足りないということで、梶山城もしなければいけない、方境の整備もしなければいけな

い、いろいろあると思いますけれども、町長の先ほど答弁にありましたように、人員体制を何と

かしたいということがありましたので、期待をしておきたいと思いますので、よろしくお願いい
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たします。 

 その次の質問に行きますけれども、長田峡には、私が議員になりましてからですけれども、説

明板ができております。インバウンド絡みでできたかと思っておりますけれども、当時の農業振

興課及び企画商工課だったでしょうか、によって設置されたと思っておりますけれども、この

１０年間で教育課として設置した文化財関連の標柱ではなくて説明板は幾つあるのでしょうか。

また説明板設置の今後の予定はあるのでしょうか、伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  この１０年間で教育課として設置した文化財関連の説明板は幾つあ

るか。また、説明板設置の今後の予定はとの御質問にお答えいたします。 

 まず、この１０年間に教育課が設置した文化財関連の説明板の数についてでありますが、期間

を１０年間に限定して申し上げますと、設置したものは１件で、蓼池のかくれ念仏像の再整備を

行った際に、新たな説明板を設置したものであります。 

 次に、今後の説明板設置の予定についてでありますが、梶山城跡の保存整備計画の中で、設置

場所や数量を含めて検討していくことになります。また、その他の文化財につきましても、必要

に応じて随時説明板の設置を検討してまいります。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  分かりました。 

 次の質問に移ります。これも数年前から質問してきているわけですけれども、来年、もう来年

になったわけですけれども、２０２７年は西南戦争から１５０年となります。早馬公園内に西郷

隆盛の長男であります菊次郎の文字で、西南の役従軍碑と書かれた石碑があります。そこまで公

園の通路を昨年でしょうか、きれいにしていただきまして行きやすくなったわけですけれども、

この石碑は調べてみますと、１９２３年に建立されています。多分、西南戦争から５０周年を前

にして建立されたのではないかと思っておりますが、現在は碑文を読むことは簡単ではない状態

であります。 

 ハート型の町が誕生して間もない頃、三股の草創期の出来事を記した碑文です。石碑の前でそ

の内容を知るということは、大変意味のあることではないでしょうか。また、ちょっと第何号か

忘れましたけれども、ふるさと三股には、１８７７年７月２５日早朝に、早馬公園東側一帯で大

山巌率いる新政府軍と西郷軍が戦ったとの記述もあります。その戦いの場が見えるところに、こ

の石碑が移設されたのだろうと推測しておりますが、西南戦争は今から１４９年前の２月から

９月です。節目の１５０年となる来年のその時期に間に合わせて説明板を設置していただきたい。

西郷菊次郎と書かれた石碑、そしてそこから望める戦場となった場所、これは三股の魅力の一つ

となるのではないかなと思っております。 



- 168 - 

 碑文の文章につきましては、三股の石像文化続編に詳しく書かれてありますし、先ほど言いま

したふるさと三股には、町内での西南戦争の戦いの様子があります。それほど大きな予算が必要

とはならないと思います。教育委員会としては裏づけが必要だということになれば、長田峡の説

明板のように、教育委員会を離れての対応、例えば観光協会のある企画商工課での対応というこ

ともあり得ると思います。 

 ちなみに地域活性化団体がんばっどで、６年前に設置したのが三島通庸と山王原という説明板

を造りました。６年ほど前ですけれども、確か４万円ほどだったと思っております。 

 今、がんばっどでひな祭りを開催しておりますけれども、昨日の段階で６００名を優に超えま

した。来ていただいた方が。ここ３年間全て６００名を超える方々にひな祭り来ていただいてお

りますけれども、その際に、三島通庸と山王原の説明板に対して質問をしていただく方がかなり

いらっしゃるんですね。このようなものも三股の魅力を表す重要な取組であると思います。西南

戦争から１５０年を記念しまして、西南役従軍碑の前に碑文の解説や町内での西南役の解説をし

た説明板の設置はできないでしょうか、伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  ２０２７年は西南戦争から１５０年となる早馬公園内にある石碑の

碑文の解説や、町内での西南役の解説をした説明板の設置はできないかとの御質問にお答えいた

します。 

 まず、早馬公園内への説明板の設置につきましては、令和６年１２月議会におきましても同様

の御質問をいただき、その際には現時点におきましては、設置は考えていないとの趣旨でお答え

いたしたところでございます。 

 しかしながら、２０２７年は西南戦争から１５０年という大きな節目の年を迎えることとなり

ます。この節目の年を一つの契機といたしまして、西南戦争に関する解説を行う説明板の設置に

つきまして、改めて検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  ありがとうございます。ぜひ、１５０年に間に合わせて設置のほ

うをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。ＶＲ等を活用した文化財のホームページへの掲載の動きと、ＶＲを活用

した文化財の立体的な記録保存の現状はどうなっておるのか伺いますけれども、よろしくお願い

します。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  ＶＲ等を活用した文化財のホームページへの掲載の動きとＶＲ等を

活用した文化財の立体的な記録保存の現状はとの御質問にお答えいたします。 
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 まず、文化財に関するホームページ掲載の状況についてでありますが、更新が十分に進んでい

ない点につきましては、教育委員会としても課題として認識いたしております。そのような中で、

梶山城跡のＶＲ公開準備、小倉邸ＶＲへの外部リンク設定、さらに令和６年度に実施いたしまし

た方境遺跡の竪穴建物跡や地下式横穴墓のＶＲ及び３Ｄモデルの公開につきましては、総務課デ

ジタル推進係と連携しながら、記事作成を進めているところでございます。令和８年度の早い段

階で、一部でも公開できるよう計画いたしております。 

 次に、立体的な記録保存の今後の予定につきましては、令和８年度には計画段階ではございま

すが、山王原地区の赤煉火蔵や長田地区の石蔵につきまして、ＶＲ及び３Ｄモデルを作成し、作

成後はホームページで公開する予定でございます。 

 なお、３Ｄモデルからは図面を起こすことも可能でありますので、文化財の記録保存として十

分な成果が期待できるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  ありがとうございます。ホームページに掲載される場合には、ち

ょうどホームページの、まずパソコンで出る最初の画面に大きくポンと出していただいて、目を

引くような形でしていただきたいと思っております。２万５,０００人の町民のうちに見る方は

何十人かもしれませんが、子供たちが学校で見ることができる、学校の地域学習の中で生きてい

くことになるかと思いますので、ぜひ、これは大々的なＰＲを伴ってホームページに掲載してい

ただいて、ふるさと三股はすごいなと１人でも多くの子供たちが感じてくれればありがたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 文化財について最後の質問になりますけれども、文化財の町指定の動きの現状についてお伺い

しますけれども、この中には文化財保存調査委員の選定が行われているのかどうかを含めてです

けれども、先ほどの答弁に指定のメリット、デメリットの質問があったわけですけれども、メリ

ットを何か聞いていると、指定にするメリットを否定するような答弁だったような気がします。

指定の意味がないような、決してそんなことはないんです。文化財保護条例、あれを見ますと第

６条に、教育委員会は町の区域内にある文化財のうち、重要なものを町指定にすることができる

という文言があるんです。重要なものは指定する、そして保存する。もう既に記録しているから、

しなくていいんだ、そんなことじゃないんですよね。本当に残念な答弁だったと先ほどは思って

おります。重要であるから指定する、それを後人に伝える、そうでなければいけない。これが指

定文化財の意味だと思っております。 

 これも今まで言っているんですけれども、県内市町村別指定文化財の数を見ますと、国指定、

県指定、市町村指定文化財の合計は１,１９３件です。２６市町村の平均で単純に割りますと計



- 170 - 

約４６件。けど本町は、町指定のみの５件なんです。ちなみに文化財保護条例が制定された時期

を見てみますと、本町は昭和４６年、隣の旧高城町が昭和５１年、旧都城市、旧山之口町は昭和

４８年。三股は条例制定につきましては先んじてるんです。しかし旧山之口町を見ますと、国指

定が１つあります。県指定が３つあります。町指定が１２あるんです。そして町指定１２の中に

は盆踊りがあります。太郎踊りがあります。奴踊りがあります。馬踊りがあるんです。三股では

盆踊りも太郎踊りも奴踊りも馬踊りもありますが、全部町指定になってません。できない理由し

か聞いておりません。先ほどもありました。この本町には本当に指定に値するほどの文化財がな

いのか。 

 ここまで来るともう行政の不作為に当たるのではないかとも感じます。あるのかないのかを含

めて指定への動きを進めていく必要があるのではないでしょうか。そして、文化財保護条例では、

指定する場合は教育委員会はあらかじめ文化財保存調査委員の意見を聞かなければならないとあ

ります。文化財指定の動きはどうなっているのか、文化財保存調査委員会の委員の選定が必要と

なるわけですが、その動きも気になります。伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  教育課長。 

○教育課長（山田 正人君）  文化財の町指定への動きの現状は、文化財保存調査委員の選定は行

われているのかということも含めまして、御質問にお答えいたします。 

 町指定文化財の選定作業の現状につきましては、現在、町指定候補となる文化財のリストを作

成している段階でございます。これらの候補を念頭に置きながら、文化財保存調査委員の選定作

業も進めており、４名から５名程度の候補者をリストアップしているところです。お名前のほう

はちょっと控えさせていただきます。 

 しかしながら、担当部署においては、発掘調査や資料集の作成が優先すべき業務となっていま

すので、現時点では町指定文化財に関する業務の進捗が十分に図られておりません。進捗が遅れ

ております理由といたしましては、候補となる文化財を町指定とするためには、まず担当部署に

おきまして、根拠となる資料の調査や指定理由の作成を行い、その調査資料と指定理由をもって

文化財保存調査委員会に諮問する必要があるためです。 

 町史編さん事業によりまして、多くの資料が収集され、調査内容も整備されつつございますが、

資料調査には相応の時間を要しているところでございます。資料調査が整い次第、文化財保存調

査委員会の開催に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  三股の指定文化財が平成元年に２件、そして平成２年に３件、そ

れ以降はその動きがストップしたままであるわけです。今、文化財保存調査委員会の委員のリス
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トを作成して選定しつつあるということですけれども、これも期限を決めて、いつまでには選定

が終わる、そういう目標をつくってもらって進めていってもらうのと、ただリストを作成して今

進めています。ひょっとして来年のこの場で言ってもまだ選定中ですとなるかもしれません。そ

れでは、元も子もありませんので、期限を決めてやっていただきたいと思っております。 

 昨年、町のＰＲキャラクター、じゃんかん君が誕生したと町長からも何回もお聞きしておるわ

けですけれども、じゃんかん君は、イコール三股の基幹産業である農業、これを表したものと思

っておりますけれども、じゃんかん馬踊り、それから太郎踊り、馬、牛の民族文化というものが

将来にわたって継承され、三股らしさというのが表せられるためにも指定しておくというのがで

きないんじゃなくて、どうやったら指定できるのか。先ほども言いましたけれども、旧山之口町

では、馬踊りも牛踊りも奴踊りも棒踊りも指定になっているわけなんです。指定になっておると

ころがあるのに三股はできない。これは説明がつかない。そう思っております。したがいまして、

もっと指定への動きというものを進めていただきたいと思います。 

 次の質問に参ります。これ追加質問でお願いしたところですけれども、自治公民館への防災組

織についてですけれども、施政方針の中にありましたが、各自治公民館に地域防災組織の組織化、

活性化を働きかけているところですとありました。先日、議会報告会語っみろ会を行いまして、

自治公民館役員の皆さん、それから民生委員、児童委員の皆さん方とそれぞれの課題等について

語り合ったわけですけれども、どちらにしても成り手不足が深刻な問題である。これはもうどこ

でも言えることだと思いますけれども、特に自治公民館役員になりますと、役員からの様々な依

頼がたくさんやってくる。これでは役員の成り手を頼みにくくなるということが挙げられました。

行政事務連絡員も兼ねているわけですから、行政としてもこのことは理解されているはずです。

そしてその上に、地域防災組織についてですが、役員は１年ないしは２年で自治公民館役員は変

わるわけです。その度に防災組織はどうなっていくのか。新しく役員になった方が、俺そんなこ

と知らんぞと、もし言われた場合にどうなるのか。この組織が継続的に機能する何か方策をお持

ちなのか伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  総務課長。 

○総務課長（瀬尾 真紀君）  自治公民館地域防災組織が組織として機能していくための方策はと

の御質問についてお答えいたします。 

 本町は台風常襲地域であり、近年は線状降水帯による豪雨災害の激甚化、さらには南海トラフ

地震発生の切迫性も指摘されております。災害対応においては、町による公助が基本であります

が、大規模災害時には行政のみで住民の生命、身体を守ることは困難であり、自助、共助の強化

が不可欠であります。その中核を担うのが自治公民館単位の地域防災組織であります。しかしな

がら現状におきましては、組織は存在しているものの、役割分担が不明確であったり、訓練が定
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期的に実施されていないなど、実効性に課題があることも認識しております。 

 今後は、次の４点を柱としまして、実動型の地域防災組織へと転換を図ってまいりたいと考え

ます。 

 第１に、役割の明確化であります。自治公民館ごとに館長を中心とした指揮系統を明確にし、

役割に応じた標準的な編成モデルを提示いたします。併せて高齢化による担い手不足に対応して

まいります。 

 第２に、実践的な訓練の徹底であります。年１回以上の防災訓練実施を目標とし、単なる消火

訓練等にとどまらず、避難所開設訓練、夜間想定訓練、安否確認訓練など、実際の災害を想定し

た内容へ転換していきたいと考えます。やったことがあるという経験が災害時の冷静な行動につ

ながるものと考えております。 

 第３に、要支援者支援体制の強化であります。高齢者や障害のある方など、災害時に支援を必

要とする方々の名簿整備を引き続き進めまして、本人同意の下で地域内支援体制を構築いたしま

す。そして、担当者を配置し、平時からの見守りと声かけを通じて、実効性のある支援体制を確

立してまいります。 

 第４に、行政との連携強化であります。防災担当である総務課が各自治公民館を支援し、防災

士資格取得への補助、資機材整備の充実、計画策定支援を行います。また、消防団、社会福祉協

議会などとも連携しまして、重層的な防災体制を整えてまいります。災害発生直後の数時間は、

まさに地域が地域を守る時間であります。その初動対応力を高めることが、結果として町全体の

被害軽減につながるものと確信しております。自治公民館地域防災組織を形式的な組織に終わら

せることなく、動ける組織、支え合える地域へと進化させてまいります。 

 今後も本町の防災力向上に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  これより昼食のため、１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午前11時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時30分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 発言順位１０番、楠原議員の残りの一般質問を行います。楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  先ほどの御答弁は、教科書的な方策であると感じたところです。

自治公民館加入者が少ない地域の在り方等は関連づけて行かなければならないと思っております。

加入者が少ないところの自主防災組織が活動するときに、取り残される人がいるということが前

提として考えられるわけですよね。 
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 したがいまして、自主防災組織が今後継続的に機能していくためには、現在の自治公民館の実

態に則した方策を考える必要があると強く思います。極端なところでは、三十数％の加入者状況、

それから私もおります山王原地区におきましても、本年度は３０名近くの加入者が見られたとい

うことでしたけれども、結果的には８年度がスタートするときよりも加入者が減っているんです。

加入者以上に公民館から出ていく人が圧倒的に多いということを先日聞いたばかりでした。これ

がほかの自治公民館でも見られる状況であると思いますので、これが自主防災組織が全町的に、

どの自治公民館でも機能的に継続して活動できるような方策を、簡単じゃないと思います。今す

ぐに答えることができるようなことではないと思いますけれども、考え続けていっていただきた

いと思います。 

 共通して今の自治公民館というのが、教育課の生涯学習係の中に位置している状況で組まれて

いるわけですけれども、平成４年度でしたっけ、自治公民館制度、それ以前は社会教育課にあっ

たと思うんですね。まちづくりの中で自治公民館というものが重きを置かれるという状況であれ

ば、もう１回、基本的なことから考え直すことも含めて、自治公民館をどのようにしていくのか

ということ、自主防災組織をどうするかということも含めて、考えていただきたいと思います。

答弁はございません。 

 次の、②番に移りますけれども、今回ようやく自治公民館加入促進条例が提案されました。こ

れは総括質疑のほうでもよかったのかもしれませんけれども、あえて追加質問としてさせていた

だきました。 

 施政方針の中にもありましたが、自治公民館の役割を明確にされようとする、そして協働のま

ちづくりについて、さらに前に進めていくとありました。 

 そこで伺いますけれども、この条例制定後、この条例はどのように活用される予定なのか、ま

た、加入促進の啓発活動として、新たな動きが予定されているのか伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  自治公民館への防災組織の組織化及び加入促進条例についての

②番、制定後の条例の活用予定と加入促進啓発活動として新たな動きが予定されているかとの御

質問にお答えをいたします。 

 本条例は、自治公民館活動の重要性を広く共有し、地域コミュニティの維持、活性化を図るた

めの理念的な位置づけを明確にするため、制定しようとするもので、本条例を制定するに当たっ

ては、検討する過程において、多くの町民の皆様に自治公民館活動について、改めて考えていた

だく機会になればという観点を大切に進めてまいりました。 

 昨年８月に、自治公民館制度などを研究されている南九州大学の准教授や、自治公民館長の代

表、さんさんクラブ、町ＰＴＡ協議会、町子ども会育成連絡協議会などの代表、１４名で構成さ
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れる条例検討委員会を立ち上げ、検討を開始しました。 

 検討委員会の中で、近年の加入状況の推移から読み取れることの一つとして、転入や転居の手

続のため役場に来られる方は、１階の町民室窓口にて転入、転居先の自治公民館の活動やごみの

出し方に関する説明などを丁寧に受け、加入してくださる方が多いものの、先ほど議員もおっし

ゃっておりましたが、現在、加入している方が、メリットなどが見出せず、脱退されるケースが

あることが見えてきました。 

 そのような状況を勘案し、自治公民館活動の必要性や重要性、加入の呼びかけの進め方、一般

的な想定質問とその回答例などを掲載した自治公民館活動支部長筆記ハンドブックを作成し、加

入者に一番近い存在である支部長の皆様の自治公民館活動の一助になればと考えております。 

 昨年１２月に行われました、行政事務連絡委員会議の中で、自治公民館長の皆様にハンドブッ

クの素案をお渡し、内容に対するご意見や、加入促進の取組事例の提供などを求めました。頂戴

したご意見を踏まえ、現在最終構成の段階であります。 

 また、昨年１２月の広報みまたにおいて、１０月１５日から２０日までの期間、町のＬＩＮＥ

公式アカウントを通じてアンケート調査を行い、１２ページにわたる自治公民館が生み出すもの、

自治公民館にメリットはあるのかという特集を掲載いたしました。本条例制定後は、ハンドブッ

クを活用、利用した支部長への説明会や、まちづくりや地域活動、自治公民館活動などを皆で考

えられるようなセミナーなどのイベント開催を継続的に実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  先ほども言いましたけれども、議会報告会語っみろ会の中におい

ても、加入促進のために館長さんが転入者に声かけに行ったときに、メリットを説明できないと

いう声が何人もの方から出ました。今も説明の中にもありましたけれども、町民室窓口でメリッ

トを語るとかありましたけれども、そもそもメリットを語らなければ入らないという、今の時代

がおかしいとは思うんですが、実際は転入される方に町民室窓口で、まず最初が、加入の呼びか

けをしていただくというのが、今現在ですけれども、この条例がもし可決された場合、この窓口

での呼びかけは少しは何らか変わるものなのか、どうなのか、伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩します。 

午後１時39分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時40分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  本会議を再開します。 

 総務課長。 
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○総務課長（瀬尾 真紀君）  町民室の体制についてのお答えをいたします。 

 令和８年度につきまして、現在の町民室の運営と同じ方針で取り組んでいく方向でございます。 

 以上でございます。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  そういうお答えは想定していたわけですけれども、自治公民館の

ことですから行政が直接タッチすることはできにくいことだと思います。けれども、先ほど来言

いますように、自治公民館がまちづくりの一つの役割を担う、そういう期待をされているわけで

すし、自主防災組織におきましても、自治公民館の役割は期待されているわけですから、行政と

しても自治公民館の在り方というのにも、条例ができたからには何らかのこれまでと違う働きか

けがあってもいいのではないかと思います。あくまでも条例ですので、きまりですよね。それま

でなかったものがようやくできたわけですから、取り決めにも違いがあってもいい、違いがなけ

ればいけないとの条例がないとき、あったときは違いがあるべきである。その違いはどこに、町

民とすればその違いを感じることができるのか、そう思うんですが、さっき議長のほうから総括

質疑でと言われたけれども、今答えることができないんであれば、総括質疑でもそれは答えるこ

とができないということになると思いますが、もし答えることができるんであればお願いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  今回の自治公民館加入促進条例の制定をするに当たりまして、

公布が今年の４月１日となっております。こちらについての理念条例ではありますが、条例の概

要とか各条文でどういったことをうたっているのかという概要版のチラシのようなもの、こちら

は作成する必要があるだろうと考えておりまして、準備を進めております。こちらについて先ほ

どの支部長必携ハンドブックとともに、周知の材料として使っていきたいとは考えております。

できればそれも町民室の中で、現在もう既にパンフレットは配布をしておりますが、それに併せ

て今回の本条例の概要、そういったものは一緒に配布をしていただいて、説明していただくこと

は可能ではないかなというふうに、条例制定担当者、企画としては考えております。 

 町民室で今渡しているパンフレットの教材には、いざというときに助け合える人がまわりにい

ますかというようなキャッチフレーズが表に書いておりまして、今既に防災組織、いわゆる何か

あったときに近所の人付き合い、こういったものが一つの土台になりますということを、理解を

深めていただいて、転入、転居者については加入率は高い。けれども現在入っている方が、今入

っている中でメリットがなかなか見出せずに脱退しているという現状もございますので、条例制

定に当たっては分かりやすい概要、パンフレット等は作成したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  楠原議員。 
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○議員（８番 楠原 更三君）  税条例のほうでは、特別徴収が行われる、条例を基に。捉え方が

いろいろあると思うんですけれども、繰り返しになりますが、せっかく条例が提案され、もし可

決された場合には、今までとは違う自治公民館と行政との関係性というのができるようにあって

ほしいと要望いたしまして、一般質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（指宿 秋廣君）  以上をもちまして、一般質問を終了します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．総括質疑 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第５、総括質疑を行います。 

 総括質疑は、本日追加提案された議案３２号を含む本定例会に提案された議案全ての案件であ

ります。 

 まず、議案第２号から議案第１５号までの１３議案について、質疑をお願いします。 

 条例案ということです。質問のある方、挙手を願います。岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  １番、岩津良です。議案第３号「三股町中小企業・小規模企業振

興条例」について、質疑をさせていただきます。 

 本条例についての条例文や内容については、どこの自治体等を参考にしたのかお聞きいたしま

す。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  ただいまの御質問にお答えをいたします。 

 三股町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定につきまして、まず取りかかりといたしまし

て、福岡県の田川市、こちらが大変先進的な事例を行っておられましたので、まず田川市さんの

本条例について大変参考にさせていただきました。 

 続いて、これは６年度からずっと継続的に検討しております、県内の日南市、都城市さんの条

例等も参考に協議を行ってまいりました。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  ありがとうございます。もう１件です。同じ議案なんですけれど

も、先ほどの自治公民館加入促進条例について、理念条例という形に近いのかなというふうに思

いますが、そういった中で、この条例制定後において検討されている展開をお教えください。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  議案第３号の中小企業・小規模企業振興基本条例の、今回特に

１２条におきまして、中小企業者等の意見の反映をということを盛り込んでおります。本条例に

ついては、あくまでも理念条例、今、議員がおっしゃったとおりではあるんですが、実際条例制
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定後にしっかり実効性のあるものにしようということで、中小企業、小規模企業及び経済団体等

の皆様と意見交換を行う場を持つということを第１２条に明記しております。 

 そこで、規則のほうになりますが、産業振興会議という名称で設置をし、そこで具体的な現在

の現況であるとか、課題、そういったものを抽出いただいて、町のほうに意見交換を通して、こ

ういった施策が今必要ではないかということを意見として頂戴するというようなスキームを取っ

ております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  よろしいですか。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、議案第１６号から議案第２６号までの１１議案、予算関係の議案

についての質疑を行います。質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑を行ってください。質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、議案第２７号から議案第３１号までの５議案について質疑を行い

ます。議案番号を明示の上、質疑を行ってください。質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  議案第２７号についてお聞きします。「設計施工一括契約の締結

について」なんですが、今回の五本松交流拠点施設整備事業では、設計と施工を一体で発注する

いわゆるデザインビルド方式が採用されています。 

 その方式はスピード感やコスト確定の面でメリットがある一方、設計過程が見えにくくなると

いう側面もあります。また、現在は物価高騰が続いている状況もあります。 

 そこで今後、資材価格の高騰などにより、追加工事や変更契約が必要となる可能性について、

町としてはどのように想定しているのか、また、将来的な追加予算が発生するリスクをどのよう

に排除しているのかお聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  議案第２７号「設計施工一括契約の締結について」の御質問に

回答させていただきます。 

 まず、デザインビルドについての設計に関する過程の不透明さというお話もございました。ま

た、物価高騰等で工事費等に上振れが生じた場合にどのようにされるのかという御質問だと受け

止めたところです。 

 今回、工事費につきましては、実施設計が終わった段階、完了した段階を基準日にいたしまし

て、この日を基準に人件費や物価高騰による増額があった場合には、工事費についての上限額を

上回るということは許容するというふうにうたっております。 
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 現在も既に物価高騰や人件費高騰が行われているわけですが、昨年１２月に企画提案を受けた

段階で、実施設計完了までの物価高騰や人件費については、原則考慮しない。要は、実施設計が

終わった段階から基準日として行いますよという約束の下で、今回、設計、建設業務に仮契約を

今、締結させていただいております。とは言いつつも、現在の、世界情勢いろんなものがござい

ます。特殊な事情により、町民の皆様、またなるべく議会の皆様にご理解がいただける範囲での

変更も相談が今からあるかもしれません。これについて、現在、検討しているわけではないので

すが、現状として申し上げれば、先ほど申し上げました、実施設計完了後の人件費や物価高騰に

ついては、上限額を超える、どうしても物価高騰があれば超えても可能ですよというふうにうた

っておりますので、現在のところは町としては、今、その考えで事業者と協議をし、了解を得て

仮契約を結んだという状況でございます。 

 説明は以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  今回の事業は、民間のノウハウや機動力を活用するＰＰＰ事業で

あり、第６セクターによる運営が想定されますが、第６セクターという仕組みは、行政の公共性

と民間の経営力を組み合わせることに意味があると考えます。 

 その一方で、もし運営収支が計画どおりにならなかった場合、自治体が追加的な財政負担を行

うケースも全国では見られています。 

 そこでお聞きします。今回の五本松事業において、運営収支が計画を下回った場合でも、本町

が追加的な財政投入を行うことはないのでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  今回、１０月に企画提案をいただきました内容につきまして、

設計、施工、運営を一つのグループとした１１事業者からなる１グループからのご提案がござい

ました。現在は、設計、施工についての契約の案件を今回挙げさせていただいております。 

 一方、運営事業者につきましては、第６セクターということで、今、第３セクターである合同

会社みまた、そして町と協議を進めている最中でございます。今、質問のございました、指定管

理料の払い方につきましては、指定管理料の支払いの仕方が２つございまして、定額型と差引型、

大きく分けて２つございます。差引型でいきますと、収入と支出の割合で収入差引があった場合

に、その補痾分ということで差引で委託料を払う、指定管理料を払うというのが差引型になりま

すが、本町が今回指定管理者制度を行うに当たっては定額型を採用しております。６５０万円と

いうのが年間での額、そして５年間で３,２５０万円ということで今現在進めておりますが、基

本的には年間割合の６５０万円定額型、もちろんこれは要求水準を満たし、事業料として適当と

認めたものについては、１年間で６５０万円払うという契約ですので、ここで６５０万円で足ら
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なかったから追加で払うというようなことは想定しておりません。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  公共施設が建設費だけでなく、維持管理費、改修費、最終的な解

体費まで含めた長期的なコストが重要になると思います。そこで、今回の５本松事業について建

設から将来的な解体までを含めたライフサイクルコストは、３０年から５０年は算出されている

のか、またその総経費は、三股町の将来の財政推計に照らして持続可能なものと考えているのか

お聞きします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  維持管理、そして修繕等の施設の費用、これは運営とは別に指

定管理料として合同会社に対して支出をする予定をしております。令和６年３月にＰＦＩ当時Ｐ

ＦＩの推定でございましたが、ＰＦＩで実施したときのモデルプランというのをお示しをいたし

ました。そこには、維持管理、修繕等も含めた経費、これを２０年間で推計したものをお示しを

しております。それに基づき中長期財政計画も組み立てております。また、現在基金として５億

円、また国の交付金が２分の１というスキームで進めております。 

 こういった中で、将来推計としては、令和６年３月に見立てたものをベースに、先ほど来出て

おります物価高騰と人件費の高騰が、今後５年後、１０年後、どう返していくのか、これもまた

再度検証する必要があるとは思っておりますが、立ち行かないということも考えておらず、現在

では、令和６年３月に立てた推計を基に事業を前に進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  議案第２７号について質問いたします。 

 今回の五本松事業がＰＰＰ手法による事業として進められていることは認識しております。Ｐ

ＰＰの目的は、民間のノウハウや資金、経営力を活用しながら、官民で適切にリスクを分担する

ことと理解しています。 

 そこで、今回の事業において、施設整備、施設運営、経営、利用状況の変動などのリスクにつ

いて、どこまでが民間事業者の責任で、どこからが町の責任となるのか町の考えを伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  今、御質問をいただきましたリスク、こういったものが具体的

にどのリスクなのかによって、町と合同会社、また共同事業体、ここでリスク分担表というのを、

昨年６月２４日に公表した要求水準及び募集要項に、リスク分担というのはこういうリスクが発

生したら町だ、こういうリスクが発生した場合は合同会社、こういうリスクが発生した場合は共
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同事業体ですよということを、案として作成をしております。基本契約は現在締結をし、今、設

計、施工の契約の議案を上げさせていただいております。 

 次に、最終段階となる指定管理の指定という議案が上がってまいります。そのときに最終的な

リスク分担というのは、３社それぞれでどのように分担するかということが明確になります。 

 現状としては、昨年６月２４日に公表したホームページには上がっておりますが、リスク分担

表、これが、現在町が考えるリスクの分担というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、ＰＰＰ事業では事業が順調に進んでいく場合だけではなく、

万が一うまくいかなかった場合の対応を整備しておくことが重要だと考えます。 

 そこで、指定管理者が撤退した場合、事業継続が困難になった場合、施設の運営や維持管理は

最終的に誰が担うことになるのか、またその際に必要となる費用は、町が負担することになるの

か、町の判断を伺います。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  ただいまの御質問にお答えをいたします。 

 現在、１グループ、１１事業者のグループを優先交渉権者として、最終的な交渉を行っており

ます。こちらの指定管理中、もしくは指定管理が終わった後、経営が行き届かないということで、

撤退ということがないとは限りません。委員おっしゃるように、その場合には、町として新たな

指定管理者、これを募集することになるだろうというふうに考えております。当然、なぜ撤退し

たのか、どういった理由で立ち行かなかったのか、十分な検証が必要になると思いますが、その

条件等を改めて見直し、改めて指定管理者を募集するということで、現在想定をしております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  では、最後に町長に伺います。今回の五本松事業は、町の将来の

公共施設運営や、財政にも関わる大きな事業であると認識しています。民間活力を活用するＰＰ

Ｐ事業である一方で、最終的には町の責任が問われる可能性も考えられます。町長として、この

事業について最終的な責任は町として負うという認識で進められているかお伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  今回設計施工一括契約ということで、まず、第１段階なんですね。次、

第２段階を整備します。そして、また民間施設を整備します。３つから合わさって一つのエリア

の活性化を図っていく事業になります。 

 そしてまた、今回の事業は何かを造って、それを補助する建物ということで、特別リスクが生
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まれるのかというようなことで皆さんが心配されますが、私は特に心配しないですね。要するに、

例えば施設を造ります。例えば体育館を造ります。体育館を造って、それでその体育館の費用を

全部賄えれるか、町民の皆様から、使用料で、その体育館自体を全て賄えるかとなるとそうじゃ

ないんですね。体育館を造って、皆さんの健康づくりをします。そしてそこで、この手数料とい

うか、使用料があって、大体しか何割しか回収できないんですよね。目的はやっぱり町民の交流

の憩いの場、そしてまた、健康づくりの場とか、そういう場を造っていくということですから、

当時は箱物とは違いますけれどもそういう建物もあります。そういう鋭意対応が町民のこれから

のまちづくりに必要な施設とそういうふうに私は思っております。そこで大きなリスクなんてい

うのはちょっと考えられないというふうに思います。 

 ただ次の第２段階になると、今度は教育委員会の持っている、要するにいろんな文化財関係を

含めて、子育て、福祉関係の健康管理センターが持っているような形、いろいろなものを今度は

箱物として造りますので、そこが非常にどう活用できるか、どういうふうな形で運営していくか、

課題ですね。持続可能な町政を進めていくためには大変必要になってくるというふうに認識して

おりますし、そしてそれが町の将来にとって負担していくというふうには思っておりません。こ

れらを活用することによって、大いに町の活性化に寄与する政策というふうに思っている。これ

が２００億円だったら、大変問題ですけれども、だって文化会館だって２７億円かかっているん

ですね。それを考えると２０億円を今、想定していますけれども、その中で町民がいろんな形で

活用できる、町民の生活の糧になっていく、そういった意味合いでは、意味のあるプロジェクト

じゃないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  ちょっとこの意味合いとは違うのかもしれないですけれども、町

長のお話の中に、新しいものを造ることに対してではなくて、三股町の公共施設をどう維持して

いくか、そこも一つ大事なことで、新しいものを造ると、じゃあ古いものをどう考えていらっし

ゃるのか、そこを新しく集約する中、箱物を造ると今おっしゃいましたけれども、今、中央公民

館、ほかのところを集約した公共施設をまた造ると、今、発言をされましたけれども、そこでは

なく、今あるものをどうしなきゃいけないのかも、町としては大事なことで、財政があれば今こ

の２０億円を進めることに対して、質問はしていないんです。 

 今、町の財政が切羽詰まっている中に維持管理が増えていく一方で、また新しいものを造るこ

とに私は懸念しているという状態であります。建物を造って、皆さんの憩いの場が、今現状ある

ものの維持をそれも一つ考えなきゃいけないのが町であるべきなんじゃないかなと思っているの

で、新しいものを造る、イコールまたそこに新しい維持管理が増える。今の維持管理以上に増え
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るものができる。それを町はしっかりと考えて税金をどう使っていかなきゃいけないのか。新し

いものを造ることが悪いことじゃないんですけど、今までなかったのに、維持管理がそれ以上に

増えることが本当にいいものかということを知ってほしい……。 

○議長（指宿 秋廣君）  ちょっとお待ちください。中原議員、一般質問のようにならないように。

この議案についての疑義という形で質問してもらえるとありがたいと思います。要するに、委員

会に付託された後に、まだ付託をしていませんけども、そこでいろんな意見を交換するのは自由

でありますけれども、取りあえずこの案件についての疑義、疑いという形で、絞って質問をして

ほしい。町長何かありますか。町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  現在、施設を統合していくという視点もあるんですよね。例えば、健

康管理センターでストレッチみたいなのをやりますけれども、そういうのも持ってくるとか、支

援センター関係のあたりのものですね。要するに整理統合なんですね。要するに、施設がバラバ

ラしていたのを１か所にまとめるということで、そしてそちらのほうの施設関係については省略

していくというか、廃止していくというか、事業をやめるという形で、町民が使いやすいような

形の施設をそのまま使っていく。そのために、コミュニティバス関係もまちなかコースをつくり

ましたし、要するに、皆さんが地域から町の真ん中に来られて、そしてそこで１か所で取り組み、

子育ても、そしてまた買物に行く。そういうふうなところで、だから施設がどんどん増えていく

ということではなくて集約化していくということです。そういうことによって、今度、この中央

公民館が非常に古くなっています。こちらの方も改修をしながら、そこをまたどういう形で使う

か、今、文化財関係、そちらの部分で資料館として非常に狭い場所でありますので、そこをもう

ちょっと広く活用して、また町民に利用していただく、そういうふうな次へのステップもできる

んですね。ですから、今の建物自体も活用しながら、有効活用しながら、しかし今度、中央に一

つにまとめて行こうではないかという形の第１段階のステップで、今回提案したようなものでご

ざいます。ですから、第２段階については、もっとまたいろいろと議論する必要があるのかなと

いうふうに感じています。まず、第１段階が進まないと、第２段階が行けないんですね。そして

また、民間のものに利用できないというようなことで、第２段階のところも、今、提案されてい

ますけれども、これがその前に来るか、あるいはまたそこを十分議論しながら、前に進めていく。

そのためのスタートを切らしてほしいというのが、今回の提案でございます。ご理解方よろしく

お願いいたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  中原議員、よろしいですか。岩津議員。 

○議員（１番 岩津  良君）  １番、岩津良です。今、議案第２７号について質問をさせていた

だきます。 

 今回、設計施工一括契約という形での議案の上程ということになっておりますけれども、本事
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業はデザインビルド方式であるというふうに認識している中で、運営ノウハウの部分を活用した

り、しっかり反映させているというふうになるのかなというところで、今回、上程している内容

として、設計施工一括契約のみの上程なのはなぜでしょうか。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  ただいまの御質問にお答えをしたいと思います。 

 指定管理の指定と設計施工一括契約の締結、当初これは同時に上程をしたいということで、町

としても考えており、準備を進めておったところでございます。そういった中で、今回、優先交

渉権者が１０月に決まりまして、およそ３か月期間を要しました。その中で運営事業者と、それ

から合同会社、町との間で、運営の企画提案の内容も含めて、もう少しブラッシュアップが必要

ではないか、今回、全員協議会でも説明をさせていただきましたが、少しイベント型に偏りを見

せております。イベントがないときはどうするのかという議論もございます。日常でも使い勝手

がよく、そして町民の生活の魅力を向上させるための、今回、第１段階、第２段階の施設である

ということを考えますと、企画提案はいただいて、それは審査を通過したわけですが、しっかり

供用開始までの間に、運営も含めて、もう一度、町と合同会社と、また共同事業体の運営事業者

の皆様、さらに議論を深めて、よいものにした上で、指定管理の指定については時期をずらし、

上程をさせていただこうという結論になりました。 

 もう一つの要因といたしましては、使用料について、使用料や手数料徴収条例の改正が合わせ

て必要になってまいります。これは、どういった施設ができて、どういう諸室ができて、その諸

室にそれぞれに使用料１時間当たり幾ら取っていくのかとか、そういった細部にわたる、さらな

る協議が必要ということを判断しまして、今回は設計施工一括の契約のみ上程をさせていただき、

設計協議会については、令和８年度からぜひスタートさせていただいて、この設計に運営事業者

の意見、考え、また維持管理を行う合同会社の考え、そういったものを組み入れながら、基本設

計、実施設計と進めていきたいということで、今回は指定管理の指定の上程だけは後にずらし、

さらに議論を重ねようという結果になったということでご理解いただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（指宿 秋廣君）  岩津議員、よろしいですか。堀内義郎議員。 

○議員（９番 堀内 義郎君）  議案第２７号についてですけども、今、町長がメリットについて

お話されました。第１段階において、屋根付き広場を造っていくということでありますけども、

これについては手数料、使用料、これについてはどのように考えているのかお伺いします。 

○議長（指宿 秋廣君）  企画商工課長。 

○企画商工課長（鈴木  貴君）  ただ今の御質問にお答えをいたします。 

 現在、企画提案をいただいているのは、大中小それぞれの屋根ということで、合わせて
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１,０００平米以上という提案をいただいております。今から設計協議を行って、このままの設

計デザインでいくのか、さらに変えていくのかというのは、今から検討いたします。またさらに、

それについて使用料をいただくのか、使用料なしで日常から誰でも入れるようにするのか、こう

いった議論も今から詰めさせていただきます。よろしいですか。 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  ないようですので、私のほうから一言。５億９,０００万円の建設業務

が入っています。やっぱり町にとってはそんなに小さい金ではないと思っています。議員の皆さ

んが心配されるように、ほぼ白紙に近い。要するに建物の構造も何も分からない状態なので、や

っぱりそういうところの心配は執行部としては真剣に受け取ってほしいなと言うふうに思ってお

ります。 

 とりあえず、質疑はないようですので、いまの３１号までの議案については、質疑を終結しま

す。 

 続いて、追加日程された議案第３２号について質疑を行います。 

 なお、本議案に関する質疑につきましては、会議規則５４条ただし書の規定により、回数の制

限を設けないことといたします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑もないようなので、これにて総括質疑を終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．常任委員会付託 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第６、常任委員会付託を行います。 

 お諮りします。各議案は、本日配付しました常任委員会付託表案のとおり、それぞれの常任委

員会に付託することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、各議案は付託表案のとおり、それぞれの

常任委員会に付託することに決しました。 

 各常任委員会におかれましては、審査方よろしくお願いします。 

 なお、各常任委員会におかれましては、委員会の審査日程を協議の上、本日中に事務局へ提出

くださるようお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．質疑・討論・採決（議案第２８号） 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第７、質疑・討論・採決を行います。 
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 議案第２８号「工事請負契約の変更契約の締結について（令和７年度文化会館特定天井落下防

止対策工事）」を議題とします。 

 質疑の回数は、会議規則により全体審議の場合は、１つの議題につき１人５回までとなってお

ります。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでないことを申し述べておきます。質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２８号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２８号は原案のとおり可決されま

した。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午後２時18分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時19分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（指宿 秋廣君）  それでは、以上で、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本

日の会議を散会します。 

午後２時19分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和８年 第２回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第５日） 

                             令和８年３月23日（月曜日） 

 

議事日程（第５号） 

                         令和８年３月23日 午前10時00分開議 

 日程第１ 常任委員長報告 

 日程第２ 質疑（議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２７号まで及び議

案第２９号から議案第３０号までの２７議案） 

 日程第３ 討論・採決（議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２７号まで

及び議案第２９号から議案第３０号までの２７議案） 

 日程第４ 質疑・討論・採決（議案第３１号） 

 日程第５ 討論・採決（議案第３２号） 

 日程第６ 総務産業・文教厚生常任委員会の閉会中の審査事項について 

 日程第７ 閉会中における広報編集常任委員会の活動について 

 日程第８ 閉会中における議会運営委員会の活動について 

 日程第９ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 常任委員長報告 

 日程第２ 質疑（議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２７号まで及び議

案第２９号から議案第３０号までの２７議案） 

 日程第３ 討論・採決（議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２７号まで

及び議案第２９号から議案第３０号までの２７議案） 

 日程第４ 質疑・討論・採決（議案第３１号） 

 日程第５ 討論・採決（議案第３２号） 

 日程第６ 総務産業・文教厚生常任委員会の閉会中の審査事項について 

 日程第７ 閉会中における広報編集常任委員会の活動について 

 日程第８ 閉会中における議会運営委員会の活動について 

 日程第９ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 
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１番 岩津  良君        ２番 中原 美穂君 

３番 上西 雅子君        ４番 西村 尚彦君 

５番 田中 光子君        ６番 堀内 和義君 

７番 新坂 哲雄君        ８番 楠原 更三君 

９番 堀内 義郎君        10番 内村 立澤君 

11番 指宿 秋廣君         

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

12番 山中 則夫君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 西山 雄治君        書記 馬場 勝裕君 

                 書記 益留 美樹君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  石崎 敬三君 

教育長  米丸 麻貴生君  総務課長兼町民室長兼選挙管理委員会書記長  瀬尾 真紀君 

企画商工課長  鈴木  貴君   税務財政課長  白尾 知之君 

町民保健課長  齊藤 美和君   福祉課長  福永 朋宏君 

高齢者支援課長  杉下 知子君   農業振興課長  細田 高広君 

都市整備課長  田中 英顕君   環境水道課長  岩元 勝二君 

教育課長  山田 正人君   会計課長  竹村 恵美君 

 

午前10時00分開議 

○議長（指宿 秋廣君）  ただいまの出席議員は１１名。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．常任委員長報告 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第１、常任委員長報告を行います。 
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 まず、総務産業常任委員長よりお願いいたします。総務産業常任委員長。 

〔総務産業常任委員長 田中 光子君 登壇〕 

○総務産業常任委員長（田中 光子君）  おはようございます。総務産業常任委員会の審査結果に

ついて、会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、１２議案です。 

 以下、案件ごとに説明をいたします。 

 議案第２号「三股町自治公民館加入促進条例」については、三股町まちづくり基本条例に掲げ

る基本理念に基づき町と協働で活動を推進する自治公民館への加入及びその活動へ参加を促進し、

もって協働のまちづくりの推進に寄与することを目的に条例を制定するものです。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第３号「三股町中小企業・小規模企業振興基本条例」について、本案は中小企業・小規模

企業の振興に関する基本理念を定め、町の責務、中小企業・小規模企業等の役割等を明らかにす

るとともに、振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に条例を制定するもの

です。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第５号「三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例」について、本案は選挙に係る適正な経費負担の確保、公平な選挙環境の維

持及び町民負担の適正化を図るため、三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正するものです。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６号「三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」について、本案

は武道体育館の使用料について、このほど会議室を新設したので新たに使用料を設けるものです。

また、４月１日から新たなる路線、オンデマンドバスの運行に伴い、くいまーるバスの運賃に関

わる使用料の改定を行うものです。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」について、本案は天神原団

地の一部及び今市団地の一部を用途廃止したことによる管理戸数の更新に伴い条例の一部の改正

を行うものです。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第８号「三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例」について、本案は地籍調査後の位置の変更に伴い、三股町殿岡生活改善センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正するものです。 
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 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１３号「町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第１４号「議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第１５号「特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の３議案につ

いては、関連がありますので一括して説明します。 

 本案は、令和８年１月２３日に、町長へ答申した三股町特別職報酬等審議会答申書に基づき、

町長等の給与、議会議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものの報酬について改定を行う

ものです。 

 以下の意見が出ました。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償が任期で報酬の改定

になるのは疑問が残る。また、特別職報酬審議会の付帯意見として、特別職の報酬等については

類似団体等の均衡を図る必要があり、常にその水準を検討すべき事案と考えられる。定期的ある

いは定時に当審議会を開催し、引き続き検討することを要望するとありましたので実行してくだ

さい。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２５号「令和８年度三股町水道事業会計予算」について、本案は第２条において

業務の予定量として給水戸数を１万１,６８７戸、年間総給水量を２４６万８,０００立米とする

ものです。 

 次に、第３条において営業収益の主なものについては、給水収益が収入全体に占める割合は

７９.８％となっています。営業費用の主なものについては、職員給与費、委託料、動力費及び

減価償却費です。 

 次に、第４条におきまして、収入の主なものは負担金２,７５３万１,０００円を予定し、支出

の主なものは施設費固定資産購入費及び企業債償還金です。なお、第４条予算の収支不足額は当

年度分損益勘定留保資金等で補痾するものです。 

 主な建設改良費につきましては、老朽更新や耐震適合を伴う配水管の布設帯工事及び中央第

６水源地の電気系装備更新工事を予定するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２６号「令和８年度三股町下水道事業会計予算」について、第２条において業務

の予定量として処理戸数を４,２６６戸、年間総処理量を８３万９,０８０立米とするものです。 

 第３条において、営業収益の主なものにつきましては、下水使用量が収入全体に占める割合の

３１.７％となっています。営業費用の主なものは、職員給与費、委託料、動力費及び減価償却

費です。 

 次に、第４条において、収入の主なものは国庫補助金を予定し、支出の主なものは環境建設改



- 191 - 

良費、処理場建設改良費及び企業債償還金です。第４条予算の収支不足は過年度分損益勘定留保

資金等で補痾するものです。 

 主な建設改良費については、下水道管渠工事及びし尿汚泥処理等の施設整備を予定しているも

のです。公益企業になったことで、消費税の還付が増え、経費にプラスになったとのことでした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２７号「設計施工一括契約の締結について」、本案は第６セクターによる三股町

交流拠点施設整備事業、事業実施及び事業者募集等に係る方針により選定した「みまたまんなか

共同事業体」が提案した事業のうち、町民交流施設及び屋外施設に関する設計施工一括契約を黒

岩建築設計株式会社を総括事業者とする「みまたまんなか設計施工等共同事業体」と随意契約に

より実施するものです。契約金が６億９,０００万円で、５,０００万円以上の契約を締結するこ

とから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものです。 

 次のような意見が出ました。物価高騰での影響を危惧している。また、議会に対して全員協議

会でレイアウトとか、ソフト事業を見せてもらって、この短期間で決定しなければならない。今

までは何回か説明があり、自分たちでも考える時間があり、意見が言えたのが、時間が全然なか

ったという感じを受けています。議会に情報を頻繁に伝えてほしいと要望します。 

 また、議案が通ってしまったら、全然分からないので、勝手に進んでいくので、もし通っても

今後頻繁にこの設計協議に関しては議会に報告してもらいたい。その区切り区切りに発表できる

段階で報告してもらいたい。また、設計が終わって建設が始まる前に、議員が町民に言えるよう

に説明してほしい。また、石油高騰が続いて物価が上がってくるので、工事費がオーバーするだ

ろうと考え、予想がつかない金額が出てくるのではないかと一番懸念しています。また、施設の

内容はまだ分かっていないので、不安視するところがあります。 

 そして、公共施設が増えると維持経費が増えるというのも当たり前のことであって、スクラッ

プ＆ビルドで統合とか廃止とかも含めて、公共施設の適正な管理に努めてもらいたい。そして、

絶対にいけない理由が分からない。そして、公共施設の適正な配置と適切な量については、慎重

に検討してもらいたい。無駄な維持経費がかからないように、公共施設等管理計画にのっとって

適切にしていただきたいなどの意見がありました。 

 委員長は、採決に加われないため、委員長を除く３名の委員によって採決され、全会一致で可

決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長の報告を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、文教厚生常任委員長よりお願いします。文教厚生常任委員長。 

〔文教厚生常任委員長 中原 美穂君 登壇〕 
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○文教厚生常任委員長（中原 美穂君）  おはようございます。文教厚生常任委員会の審査結果を

三股町議会会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第４号、第１０号から１２号、１７号から１９号、第

２１号から第２４号、第２９号、第３０号及び第３２号の計１４議案であります。 

 議案第４号「三股町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」について、本

案は子ども・子育て支援法に基づき、市町村から確認を受けた特定地域型保育事業者が適切な運

営を確保するための、業務管理体制の整備等に関する規定を定めるため、準則に基づき制定する

ものであります。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１０号「三股町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例」について、本案は法改正に基づき、町条例を一部改正するもので、準則に合わせ

主に用語等を変更するものであります。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１１号「三股町児童福祉施設設置条例及び三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改

正する条例」について、本案は蓼池児童館を廃止し、併せて蓼池児童館及び既に廃止している東

原児童館について、空調整備使用料徴収に定める対象施設から削除するものであります。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１２号「三股町温泉スタンドの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」について、

本案は利用停止している温泉スタンドについて、条例を廃止するものであり、併せて同改正条例

附則において、温泉水使用料徴収を定める対象施設から温泉スタンドを削除するものであります。 

 審査においては、温泉整備の今後の維持管理の在り方について意見が出されました。温泉配管

は設置から約３０年が経過していることから、老朽化による維持管理費用の増加が見込まれるた

め、温泉利用を継続する場合の費用と水道水利用との比較などを含め、将来的な施設運営の在り

方について総合的に検討する必要があるとの意見があり、今後の検討を求める要望を付されまし

た。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１７号「令和７年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」について、本案

は歳入歳出予算の総額２８億４,３３１万８,０００円に、歳入歳出それぞれ１,４４６万

８,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億５,７７８万６,０００円

とするものであります。 

 歳入の主なものは、保険給付費等交付金を増額補正し、一般会計繰入金を減額補正するもので

あります。 
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 歳出の主なものは、保険給付費及び諸支出金を増額補正し、予備費を減額補正するものであり

ます。審査においては、保険給付費の増額要因や今後の医療費抑制について質疑が行われました。

その中で、生活習慣病の重症化も考えられることから、特定健診の受診率向上が重要であるとの

意見が出されました。現在、本町の特定健診受診率は約４０％との説明があり、医療費抑制や町

民の健康維持の観点からも健診受診率向上に向けた取組の充実を図るよう要望が付されました。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１８号「令和７年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）」について、

本案は歳入歳出予算の総額３億６,７２０万２,０００円に、歳入歳出それぞれ８５万５,０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,８０５万７,０００円とするものであ

ります。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料を増額補正し、一般会計繰入金を減額補正するもの

であります。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金を増額補正するものであります。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第１９号「令和７年度三股町介護保険特別会計補正予算（第５号）」について、本案は歳

入歳出予算の総額２４億１,４１８万円から歳入歳出それぞれ８５２万８,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億５６５万２,０００円とするものであります。 

 歳入は、一般会計繰入金を減額補正するもので、歳出は、介護保険システム標準化の延期に伴

い関連費用を減額補正するものであります。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２１号「令和８年度三股町国民健康保険特別会計予算」について、本案は歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２８億４,２７０万１,０００円とするもので、対前年度比１.５％、

４,１９３万４,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものは、対前年度比で国民健康保険税が１０.６％、県支出金が２.４％の増、繰入

金が２.７％、繰越金が３.６％の減となっております。 

 歳出の主なものは、対前年度比で保険給付費が２.４％、保険事業費が６.２％の増、国民健康

保険事業納付金が２.４％の減となっております。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２２号「令和８年度三股町後期高齢者医療保険特別会計予算」について、本案は歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９,４２２万２,０００円とするもので、対前年度比

９.４％、３,３７９万３,０００円の増となっております。 

 歳入につきましては、後期高齢者医療保険及び繰越金を、歳出につきましては、後期高齢者医
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療保険広域連合納付金等を広域連合の見込みにより計上したものであります。 

 審査においては、高齢者の受診環境について質疑が行われました。その中で、後期高齢者に対

するはり・きゅう医療助成について、県の助成上限が年間２４回となっている中、都城市では独

自に追加給付を実施している現状が挙げられました。これを受け、近隣市町との制度の違いを踏

まえ、本町においても受診機会の確保に向けた独自の追加助成について検討を求める意見が出さ

れました。 

 また、本町は介護度が低い現状があることや、早期治療による重症化予防が結果として医療費

の抑制につながる可能性についても指摘があり、今後の取組について検討を求める要望が付され

ました。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２３号「令和８年度三股町介護保険特別会計予算」について、本案は歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２５億４,５２４万１,０００とするもので、対前年度比で６.７％、１億

６,０３５万９,０００円の増となっております。 

 歳入の主なものは、対前年度比で国庫質金が１.２％、繰入金が３７.９％の増、支払基金交付

金が０.５％、県支出金が１.６％の減となっています。 

 歳出の主なものは、対前年度比で総務費が１０.５％、保険給付費が１.１％の減、地域支援事

業が１２.０％、支出金が１５.０％の増となっております。 

 審査においては、高齢者支援課における人員体制について質疑が行われました。その中で、会

計年度任用職員の割合が高い現状は、前回の委員会においても指摘されたところであり、依然と

して課題であるとの意見が出されました。特に、ケアマネジメント業務は、制度運営上重要であ

り、担い手の高齢化も進んでいることから責任の所在を明確にする観点からも、常勤職員の配置

を含めた体制の見直しを図る必要があるとの意見があり、今後の検討を求める要望が付されまし

た。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２４号「令和８年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」について、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２,２１９万６,０００円とするもので、対前年度比で１.４％、

３０万円の増となっております。 

 歳入の主なものは、対前年度比で繰入金が９.９％の増で、歳出の主なものは、対前年度比で、

総務費が４.６％の増となっております。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第２９号「財産の取得について（令和７年度 三股町立学校給食センター配送車（２号

車）購入事業）」について、本案は現行の配送車２号車が２７年経年することから、車両を更新
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するものであります。 

 事業の実施に当たりましては、指名競争入札により南九州日野自動車株式会社都城支店から

９１２万６,７００円で取得しようとするものでありますが、入札予定価格が１,０２２万

３,０００円であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第３０号「薬科休日急患診療事業事務の委託に関する都城市との協議について」、本案は

薬科休日急患診療事業について、地方自治法第２２２条の１４第１項の規定に基づき規約を定め、

都城市に薬科休日急患診療事業事務を委託することについて審議を行うため、同条第３項及び三

股町議会基本条例第９条第３号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第３２号「三股町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、本案は国民健康

保険法施行例の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、国民健康保険税に子ども・子育て

支援金課税額が新設されること、基礎課税額に係る賦課限度額を引き上げること、軽減の対象と

なる所得の基準について５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準額を引き上げるこ

とにより、条例改正を行うものであります。 

 また、国民健康保険税の算定において所得割、資産割、均等割、平等割の４方式から、資産割

を除く３方式に段階的に移行するための税率改正及び減免の基準に関する規則を定めることによ

り、国民健康保険税条例中の内容が重複する部分を削除するための改正を行うものであります。 

 審査においては、本案が一旦撤回された後、再提出された経緯について説明を受けました。そ

の中で、制度改正に伴う条例整備にあたっては、法令との整合性及び内容精査により慎重に行う

必要があるとの意見が出されました。特に、専門的知見を要する分野については、専門職の関与

を図るなど、事前確認体制の強化を徹底し、再発防止に努めるよう強く求める要望が付されまし

た。 

 慎重に審査を行った結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 なお、２月４日、５日の１泊２日で文教厚生常任委員会では、宇城市学校給食センター、熊本

地震震災ミュージアム、おおき循環センターくるるんの３か所を視察し、給食、防災、環境の各

分野における先進的な取組について研修を行いました。 

 宇城市学校給食センターでは、安全安心な給食提供を支える衛生管理体制に加え、アレルギー

対応が可能な施設整備や調理場の集約による効率的な運営について学びました。 

 熊本地震震災ミュージアムでは、被災以降の保存や災害伝承を通じて教訓を次世代へ引き継ぐ、

防災教育の重要性を強く認識いたしました。おおき循環センターくるるんでは、資源循環の仕組
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みに加え、視察研修の受入れや道の駅、飲食施設との一体的な運営により、交流人口の創出と地

域経済の波及効果につなげている取組について学びました。 

 これらの視察を通じて、公共施設は単なる施設ではなく、地域課題の解決や将来への投資につ

ながる重要な拠点であることを改めて認識したところであります。今後は、今回の研修で得た知

見を、本町の施策にどう生かしていくのかの視点を持って、委員会としての調査・審査を一層深

めてまいりたいと考えております。 

 以上で、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、一般会計予算・決算常任委員長よりお願いします。一般会計予

算・決算常任委員長。 

〔一般会計予算・決算常任委員長 岩津  良君 登壇〕 

○一般会計予算・決算常任委員長（岩津  良君）  それでは、一般会計予算・決算常任委員会の

審査結果について、会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第１６号「令和７年度三股町一般会計補正予算（第

１０号）」と、議案第２０号「令和８年度三股町一般会計予算」の計２件でございました。以下、

案件ごとに説明いたします。 

 まず、初めに議案第１６号「令和７年度三股町一般会計補正予算（第１０号）」についてです。

本案は、令和７年度の会計年度末を控え、各種事務事業の実績見込み補助事業の決定あるいは内

示等により、所要の補正措置を行うものであります。 

 歳入歳出予算の総額１５５億７,６７６万８,０００円に、歳入歳出それぞれ１億４,０４３万

１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５７億１,７１９万９,０００円

とするものでありました。 

 歳入の主なものとして、地方交付税は国補正予算における追加歳出の地方負担等を措置するた

め、普通交付税２億２,２５１万円を増額補正し、国庫出金は物価高対応子育て応援手当事業補

助金１億６１７万６,０００円などを増額補正し、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

２,４６２万３,０００円などを減額補正するものです。 

 県支出金は、物価高対応子育て応援手当事業補助金８,００２万５,０００円などを増額補正し、

移住支援事業補助金２２５万円などを減額補正するものです。 

 繰入金は、財政調整基金繰入金２億４,０００万円を減額補正し、町債は中央公民館脱炭素化

推進事業１,５５０万円などを、２,１９０万円を増額補正するものです。 

 歳出の主なもとして、総務費はクラウドシステム利用料ほか９,６３２万３,０００円などを減

額補正し、民生費は物価高対応子育て応援手当１億８,０１８万円などを増額補正するものです。 

 衛生費は、再生可能エネルギー導入促進補助金２,５０６万７,０００円などを減額補正し、消
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防費は防災対応備品購入費１,６３８万３,０００円などを増額補正、教育費は中央公民館空調機

更新等工事３,６０３万５,０００円を増額補正するものです。 

 また、「第２表 繰越明許費補正」については、交流拠点施設整備事業ほか１０事業を追加し、

「第３表 地方債補正」については、総合福祉センター脱炭素化推進事業ほか５事業の限度額を

変更するものでありました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号「令和８年度三股町一般会計予算」について、令和８年度の予算編成に当

たっては、予算編成方針に基づき国・県予算編成の状況、地方財政計画並びに社会経済情勢の動

向を見て予算編成を行ったものとされ、歳入歳出予算額の総額は歳入歳出それぞれ１４４億

１,０００万円とし、対前年度比１％、１億５,０００万円の減となっております。 

 歳入のうち、自主財源は４７億３２７万４,０００円で、構成比３２.６％、依存財源は９７億

６７２万６,０００円で、構成比６７.４％となっており、自主財源は前年度より７１１万円の減

となっておりますが、構成比では０.２ポイントの増となっております。 

 次に、歳出予算における性質別状況においては、義務的経費が７４億９,５６８万２,０００円

で、構成比が５２％、経常的経費が５４億５,１７２万６,０００円で、構成比が３７.８％、投

資的経費が１４億６,２５９万２,０００円で、構成比１０.２％となっており、前年度より義務

的経費、経常的経費の割合が増加し、投資的経費の割合が減少となっておりました。 

 「第２表 継続費」については、交流拠点施設整備事業を設定するものであり、「第３表 債

務負担行為」については、ガバメントクラウド利用事業ほか２事業を設定するもので、「第４表

 地方債」については、交流拠点施設整備事業ほか２４事業、総額４億２,２６０万円の借入を

予定しているものでありました。 

 次に、歳出予算の投資的事業の主なものとして、継続的な事業として脱炭素推進事業２億

５,５８９万円、交流拠点施設整備事業３億１,９５２万４,０００円、地域医療介護総合確保基

金事業費補助金９,１２２万８,０００円、道路維持補修事業８,３０１万１,０００円となってお

ります。 

 また、新規事業として交流拠点施設周辺整備に係る道路、公園などの整備費８,６５０万円、

小学校・中学校体育館空調機設置事業９,３２５万６,０００円、勝岡小学校管理教室棟外壁改修

事業４,４０６万１,０００円などで、総額で１４億６,２５９万２,０００円の投資的事業の予算

となっておりました。 

 次に、投資的事業以外の新規事業及び重点取組実施事業について、小学校の学校給食費の無償

化に向けた小学校給食費負担軽減補助金９,２１９万８,０００円、総合住宅計画策定業務委託事

業２,２００万円、都市計画マスタープラン及び立地的成果計画改定業務委託事業１,６５０万円、
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議会録画配信業務委託事業５４万６,０００円、入児等通園支援給付事業７８万円、アピアラン

スケア等支援事業２７万円などとありました。 

 また、重点取組事業として子ども医療費助成事業１億３,０９６万１,０００円、施設型給付費

事業２１億８,８８９万６,０００円、中学校給食費負担軽減補助事業４,７９１万６,０００円、

学校給食費支援事業３,６７４万円などとありました。 

 さらに、国の重点支援地方交付金を活用した新たな事業として、原油高物価高騰農業者支援金

１億１,１１３万４,０００円、三股町介護保健施設等原油価格物価高騰支援金１,４３８万

６,０００円、生活者等支援水道基本料金減免事業補助金３,８２２万８,０００円などとありま

した。 

 各課より説明を受け質疑を行いました。総務課では、オンデマンドバス移行に伴う高齢者への

丁寧な周知方法について要望が出されました。 

 町民保健課では、新規事業のフッ化物事業について、１回のみの事業では継続受診につながる

かとの質疑があり、執行部からはきっかけづくりとして実施し、今後の経過効果を確認する方針

がなされました。 

 さらに、予算の部分ではありませんが、都城市と本町の火葬場使用料の格差について質疑があ

り、本町の火葬場使用料が県内最高水準にある一方、都城市との大きな格差を生じている現状に

対し、近隣自治体との均衡を図るよう強く要望がありました。 

 執行部からは、現時点では補助拡充を予定していないとの回答がありましたが、住民感情への

配慮と今後の検討を求める意見がございました。 

 福祉課では、重層的支援体制整備事業の補助メニュー適合や、実施中の事業に関する持続可能

性の課題について質疑がございました。 

 環境水道課では、町指定ごみ袋販売価格５０円の値上げ幅について、将来のコスト増また令和

１２年度以降等の見据えた継続的な見直しの必要性について質疑があり、その他ごみステーショ

ン防護ネット貸与の公平な周知方法について質疑がございました。 

 教育課では、老朽化が進む三股小学校の学校プールを複数校で集約する案の是非や、部活動指

導員補助の適用基準に関する質疑がございました。 

 都市整備課では、通学路整備において園が占有する町有地の返却に関連する補償請求への対応

に関する報告がございました。その他、交流拠点施設整備費、交流拠点施設整備事業建設工事、

その他関連する委託料等について、並びに「第２表 継続費」、交流拠点施設整備事業第２段階、

総額１２億５,０００万円に関しまして、委員より、住民への十分な説明がないまま予算計上に

対する懸念を理由とした反対の意見も述べられました。 

 その他、様々各課において詳細を求める質疑等が行われた上で、慎重に審査をし、採決を行っ
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た結果として、議案第２０号については賛成多数で可決するべきものと決しました。 

 以上で、一般会計予算・決算常任委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．質疑（議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２７号まで及び

議案第２９号から議案第３０号までの２７議案） 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第２、質疑を行います。 

 質疑につきましては、ただいまの常任委員長報告に対する委員長への質疑であります。 

 質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑をお願いします。 

 なお、質疑は会議規則により１議題につき１人３回以内となっております。ただし、議長の許

可を得たときはこの限りではないことを申し述べておきます。 

 常任委員長報告に対する委員長への質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  ないようですので、常任委員長報告に対する委員長への質疑を終結しま

す。 

 議案第２７号「設計施工一括契約の締結について（三股町交流拠点施設整備事業）」に対して、

中原議員ほか１名の議員から、３月１９日付をもって議長宛に継続審査の動議が提出されており

ます。本動議は所定の賛成者がおられますので、動議として成立しております。 

 それでは、議案第２７号に対する継続審査の動議について、提案理由の説明を求めます。中原

議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  議案第２７号について、私は継続審議を求める立場から討論をい

たします。 

 まず申し上げたいのは、私はこの交流拠点施設そのものに反対しているわけではありません。

むしろ三股町の未来にとって重要な施設であるからこそ、今この段階での判断にはより慎重であ

るべきだと考えております。 

 今回の議案は、約６億９,０００万円の設計・建設契約という町の将来に大きく関わる重要な

判断です。 

 しかし、現時点では平面図が示されておらず、施設の具体的な中身や活用方法、運営の在り方

もこれから検討される段階という状況であり、年間約６０日程度の活用という説明に対し、残り

の約３００日の活用の方向性については明確な方向性が示されているとは言いがたいと感じてい

ます。 

 さらに、指定管理料として年間約６５０万円が見込まれている一方で、維持管理費、修繕費、

設備更新費については、過去の試算から約１,３００万円とされ、加えてマネジメント運営費に
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７６０万円と、一段階だけの合計が２,７００万円以上の経費が見込まれております。今後の人

件費の物価の上昇を踏まえれば、将来的な負担はさらに増額する可能性があり、より慎重な整理

が必要ではないでしょうか。 

 加えて、ＰＰＰ方式による事業である以上、リスクはどこまで民間が負うのか、事業がうまく

いかなかった場合の対応はどうするのか、最終的な責任はどこにあるのか、町の関与の在り方な

どについても、町民の皆さんにより分かりやすく説明できる状態にしていく必要があります。 

 ここでもう一つ申し上げます。公共施設は、建物を造ること自体が目的ではなく、どのように

活用し、町にどのような効果をもたらすのか、そこまで含めて初めて意味を持つものです。 

 本来であれば、誰が利用するのか、年間どの程度の利用を見込むのか、町にどのような効果を

もたらすのか、そうした目標や数値を含めて整理した上で建物の議論に入るべきではないでしょ

うか。 

 しかし、現時点ではそうした使い方や効果の部分が十分に整理されていないまま、建設の判断

が先行しているように感じています。建物が先ではなく目的が先ではないでしょうか。 

 さらに申し上げれば、その効果が達成されているのかを確認するための具体的な数値目標や評

価指数も示されていません。 

 数値目標がなければ、この施設が本当に町にとって価値のあるものだったのか、後から検証す

ることもできません。検証できない事業に対して責任ある判断ができるのでしょうか。 

 ここで、特に重要だと考えていることを申し上げます。 

 本来であれば、設計と建設は段階的に判断すべきです。まずは中身を設計として固め、その内

容を議会として確認した上で、その後に建設の判断を行う、この順序が本来の進め方ではないか

と考えます。 

 しかし、今回のように設計と建設を一体で契約した場合、中身が十分に整理されないまま建設

の判断まで同時に進んでしまう可能性があります。一度契約を締結すれば、その後の見直しは難

しくなり、やり直しが利かない可能性も想定されます。 

 つまり、今の判断は、やり直しが利かない判断になる可能性があるということです。 

 だからこそ今立ち止まり、内容を整理した上で、設計と建設を切り分け、段階的に判断するこ

とが最も責任ある進め方ではないでしょうか。 

 公共施設は一度建設すれば長期間にわたって使い続けるものです。その判断は、将来世代への

責任でもあります。 

 だからこそ、本来はどのように使う施設なのか、町民にとってどのように役割を持つのかとい

う中身を十分に整理した上で設計をしたのを確認し、その上で建設を判断すべきだと考えます。 

 現在はまだその整理の途中段階であり、議会として最終的な判断を行うには情報が十分とはい
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えないのではないでしょうか。 

 これは、反対のための意見ではありません。自信を持って説明できるのでしょうか。 

 最後に申し上げます。今、私たちはこの施設について判断する立場にあります。今ここで決め

るということは、この内容で将来に責任を持つということです。 

 では、この状態で町民の皆さんに対して、なぜこの判断をしたのか、自信を持って説明できる

でしょうか。子育ての世代の方に、高齢者の方に、この施設はこう使われこう役に立ちますと具

体的に伝えられる状態にあるのでしょうか。もしそれが難しいのであれば、今、結論を急ぐこと

が本当に責任ある判断なのか、もう一度立ち止まって考える必要があると感じています。 

 私は、この事業を否定したいわけではありません。むしろ三股町にとって価値のある施設にし

たいからこそ、今、丁寧に考える時間が必要だと思っております。たとえ時間がかかったとして

も、町民にしっかり説明できる形で進めること、それが私たち議会の責任ではないでしょうか。 

 したがって、本議案は継続審議とすべきであると申し上げ、討論といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  これより本動議に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより採決を行います。起立により行います。議案第２７号に対する継続審査の動議につい

て、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（指宿 秋廣君）  起立少数であります。よって、議案第２７号に対する継続審査の動議は

否決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．討論・採決（議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２７号ま

で及び議案第２９号から議案第３０号までの２７議案） 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第３、討論・採決を行います。 

 議案第２号「三股町自治公民館加入促進条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決されまし
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た。 

 議案第３号「三股町中小企業・小規模企業振興基本条例」を議題として、討論・採決を行いま

す。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第４号「三股町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第４号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第５号「三股町議会議員及び三股町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第５号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第６号「三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・
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採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第７号「三股町営住宅設置条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行い

ます。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第８号「三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第８号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第９号「三股町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」については、議案の撤回が許

可されたことにより、日程から削除されております。 

 議案第１０号「三股町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
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改正する条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１０号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１１号「三股町児童福祉施設設置条例及び三股町使用料及び手数料徴収条例の一部を改

正する条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１１号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１２号「三股町温泉スタンドの設置及び管理に関する条例を廃止する条例」を議題とし

て、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１２号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１３号「町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決

を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１３号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１４号「議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を議

題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１４号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１５号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１５号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１６号「令和７年度三股町一般会計補正予算（第１０号）」を議題として、討論・採決

を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 
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 これより採決を行います。議案第１６号は、一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１７号「令和７年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１７号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１８号「令和７年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）」を議題と

して、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１８号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１８号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第１９号「令和７年度三股町介護保険特別会計補正予算（第５号）」を議題として、討

論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第１９号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２０号「令和８年度三股町一般会計予算」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  議案第２０号「令和８年度三股町一般会計予算」に対して反対の

立場から討論を行います。 

 本予算案には、子育て支援や地域福祉、文教のまちの維持・発展に向けて積極的な投資が行わ

れ、教育環境の整備など、町民生活の向上に資する重要な施策が多く盛り込まれており、その必

要性については十分理解しております。 

 また、議案には、ＩＴなど最新技術と、人に寄り添う支援のアピアランスケアや物価高騰対策、

家計支援、また、地域公共交通の進化や給食の無償化などを両立させている点が非常に優れてい

ると考えます。 

 しかし、交流拠点施設事業については、以下の重大な懸念を払拭することはできません。 

 まず、財政負担と持続可能性への懸念です。本事業は、建設費に総額約１９億４,０００万規

模を見込む大規模事業であり、物価高騰が続く中、さらなるコスト増や将来にわたる維持管理・

運営費の増大が懸念されます。これが町財政を圧迫し、結果としてほかの住民サービスに影響を

及ぼす可能性は否定できません。 

 次に、優先順位の問題です。住民からは、通学路の安全確保、側溝整備、デマンド交通の充実

など、比較的少額で対応可能な切実な課題が数多く寄せられています。それらが十分に解決され

ない中で、約１９億円の事業を優先することが果たして住民目線の判断といえるか、強い疑問を

抱かざるを得ません。 

 町民とともに考えるとしながらも、これだけの巨額投資に対し、現時点で全町的な納得が得ら

れているとは言いがたい状況です。インフラの老朽化対策や防災力の強化など、今、優先すべき

課題とのバランスを欠いていると言わざるを得ません。 

 総務省が推進する公共施設等総合管理計画では、新しい施設を造る際は、既存の古い施設を壊

して機能を移転する統廃合がセットであるべきとされています。 

 結論として、本来であれば個別に評価すべき施策も多く含まれていますが、予算は一括での採

決となります。本事業の規模、判断材料の不足、将来への影響の大きさを踏まえ、予算全体を認

めることはできないと判断し、苦渋の決断ではありますが、本予算に反対いたします。 

 本事業について、規模の見直し、判断基準の明確化、そして住民への丁寧な説明を強く求め、

私の反対討論を終わります。 
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○議長（指宿 秋廣君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかに討論ありませんか。中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  議案第２０号について、私は反対の立場から討論いたします。 

 まず申し上げます。本予算には、町民生活に関わる様々な施策が含まれており、それらについ

ては評価すべき点もあると考えております。本来であれば、全体として前に進めるべき内容も含

まれていることと認識しております。 

 しかしながら、本議案に含まれる交流拠点施設整備事業については、金額の規模や将来の影響

を踏まえ、現段階での判断には慎重であるべきと考え、苦渋の決断ではありますが、反対の立場

を取るものであります。 

 本議案は、交流拠点施設整備事業に係る予算であり、本年度計上額は約５億２,４９７万円、

前年度と比較して約２億２,４６３万円の増額となっております。内訳としては、委託料約１億

７,２７９万円、工事請負費約１億５,７３３万円が計上されており、特に設計業務委託料約１億

５,６８５万円と大きな割合を占めております。この設計業務には、第１段階の基本設計及び実

施設計に加え、第２段階の実施設計費約９,４００万円が既に含まれております。ここで申し上

げたいのは、第２段階の内容が、効果や、十分に示されてない段階で、その設計費が計上されて

いる点であります。 

 また、建設工事についても、令和８年度、約１億５,７３３万円、令和９年度、約４億

３,２６６万円が予定されており、第１段階だけでも約６億９,０００万円規模となります。 

 さらに第１段階、第２段階を合わせて総事業費は約１９億４,０００万円規模となる見込みで

あり、本議案は単年度の予算ではありながら、実質的には将来に大きな影響を及ぼす判断となり

ます。そのような中で、段階ごとの判断基準、次の段階に進むまでの検証の考え方、費用に対す

る効果の整理、これらが現時点において十分に数値として示されているとはいえません。 

 予算とは、単に計上するものではなく、その支出に対する明確な判断根拠と説明責任を伴うべ

きであります。今回の予算は、その規模と影響の大きさを踏まえると、より慎重な判断が求めら

れるべきであると考えます。 

 以上の理由から、この金額に見合う判断材料が十分に示されていない現段階においては賛成す

ることはできず、本議案に反対いたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 異議があるようですから、起立により採決をいたします。議案第２０号は、一般会計予算・決
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算常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（指宿 秋廣君）  起立多数であります。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２１号「令和８年度三股町国民健康保険特別会計予算」を議題として、討論・採決を行

います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２１号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２２号「令和８年度三股町後期高齢者医療保険特別会計予算」を議題として、討論・採

決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２２号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２２号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２３号「令和８年度三股町介護保険特別会計予算」を議題として、討論・採決を行いま

す。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２３号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２３号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２４号「令和８年度三股町介護保険サービス事業特別会計予算」を議題として、討論・

採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２４号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２５号「令和８年度三股町水道事業会計予算」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２５号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２６号「令和８年度三股町下水道事業会計予算」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２６号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２７号「設計施工一括契約の締結について（三股町交流拠点施設整備事業）」を議題と

して、討論・採決を行います。 
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 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。田中議員。 

○議員（５番 田中 光子君）  議案第２７号、交流拠点設整備事業設計施工一括契約について、

私は、本議案に対し反対の立場から討論を行います。 

 本事業が掲げる町民の交流や子育て支援という目的そのものを否定するものではありません。 

 しかし、町民の将来と町の財政健全性を考えたとき、現状の計画には看過できない課題がある

と考えます。 

 反対する理由は、大きく分けて３点です。 

 第１に、既存施設の引き算が全く示されていない点です。三股町には築５０年を超える中央公

民館や庁舎など、老朽化した公共施設が山積しています。本来、新たな拠点施設を造るのであれ

ば、これら古い施設をいつ、どこを、どのように閉鎖し、解体し、維持管理費を幾ら削減するか

という具体的な工程表がセットで示されるべきです。検討するという言葉だけで新築を先行させ

ることは、将来にわたり２重、３重の維持管理費を積み上げることにほかなりません。これは、

将来世代に大きな負担を残す可能性があると言わざるを得ません。 

 第２に、ランニングコストと事業の収益に対する不透明さです。約２０億という巨額の事業費

に加え、完成後には多額の運営・維持費が毎年発生します。民間との第６セクター方式を標榜し

ていますが、物価高騰や人件費不足が続く中、想定どおりの収益が上がらなかった際の補痾の責

任は、最終的に町民の税金に跳ね返ってきます。そのリスク管理と町民が納得できる具体的な収

支シミュレーションが不足しています。 

 第３に、町民の真の理解が得られているかという疑問です。ワークショップ等で一部の意見は

吸い上げられていますが、多くの町民は今の施設はどうなるのか、なぜ今のタイミングなのかと

いう疑問や不安を抱いています。既存施設の統廃合という痛みを伴う計画を隠したまま、理想ば

かり掲げて契約を急ぐ手法は誠実な行政の姿とはいえません。 

 以上のことから、既存施設の廃止スケジュールを明確にし、町全体の施設総量を抑制する具体

的な筋道が示されない限り、本契約を認めることはできません。 

 私たちは、新しい箱物を建てる華やかな事業に目を奪われ、その裏で増え続ける維持管理費と

いう将来への白紙委任状に判をつこうとしています。古い施設の解体時期も示さない本議案は、

現時点で責任ある判断を下せる状況にはあるといえません。 

 今、私たちがなすべきは、新しいものを建てること以上に、今あるものをどう整理し、持続可

能な三股町をつくるかという責任ある決断です。 

 よって、議案第２７号に対し、反対いたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、賛成討論の発言を許します。上西議員。 

○議員（３番 上西 雅子君）  議席番号３番、上西です。議案第２７号について、賛成の立場か
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ら討論をいたします。 

 今回の議案の賛否について、私ももろもろ悩みましたけれども、結果、今回の事業計画でひと

まず屋根つき広場を早急に造ることが必要だと思うに至りました。 

 その１つ目の理由は、現在の地球温暖化の影響で、季節を問わず天候の不安定な日が多くなる

ことが予想されています。そんな中、せっかく企画した様々なイベントが、天候の影響で中止や

延期になることは町民にとって大変残念なことにつながりかねません。屋根つき広場があれば、

暴風でない限りどんな天候でも、また例えば一日のうちに天候が変わる可能性があったとしても、

安心してイベント等を開催することができるからです。 

 ２つ目の理由は、もうかれこれ８年間だと思いますが、もろもろ手法は変わりましたけれども、

官民連携でやってきた本事業を今回否決してほぼ白紙に戻すことは、五本松交流拠点の完成を楽

しみにしている町民をがっかりさせる結果になるからです。 

 正直言って、私もこの時期の着手については不安を感じざるを得ませんでした。また、まだあ

まり見えてない事業に６億９,０００万円の予算を認めることは大変勇気が要ることです。また、

現在の物価高騰、原油の確保が困難になることが予想される中で、どれほど資材が高騰するか分

からない中での工事着手はどうなんだろうかと大変悩みました。 

 しかし、今回前述した２つの理由で悩みましたが、賛成することにいたします。 

 ただ、執行部には、今後の経過について、事業の進捗をできるだけ細部まで公表していただき

ながら、その都度議会のチェックを通してもらえますように要望したいと思います。 

 また、必ず生活者視点に立って、この事業での少なくない出費で町の財政に負担がかかり、そ

のことで町民サービスが低下するなど、町民の暮らしに絶対に影響が出ないようにしていただき

たいと思います。 

 そのことを訴えまして、私からの賛成討論といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、反対討論の発言を許します。中原議員。 

○議員（２番 中原 美穂君）  議案第２７号について、私は反対の立場から討論いたします。 

 まず最初に申し上げます。私は、本議案をよりよい形で進めるために継続審議とし、内容を十

分に整理した上で判断すべきであると考え、その旨の提案をさせていただきました。 

 しかしながら、その提案がかなわなかった今、この段階で賛成することは、議会として責任あ

る判断とは言いがたいと考えております。 

 また、先ほどの討論にもありましたとおり、本議案には財政運営、将来負担の面で重要な課題

が残されていると認識しております。その上で、私は町民の皆さんに説明できる判断なのかとい

う視点から、反対の立場で討論いたします。 

 この判断が、将来なぜあのときしっかり議論しなかったのかと問われることにならないのか、
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私は強い危機感を持っています。今回の議案は、約６億９,０００万という町の将来に大きく関

わる重要な契約であります。 

 一方で、現時点では施設の中身や活用方法、運営の在り方、将来的な財政負担やリスク分担な

どについて、町民の皆さんに十分に説明できる状態にあるとは言いがたいと感じております。 

 特に、年間約６０日の活用に対し、残りの約３００日の活用が明確でない点、また運営費に関

する業務に６５０万円、合同会社が担う維持管理や修繕費が１,３００万円、合同会社が担うマ

ネジメント運営費が７６０万円、合計約２,７００万円の経費が一段階として見込まれており、

今後さらに増加する可能性があります。 

 さらに申し上げます。今回の答弁の中で、物価高騰により契約上限を超える可能性、また運営

がいかなくなった場合には、町が対応する可能性が示されました。つまり、最終的な負担や責任

は町が担う可能性があるということではないでしょうか。一方で、大きなリスクは考えていない

との発言もありました。 

 しかし、本当にそう言い切れるのでしょうか。この負担が将来どうなるのか、誰がどこまで責

任を持つのか、町民の皆さんに明確に説明できる状態にあるとは私は思えません。 

 また、設計と施工を一体で契約する方針である以上、契約後の見直しが難しくなる可能性もあ

り、この段階での判断は極めて重要であります。公共施設は、一度建設すれば何十年と町民が使

い続けるものです。だからこそ、どのように使う施設なのか、町民の皆さんにとってどのように

役割を持つのか、その中身を十分に整理した上で判断することが私たち議会の責任ではないでし

ょうか。 

 議員は構想や理想を語るだけでよいのでしょうか。まずは進めよう、子供たちのためにその思

いは私も同じです。 

 しかし、中身が見えないまま進めることが本当にその思いにつながるのでしょうか。屋根つき

広場、会議室、共同スペース、それらが実際にどのように使われ、どのような価値を生み出すの

か、その中身についての議論が十分に尽くされているといえるのでしょうか。 

 私が構想を描くのであれば、町民が具体的にイメージでき、日常的に集える場所であり、災害

時には防災拠点として機能するような庁舎一体型の交流拠点施設とするべきだと考えています。 

 さらに申し上げます。本来であれば、誰が利用するのか、年間どの程度利用されるのか、どの

ような効果をもたらすのか、こうした数値目標があって初めてその施設が成功かどうか判断はず

です。 

 しかし、現時点ではその目標も検証方法も示されていません。検証できない事業に対して、私

たちは本当に責任ある判断をしたといえるのでしょうか。子育て世代や高齢者の方にとってこの

施設がどのように役立つのか、町民の皆さんに具体的に伝えられる状態にあるのでしょうか。私
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は、まだ十分でないと感じています。 

 ここで具体的な一例として申し上げます。現在、多くの家庭が共働きであり、放課後の子供の

居場所や保育園の受皿不足は、現実的な課題です。例えば児童クラブ機能の集約や、子育て支援

の場としての活用など、町民の生活に直結する使い方も考えられるのではないでしょうか。こう

した具体的な活用まで踏み込んで検討することが、この施設の価値を高めることにつながると考

えます。 

 だからこそ今、構想だけで判断するのではなく、中身と数字をしっかり見極めた上で、町民の

大切な税金の使い道を判断する責任が私たちにあるのではないでしょうか。もし、これが自分の

家庭の支出であったなら、中身や将来の負担を理解しないまま判断することはできないはずです。

私は、急ぐことよりも、後悔しない判断をすることのほうが重要だと考えます。 

 今回、継続審議という選択はなされませんでしたが、それでもなお、私はこのまま賛成するこ

とはできません。これは、事業そのものを否定するものではなく、よりよい形で進めるため、そ

して将来に責任を持つための判断であります。 

 最後に申し上げます。この施設が町民にとって誇りとなり、日常の中で生かされる場所となる

ことを願っています。だからこそ今、慎重な判断をすることが将来への責任であると考え、本議

案に反対いたします。 

 たとえ結果がどうであっても、町民の皆さんに対して、なぜこの判断をしたのか説明できるこ

と、それが私たち議会に求められる責任であり、その責任を私は果たしていきたいと考えていま

す。 

 以上で、討論を終わります。 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、賛成討論の発言を許します。楠原議員。 

○議員（８番 楠原 更三君）  議案第２７号に賛成の立場から討論いたします。 

 そんなに反対する住民が多いのかと私は思います。本議案は、立地適正化計画に基づくコンパ

クトシティづくりの一環として取り組み続けてきているものであり、より魅力あるまちづくりに

必要な開発であると思っております。 

 第６セクターという既存の計画と異なるということから、不安も多く残るというところもある

と思いますが、これまで担当課から丁寧な説明を何回も受けてきております。皆さん、そのたび

に十分考えて今日まで来ておられると思っております。 

 私も、町内外の方々から、三股の魅力について多くのことを聞く機会がありますが、その中に

は地域活性化の動きが活発であるということが挙げられます。五本松についても、三股の町民の

力が発揮されることが期待されると強く私は思っております。 

 自治体としての体力がある今、将来に対しての不安ばかりでなく、将来に対しての希望をつな
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ぐために、一日も早いスタートを期待したいと思っております。 

 以上で、賛成討論といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  次に、反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかに討論ありませんか。西村議員。 

○議員（４番 西村 尚彦君）  それでは、議案第２７号、三股町交流拠点施設設備事業に係る設

計施工一括契約の締結について、賛成の立場で討論をいたします。 

 皆さんご承知のように、本事業は平成３０年に着手し、基本構想、基本計画がつくられ、要求

水準書策定、事業者の募集、優先交渉権者の決定と、これまで約８年をかけて進められてきまし

た。 

 また、公共施設の建設手法としては、三股町では初めての地域密着型官民連携事業として取り

組まれました。 

 途中、ＰＦＩからＰＰＰと変更があり、公共事業の手法に近くなりましたが、設計・建設の費

用が町内やこの地域に落ちること、また企画運営費についても、これまでの公共施設だったら経

常的経費として処理されるところが、事業者にお金が落ち、また独自事業で施設利用もできると

いう、町内や地域でお金が循環でき、地場産業やまちづくりに貢献できるというところに特に期

待をしております。 

 ただ、これまでありましたように、議会からも多くの意見や心配の声があるように、これから

のほうがより重要になってくるものと感じております。 

 発注者として、町はこの施設が５年、１０年、２０年と使われるように、また様々な状況が変

わっても多目的に使われるようなものにしてほしい、また、議会にもこれまで以上に情報公開を

してほしいという思いをつけて、賛成討論といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかに討論ありませんか。内村議員。 

○議員（１０番 内村 立澹君）  賛成討論いたします。 

 少子高齢化が進む中で、本町では様々な町民参加の下のイベントが行われております。このこ

とは、今回整備事業を行う屋根つき事業にも、そこでいろんなことをすることに可能になってき

ます。 

 そして、この事業計画において、三股の暮らしの魅力を高めるため、学び、子ども・子育て、

健康づくり及び買物と食とあります。このことは、本町が掲げている総合福祉計画でもあります。

この事業をすることによって、住み続けたい町、幸福度につながっていくと思います。 

 このようなことで、賛成討論といたします。 

○議長（指宿 秋廣君）  ほかに討論ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないようですので、これで討論を終結します。 

 異議があるようですから、起立により採決します。議案第２７号は、総務産業常任委員長の報

告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（指宿 秋廣君）  起立多数であります。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第２８号「工事請負契約の変更契約の締結について（令和７年度文化会館特定天井落下防

止対策工事）」については、去る３月１１日に先議しております。 

 議案第２９号「財産の取得について（令和７年度 三股町立学校給食センター配送車（２号

車）購入事業）」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第２９号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第２９号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第３０号「薬科休日急患診療事業事務の委託に関する都城市との協議について」を議題と

して、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３０号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第３０号は原案のとおり可決されま

した。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．質疑・討論・採決（議案第３１号） 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第４、質疑・討論・採決を行います。 
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 議案第３１号「副町長の選任について」を議題とします。 

 ここで、石崎副町長の退席を求めます。 

〔副町長 石崎 敬三君 退場〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑は、会議規則により、全体審議では同一議題につき１人５回以内と

なっております。ただし、議長の許可を得たときは、この限りではないことを申し述べておきま

す。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３１号は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第３１号は原案のとおり同意されま

した。 

 副町長の入場を許します。 

〔副町長 石崎 敬三君 入場〕 

○議長（指宿 秋廣君）  石崎副町長の再任については同意されましたので、申し上げておきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．討論・採決（議案第３２号） 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第５、去る３月１１日に追加提案されました議案第３２号「三股町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。本案に対する討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第３２号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議案第３２号は原案のとおり可決されま

した。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．総務産業・文教厚生常任委員会の閉会中の審査事項について 
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○議長（指宿 秋廣君）  日程第６、総務産業・文教厚生常任委員会の閉会中の審査事項について

を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の閉会後、議長宛てに所管事務の調査をしたい旨申請がある場合、総

務産業常任委員会及び文教厚生常任委員会は、閉会中も活動できることにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、本定例会閉会後、議長宛てに所管事務の

調査をしたい旨申請がある場合、総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員会は、閉会中も活動

できることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．閉会中における広報編集常任委員会の活動について 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第７、閉会中における広報編集常任委員会の活動についてを議題と

します。 

 広報編集常任委員長から、会期期則第７４条の規定に基づき、閉会中における広報等の編集活

動の申出があります。 

 お諮りします。広報編集常任委員長からの申出のとおり、閉会中における広報等の編集活動を

認めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、広報編集常任委員長からの申出のとおり、

閉会中における広報等の編集活動を認めることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．閉会中における議会運営委員会の活動について 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第８、閉会中における議会運営委員会の活動についてを議題としま

す。 

 議会運営委員長から、会議規則第７４条の規定に基づき、議会の会期日程等の運営に関する事

項並びに議長の諮問に関する事項について、閉会中における審査及び継続調査の申出があります。 

 お諮りします。議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中における審査及び継続調査を認め

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉

会中における審査及び継続調査を認めることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第９．議員派遣の件について 

○議長（指宿 秋廣君）  日程第９、議員派遣の件についてを議題とします。 

 今後の議員派遣についてお諮りします。お配りしております議員派遣資料のとおり、研修等に

それぞれ議員を派遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議員派遣については配付資料のとおり、

それぞれの議員を派遣することに決しました。 

 お諮りします。今定例会において、議決案件等の条項、字句、数字、その他の整理を要するも

のについては、会議規則第４４条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（指宿 秋廣君）  異議なしと認めます。よって、議決案件等の条項、字句、数字、その他

の整理は、議長に委任することに決定しました。 

 以上で、全ての案件を議了しましたが、議長の公務報告は、お手元に配付してあるとおりであ

ります。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午前11時48分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時57分再開 

○議長（指宿 秋廣君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（指宿 秋廣君）  以上で、今会期の全日程を終了しましたので、これをもって令和８年第

２回三股町議会定例会を閉会いたします。 

午前11時57分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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